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― 午前１０時 ０分 開会 ―

〇議長（中島⬤義君） 皆さん、おはようござい
ます。

ただいまから、令和4年9月定例会を開会いた
します。

これより、本日の会議を開きます。

この際、先般行われました県議会議員補欠選

挙において、めでたくご当選されました議員を

ご紹介申し上げます。

壱岐市選挙区において、ご当選されました鵜

瀬和博議員でございます。（拍手）

次に、議席の指定及び一部変更を行います。

議席の指定及び一部変更につきましては、お

手元の議席表のとおり決定いたします。

次に、知事より、新任の幹部職員を紹介いた

したい旨、申し出があっておりますので、これ

を受けることにいたします－知事。

〇知事（大石賢吾君） さきの令和4年6月定例
県議会におきまして、ご同意をいただき、任命

いたしました特別職をご紹介いたします。

副知事 平田 研君。（拍手）教育委員会委

員 嶋崎真英君。（拍手）人事委員会委員 ⬤
良子君。（拍手）

次に、同定例県議会以降に発令いたしました

幹部職員をご紹介いたします。

地域振興部次長 鳥居祐輔君。（拍手）

以上でございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

〇議長（中島⬤義君） 次に、会期の決定をいた
します。

本定例会の会期は、本日より10月7日までの
26日間とすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、会期は、26日間と決定されました。
次に、会議録署名議員の指名をいたします。

本定例会の会議録署名議員につきましては、

西川克己議員及び山田朋子議員を指名いたしま

す。

次に、委員会の委員選任の件について、ご報

告いたします。

鵜瀬和博議員を文教厚生委員会、予算決算委

員会及びながさき新産業創造特別委員会の委員

に、長崎県議会委員会条例第4条の規定により、
それぞれ選任いたしましたので、ご報告いたし



令和４年長崎県議会・９月定例会（９月１２日）

- 4 -

ます。

次に、知事より、出資法人の経営状況説明書

等が、さきに配付いたしましたとおり提出され

ておりますので、ご報告いたします。

次に、知事より、第88号議案乃至第104号議
案の送付がありましたので、これを一括上程い

たします。

ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます－知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 本日、ここに、

令和4年9月定例県議会を招集いたしましたと
ころ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜

り、厚く御礼を申し上げます。

説明に入ります前に、さきの参議院議員選挙

期間中、安倍晋三元総理大臣が銃撃され、ご逝

去されるという痛ましい事件が発生しました。

安倍元総理大臣におかれては、長年にわたり

総理大臣の重責を担われ、本県の諸課題につい

ても、2つの世界文化遺産の登録実現や、高規
格道路をはじめ各種社会資本の整備等にお力添

えを賜ってまいりました。

生前のご功績に深く敬意を表しますとともに、

心からご冥福をお祈り申し上げます。

このたび、参議院議員にご当選されました山

本啓介議員、県議会議員にご当選されました鵜

瀬和博議員に対しまして、心からお慶びを申し

上げます。

新型コロナウイルス感染症により、お亡くな

りになられた方々並びにご遺族の皆様に、深く

哀悼の意を表しますとともに、現在も治療中の

皆様の一日も早い回復を心からお祈り申し上げ

ます。

そして、医療関係者や福祉関係者の皆様にお

かれては、大変厳しい環境の中で、県民の命と

健康を守るために多大なるご尽力をいただいて

おりますことに、厚くお礼を申し上げます。

それでは、開会に当たり、当面する諸課題に

ついて所信を申し述べますとともに、前定例会

以降、今日までの県政の重要事項について、ご

報告を申し上げたいと存じます。

（新型コロナウイルス感染症にかかる本県の

対策）

本県における新型コロナウイルス感染症の感

染者数は、本年5月中旬以降、減少傾向で推移
していたものの、6月中旬から再び上昇傾向に
転じ、7月下旬以降は、感染力がさらに高いオ
ミクロン株のＢＡ.5系統への置き換わり等によ
る第7波により、急激に増加いたしました。
そのため、去る7月21日には、県内全域の感
染段階レベルを2－Ⅱに引き上げるとともに、
特別警戒警報を発令し、さらなる感染拡大を招

かないよう、会食の際の基本的な感染対策の徹

底のほか、旅行や帰省時における事前の検査や

積極的なワクチン接種等についてお願いしたと

ころであります。

一方、国において新たな行動制限は行わない

方針が示されたことも踏まえ、医療や福祉など

の機能が維持できる範囲であれば、コロナと共

生し、旅行や飲食等の社会経済活動を継続する

方針を改めてお示しいたしました。

その後、7月28日には、県が独自に定める「感
染段階対応の目安」を第6波以降の実態に合わ
せて改定し、より強い行動制限を要請するレベ

ル3への移行は、病床使用率に加え、医療や福
祉、公共交通機関や行政機関などの社会機能の

制限状況等も踏まえ慎重に判断することといた

しました。また、重症化リスクの高い高齢者や

基礎疾患を有する方に対しては、感染リスクの

低減を図るため、レベル3で行う接触機会の低
減にかかる要請をレベル2－Ⅱの段階で前倒し
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して実施することとし、感染リスクが高い場所

等への外出を控えるよう、お願いしたところで

あります。

8月に入ってからも感染拡大に歯止めがかか
らず、中旬以降は、病床使用率がレベル3の基
準である50％を超過する日が続いたものの、社
会機能全体としては深刻な状況には至っていな

いことから、レベル2－Ⅱを維持し、強い行動
制限は実施せず、引き続き、リスクの高い高齢

者等への対策の重点化や基本的な感染防止対策

を講じることとしております。

一方で、私も8月18日に、医療機関へお伺い
して実際の救急外来の様子を視察させていただ

き、現場を取り巻く状況は大変厳しく、病床使

用率などの数字にはあらわれない非常に逼迫し

た状況であることを深く認識したところであり

ます。

こうした状況を踏まえながら、検査体制・医

療提供体制のさらなる強化とともに、関係機関

の負担軽減などについて早急に取り組む必要が

あると考えております。

まず、検査体制については、診療・検査医療

機関のマッピングを行い、発熱等の有症状者自

らが検索できるＷＥＢサイトを開設したほか、

発熱外来診療の逼迫した状況を改善するため、

さきの定例記者会見において、発熱外来にかか

る受診フローを県民の皆様へお示しし、症状が

軽い場合には、まずは自宅療養していただき、

性急な救急な外来受診をお控えいただくよう、

お願いしたところであります。

また、8月3日に県医師会の協力のもと、発熱
外来にかかるＷＥＢ研修会を開催し、約700の
医療機関等に参加いただくなど、感染対策の知

識の向上を図り、新たな診療・検査医療機関の

掘り起こしを行っております。

さらに、診療・検査医療機関や自己検査を希

望する有症状者に対し、国から無償譲渡された

抗原定性検査キットを配布するとともに、9月2
日には、「陽性者判断センター」を開設し、自

己検査や無料検査等による陽性者について、重

症化リスクが低い場合は、医療機関を受診する

ことなく療養開始できる体制を整備したところ

であります。

このほか、高齢者及び障害者の入所施設内感

染を防止するため、施設に抗原定性検査キット

を配布し、職員に対する集中的・定期的な検査

の支援を行っております。

次に、医療提供体制については、最大570床
の入院病床を705床まで拡充するとともに、宿
泊療養施設内の臨時の診療所を再開し、経口ウ

イルス薬による治療を可能とするなど、受入体

制を強化しております。

また、自宅療養者の急増に対応するため、保

健所による健康観察の対象を重症化リスクの高

い高齢者等に絞り込み、症状悪化時には医療機

関への受診につなげるなど、適切な医療支援を

実施しております。

新型コロナウイルスワクチンの接種について

は、7月8日、長崎市の道ノ尾病院に設置した県
の接種センターにおいて、武田社ワクチン（ノ

ババックス）の接種を開始したところでありま

す。

引き続き、より多くの県民の皆様に接種して

いただけるよう、他の年代と比較して接種率が

低い若年層に対して3回目接種の呼びかけを行
うとともに、市町と連携のうえ、高齢者施設等

における4回目の接種促進に向けた取組を進め
てまいります。

県としては、これまでも全国知事会を通して、

感染拡大の抑制と社会経済活動の両立に向けた
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提言等を行ってきたところであり、国では感染

症法上の位置づけなどの抜本的対策の見直しが

検討されております。

こうした中、8月24日には、岸田総理大臣か
ら、緊急避難措置として、自治体の判断で発生

届の範囲を限定することを可能とするなど、医

療機関や保健所の負担軽減にかかる方針が示さ

れました。

このことを踏まえて、本県においても、発生

届を重症化リスクのある方に限定するなど、医

療機関及び保健所の負担軽減を図ったところで

あります。

引き続き、国の動きも注視しながら、県医師

会及び長崎大学等の関係機関や、市町と連携し、

検査体制・医療提供体制の強化や保健所機能等

の維持を図り、県民の皆様の安全・安心の確保

に万全を期してまいります。

（コロナ禍における原油価格・物価高騰対策）

県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大に加え、原油価格や物価の高騰により様々な

分野で影響が生じていることから、県民の皆様

の生活や事業者の方々の社会経済活動をしっか

り支えていくため、国の総合緊急対策を踏まえ

て編成した、令和4年6月追加補正予算にかかる
各種事業の執行に全力で取り組んでいるところ

であります。

しかしながら、原油価格や物価の高騰が長期

化し、県内事業者においても、老舗の店舗が廃

業を余儀なくされるなど、経営環境は一層厳し

い状況にあり、緊張感を高めております。

県としては、こうした現状等を踏まえて、こ

れまでの取組に加え、各産業分野の方々や金融

機関などの声をお聞きしながら実態把握に努め

つつ、相談窓口や緊急資金繰り支援資金をはじ

めとする様々な支援策の情報提供・周知を図る

など、県内事業者の事業継続のための支援に注

力しているところであります。

また、去る9月9日には、行政と商工、金融な
どの関係団体から構成される「長崎県緊急経済

雇用連絡会議」を開催し、県内の経済雇用情勢

や各機関の支援施策等について情報を共有する

とともに、改めて関係機関が連携して取り組ん

でいくことを確認いたしました。

このほか、本議会に提案しております補正予

算において、貨物運送業の事業継続に向けた新

たな支援や、農業・水産業の経営改善等に資す

る取組への支援など、さらなる支援措置を講じ

てまいりたいと考えております。

引き続き、県民の皆様の生活を下支えし、県

内の社会経済活動に対する影響をできる限り抑

えるため、国の政策等も見極めながら、迅速か

つ的確な施策の構築に努めてまいります。

（「新しい長崎県づくり」の実現）

私は、全世代の皆様の安全・安心で豊かな暮

らしづくりや、長崎だからこそチャレンジでき

る環境づくりを進め、併せて、そうした本県の

魅力を県内外に向けて戦略的に発信していくこ

とにより、多方面から選ばれる「新しい長崎県

づくり」を県民の皆様と一緒に実現したいと考

えております。

そのため、直ちに実行可能な施策や早急に取

り組むべき施策等について、可能な限り令和4
年6月補正予算に盛り込んだところであります
が、山積する諸課題の解決のためには、県民の

皆様のご意見もお聞きしながら、施策のさらな

る充実・強化が必要であると認識しております。

私は、知事就任以来、対話などを通じ、長崎

県を愛し応援する多くの皆様の姿や声を見聞き

する中、ふるさと長崎県を誇りに思い、将来を

担っていく人材を育てることが、本県のさらな
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る発展のためには欠かすことできない最も重要

なテーマであるとの思いを改めて強くしたとこ

ろであります。

私としては、子どもたちへの投資を未来への

投資と捉えたうえで、子どもたちが安全・安心

に健やかに成長し、その能力と可能性を高める

ことを積極的に支援して、社会での多様な活躍

につなげていくことが強く求められていると考

え、子ども施策を県政の基軸に位置づけ、県政

運営に臨んでまいります。

こうした考えを踏まえ、子どもを安心して産

み育てることができる社会の実現に向けた関連

施策の展開や、子どもたちが予測困難な社会を

生き抜き、チャレンジする資質や能力を身につ

ける教育の充実などに、市町や関係団体等と連

携を図りながら、全力で取り組んでまいります。

また、「新しい長崎県づくり」を進めていく

ためには、社会経済状況の変化にも適切に対応

しながら、中・長期的な視点に立ち、施策の追

加等を図っていく必要があることから、長崎県

総合計画について、指標や重点的に取り組むべ

き分野等に関して、一部見直しを行ってまいり

たいと考えております。

今後、県議会をはじめ、県民の皆様のご意見

も踏まえながら、来年度の早期には見直しの素

案をお示しできるよう、検討を進めてまいりま

す。

（「新しい長崎県づくり」のための令和5年
度予算編成に向けた重点検討テーマ）

本県の最重要課題である人口減少に対して、

施策の充実・強化を図りながら、「新しい長崎

県づくり」を推進するためには、新たな視点・

発想を取り入れつつ、スピード感を持って、具

体的な成果につなげていく必要があると認識し

ております。

先ほども申し述べましたとおり、子ども施策

を県政の基軸に位置づけることとしており、令

和5年度に向けても、最重要検討テーマに据え、
安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる環境

づくりのための支援や、子どもたちの教育環境

の整備など、関連施策の充実・強化に全力を注

いでまいります。

このほか、来年度予算編成に向けて、4つの
「重点検討テーマ」を設けることとしたところ

であり、それぞれのテーマについて、ご説明い

たします。

一 全世代の豊かで安全・安心な暮らしの確

保

全世代の県民が安全・安心に暮らし続けるこ

とができるよう、医療・福祉・介護等の充実や

人材確保、長崎健康革命プロジェクトの推進等

に取り組んでまいりたいと考えております。

また、若者・女性・外国人など多様な人材が

活躍できる社会の実現や、人と動物の共生に向

けた施策のほか、県民の皆様の暮らしを守るた

めのハード・ソフト一体となった防災・減災対

策などにも力を注いでまいります。

二 みんながチャレンジできる環境づくり

県内外から長崎でチャレンジしたいと思って

いただける環境づくりを進めるため、スタート

アップにかかる事業化支援や新たな基幹産業の

創出、ＩＴ企業等の誘致のほか、もうかる農林

水産業の確立や産学官連携による地域課題解決

の仕組みづくり、脱炭素社会の実現に向けた施

策推進等に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

こうした取組と併せて、ＵＩターンを含めた

チャレンジに意欲的な人材の育成・確保やキャ

リア教育の充実を図ることで、働く場づくりと

人づくりの好循環を生み出してまいります。
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三 「長崎県版デジタル社会」の実現

本県独自のデジタル社会実現を目指し、国境

離島等における先端技術を活用した地域課題の

解決や先進事例の創出を図るとともに、多様な

産業分野において、デジタル化やＤＸを推進す

ることで、さらなる生産性の向上につなげてま

いりたいと考えております。

併せて、行政のデジタル化の観点では、マイ

ナンバーの利活用などによる県民サービスの向

上に努めるほか、教育面では、最先端の学びと

学習環境改善に向けて、ＡＩ・ＩｏＴ等の活用

を推進してまいります。

四 選ばれる長崎県のためのまちづくり、戦

略的な情報発信・ブランディング

県内はもとより国内外から選ばれる長崎県の

実現に向けて、西九州新幹線の開業効果を継

続・波及させる取組のほか、本県ならではの強

みを活かした、観光・文化・スポーツのまちづ

くりと情報発信に注力してまいりたいと考えて

おります。

また、若者・女性等に本県を選んでいただく

ため、分野横断的視点やマーケティングに基づ

く広報等に力を入れるとともに、多様な分野の

魅力を引き出しながら、本県の総体的なイメー

ジ向上につながるブランディングに努めてまい

ります。

こうした施策の構築に当たっては、若者・女

性等をはじめ、県民の皆様との対話を積極的に

重ねるほか、市町や民間事業者との一層の連携、

分野横断的な取組の推進といった観点などを踏

まえて、政策形成に臨むこととしており、県議

会のご意見等もお聞きしながら、具体的な施策

の検討を進めてまいります。

（子どもの医療費助成制度）

現在、子どもの医療費助成制度は、全国全て

の自治体において、子育て支援施策の一つとし

て実施されております。本県においては、就学

前までの子どもに対して、市町が助成する費用

の2分の1を県が補助する乳幼児医療費助成制
度があり、小中学生に対しては、全ての市町に

おいて、市町単独での医療費助成が行われてい

るところであります。

私は、本県が直面している人口減少という最

大の課題に対して、社会減・自然減の両面から

施策の充実・強化を図るため、特に、子育て世

代が安心して妊娠・出産・子育てできる環境づ

くりや経済的支援にかかる思い切った施策に、

県全体で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

そのため、県としては、18歳までの全ての子
どもたちが、安心して医療を受けることができ

るよう、本県独自の医療費助成制度の創設につ

いて、現在、市町との協議を進めているところ

であります。

今後とも、子育て支援施策の充実等について、

本県の財政状況や国の動き等も注視しつつ、市

町への影響にも配慮しながら、議論を深めてま

いります。

（特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進）

本県のＩＲ区域整備計画については、現在、

国が設置した審査委員会において認定審査が行

われているところであります。

こうした中、県では、ＩＲ区域認定後を見据

え、去る7月26日に、ＩＲ導入に対する県民の
皆様の理解促進を図るため、九州・長崎ＩＲに

おけるギャンブル等依存症対策やＩＲがもたら

す雇用創出効果に関するセミナーを開催いたし

ました。

また、県内企業の皆様が、ＩＲに関連する取

引の実態や仕組みへの理解を深め、ＩＲビジネ
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スへの参入意欲を高めていただけるよう、6月
下旬から、商工会議所や商工会に対する説明会

を県内各地で順次開催しております。

加えて、8月26日からは、九州ＩＲ推進協議
会の主催により、地元調達促進に向けたビジネ

スセミナーをオンラインで配信しているところ

であります。

なお、資金調達に関する企業として、クレデ

ィスイスグループとアメリカのキャンターフィ

ッツジェラルド証券株式会社が参画されている

ことをご報告いたします。

両社は、既に公表しているＣＢＲＥと共同で、

九州・長崎ＩＲの資金調達に取り組まれており

ます。

今後も、出資・融資に関わる企業については、

事業者間の協議が整い次第、速やかに公表して

まいります。

引き続き、本県のみならず、九州の観光並び

に地域経済の活性化に寄与し、我が国の発展に

も貢献する九州・長崎ＩＲの実現を目指して、

力を注いでまいります。

（ハウステンボスの株式売却）

去る8月30日に、株式会社エイチ・アイ・エ
ス（ＨＩＳ）が、同社所有のハウステンボス株

式会社の持ち株について、香港の投資会社であ

るＰＡＧ社へ売却することを公表されました。

ＨＩＳにおかれましては、平成22年にハウス
テンボスの経営支援を引き受けられ、佐世保市

や九州経済界の支援も受けつつ、今日の業績ま

で引き上げられたことに対して、心から敬意を

表し深く感謝申し上げます。

私も、ＨＩＳの矢田社長及びＰＡＧ社の伊藤

日本代表にそれぞれお会いし、営業の継続と従

業員の皆様の雇用の維持についてお願いしたと

ころであり、両者からは、営業も雇用も維持す

ると伺っております。

ハウステンボスは、県北地域はもとより本県

を代表する観光施設であり、また、地域経済を

牽引する大きな役割を果たしていることから、

本県観光の中心として、さらに発展されること

を期待しております。

県としては、佐世保市や関係事業者とともに、

ハウステンボスとの情報共有を図り、観光振興

やＩＲ区域の整備などについて、引き続き連携

しながら取り組んでまいります。

（九州新幹線西九州ルートの整備促進）

本県の悲願でありました西九州新幹線（長崎

～武雄温泉間）については、いよいよ9月23日
に開業いたします。

西九州新幹線は、昭和48年に整備計画に位置
づけられてから、およそ半世紀、幾度となく厳

しい局面もありましたが、歴代知事や、県議会

並びに本県選出国会議員の皆様、経済界の方々

など、多くの関係者のご尽力や熱意が結実し、

開業を迎える運びとなったものであり、厚くお

礼を申し上げます。

開業に先立ちまして、去る8月20日と21日の
両日、ＪＲ大阪駅において、「長崎観光・物産

展ｉｎ ＪＲ大阪駅」を開催いたしました。当日

は、私から、大阪をはじめ関西圏の方々に対し、

本県の食や観光、2つの世界文化遺産をはじめ
とする多様な歴史・文化、様々なプロジェクト

の展開により変わりゆくまちの様子など、本県

の魅力をお伝えし、ぜひ、この機会に本県を訪

れていただけるよう誘客活動を行ってまいりま

した。

また、8月22日には、利用者の利便性向上や
西九州新幹線の開業効果の拡大を図るため、

ＪＲ九州、佐賀県及び長崎県の三者の連携した

取組として、交通系ＩＣカードの導入エリアを
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ＪＲ佐世保線等に拡大することに合意したとこ

ろであります。

開業当日は、早朝から新幹線各駅において、

開業記念式典や出発式が行われるとともに、長

崎市内では、竣功開業祝賀会を開催することと

しております。これまでご尽力を賜りました

様々な関係者をお招きし、新たな出発を迎える

西九州新幹線の開業を皆様方と一緒にお祝いし

たいと考えております。

さらに、開業後の10月から12月までの3か月
間、佐賀県及びＪＲグループと共同で佐賀・長

崎デスティネーションキャンペーンを実施いた

します。西九州新幹線で本県を訪れた方々に対

して、新幹線の沿線地域だけでなく、離島地域

も含めた県内全域への周遊を促すことにより、

開業効果を県内各地に広く波及させ、再び本県

を訪れたいと感じていただけるよう、私自身が

先頭に立って、しっかり取り組んでまいります。

一方、九州新幹線西九州ルート（新鳥栖～武

雄温泉間）については、去る7月16日、私が、
西九州新幹線の開業に向けて武雄温泉駅の対面

乗換施設を視察した際、佐賀県の山口知事と意

見交換を行ったところであります。

その中で、本県としては、フル規格による整

備を望んでいるが、そのためには佐賀県の理解

が必要であり、どのような形であれば、佐賀県

がメリットを享受でき、デメリットを小さくで

きるのか、一緒に知恵を絞りたいという考えを

お伝えしてまいりました。

県としては、引き続き、佐賀県とも対話を重

ねながら、関係者に対する働きかけを行うなど、

フル規格による整備の実現を目指して、力を注

いでまいります。

（核兵器廃絶に向けた取組）

去る7月31日から8月4日まで、核兵器不拡散

条約の再検討会議の開催に合わせ、アメリカ・

ニューヨーク市を訪問いたしました。

現地では、広島県との共催により、核兵器廃

絶に向けた国際社会の機運を高めることを目的

としたシンポジウムを開催し、SDGsの新たな
目標として核兵器廃絶を位置づける取組への賛

同を訴えるとともに、「長崎を最後の被爆地に」

との県民の強い思いを発信してまいりました。

また、我が国の総理大臣として初めて会議に

参加された岸田総理大臣と面会したほか、国連

関係者やドイツ政府代表等と核兵器廃絶に向け

た取組について意見交換を行い、私からは、ぜ

ひ長崎を訪れ、被爆の実相に触れてほしいとお

願いをしたところであります。

会議閉幕直前の8月24日には、各国間で様々
な主張や反論が繰り返されており、会議の最終

合意文書の採択が大変厳しい状況であったため、

広島県知事との連名で、全締約国に対し、合意

文書の採択に向けて最後までご尽力いただくよ

う強く要望する緊急メッセージを発出いたしま

した。

残念ながら、各国の懸命な努力にもかかわら

ず、合意文書は採択されませんでしたが、核な

き世界の実現に向けた歩みを止めてはならない

と考えております。

今後とも、被爆県の使命として、被爆の実相

の発信や次世代を担う人材育成など、これまで

以上に取り組んでいく覚悟であり、今回構築し

たネットワークも活用しながら、一日も早い核

兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて、力を

注いでまいります。

（石木ダムの推進）

石木ダムについては、早期完成を望まれてい

る皆様のお話をお聞きする必要があると考え、

去る7月13日に、佐世保市及び川棚町において、
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事業のために大切な土地をお譲りいただいた元

地権者の皆様や、過去の洪水・渇水被害で大変

な思いをされた皆様のお話をお聞きする機会を

いただきました。

また、事業に反対されている川原地区にお住

まいの皆様と、現地において、8月10日に3回目、
9月7日には4回目となる面会の機会をいただき、
ふるさとへの思いや事業の必要性に対するご意

見など、率直なお話をお聞きし、それに対して、

ご説明をさせていただいたところであります。

引き続き、事業へのご理解とご協力をいただけ

るよう、努力を重ねてまいりたいと考えており

ます。

今後とも、石木ダムの早期完成に向けて、佐

世保市及び川棚町と一体となって事業の推進に

全力を注いでまいります。

（スポーツの振興）

この夏、本県の中・高校生が各種全国大会に

おいて、見事な活躍を見せてくれました。

去る7月23日から8月23日まで、四国地方4県
を主会場として開催された「全国高等学校総合

体育大会」において、バドミントン競技男子団

体で瓊浦高校、ソフトボール競技男子で大村工

業高校、剣道競技男子団体で島原高校、登山競

技女子で長崎北陽台高校がそれぞれ優勝するな

ど、団体・個人合わせて30の入賞を果たしまし
た。

また、8月17日から25日まで北海道・東北地
方各県で開催された「全国中学校体育大会」で

は、体操競技女子跳馬で聖和女子学院中学校の

川上めい選手、柔道競技女子40㎏級で佐世保市
立小佐々中学校の小宗紘那選手、柔道競技男子

60㎏級で長崎日本大学中学校の平井豪輝選手
が準優勝するなど、団体・個人合わせて10の入
賞を果たしました。

一方、成年競技では、相撲競技で長崎県教職

員クラブが、7月31日に行われた「第51回全国
選抜社会人相撲選手権大会」において、団体の

部で優勝を飾り、また、個人の部においても野

口清之選手が準優勝と健闘いたしました。

選手並びに指導に当たられた関係者の皆様の

ご健闘を心からたたえるとともに、今後とも、

世界で活躍できる選手の発掘や育成・強化に取

り組み、県民に希望と活力を与えるスポーツの

振興と競技力の向上に力を注いでまいります。

次に、議案関係について、ご説明いたします。

まず、補正予算でありますが、今回は、新型

コロナウイルス感染症対策に要する経費、コロ

ナ禍における原油価格・物価高騰対策に要する

経費、その他緊急を要する経費について編成い

たしました。

一般会計233億4,357万9,000円の増額補正を
しております。

この結果、現計予算と合算した本年度の一般

会計の歳入歳出予算額は、7,802億9,989万
3,000円となり、前年同期の予算に比べ、315億
5,167万6,000円の減となっております。
次に、予算以外の議案のうち、主なものにつ

いて、ご説明いたします。

第91号議案「職員の定年等に関する条例等の
一部を改正する条例」は、地方公務員法の一部

を改正する法律の公布等に伴い、職員の定年を

引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢

制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほ

か、所要の改正をしようとするものであります。

第100号議案「契約の締結について」は、主
要地方道長崎南環状線道路改良工事（〔仮称〕

江川トンネル）の請負契約を締結しようとする

ものであります。

第103号議案は、長崎県公安委員会の委員の
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任命について議会の同意を得ようとするもので

あります。

委員といたしまして、森 拓二郎君を任命し

ようとするものであります。

適任と存じますので、ご決定を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。

なお、公安委員会委員を退任されます、山中

勝義君には、在任中、多大のご尽力をいただき

ました。この機会に厚くお礼申し上げます。

第104号議案は、長崎県土地利用審査会の委
員の任命について議会の同意を得ようとするも

のであります。

委員といたしまして、藤森弘行君、松尾佐和

子君、五島聖子君、西岡誠治君、清心由紀美君、

佐藤義高君、成田真樹子君を任命しようとする

ものであります。

いずれも適任と存じますので、ご決定を賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

なお、土地利用審査会委員を退任されます、

中村尚志君、井手 宏君、杉本三矢子君、繁宮

悠介君には、在任中、多大のご尽力をいただき

ました。この機会に厚くお礼申し上げます。

その他の案件については、説明を省略させて

いただきますので、ご了承を賜りたいと存じま

す。

以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。

何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますよう、お願い申し上げます。

〇議長（中島⬤義君） ただいま上程いたしまし
た議案のうち、第89号議案「令和4年度長崎県
一般会計補正予算（第7号）」につきましては、
お手元の議案付託表のとおり予算決算委員会に

付託いたします。

予算決算委員会での審査が終了するまでの間、

しばらく休憩することにいたします。

― 午前１０時４１分 休憩 ―

― 午後 ３時３０分 再開 ―

〇議長（中島⬤義君） 会議を再開いたします。
これより、午前中に、予算決算委員会に付託

して審査をお願いいたしておりました第89号
議案「令和4年度長崎県一般会計補正予算（第7
号）」について、審議することにいたします。

予算決算委員長の報告を求めます。

松本委員長―28番。
〇予算決算委員長（松本洋介君）（拍手）〔登

壇〕予算決算委員会の審査の結果並びに経過の

概要について、ご報告いたします。

本委員会で審査いたしました案件は、本日、

本委員会に付託されました、第89号議案「令和
4年度長崎県一般会計補正予算（第7号）」でご
ざいます。

慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、異議なく、原案のとおり、可決すべき

ものと決定されました。

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、文教厚生分科会では、休日等外来診療

医療機関支援事業に関し、土日祝日の開設に協

力してもらうことにより、かえって、休日の受

診が増加し、医療機関が逼迫するということに

なるのではないかとの質問に対し、休日対応の

発熱外来を強化することによって、患者の集中

も想定されることから、できる限り、平日の診

療時間内での受診を促す広報啓発活動にも力を

入れていく、併せて、検査キットの配布と陽性

者判断センターの登録により、分散を図りたい

との答弁がありました。

次に、農水経済分科会では、長崎県事業復活
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支援給付金事業費に関し、想定より多くの申請

があったことから、今回、給付金の増額補正予

算を計上しているが、申請が増加した要因をど

のように分析しているかとの質問に対し、本県

が独自に県下7地域に設置した、電子申請サポ
ート窓口が効果的であったとともに、コロナ禍

に加え、物価高騰などの影響により県内の幅広

い企業へ売上減少等が生じていることが要因と

考えるとの答弁がありました。

以上のほか、補正予算に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。

以上で、予算決算委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手）

〇議長（中島⬤義君） お諮りいたします。
本議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決いたします。

本議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、第89号議案は、原案のとおり、可決

されました。

本日の会議は、これにて終了いたします。

明日から9月15日までは、議案調査等のため
本会議は休会、9月16日は、定刻より本会議を
開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

ご苦労さまでした。

― 午後 ３時３５分 散会 ―
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県民生活環境部長 貞 方   学 君

福祉 保健部 長 寺 原 朋 裕 君

こども政策局長 田 中 紀久美 君

産業 労働部 長 松 尾 誠 司 君

水 産 部 長 川 口 和 宏 君

農 林 部 長 綾 香 直 芳 君

土 木 部 長 奥 田 秀 樹 君

会 計 管 理 者 吉 野 ゆき子 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君
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地域振興部政策監 渡 辺 大 祐 君

産業労働部政策監 村 田   誠 君

教育委員会教育長 中 﨑 謙 司 君

選挙管理委員会委員 堀 江 憲 二 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員長 水 上 正 博 君

公安委員会委員 瀬 戸 牧 子 君

警察本部警務部長 橋 本 真 和 君

監査 事務局 長 上 田 彰 二 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任)

大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 小 林   純 君

秘 書 課 長 大瀬良   潤 君

選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君

警察本部総務課長 車   康 之 君

議会事務局職員出席者

局 長 黒 﨑   勇 君

次長兼総務課長 藤 田 昌 三 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政務 調査課 長 濵 口   孝 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 脇   卓 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（中島●義君） おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。

これより、一般質問を行います。

宅島議員―26番。
〇２６番（宅島寿一君）（拍手）〔登壇〕皆様、

おはようございます。

自由民主党、雲仙市選出、宅島寿一でござい

ます。

質問に入ります前に、去る7月8日、安倍晋三

元総理大臣がご逝去されるという大変痛ましい

事件が発生いたしました。

安倍元総理大臣におかれては、憲政史上最長

となる8年8か月にわたり総理大臣の職責を務
められ、本県の発展にも多大なるお力添えを賜

ってまいりました。

生前のご功績に深く敬意を表しますとともに、

心から哀悼の意を表する次第であります。

また、新型コロナウイルス感染症によりお亡

くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し

上げますとともに、感染拡大により日常生活に

影響を受けておられる全ての皆様に心からお見

舞いを申し上げます。

それでは、通告に従い、一般質問をさせてい

ただきます。

知事、教育委員会教育長、関係部長のご答弁

を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

1、知事の政治姿勢について。
（1）令和5年度予算編成に向けた重点検討テ
ーマについて。

大石知事が知事に就任されてから、早いもの

で6か月が経過いたしました。
全国最年少知事という若いリーダーとして、

就任早々、様々な現場へ足を運ばれるなど、そ

の行動力を発揮されております。

また、初めて本格編成をされた6月補正予算、
さらには今議会の9月補正予算等において、大
石知事が目標に掲げる県民の皆様が安心して暮

らしていける長崎県の実現に向けて、その歩み

を進められているところであります。

一方で、人口減少が依然として続く中、県政

を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症

のさらなる拡大やウクライナ危機を発端とする

原油・物価高騰など、ますます厳しさを増して

おります。
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こうした厳しい状況において、県民の大石知

事に対する期待は極めて大きいものがあり、大

石知事も、新しい長崎県をつくるため、変える

べきものは変えていくという姿勢で県政運営に

臨まれていると思います。

知事は、このたび令和5年度予算編成に向け
た重点検討テーマを示されたところであります

が、この重点検討テーマを示された背景や知事

の思いについて、お尋ねいたします。

また、重点検討テーマにおいて、各テーマを

設けられておりますが、どのような内容につい

て検討を進めているのか、お尋ねいたします。

2、新型コロナウイルス感染症対策について。
（1）第7波による感染拡大への対応について。
最前線で働いておられる医療機関の皆様、保

健所職員の皆様には、大変厳しい環境の中で、

県民の命と健康を守るために多大なるご尽力を

いただいておりますことに深く感謝を申し上げ

ます。

国においては、医療機関や保健所の負担軽減

のため、感染者の全数把握を限定し、県におい

ても9月9日から発生届の限定が始まっており、
保健所への発生届を高齢者など重症化リスクが

高い方に絞られております。

しかしながら、まだまだ病床使用率の高止ま

りや発熱外来の逼迫が伝えられており、医療の

逼迫を回避し社会経済活動との両立を図ること

は、大変な困難を伴うのではないかと感じてい

るところであります。

そこで、2点お尋ねいたします。
知事においては、県民の命と健康を守るため、

どのような考え方で対策の見直しを行い、今後、

どのように感染症対策に取り組んでいこうとさ

れているのか、お尋ねいたします。

また、医療体制の逼迫を解消するため、迅速

に効果的な対策をとっていくことが極めて重要

であると考えます。具体的に医療提供体制の強

化に向けて、どのように取り組まれているのか、

お尋ねいたします。

（2）コロナ禍における原油価格・物価高騰
対策について。

①肥料価格高騰対策について。

農業分野においては、化学肥料の価格が基準

銘柄で2年前の約2倍になるなど、価格高騰が深
刻な状況となっています。

その背景としては、ロシアのウクライナ侵攻

等の影響による肥料原料の国際相場の高騰や円

安などの要因があり、肥料原料の調達を海外に

頼っている我が国農業への影響は大きいと思わ

れます。

そこで、まずは化学肥料に代わるものとして、

県内堆肥の活用促進に向けた県の考えについて、

お尋ねいたします。

また、県では、本議会において、堆肥ペレッ

トの製造装置の導入に対する予算を提案されて

おりますが、その目的などについても併せてお

尋ねいたします。

②物価高騰に伴う水産業への影響と対策につ

いて。

コロナ禍による水産物の価格は回復の兆しが

見えますが、一方で、世界的な原油価格の高騰

で県内の漁業用燃油は高止まりで推移し、本年

4月の平均小売価格はここ10年で最高値となる
など、漁業の経営は大変厳しい状況です。

これに併せて漁業用資材の価格も上昇してお

り、漁業者の負担はますます増加し、漁業者の

生産を支える漁協においても、電気代の高騰で

製氷施設等の経費負担が増しております。

県では、国のセーフティネット事業と連携し

た燃油対策や、燃費向上につながる船底清掃へ
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の支援、漁協施設の省エネ化支援などの対策を

講じられておりますが、物価高騰が続く中、漁

業者や漁協は、いまだ大きな不安を抱えており

ます。

このような中、生産活動に対する漁業者の意

欲を支えるために、さらなる対策が必要と考え

ますが、県の考え方をお尋ねいたします。

3、九州新幹線西九州ルートの整備促進につ
いて。

（1）開業を控えた知事の思いと期待につい
て。

九州新幹線西九州ルートは、昭和48年の整備
計画路線決定以降、久保勘一知事から5代の知
事にわたり、およそ半世紀の年月を経て、長崎

―武雄温泉間が「西九州新幹線」として、いよ
いよ来週23日に開業いたします。
振り返りますと、久保知事時代にはオイルシ

ョックの影響による着工凍結、高田知事時代に

は、ＪＲ九州から「県北・早岐回りルートでは

収支改善効果はあらわれない」との意見を受け、

現在の短絡ルートへ変更されました。

また、金子知事時代には、並行在来線区間の

運営のあり方について、肥前山口から諫早間が、

経営分離方式ではなく、上下分離方式に決定さ

れました。

そして中村知事時代には、新大阪への直通運

行の期待をかけていたフリーゲージトレインの

導入断念など、その時代、その時代において、

幾多の難しい局面に直面しながらも、県、国会

議員、県議会及び関係者の皆様とともに乗り越

えてまいりました。

このように非常に長く、また紆余曲折の歴史

を持つ新幹線事業が、ようやく大石県政におい

て、一部ではありますが、実を結ぶこととなり

ます。

県におかれては、これまで一貫して、この新

幹線事業を最重要プロジェクトの一つとして位

置づけ、取り組んでこられました。

ようやく、この長い歴史ある事業が開業を迎

えることは、県民の皆様にとって非常に喜ばし

いことであり、これまで、この事業に関わられ

た皆様方に敬意と感謝を申し上げます。

大石知事におかれては、これまで尽力された

多くの関係者の皆様方のバトンを引き継ぎ、開

業を迎えることとなりますが、現在の思いと今

後に対する期待について、お尋ねをいたします。

（2）西九州ルートの整備促進について。
一方で、新鳥栖―武雄温泉間については、国

土交通省と佐賀県との幅広い協議が行われてい

るものの、開業を目前に控えた現時点において

も整備方式は決定しておりません。

このような中、大石知事におかれては、3月
の就任以降、佐賀県の山口知事と積極的に対話

を重ね、隣県として話し合える関係を築くこと

に尽力しておられます。

早期に対面乗換えを解消するためには、佐賀

県のご理解が必要でありますが、全線フル規格

による整備の実現に向けて、今後どのように取

り組まれていくのか、お尋ねをいたします。

4、特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推
進について。

ＩＲについては、現在、国が設置された審査

委員会において審査が行われております。

ＩＲが実現すれば、本県は大きく変革してい

くものと確信をしております。ＩＲがもたらす

納付金や、その他税収の増加により自主財源が

増えて、知事が考えている様々な施策も実現で

きるようになり、県民一人ひとりの暮らしも変

わっていくものと考えております。

これから重要になっていくのは、認定を取っ
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た後、どうするかということです。区域整備計

画を実現するに当たって、まずは開業までに、

交通インフラの整備やギャンブル依存症をはじ

めとした懸念事項対策など、令和5年度以降、
県としてどのような取組を行っていくのか、お

尋ねいたします。

5、石木ダムの建設推進について。
近年、全国各地で甚大な豪雨災害が頻発して

いる状況を踏まえ、川棚川流域においては、地

域住民の皆様の安全と安心を確保するため、ま

た、佐世保市においては安定した水源を確保す

るために、石木ダムの完成が必要不可欠であり

ます。

石木ダムについては、昭和50年度の事業採択
以来、40年以上の長きにわたり県が取り組んで
いる重要課題でありますが、いまだ地元住民の

方々から事業の必要性についてのご理解を得る

ことができず、土地の明け渡しに応じていただ

いていないのが現状であります。

知事におかれましては、事業を円滑に進める

ためには、事業に反対されている地元住民の

方々のご協力をいただくことが重要であると考

えておられ、就任以来、既に何回も現地に足を

運ばれたと伺っております。

去る8月10日と9月7日の面会では、地元住民
の方々と、それぞれ2時間にわたり意見交換を
されたとのことですが、知事の所感と、今後ど

のように地元住民の方々のご理解を求めていく

のか、お尋ねいたします。

6、産業労働行政について。
（1）企業誘致について。
知事は、マニフェストにおいて、子育て支援

等の自然減対策を掲げられており、今後、これ

らに力を入れて取り組まれていくことと思いま

す。

一方で、県内に給与面などで魅力のある働く

場所があって、はじめて、県民の皆様が安心し

て子どもを産み育てることが可能になると強く

感じております。

企業誘致をはじめ、県内企業の規模拡大への

支援などの産業支援策も、県政の柱として一層

重視していただく必要があり、とりわけ、具体

的にどれだけの雇用の場が創出されたのかが大

変重要だと考えております。

県では、次なる基幹産業の創出・育成に向け

た成長分野の製造拠点の誘致に取り組んでおり、

県内企業との連携を進めることで、県内サプラ

イチェーンの構築、強化を図ると聞いておりま

す。

また、他県に先駆けて人口減少が進み、中で

も若者や女性の県外流出が課題となっている本

県にとっては、金融、保険やＢＰＯといわれる

事務代行サービス関連、ＩＴ関連などのオフィ

ス系企業を誘致することにより、雇用の受け皿

を創出していくことも必要であると考えます。

そこで、企業誘致について、これまでの雇用

創出の実績や今後の目標をお尋ねいたします。

次に、為替相場の急速な円安の進行などを受

けて、製造業の国内回帰が進む可能性も考えら

れる中、今後とも誘致活動を積極的に展開し、

他県との激しい競争を勝ち抜いていくことが重

要と考えますが、コロナ禍を踏まえた企業誘致

活動について、今後の具体的な強化策をお尋ね

いたします。

7、土木行政について。
（1）幹線道路ネットワークの整備について。
県内の高規格道路には、未開通区間が約4割

も残っており、まだまだ完成にはほど遠い状況

であると感じております。

産業振興や地域活性化など、県土の均衡ある
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発展を推進していくためには、幹線道路ネット

ワークを早期に構築することが必要不可欠であ

ります。

また、近年の頻発化・激甚化する災害に対応

していくためにも、災害に強い強靭な県土づく

り、幹線道路ネットワークの整備を早急に進め

ていかなければなりません。

そこで、早期の幹線道路ネットワークの整備

に向けた県の考え方と、これら各路線の進捗状

況について、お尋ねいたします。

（2）建設業における物価高騰対策について。
建設業界では、将来の担い手確保のため、適

切な賃金水準の確保や福利厚生の充実、ＤＸ化

の推進、技術伝承などが課題となっており、そ

の対策は、各企業にとって金銭的なものを含め

大変大きな負担となっております。

こうした中、さらに追い打ちをかけるように、

世界的な原材料の高騰と品薄などにより、幅広

い資材において、かつて経験したことがない価

格高騰と納期遅れが発生しております。

特に、建設工事関連では、生コン価格の急激

な上昇や鉄筋価格が最高値を更新するなど、業

界を取り巻く環境は一層不透明感が高まってお

ります。

安定的な工事品質を確保するためには、円滑

な価格転嫁を進め、適切に工事価格に反映させ

ることが重要であると考えますが、県において

はどのように対応されているのか、お尋ねいた

します。

8、農林水産行政について。
（1）農業の活性化について。
本県各地域には、変化に富んだ美しく豊かな

自然などの本県の強みを最大限に活かし、多様

な農林施策を展開されていることは理解してお

りますが、そうした施策展開の結果として、産

出額、農業所得など本県の農業がどのような現

状にあるのか、お尋ねいたします。

また、畜産業においては、現在、円安や国際

情勢の変化等によって配合飼料価格が高騰し、

経営が圧迫されている肥育農家の子牛の買い控

えなどから、本年5月以降、子牛価格が大幅に
下落しており、肉用牛繁殖経営を取り巻く環境

は一段と厳しさを増しております。

このような現状を踏まえ、県の肉用牛繁殖経

営に対する対策をお尋ねいたします。

（2）水産業の活性化について。
漁業就労者の高齢化が進むなど水産業を取り

巻く環境が厳しい状況の中で、高齢者のみなら

ず、女性や若い就業者が、安全で安心して働け

るような環境づくりが求められております。

また、昨年9月には、平戸市宮之浦漁港にお
いて、台風14号の影響により大きな被害が発生
しており、一度大きな災害が発生すると漁業活

動や暮らしに甚大な影響を及ぼすことから、漁

港の防災・減災に対する早急な対策も必要とな

っております。

そこで、安全で快適な漁業活動と暮らしを確

保できるよう、その基盤となる漁港の整備を一

層進めていく必要があると考えますが、県の考

えをお尋ねいたします。

9、教育行政について。
（1）探究的な学びの推進について。
社会のグローバル化や科学技術の発展、そし

て新型コロナウイルス感染の拡大など、将来を

見通すことが困難な時代の中で、教育を取り巻

く環境も大きく変化していると実感しておりま

す。

高校教育においては、このような予測不能な

現代社会を生き抜く力を育むことや、持続可能

な社会のつくり手を育成することがこれまで以



令和４年長崎県議会・９月定例会（９月１６日）

- 22 -

上に求められていると思います。

これらの状況に対応するためには、全ての高

校において、従来の知識や技能に加え、自ら課

題を見つけ解決に向けて取り組む探究的な学び

を、教育活動の様々な場面で進めていくことが

重要ではないかと考えます。

そこで、今後の県立高校における探究的な学

びについてはどのように行っていくのか、県教

育委員会の考えをお尋ねいたします。

以上で、壇上からの質問を終了し、再質問に

つきましては、対面演壇席で行わせていただき

ます。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 宅島議員のご質

問にお答えいたします。

まず、令和5年度予算編成に向けた重点検討
テーマを示した背景や思いについてのお尋ねで

すが、私は、知事就任以来、人口減少や新型コ

ロナウイルス感染症など、山積する課題の解決

に向け、スピード感を意識しながら関連施策の

推進を図っており、補正予算においても、直ち

に実行可能な施策等について、可能な限り盛り

込んだところであります。

しかしながら、まだまだ十分とは言えず、引

き続き、県民の皆様との対話を重ねながら、施

策のさらなる充実、強化を図る必要があると考

えております。

こうした中、これから令和5年度、来年度当
初予算の編成時期を迎えることから、限られた

財源の中で「新しい長崎県づくり」を実現する

ためには、重点的に検討すべきテーマを早期に

明らかにする必要があると考え、今般、「令和

5年度予算編成に向けた重点検討テーマ」をお
示しいたしました。

私としては、人口減少が進む中、さらなる県

勢浮揚のためには、本県の将来を担う人材の育

成が最も重要であると考え、県政の基軸に据え

た子ども施策を最重要検討テーマに位置づけた

ほか、4つの重点検討テーマを設けたところで
あります。

また、県民の皆様と一緒になって「新しい長

崎県づくり」を進めていきたいとの思いから、

検討を深めていく、この時期に公表をさせてい

ただいたところであり、今後、県議会をはじめ

県民の皆様のご意見も踏まえながら、具体的な

施策の構築に取り組んでまいります。

次に、令和5年度予算編成に向けた重点検討
テーマに関して、どのような内容について検討

を進めるのかとのお尋ねですが、令和5年度予
算編成に向けては、最重要検討テーマである子

ども施策において、子どもが夢や希望を持って

健やかに成長できる社会の実現を目指し、結婚、

妊娠、出産、子育てまでの切れ目のない支援や、

学校と地域の連携等による教育環境の充実など、

関連施策の強化に力を注いでまいります。

また、4つの重点検討テーマについては、ま
ず、「全世代の豊かで安全・安心な暮らしの確

保」において、市町等との連携した医療・福祉・

介護サービスの充実や人材の確保・育成のほか、

動物愛護管理施策や防災・減災対策などに取り

組んでまいります。

次に、「みんながチャレンジできる環境づく

り」においては、イノベーション創出に向けた

スタートアップ支援や、もうかる農林水産業の

ための環境づくり等に取り組むとともに、これ

らを通じてチャレンジする人材の育成、確保に

もつなげてまいります。

また、「長崎県版デジタル社会の実現」では、

国境離島地域をはじめとする県内各地域におい

て、地理的不利条件の克服に向けた先進事例の
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創出や、デジタル化による地域課題の解決等を

進め、暮らしの質の維持・向上を図ってまいり

ます。

さらに、「選ばれる長崎県のためのまちづく

り、戦略的な情報発信・ブランディング」につ

いては、本県の強みを活かした観光・文化・ス

ポーツのまちづくりを進め、そうした魅力を国

内外へ戦略的にＰＲするなど、本県の総体的な

イメージ向上に努めてまいります。

今後、これらのテーマに沿って、市町等と一

層の連携を図り、県議会のご意見もお聞きしな

がら具体的な検討を進めてまいります。

次に、新型コロナウイルス感染症対策につい

て、県民の命と健康を守るため、どのような考

え方で対策の見直しを行い、今後どのような感

染症対策に取り組んでいくのかとのお尋ねです

が、本県においても、オミクロン株による第7
波におけるこれまでにない感染拡大に伴い、発

熱外来や救急外来が逼迫し、コロナ病床使用率

も一時60％台にまで至ったところであります。
オミクロン株の特徴として、感染力が強く発

症期間が短いことから、これまでのように全感

染者の状況を把握・分析し、個別の感染拡大防

止対策を実施するには限界があります。

また、外来医療が逼迫している中で、軽症者

がほとんどを占めていることから、医療を重症

化リスクのある方に重点化することが県民の命

と健康を守ることにつながると考えております。

このため、診療・検査医療機関やコロナ対応

病床など医療の拡充を図りつつ、重症化リスク

の低い方に要している医療機関の負担軽減を図

り、重症化リスクが高い方へ医療資源を重点化

するため、有症状者への検査キットの無料配布

を今月2日から実施し、発生届の限定化につい
ても、全国一律の適用を待つことなく、速やか

に開始したところであります。

新型コロナウイルスについては、いわゆるゼ

ロコロナを目指すことが現実的に難しい状況で

あることから、救急医療や一般医療を含む医療

提供体制を守りながら、県民の皆様が社会経済

活動を行い、日常生活を営むことができるコロ

ナとの共生を目指して、引き続き、全力を尽く

して取り組んでまいります。

次に、西九州新幹線について、開業を控えた

現在の思いと今後に対する期待についてのお尋

ねですが、西九州新幹線については、昭和48年
に整備計画路線として決定されて以降、様々な

難局を経て、ようやく開業に至るものでありま

す。

これまで多大なるご尽力を賜りました歴代知

事や県議会、本県選出国会議員の皆様など多く

の関係者の方々に、改めて深い感謝と敬意を表

するものであります。

特に、平成4年、現在の短絡ルートに決定し、
事業を前進させることができたのは、県北地域

の方々のご理解と苦渋のご決断があったからこ

そであります。

また、平成19年に並行在来線の課題について、
上下分離方式で運行することで合意に至ったこ

とや、フリーゲージトレインの導入が断念され

たことなど紆余曲折の経過をたどってまいりま

した。

この約半世紀の間、整備に携わる関係皆様が、

熱意と強い信念を持って事業を推進されてきま

したが、私は、こうした思いを引き継ぎ、新幹

線を活用した新しいまちづくりにしっかりと取

り組んでいかなければならないと、改めて身の

引き締まる思いを持っております。

今後において、まずは県内全体で開業効果を

享受することが重要であります。そのため、来
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県者の皆様に本県を堪能していただき、また長

崎を訪れたいと思っていただけるよう、受入体

制を充実させるとともに、二次交通等の周遊対

策の強化にも取り組んでいるところであります。

こうした取組を通して、交流人口の拡大や民

間投資等により、県内全域に新幹線効果が波及

し、地域経済の活性化が図られることを期待す

るものであります。

次に、全線フル規格による整備の実現に向け

て、今後どのように進めていくのかとのお尋ね

ですが、九州新幹線西九州ルート、新鳥栖―武

雄温泉間については、整備方式が決定しておら

ず、現在、国土交通省と佐賀県との幅広い協議

が行われているところであります。

本県としては、人口減少や少子・高齢化が進

行する中、全国の新幹線ネットワークに接続す

ることで、新大阪駅まで直通運行を実現し、交

流人口を拡大することが重要であり、その手法

として、全線フル規格での整備が必要であると

考えております。

しかしながら、整備に当たっては、佐賀県の

理解を得ることが不可欠であり、私は、3月の
就任挨拶の際にお会いして以降、山口知事とは、

機会を捉えて九州新幹線西九州ルートについて

率直に意見を交わしてまいりました。

また、佐賀県の課題解決に向けて、関係者が

それぞれ知恵を絞っていく必要があることから、

政府・与党などに対して、佐賀県の課題解決に

向けた対応をお願いしてきたところであります。

県としては、引き続き、佐賀県知事との対話

を重ねるとともに、議論が前進するよう関係者

への働きかけを行うなど、全線フル規格による

整備の実現に力を注いでまいります。

次に、石木ダムの建設推進について、8月10
日と9月7日に現地地元住民と面会したことに

ついての所感と、今後、どのように地元住民の

理解を求めていくのかとのお尋ねですが、近年、

全国各地で自然災害が頻発する中、川棚川の洪

水被害を軽減し、佐世保市の安定した水源を確

保することで、地域住民の皆様の安全と安心を

確保することは行政の重要な責務であり、石木

ダムは、早期に完成させなければならないと考

えております。

知事に就任以来、事業に反対されている川原

地区の皆様と面会の機会をいただいていること

については、大変ありがたいと感じております。

面会においては、これまでの事業の進め方や

必要性などについて、多くのご意見、ご質問を

いただいているところであり、これからも皆様

の疑問点に対して、しっかりとお答えしていく

ことで、事業へのご理解をいただけるよう、引

き続き、話し合いの継続をしてまいりたいと考

えております。

今後も、共同事業者である佐世保市及び地元

川棚町と一体となって、事業の推進に全力を注

いでまいります。

残余のご質問については、関係部局長から答

弁させていただきます。

〇議長（中島●義君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（寺原朋裕君） 第7波による感
染拡大への対応について、具体的に医療提供体

制の強化に向けて、どのように取り組んでいる

のかとのお尋ねについてでございますが、発熱

外来患者を診る診療・検査医療機関については、

郡市医師会に直接お願いするなど拡充に努め、

7月以降、新たに69機関に登録いただき、現在
は584機関となっており、人口10万人当たりの
診療・検査医療機関数は九州平均を上回ってお

ります。

さらに、休日の発熱外来を増やすための支援
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策として協力金を交付することとし、既存の当

番医に加え、今週末から新たな医療機関にも休

日診療に協力いただけることとなっております。

また、最大確保時のコロナ病床についても、

新たな医療機関にもご協力いただき、8月に135
床を増加し、現在は705床を確保しております。
このように医療提供体制の強化を図りつつ、

高齢者施設への医療サポートのさらなる強化等、

今後は中長期的な視点も加えつつ、感染症対策

に取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 私から、3点お答え
させていただきます。

まず、県内堆肥の活用促進に向けた県の考え

と、堆肥ペレット製造装置導入の目的について

のお尋ねですが、畜産業が盛んな本県において、

堆肥は有効な肥料資源として、その利用促進を

図ることが重要と考えており、県では、6月及
び9月補正予算において、利用促進に必要な保
管庫や散布機等の導入支援を行っていくことと

しております。

また、9月補正予算においては、堆肥の広域
流通と散布作業の効率化、さらには肥料原料と

して有効活用することを目的に、ＪＡグループ

が計画している堆肥ペレット製造装置の導入支

援も行うこととしております。

これにより、現在利用している化学肥料の一

部を県内産の堆肥ペレットに置き換えることが

可能となり、肥料価格を中・長期にわたって約

1割抑制する効果を見込んでいるところです。
次に、農業産出額や農業所得など、本県の農

業がどういう現状にあるのかとのお尋ねですが、

令和2年の本県の農業産出額は、1,491億円と10
年前から約100億円増加しており、生産農業所
得においては593億円と、10年前の約1.5倍に増

加しております。

この要因としては、地域別、品目別に所得向

上を図る「産地計画」を基軸として、農地の基

盤整備や集出荷施設の整備のほか、労力支援な

どによる露地野菜の作付け拡大、シートマルチ

や指定園制度によるみかんの単価向上、肉用牛

の増頭や分娩間隔短縮によるコスト縮減など、

生産者の方々による様々な取組が具体的な成果

としてあらわれたものと考えております。

県としましても、引き続き、農地の基盤整備

やスマート農業の導入など、生産者や農業団体

等関係の皆様方と一体となって、さらなる規模

拡大、低コスト化等の取組を推進し、農業産出

額及び農業所得の向上を目指してまいります。

次に、県の肉用牛繁殖経営への支援対策につ

いてのお尋ねですが、肉用牛の子牛価格は、全

国的に下落傾向にあり、7月の平均価格は、前
年同月比で86％の64万1,000円であり、本県の
平均価格は、同じく84％の59万9,000円まで下
落しております。

こうした状況を受け、国による支援対策とし

て、全国の子牛平均価格が60万円を下回った場
合に、1万円の奨励金を交付する事業が創設さ
れたところです。

また、県においては、本県独自の対策として、

全国の平均価格が60万円を下回らない状況に
おいても、本県の平均価格が60万円を下回った
場合には、1万円の奨励金を交付する予算を今
議会に提案しているところです。

今後とも、生産者が安心して営農を継続でき

るよう、関係機関と連携し、しっかり対応して

まいります。

〇議長（中島●義君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 私から、2点お答え
いたします。
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物価高騰下におけるさらなる対策についての

お尋ねですが、燃油高騰に加え、資材価格の上

昇により、漁業経営は大きな影響を受けており

ます。

燃油については、県の緊急対策でセーフティ

ネットへの新規加入者数が増加し、リスクへの

備えが強化されたと考えております。

また、漁協経費の負担軽減を図るため、省エ

ネ効果の高い機器の導入を支援しておりますが、

現場ニーズに十分対応するため、今後、支援枠

の拡大を図りたいと考えております。

さらに、魚箱や氷など資材価格の高騰が漁業

者の経営を圧迫しておりますので、操業意欲を

維持するため、価格高騰分に対する支援を行い

たいと考えているところです。

次に、漁港整備の推進についての県の考えは

とのお尋ねですが、漁港は、産業と暮らしを支

える重要な役割を担っており、安全・安心で使

いやすい漁港づくりが必要であると考えており

ます。

このため県では、3つの視点を持って重点的
に整備を進めていくこととしております。

1点目は、拠点となる漁港の生産・流通機能
の強化として、衛生管理型の荷捌所の整備など

を進めます。

2点目は、災害リスクへの対応力強化として、
頻発化・激甚化する自然災害に備えるため、防

波堤の幅を広げる改良などを進めます。

3点目は、働きやすい漁港づくりとして、荷
揚げ作業を軽減するための浮桟橋の整備などを

進めます。

今後とも、必要な予算の確保に努めるととも

に、計画的かつ着実な整備を推進してまいりま

す。

〇議長（中島●義君） 企画部長。

〇企画部長（浦 真樹君） ＩＲに関しまして、

令和5年度以降、開業までの取組についてのお
尋ねでありますが、ＩＲ区域整備計画につきま

しては、現在、国が設置した審査委員会におい

て認定審査が行われているところでありますが、

区域認定後は、令和9年度の開業に向けて、
ＩＲの経済効果を広く波及させる取組や県民の

皆様の安全・安心に資する事業など、各種施策

を推進することとしております。

特に、交通インフラの整備につきましては、

長崎空港やＪＲハウステンボス駅等について、

ＩＲ事業者や関係事業者と連携して、施設機能

の拡充や国際航空路線の誘致、船舶、鉄道によ

る輸送体制の強化に向けた具体的な事業に着手

し、交通アクセスの向上を図ってまいります。

また、ＩＲ候補地周辺の県道の4車線化や交差
点改良などにも速やかに着手いたします。

さらに、ギャンブル依存症対策や防犯対策な

どについて関係機関と具体的な協議を進めると

ともに、これまで準備会として活動していた「九

州・長崎ＩＲ安全安心ネットワーク協議会」を

正式に発足させるなど、地域住民の皆様と一緒

に、安全・安心の確保並びに快適な生活環境の

整備に取り組んでまいります。

〇議長（中島●義君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君） 私から、2点お
答えいたします。

企業誘致のこれまでの雇用創出の実績や今後

の目標はどうなっているかとのお尋ねですが、

県においては、県内経済の活性化を図るため、

良質な雇用の場の創出や県内企業への波及効果

が期待できる企業誘致に取り組んでまいりまし

た。

平成29年度から令和3年度までの5年間の誘
致企業による雇用創出の実績は、金融、保険や
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情報関連、医療関連などの企業により3,576人と
なっております。

また、県の総合計画において、令和3年度か
ら令和7年度まで毎年500人、5年間合計で2,500
人の雇用創出を目標としており、引き続き市町

や産業振興財団などと一体となり、企業誘致に

全力を注いでまいります。

次に、コロナ禍を踏まえた企業誘致活動につ

いて、今後の具体的な強化策をどう考えている

のかとのお尋ねですが、コロナ禍やデジタル社

会の進展などにより、半導体や医療関連の国内

投資が活発になっていることに加え、コロナ禍

において需要が拡大している事務代行サービス

に取り組む企業の進出や規模拡大も続いており

ます。

こうした成長分野の企業をターゲットとして、

さらなる企業誘致を図るため、企業誘致活動の

あり方も見直していく必要があるものと考えて

おります。

具体的には、これまで対面を中心に進めてき

ました誘致活動について、さらに効率的、効果

的に進めるため、企業へのダイレクトメールに

よる情報収集や商社など民間企業のネットワー

クの活用など、ウィズコロナ時代に即した強化

策を検討してまいります。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 私からは、2点お答
えいたします。

まず、幹線道路ネットワークの整備に向けた

県の考えと各道路事業の進捗状況についてのお

尋ねですが、県では、幹線道路ネットワークで

ある高規格道路の整備を重点的に進めています。

このうち西九州自動車道の松浦佐々道路につ

いては、国において、トンネルや橋梁などの工

事が鋭意進められています。また、西日本高速

道路株式会社において進められている佐々から

佐世保大塔インターチェンジ間の4車線化工事
についても、令和9年度までの完成に向けて順
調に進捗しています。

島原道路については、国で1工区、県で3工区
の整備を進めており、このうち国が整備を進め

ている森山西から森山東インターチェンジ間は、

来年度の完成が予定されています。

東彼杵道路については、国において、事業化

の前段となる計画段階評価手続が進められてお

り、今年5月には、沿線地域の皆様に対して、3
つのルート帯に関する意見聴取が実施されまし

た。

西彼杵道路については、来年2月に、県が整
備を進めてきた時津工区の開通を予定しており、

また、今年度から大串白似田バイパスの整備に

着手したところです。

引き続き、県内の幹線道路ネットワークの整

備促進に全力で取り組んでまいります。

次に、資材の高騰に対して、県ではどのよう

な対応をしているのかとのお尋ねですが、本県

では、これまでも主要な資材である燃料、鋼材、

アスファルト、セメント・コンクリートについ

ては、毎月価格調査を実施し、変動があれば積

算に用いる単価を改定しています。

一方で、最近の原材料費等の価格の高騰を受

け、国からは、本年4月に適切な価格転嫁に向
けた取組の要請がなされたところです。

本県においても一部の資材で価格の高騰が確

認されており、工事発注後に資材価格に大きな

変動があった場合には、実際の取引価格の妥当

性を確認し、適切であると判断できれば、最新

の取引価格を変更設計金額に反映するなど、国

と同様の手続を行ってまいります。

今後とも、市場の動向を注視しながら地域の



令和４年長崎県議会・９月定例会（９月１６日）

- 28 -

実態を把握しつつ、適正な設計金額の設定に努

めてまいります。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君） 今後、県立

学校での探究的な学びはどのように行っていく

のかとのお尋ねでございます。

今年度から高等学校では新学習指導要領が実

施されており、自らの問題意識から課題を設定

し、他者と協働しながら主体的に解決策を導き

出す探究的な学びに、県下全ての県立高校が取

り組んでいるところでございます。

その中でも、来年度新たに探究学習を教育課

程の中心に据えた学科としまして、県立高校5
校に「文理探究科」を設置し、教科横断的な学

習や正解のない問いを探究していく学びに力を

入れますことで、新たな大学入試や社会が求め

る資質や能力を育成しますとともに、将来のリ

ーダーとして活躍できる人材を育てていきたい

と考えております。

また、一方で、地元市町や地域との関わりが

深い離島・半島地域にあります中・小規模の高

校におきましては、地域の課題やニーズとより

連動した課題探究型学習が行われているのが特

徴でありますので、今後、市町と連携しまして、

その学びに磨きをかけていくことで学校の特色

化や魅力化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（中島●義君） 宅島議員―26番。
〇２６番（宅島寿一君） それぞれ、ご答弁あり

がとうございました。

それでは、再質問をさせていただきます。

国では、去る9月9日に開催されました「物
価・賃金・生活総合対策本部」において、物価

高騰に対する追加支援策について決定をされた

ところであります。

主な対策として、所得の低い世帯の方々に、

一世帯当たり5万円の給付金等が創設されるほ
か、地方創生臨時交付金が拡充され、新たに

6,000億円規模の電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援地方交付金が設けられることとなりま

した。

この6,000億円の枠からいきますと、長崎県に
おいても50億円から60億円ぐらいが交付され
ることが予想されますが、県において、これま

でも様々な原油価格・物価高騰対策を講じられ

ていると思いますが、世界的な物価高騰が続く

中、現在もなお県民の皆様が社会経済活動に大

きな影響を受けて生活をされています。

県において、今回の交付金創設を踏まえ、今

後どのような対策を講じていこうとされている

のか、お尋ねいたします。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 本県においては、第7波
による新型コロナウイルス感染症の急拡大や、

原油価格・物価高騰の長期化などにより様々な

経済的影響が生じていることから、各産業分野

の実態の把握に努めてきたところであります。

こうした実情を踏まえ、県内の社会経済活動

の回復、拡大を図るために必要な予算について、

6月の追加補正予算に加え、本定例会に提案を
いたしました。

今般の国において示された物価高騰に対する

追加策への対応については、本県への新たな交

付金配分額などを見極めつつ、地方自治体向け

の推奨事業メニューも参考に、県民生活や社会

経済活動を下支えするために必要な対策を早急

に検討のうえ、県議会のご意見も伺いながら速

やかに実施してまいります。

なお、急速に感染が拡大した第7波により特
に大きな影響を受けている観光業、飲食業につ



令和４年長崎県議会・９月定例会（９月１６日）

- 29 -

いては、さらに早急な対策が必要だと認識をし

ております。

観光業については、現在、国において、全国

旅行支援を再開する方向で調整がなされている

ところであり、この動きに合わせて、飲食業に

ついても一層の利用促進を図り、人の動きや消

費を喚起するために、第三者認証店キャンペー

ンの第2弾に関する予算を今定例会に追加提案
させていただきたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 宅島議員―26番。
〇２６番（宅島寿一君） 知事、ありがとうござ

います。今の知事の答弁の中で、新たに飲食店

の方々の対策、支援をするとありました。

これは認証店を取っている店が対象であると

思いますけれども、担当部長からでいいので、

事業を詳しく説明していただけますでしょうか。

〇議長（中島●義君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（貞方 学君）認証店の第

2弾となる利用促進キャンペーンにつきまして
は、現在、その内容について検討を深めている

ところであり、詳細についてはまだまだ申し上

げる状況にはございませんが、早急にその内容

を固めまして、またご提案をさせていただきた

いと考えております。

〇議長（中島●義君） 宅島議員―26番。
〇２６番（宅島寿一君）私の調べたところによ

りますと約4,000店舗が、県内の飲食店の中で認
証店の制度を取っている飲食店でありますので、

この方たちが助かるような支援策をしっかり組

んでいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

次に、肥料価格の高騰に対してですが、堆肥

ペレットを置き換える効果として、肥料価格を

約1割抑制する効果があり、肥料活用をさらに
進めていくとの農林部長からの答弁がありまし

たが、こうした農業の物価高騰に対して、さき

の国における新たな対策の中でも公表されたと

ころであります。

国の対策等を踏まえ、県の肥料高騰に対する

取組の考え方と今後の方針について、お尋ねい

たします。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 国においては、肥料

高騰対策として、生産者に対して、来年春まで

に使用する肥料コスト上昇分の7割を緊急的に
補填する対策を講じることとされております。

一方、県としては、中・長期的な視点に立っ

て、将来にわたりコスト低減効果が続くよう、

肥料使用量そのものを低減する機械の導入など

肥料価格高騰の影響を受けにくい生産体制の整

備に対して支援することとしております。

県の施策の具体的な効果としては、生産者が

機械を導入することで、今後、肥料使用量の3
割程度の低減を見込んでおり、また、先ほど答

弁いたしました堆肥のペレット化による1割程
度の肥料価格の抑制と併せた肥料高騰対策に取

り組むこととしております。

しかしながら、いまだその価格動向が不透明

なことから、今後とも、肥料価格の推移や、そ

れらが農業経営に及ぼす影響などに加え、国・

県の講じた施策の効果等の分析に努め、必要な

対策を引き続き検討してまいります。

〇議長（中島●義君） 宅島議員―26番。
〇２６番（宅島寿一君） 最近、我々自民党県連

に対しまして、いろんな農業団体の方から、生

産者や農業団体の肥料高騰に対する厳しい農業

経営の訴えがございました。

特に、九州各県の状況を見た時に、国の支援

策プラス県独自の支援策が今回の各県の補正予

算においても計上されているという話も伝わっ
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てきております。

長崎県において、県独自の追加支援策の考え

方がないのか、お尋ねいたします。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 私も、ＪＡなどの農業団

体、酪農や養豚、養鶏などの畜産団体の皆様か

ら、肥料や飼料などの農業資材の高騰が続けば

営農継続が困難となるといった厳しい声を直接

お伺いしております。

先ほど農林部長が答弁いたしました、機械等

の導入を支援する中・長期の対策については、

その効果の発現が来年度以降となることを踏ま

えて、国の施策の動向等を注視しつつ、当面の

対策についても、できるだけ早く検討してまい

りたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 宅島議員―26番。
〇２６番（宅島寿一君）ありがとうございます。

しっかり対策を講じていただきたいと思います。

次に、九州新幹線西九州ルートの整備促進に

ついて、再質問をさせていただきます。

西九州新幹線開業後の観光振興策について、

お尋ねいたします。

新幹線の開業によって、長崎―博多間の所要

時間が30分短縮されるなど地域間の移動時間
が短縮されるため、多くの方に長崎にお越しい

ただき、多様な歴史や文化など様々な長崎の良

さを知っていただく大きなチャンスであると考

えております。

開業効果をさらに高めていくためには、新幹

線でつながる佐賀県とも、お互いの魅力を共有

し連携していくことが重要と考えますが、県と

してどのように対応されるのか、お尋ねいたし

ます。

〇議長（中島●義君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君）新幹線の開

業は、長崎・佐賀両県の魅力を全国に発信し、

誘客につなげていく絶好の機会と考えておりま

す。佐賀県とも連携いたしまして取組を進めて

いくことが大変重要だと考えております。

具体的には、開業直後の10月から12月にかけ
まして、ＪＲグループ及び佐賀県と共同で実施

いたします「佐賀・長崎デステネーションキャ

ンペーン」で、両県の魅力を全国に向けて発信

し、誘客促進を図ってまいります。

また、両県共通の日本遺産であります「シュ

ガーロード」や「肥前やきもの圏」を活用した

周遊パスポートの商品化、あるいは観光地だけ

ではなく、まちの風景や暮らし、食文化など、

地域の日常にある魅力を発掘し、県内外へ発信

することも、両県の連携事業として取り組んで

いるところでございます。

今後とも、両県で連携しながら、その魅力を

高め、情報発信していくことで、全国からの誘

客や相互の送客につなげてまいりたいと考えて

おります。

〇議長（中島●義君） 宅島議員―26番。
〇２６番（宅島寿一君）観光統計によりますと、

令和2年では、佐賀県の皆さんの中で長崎県に
宿泊された方が14万人いらっしゃるんです。そ
ういった方々も含めて、この長崎の良さを佐賀

県にも知っていただきたい。そして佐賀県のす

ばらしさ、佐賀県の良さも我々長崎県民は理解

しつつ、新幹線で行き来をしながら、フル規格

の整備に向けて、お互いの機運醸成を高めてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（中島●義君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君）議員ご指摘

のとおり、佐賀と長崎、両県には、世界遺産、

日本遺産をはじめといたしまして、県内各地に

多様な歴史、文化、豊かな自然、食など魅力的
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な資源が数多く存在しています。しっかり両県

で連携をいたしまして、新幹線に向けましても

機運を高めていくよう努力してまいります。

〇議長（中島●義君） 宅島議員―26番。
〇２６番（宅島寿一君） 次に、ＩＲについて、

再質問させていただきます。

先ほど、令和5年度以降の取組について、ご
答弁いただきました。

ＩＲ開業後は、カジノ納付金や入場料納付金

が本県に税収として入ってくるわけです。こう

した財源を有効に活用し、大石知事が掲げる最

重要検討テーマである、子どもが夢や希望を持

って健やかに成長できる社会の実現など、これ

までなかなか実施できなかった施策などにダイ

ナミックにチャレンジしていただきたいと考え

ます。

そこで、ＩＲ開業後に見込まれるカジノ納付

金や入場料納入金がどのように施策に活用が可

能なのか、お尋ねいたします。

〇議長（中島●義君） 企画部長。

〇企画部長（浦 真樹君）カジノ納付金の使途

につきましては、ＩＲ整備法において、観光や

地域経済の振興、社会福祉の増進、文化・芸術

の振興に関する施策等に活用するよう定められ

ております。

この納付金は、開業5年目には約314億円が見
込まれており、本県の貴重な一般財源となりま

すことから、法の趣旨を踏まえつつ、地元佐世

保市等へ配分するほか、地域振興や県内経済の

活性化に資する様々な施策に有効活用してまい

りたいと考えております。

また併せまして、カジノ施設にかかる入場料

納入金については、同じく5年目に約77億円が
見込まれており、国の基本方針を踏まえ、ギャ

ンブル等依存症対策や防犯対策など、県民の皆

様の安全・安心に資する施策へ活用することと

いたしております。

県議会や県民の皆様のご意見もお聞きしなが

ら、納付金等の有効活用に努めてまいりたいと

考えております。

〇議長（中島●義君） 宅島議員―26番。
〇２６番（宅島寿一君） 次に、企業誘致につい

てですが、長崎県において、先ほど部長から答

弁があった平成29年度から令和3年までの
2,700人の目標に対して3,576人、そして今回、
令和3年度から令和7年度の目標が2,500人とい
うことでありますけれども、ぜひ、前回の5か
年を上回るペースで企業誘致をしていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（中島●義君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君） 今、議員がおっ

しゃいました企業誘致につきましては、本県の

雇用創出の基本となるような施策だというふう

に思っておりますので、今まで以上に県内経済

の活性化を図るため、良質の雇用の創出、そし

て県内企業への波及効果が期待できる誘致企業

を、ぜひ続けまして実施していきたいというふ

うに思っております。

〇議長（中島●義君） 宅島議員―26番。
〇２６番（宅島寿一君）ありがとうございまし

た。時間がもう最後、1分になりました。
今、朝のＮＨＫのドラマで「ちむどんどん」

をやっておりますが、来月10月3日から、大阪
と五島列島を舞台にした「舞いあがれ！」とい

うドラマが始まります。

知事のご出身の五島が舞台です。知事の所感

を述べていただきたいと思います。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）ＮＨＫの連続テレビ小説

というのは、全国版で非常に注目度が高いとい
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うふうに認識をしております。

そこで、長崎県五島が出るということで、私

も新たに、この長崎の自然の壮大さ、また、人

の温かさといったものを全国の方々に見ていた

だいて興味を持っていただく、また、それによ

って長崎に足を向けていただくということを期

待しております。

私も、長崎の地元出身の知事として、非常に

大きく期待をしているということを申し上げて、

最後の答弁とさせていただきます。

〇２６番（宅島寿一君） 終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（中島●義君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、11時15分より再開いたします。
― 午前１１時 ２分 休憩 ―

― 午前１１時１５分 再開 ―

〇議長（中島●義君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

西川議員―38番。
〇３８番（西川克己君）（拍手）〔登壇〕 おは

ようございます。

自由民主党、平戸市選出、西川克己でござい

ます。

質問に入ります前に、新型コロナウイルス感

染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで

お悔やみを申し上げます。罹患された方々及び

家族、関係者の皆様、感染拡大により日常生活

に影響を受けられている全ての皆様にも、心か

らお見舞いを申し上げます。

また、県民の命と健康を守るために日夜奮闘

されている医療・福祉関係の方々に改めて敬意

を表し、感謝いたします。

150キロ以上離れた遠い平戸より、今朝早く

から傍聴に来ていただいた平戸市民の皆様、あ

りがとうございます。

それでは、通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。

知事、教育委員会教育長、関係部長の適切な

ご答弁をよろしくお願いいたします。

1、本県の財政状況について。
（1）中期財政見通しを踏まえた今後の財政

運営について。

去る9月12日、県においては、令和5年度から
5年間の「中期財政見通し」を策定、公表され
ましたが、それによると、令和9年度末の財源
調整基金の枯渇という危機的な状況は避けられ

る見込みであり、これまでの財政健全化の取組

の成果が生じてきているものと評価しておりま

す。

しかしながら、今回の中身を見ると、歳出面

において、社会保障関係費の継続的な伸びに加

えて、令和6年以降は、これまで減少が続いて
いた公債費が再び増加基調になることに伴い、

令和7年度以降、再び財源不足が生じるなど、
昨年度の「中期財政見通し」と同様に厳しい財

政状況が続く見込みとなっております。

さらに、併せて作成された実質的な公債費の

長期シミュレーションにおいて、令和15年度は
現在より約117億円負担が増加する見込みとな
っており、中・長期的な公債費負担の増加が懸

念されるところであります。

今後、新型コロナウイルス感染症対策や原油

価格・物価高騰対策のほか、本県の最重要課題

である人口減少対策や産業の振興、近年、頻発

化する自然災害への対応など、本県が直面する

課題の解決に必要な事業の財源を確保していく

ためには、歳入・歳出両面からの収支改善を着

実に図り、財政の健全性を確保していく必要が
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あると考えております。

そこで、今回の「中期財政見通し」の策定を

踏まえた本県の財政状況の認識と今後の財政運

営の基本姿勢について、お尋ねいたします。

2、ふるさと納税について。
（1）個人版ふるさと納税について。
ふるさと長崎応援寄附金、いわゆる個人版の

ふるさと納税について、お尋ねします。

去る7月29日に、総務省から、ふるさと納税
制度による令和3年度の寄附総額が発表されて
おります。これによると、全国の寄附総額が約

8,302億円と過去最高を記録しており、本県にお
いても、県と21市町合わせて、約132億円と過
去最高額を記録し、貴重な財源となっておりま

す。

そこで、お尋ねします。

本県への寄附額も令和3年度約2億8,600万円
と、前年度と比較して約2倍となっておるよう
ですが、過去5年間の寄附額の動向はどうなっ
ているのか。

寄附額増額には返礼品も大きく影響している

と思われますが、その要因となったものや人気

の返礼品にはどのようなものがあるのか。

貴重な自主財源の確保という点から、今後も

さらなる増収に向けて取り組んでいただきたい

と考えていますが、増収対策についてはどのよ

うに推進していくのか。

以上、3点について、お尋ねします。
（2）企業版ふるさと納税について。
企業版ふるさと納税については、企業が地方

創生に取り組む地方を応援する制度であり、令

和2年に税制の優遇措置の拡充等が行われるな
ど、企業が寄附しやすくなるような見直しが実

施されております。

内閣府が8月26日に発表したところによれば、

令和3年度の全国の企業版ふるさと納税の寄附
実績は、金額、件数とも前年より大きく増加し

ているとのことですが、長崎県の過去5か年の
寄附額の動向はどうなっているのか、お尋ねし

ます。

また、コロナ禍の影響で企業からの寄附が厳

しいとは思いますが、財源が厳しい中にあって、

貴重な財源であります。今後、さらなる寄附の

獲得に向けた取組が必要であると考えますが、

どのように考えているのか、併せてお尋ねしま

す。

3、雇用対策について。
（1）佐世保重工業退職者の支援状況につい

て。

基幹産業である造船業において、県北地域の

経済の中核を担ってきた佐世保重工業が、昨年

2月、事業の再構築とそれに伴う希望退職者の
募集を発表され、約1年半が経過したところで
あります。

私としては、当初、県北地域の雇用調整に大

きな影響があるのではないかとの危惧もあり、

離職を余儀なくされた方ができるだけ県北地域

をはじめ、県内で再就職していただき、引き続

き、地域でご活躍いただくことを願っていたと

ころですが、これまで大きな混乱もなく、再就

職が進んでいるとお聞きしています。

改めまして、これまでの県の取組内容とその

成果について、お尋ねいたします。

（2）人材確保及び育成について。
日銀長崎支店が発表した9月の金融経済概況

では、「本県の景気は緩やかに持ち直している」

とされておりますが、コロナ禍の収束はいまだ

見通せず、国際情勢や物価高騰などの問題が今

後も懸念されます。

また、コロナ禍からの脱却を図るうえで人材
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不足がネックとなっているという声も聞かれて

いるところです。

このような状況の中、本県、そして、我が国

の経済を維持、発展させるためには、企業の生

産性を向上させることが必要不可欠であります。

そのためには、企業内での人材育成と他分野か

らの労働移動に対するきめ細やかな支援が必要

であると考えます。

さらに、半導体やＩＴなどの成長分野におい

ては、スキルや知識を持つ労働者を増やすこと

が喫緊の課題となっていると思います。

そこで、県では、成長分野における人材の確

保や育成に関して、どのような取組を行ってい

るのか、お尋ねします。

4、農業の振興について。
（1）農産物の輸出について。
農林水産物・食品の輸出に関する国の統計で

は、2021年の輸出額が初めて1兆円を突破し、
また、2022年上半期の輸出額は前年同期比
13.1％増の6,525億円であり、上半期として過去
最高となっております。

国は、2025年までに2兆円、2030年までに5
兆円という輸出目標額を掲げており、今後のさ

らなる輸出拡大のため、取組を強化していると

ころです。

このような状況の中、本県においても、輸出

拡大に向けて取組を進めていくべきと考えます

が、現在、農産物の輸出について、どのような

状況になっているのか。また、今後、県として

力を入れていく品目や輸出ターゲット国など、

輸出を拡大していくためにどのような取組を進

めていこうとしているのかをお尋ねします。

（2）燃油・飼料・肥料価格高騰対策につい
て。

現在、コロナ禍に加え、昨今の不安定な国際

情勢等により、燃油・肥料・飼料といった農業

生産に不可欠な資材の価格が高騰し、農業経営

が圧迫されているところです。

そのような状況の中、国においては、本年4
月末の「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」

により、肥料調達先の多角化や配合飼料価格安

定制度に係る補塡等の支援を行うとともに、先

般、肥料価格の高騰による農家経営への影響を

緩和するため、化学肥料の2割低減の取組を行
う農業者に対し、肥料コスト上昇分の7割を支
援する新たな支援金の創設が打ち出されており

ます。

県としても、本県の基幹産業である農業を守

っていくためにしっかりと対応すべきと考えま

すが、県における燃油・肥料・飼料価格の高騰

に対するこれまでの対策の状況と今後の対応に

ついて、お尋ねします。

（3）全国和牛能力共進会に向けた準備状況
について。

5年に一度開催される和牛のオリンピックと
称される「全国和牛能力共進会」において、平

成24年本県開催の第10回長崎大会では、「内閣
総理大臣賞」を受賞し、日本一を獲得しており

ます。

また、平成29年の第11回宮城大会においても、
特別賞である「交雑脂肪の形状賞」を受賞した

ことにより、長崎和牛の知名度が着実に高まっ

たと感じております。

10月に開催が予定されている「第12回全国和
牛能力共進会鹿児島大会」において、再び日本

一を獲得することは、長崎和牛のブランド力向

上と生産拡大に大きな効果をもたらすものと考

えております。

そこで、10月6日から鹿児島県で開催される
全国和牛能力共進会まで、あとわずかとなって
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おり、7月以降、全国でも各県の代表出品牛が
続々と決まっているようですが、本県の代表牛

の選考状況や生産者の機運向上対策など、準備

状況について、お尋ねします。

5、災害時の情報共有について。
近年、災害が激甚化しており、昨年8月の豪

雨においては、雲仙市で3名、西海市で2名の貴
重な人命が失われたほか、住家や土木施設、農

林水産業などに甚大な被害が発生しました。

このような災害時には、被害状況の把握や救

助活動の調整など、県庁と振興局、市町、そし

て警察、消防との連携が必要になると思います。

そこで、お尋ねしますが、関係機関の間で情

報共有はどのような手段で行われているのでし

ょうか。

また、災害対策を担うに当たって、通信の確

保は極めて重要であると考えますが、万一、停

電が発生した場合の対応は想定されているので

しょうか。

加えて、設備は年数が経てば劣化が進み、様々

な障害が発生する可能性も高まってくると思い

ますが、更新は適切に行われているのかについ

てもお尋ねします。

6、道路行政について。
（1）平戸市内の幹線道路の整備について。
平戸市においては、春日集落などが世界遺産

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

の構成資産として登録され、多くの観光客が訪

れております。

このような観光資源を活かした地域活性化を

図るためには、観光地へのアクセス向上や地域

間の連携強化など、道路の整備が重要な役割と

なっております。

このため、西九州自動車道とのアクセス向上

を図る田平工区や現道の走行性、安全性向上を

図る向月工区など5つの工区においては改良事
業が進められており、地域の皆さんは早期の完

成を期待しているところであります。

一方で、市内中心部などは、朝夕の通勤時間

帯やイベント開催時に渋滞混雑する箇所が存在

しております。数年後の西九州自動車道の松浦

インターから平戸インターの開通後は、観光客

のさらなる増加が予想され、市内の交通混雑に

拍車がかかるものと考えられます。

そこで、事業中箇所の進捗状況と市内の混雑

緩和に向けた今後の県の取組について、お尋ね

します。

7、教育行政について。
（1）今後の県立高校のあり方について。
少子化や私立高校の授業料実質無償化の影響

等により、県立高校の生徒数はこの10年間で2
割以上減少しています。

また、来年の中学卒業者1万1,852人に対し、
令和13年度の卒業者となる現在の小学1年生は
1万886人となり、約1,000人の減少が見込まれ
ています。

また、県立高校では全日制54校のうち15校が
1学年2学級以下となるなど、小規模化が進行し
ています。加えて、県立高校の8割以上の学校
が定員割れという状況の中、特に、離島・半島

地域の多くの高校で定員を充足できない状況と

なっています。

このままでは高校がなくなるのではないかと

の地域住民の不安の声も聞いていますが、高校

の存在は地域の活力につながるものであり、廃

校となると地域は衰退してしまうと危惧してい

ます。

地域の小規模校を存続させるために、それぞ

れの高校において特色ある教育を展開し、中学

生や保護者に魅力を感じてもらう必要があると
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考えますが、県教育委員会としてどのように取

り組んでいくのか、お尋ねします。

（2）県立高校運動部活動の活性化について。
今年の四国で行われたインターハイでは、大

村工業高校ソフトボール、島原高校男子剣道、

長崎北陽台高校女子登山の優勝をはじめ、多く

の運動部が入賞を果たし、輝かしい成績を収め

ております。

本県では、年々、少子化や経済的な負担から、

運動部の活動や大会、練習試合などの遠征が厳

しい状況になっております。

高校生は、3年間で部活動に取り組み、充実
した学校生活を送り、青春のエネルギーを発揮

することが大切だと考えます。

今後もインターハイの全国の舞台で活躍する

選手を育成するためには、財政が厳しい折です

が、部活動への支援が必要と考えております。

そこで、県は、県立高校の運動部活動の支援

について、どのような取組を行っており、今後

も継続した支援を考えておられるのか、お尋ね

します。

（3）水泳授業について。
小中学校、高校における水泳授業について、

お聞きします。

以前は、高校の体育授業で、多くの学校が水

泳授業に取り組み、また、近隣の海や川で泳ぎ、

泳力を鍛えておりました。しかし、時代の流れ

で学校のプールが少なくなり、水泳の授業に取

り組む機会が少なくなっております。私が卒業

した高校も以前は立派なプールがありましたが、

現在は撤去され、ほかの体育施設に代わってお

ります。

水泳授業を行うためには、プールの維持管理

費の問題や先生方の負担なども十分に理解して

いるところです。

しかしながら、水泳授業をはじめ、全国で水

難事故が相次いでおります。これは、子どもが

泳ぐ経験や機会が少なくなっているからではな

いでしょうか。

そのような状況だからこそ、改めて体育の授

業で水泳授業にも力を入れて取り組み、児童生

徒の水難事故防止に努めていくことが重要では

ないでしょうか。

そこで、本県の水泳授業の取組状況について、

3点お尋ねいたします。
1点目は、小中学校・高校の体育授業におけ

る水泳の取扱いについてです。

学校におけるプールの維持管理問題や少子化

により、以前に比べ水泳授業に取り組む機会が

少なくなっている状況になっているものと考え

られますが、現在、学習指導要領では、小中学

校・高校の体育授業において、水泳の授業はど

のような取扱いとなっているのか。また、本県

の県立高校の取組状況はどのようになっている

のか、お尋ねします。

2点目は、水泳授業における安全対策の取組
についてです。

水泳授業における事故については、今年7月
にも、一命は取りとめたものの、愛知県で小学

生が水泳授業における事故、ノーパニック症候

群が発生しております。水泳授業における事故

防止について、本県の取組をお尋ねします。

3点目は、水泳授業の充実と指導力向上に向
けた取組についてです。

本県は、海に面した県であります。子どもた

ちが海で泳いだり、遊んだりする機会が他県に

比べ多いものと思います。子どもたちが泳力を

鍛え、海に落ちても自分の身を守るなど、水難

事故防止のためにも、水泳授業の充実が大切で

あると考えます。
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また、先生方の水泳授業の指導力の向上も重

要だと考えますが、県の見解と現在の取組につ

いて、内容をお尋ねいたします。

以上で、壇上からの質問を終了し、再質問に

つきましては、対面演壇席で行わさせていただ

きます。

ご清聴ありがとうございました。（拍手）

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 西川議員のご質

問にお答えいたします。

「中期財政見通し」の策定を踏まえた本県の

財政状況の認識と今後の財政運営の基本姿勢に

ついてのお尋ねでございました。

今回策定しました「中期財政見通し」におい

ては、新型コロナウイルス感染症や原油価格・

物価高騰による本県財政への影響は依然として

不透明なものの、これまでの収支改善対策の効

果や公債費の減少等により、令和4年度から令
和6年度の間は財源不足が生じない見込みとな
っております。

しかしながら、令和7年度以降は社会保障関
係費の継続した伸びに加え、大型事業の償還開

始に伴い、公債費が増加に転じること等から、

基金の取崩しが見込まれており、厳しい財政状

況が続く見通しであると認識をしております。

そのため、今後の財政運営に当たっては、長

期化する新型コロナウイルス感染症や物価高騰

による影響等を十分に注視しつつ、引き続き、

歳入確保と歳出削減の両面から着実な収支改善

を取り組むほか、将来の公債費負担の抑制に向

けた対策を継続することが重要であると考えて

おります。

また、国に対しては、今後の社会保障関係経

費の増加や人口減少対策をはじめ、防災・減災

への取組、デジタル化の推進など、地方の課題

に適切に対応するための地方税財源の充実、強

化を強く要請してまいります。

県としては、新しい長崎県づくりの実現に向

け、本県の将来を見据えた施策の重点化を図り

ながら、このような取組を通して持続可能な財

政運営に力を注いでまいりたいと考えておりま

す。

残余のご質問については、関係部局長から答

弁させていただきます。

〇議長（中島●義君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君） 私から、いわゆる個

人版のふるさと納税について、3点ご答弁申し
上げます。

まず、寄附額の動向ということでございます。

本県のふるさと納税寄附額の過去5年間の実
績といたしましては、平成29年度は4,500万円、
平成30年度は7,300万円、令和元年度は1億
5,000万円、令和2年度は1億4,400万円、令和3
年度は2億8,600万円と増加傾向でございます。
増収の要因ということでございまして、その

一つとなりました返礼品につきましては、令和

元年度から導入いたしました「旅行クーポン」

がございますが、その他主要な返礼品といたし

ましては、「波佐見焼」、「茶碗蒸し」、「カ

ステラ」などが人気となっております。

また、今後の増収対策ということでございま

すけれども、引き続き、ふるさと納税サイト運

営事業者やパートナー事業者と連携をいたしま

して、返礼品の充実ですとか、あるいは新たな

開発に努めるとともに、継続して寄附をしてい

ただけるような取組ということを進めてまいり

たいと考えております。

また、今年度は新たにふるさと納税のインタ

ーネット募集サイトを3つ増やしまして、合計7
サイトといたしまして、募集窓口の拡大も進め
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ているという状況でございます。

〇議長（中島●義君） 企画部長。

〇企画部長（浦 真樹君）企業版ふるさと納税

について、過去5年間の寄附額の動向と今後の
さらなる寄附獲得に向けた取組に関するお尋ね

でございます。

本県の企業版ふるさと納税の過去5年間の寄
附額の実績は、平成29年度が2,960万円、平成
30年度は2,730万円、令和元年度は1,550万円、
令和2年度は3,180万円、令和3年度は7,550万円
となっており、5年間の累計額1億7,970万円は
全国で上位から8位となっております。
令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症

の影響によりまして、企業訪問や企業経営者等

との交流の場での寄附の呼びかけが難しい状況

下にはございますけれども、可能な限り制度を

活用いただけるよう努めているところでありま

す。

具体的には、本県にゆかりのある企業や誘致

企業等約370社に対しまして文書等でご案内を
行っており、そのうち、過年度に寄附をいただ

いた企業には感謝状の贈呈や様々な媒体を通じ

た企業のＰＲ等により継続して寄附をいただけ

るよう働きかけております。

今後は、こうした取組に加えまして、企業か

ら伺った意向等を踏まえ、関心の高い子育て支

援や健康長寿に関する取組を寄附の対象プロジ

ェクトに新たに加えるほか、県人会等の催しに

おける呼びかけや企業訪問等も再開するなど、

様々な機会を捉えて積極的に企業の皆様方へ働

きかけてまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君） 私から、2点お
答えいたします。

佐世保重工業退職者への県のこれまでの取組

とその成果についてとのお尋ねですが、佐世保

重工業の事業再構築に伴い、県では、希望退職

者の再就職支援や協力企業向け取引・事業拡大

支援等を目的として、長崎労働局や佐世保市な

ど関係機関による対策会議を立ち上げました。

この間、希望退職者の早期再就職に向けた県

内求人の掘り起こしや個別相談に加え、協力企

業向けの取引マッチング支援など、各機関が連

携した実効性のある支援に取り組んでまいりま

した。

このうち、再就職支援については、支援を希

望された方のうち8割を超える方が既に再就職
され、そのうち、9割近くが佐世保市内を中心
とした県内に就職されております。

また、再就職先は、造船関連に加え、半導体

関連や建設業、サービス業など、支援対象者の

希望に沿った幅広い業種に及んでおります。

希望退職者の再就職については、佐世保重工

業から、「当初懸念された人材の県外流出につ

いて最小限に抑えられた」との評価をいただく

など、県をはじめ、関係機関においても一定の

めどが立ったものと考えておりますが、今後と

も必要に応じ、関係機関と連携し、支援を行っ

てまいります。

次に、成長分野における人材の確保や育成に

関してどのような取組を行っているかとのお尋

ねですが、労働力人口が減少する中で、国では、

人への投資に重点を置き、社会全体での学び直

しやスキルアップなどへの支援を強化して付加

価値を生み出せる人材の育成を進めております。

これを踏まえ、県では、半導体やＩＴなど成

長分野の企業における人材の確保及び育成への

支援を強化しているところであります。

具体的には、半導体関連企業等が行う企業内

人材教育への支援やＩＴ関連企業向けに長崎大
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学と連携した先端技術講座の実施、離職者向け

ＩＴ訓練の充実などに取り組んでおります。

今後とも、国及び企業の動向を注視しながら、

本県産業の振興に資する人材の確保、育成につ

いて、関係機関と連携し取り組んでまいります。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 私の方から、3点お
答えをさせていただきます。

まず、本県農産物の輸出の現状と今後の輸出

拡大に向けた取組についてのお尋ねですが、本

県農産物の輸出については、平成26年に関係団
体と設立した「長崎県農産物輸出協議会」にお

いて、会員への初期商談やテスト輸出支援、県

外の流通事業者等と連携した海外での長崎フェ

アの開催などの輸出拡大対策に取り組んでまい

りました。

その結果、令和3年度の農産物輸出額は、目
標の5億4,000万円を超える約6億2,000万円と
なっており、主な品目としては、鶏卵約1億
8,000万円、いちご約1億7,000万円、牛肉約1億
1,000万円であります。
今後は、本県の主要な品目で、海外で評価も

高い牛肉、いちご、みかん、茶などの輸出拡大

に重点的に取り組むとともに、動植物検疫等の

輸出障壁が低く、ＧＤＰが高いシンガポールと

マレーシアに対し、県内流通事業者等と連携し

て現地における商談を実施するなど、県内市場

からの新たな輸出ルートを開拓してまいります。

さらに、アメリカについても市場ニーズや物

流ルート等、今後の輸出に向け可能性調査を実

施するなど、引き続き、産地や農業者等の所得

向上につながる農産物の輸出拡大を図ってまい

ります。

次に、農業における燃油・肥料・飼料価格の

高騰へのこれまでの対策と今後の対応について

のお尋ねですが、燃油高騰対策については、国

の施設園芸セーフティーネット構築事業への加

入を推進した結果、加入者数は昨年より23％増
加し、燃油高騰の影響が大きい農家のほぼ全員

が加入している状況です。

加えて、県の6月補正予算において、重油使
用料を削減できるヒートポンプなどの資機材の

導入支援を開始したところです。

肥料高騰対策については、同じく6月補正予
算において施肥量を節減できる機械等の導入支

援を開始した結果、多くの要望があったことか

ら、本議会に予算の増額を提案したほか、堆肥

の有効活用を図るため、ＪＡグループへの堆肥

ペレット製造装置の導入支援についても提案を

しております。

なお、国においては、新たに肥料コスト増加

分の7割を補塡する事業が打ち出されており、
県としましても、機械等の導入支援の効果の発

現が次年度以降となること等を踏まえ、先ほど

知事から答弁がありましたように、当面の対策

についても早急に検討してまいります。

飼料高騰対策については、6月補正予算にお
いてセーフティーネットである配合飼料価格安

定制度の生産者積立金の一部を支援したところ

です。

また、国において、今月9日、生産コスト削
減等に取り組む生産者の飼料コスト上昇分を補

塡する緊急対策が打ち出されたところです。

今後とも、価格の状況を注視しながら、県内

の農業者が将来も安心して営農を継続できるよ

う、関係機関と連携し、県としてしっかりと対

応してまいります。

次に、「第12回全国和牛能力共進会鹿児島大
会」に向けた準備状況についてのお尋ねですが、

第12回全国和牛能力共進会へ出品する本県代
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表牛の選考状況につきましては、去る7月7日に、
体型の良さなどを競う種牛の部の14頭と、8月
10日には、肉質を競う肉牛の部の7頭が決定し、
県代表となる21頭が出揃ったところです。
また、今月9日に、代表牛の生産者等が参加

した壮行会が開催され、目標とする全出品区で

の優等賞入賞と日本一奪還を果たし、長崎和牛

を全国にアピールするとの決意表明がなされる

など、大会に向けた機運が高まっているところ

です。

大会まで残りわずかとなり、生産者の皆様に

は、代表牛の飼養管理や調教等の最後の仕上げ

にご尽力いただいており、県といたしましても、

生産者、関係団体、市町と一体となって、鹿児

島大会での目標達成に向け、全力で取り組んで

まいります。

〇議長（中島●義君） 危機管理監。

〇危機管理監（多田浩之君）災害時には県庁と

関係機関との情報共有はどのような手段で行っ

ているのか、また停電時の対応は想定されてい

るのか、さらに設備の更新は適切に行っている

かとのお尋ねでございますが、災害時には県庁

と振興局、市町間で運用している防災情報シス

テムをはじめ、一般の電話回線や地上系と衛星

系からなる防災行政無線での通話やファックス

により、被害や避難の情報を共有しております。

警察や消防とは、県のシステムの共有はなさ

れておりませんが、警察との専用回線や防災行

政無線によって緊密に情報共有を図っておりま

す。

停電時には、県庁は非常用発電機で72時間、
地方本部となる振興局もそれぞれ一定時間の対

応が可能でございます。加えて、長期の停電に

備えまして、民間事業者と燃料の優先供給に係

る協定を締結しております。

設備の更新については、計画的に実施してお

り、本年度は防災情報システムの再整備を行い、

来年度のできるだけ早い時期の本格運用を目指

しております。

また、衛星系防災行政無線については、本年

度から2か年事業で更新することとしており、
これらの事業により、県と市町の業務の効率化

や情報共有の迅速化等を図ってまいります。

災害時には防災機関相互の情報伝達が重要で

あり、システムや設備の高度化と更新を着実に

行い、有事即応体制の維持と向上に努めてまい

ります。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 私から、1点お答え
いたします。

平戸市内の幹線道路の整備について、事業中

箇所の進捗状況と市内の混雑緩和に向けた今後

の県の取組についてのお尋ねですが、現在、平

戸市内で整備を進めている主要地方道平戸田平

線の事業のうち、西九州自動車道の平戸インタ

ーチェンジと平戸島を最短で結ぶ田平工区につ

いては、来年度の完成に向けて鋭意整備を進め

ています。

また、平戸市南部へのアクセス向上を図る向

月工区については、トンネル工事を今年度契約

する予定です。このほかの事業中箇所について

も早期完成に向けて取り組んでいるところです。

市内の混雑緩和については、国道383号の岩
の上大橋交差点において、朝夕の通勤時間帯を

中心に混雑していることから、現在、平戸大橋

から市南部方面への左折レーンの追加について

検討を進めています。

今後も、平戸市内の幹線道路の整備推進に努

めてまいります。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。
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〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）私の方から、

教育行政5点について、お答えをさせていただ
きます。

まず、地域の小規模高校において、中学生・

保護者に魅力を感じてもらうためにどのように

取り組んでいくのかとのお尋ねでございます。

少子化の進行によりまして、離島・半島地域

の県立高校では小規模化が進んでいる中、「学

校を維持できなくなれば、その地域の活力は低

下してしまう」との思いから、現在、各市町を

訪問して、今後の県立高校のあり方などについ

て、首長等々と意見交換を行い、高校の担うべ

きビジョンの構築を図っているところでありま

す。

引き続き、高校を核としまして、市町、地元

企業等が参画する枠組みの中でビジョンを明確

にしたうえで、各地域の魅力やニーズに着目し

た学びについて協議をしまして、地元の資源を

教材として活用するなど、地域の特性を活かし

た学びを実践してまいりたいと考えております。

このように外部と連携しました探究的な学び

の推進、あるいは地域産業が求めるスキルの取

得など、それぞれの地域に根ざした特色ある教

育活動を展開することで、生徒や保護者にとり

まして魅力ある学校づくりに取り組みますとと

もに、地域の活性化にもつなげてまいりたいと

考えております。

次に、県立高校における運動部活動の支援に

ついてのお尋ねでございます。

県立高校の運動部活動の支援につきましては、

全国大会において入賞が期待できる場合などに

は、合宿や遠征等に要する活動費を支援してお

ります。

また、全国大会、あるいは九州大会に出場す

る場合には旅費の助成も行っておりますが、特

に、経済的負担が大きい離島地区の高校に対し

ましては、県内であっても主要大会に出場する

旅費や活動費を助成しております。

引き続き、県立高校の運動部の活性化に努め、

全国の舞台で活躍する高校生の育成、強化を図

ってまいります。

次に、体育授業におけます水泳授業の取扱い

についてのお尋ねでございます。

学習指導要領における水泳の授業につきまし

ては、小学校から中学校2年生までは必修とな
っておりまして、全ての児童生徒が泳法や泳力

の技能、知識の習得に取り組み、併せて水泳の

事故防止における安全教育などを取り扱うこと

になっております。

また、中学校3年生と高校生におきましては、
「水泳」、「陸上競技」、「器械運動」、「ダ

ンス」の中から選択して履修することとなって

おります。

なお、本県の県立高校におきましては56校中
7校にプールを設置しており、そのうち3校で水
泳の授業が実施されております。

次に、水泳授業において、どのような安全対

策を行っているかとのお尋ねでございます。

水泳の授業につきましては、水温や気温、残

留塩素測定などの点検をはじめ、事前の健康観

察や複数名の教員による指導を行うなど、各学

校が安全を十分に確保したうえで実施していま

す。

また、水泳の授業が始まる6月には、長崎県
薬剤師会と日本赤十字社長崎県支部の協力のも

と、プール管理者や指導者を対象に、プールの

衛生管理、心肺蘇生法、水上安全法などについ

て理解を深める講習会を実施するなど、水泳の

授業における事故防止に努めているところでご

ざいます。
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最後に、水泳授業の充実と指導力の向上に向

けてのお尋ねでございます。

保健体育科の専門教諭がいない小学校におき

ましては、主に学級担任が水泳の授業を行うこ

とになっておりますので、その参考となります

よう、水泳をはじめ、各運動の指導内容や留意

点等をまとめた授業プログラムを県のホームペ

ージ上で紹介しております。

また、希望します小学校には、県水泳連盟の

指導者を派遣しまして、児童への技術指導や教

員への指導法のアドバイスを行うなど、水泳の

授業の充実と教員の指導力向上に取り組んでい

るところでございます。

〇議長（中島●義君） 西川議員―38番。
〇３８番（西川克己君） 知事、そして各部長か

ら丁寧な、そして明快なご答弁をいただきまし

たが、時間がまだありますので、再質問をさせ

ていただきたいと思います。

順序は少し変わりますが、農業問題について、

お尋ねします。

燃油・肥料・飼料価格の高騰に対する答弁を

農林部長からいただきました。農家支援につい

て、6月補正予算に続き、9月補正予算でも提案
があったということで、その答弁を了といたし

ますが、いま一度再質問させていただきます。

現在のウクライナ情勢等を踏まえれば、今後

の肥料・飼料価格の動向は不透明でありますし、

ＪＡや畜産などの団体からの要望等があってい

るとも聞いております。県が講じた現対策はど

ういうものか、いま一度理解する必要があると

思いますが、先ほど肥料対策については、農林

部長から説明がありましたが、6月補正などで
県の講じた飼料対策についての趣旨、狙いなど

をいま一度お答えいただきたいと思います。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）国のセーフティーネ

ットとしての配合飼料価格安定制度において、

価格高騰を受けた生産者負担金の引上げが行わ

れたことから、経営の厳しい生産者の負担軽減

を図るために、県の6月補正予算において、そ
の積増し分の支援を行ったところです。

加えて、配合飼料を利用せず、とうもろこし

などの単体飼料を使用している生産者に対して

も、本県独自に同額の支援措置を講じたところ

であります。

飼料高騰対策については、先ほど答弁しまし

たように、国において、飼料コスト上昇分を補

塡する緊急対策が打ち出されたところであり、

これらの内容等も踏まえたうえで、県として、

必要な施策等について、引き続き検討してまい

ります。

〇議長（中島●義君） 西川議員―38番。
〇３８番（西川克己君）ありがとうございます。

6月補正予算に続き、9月補正予算で提案のあっ
た農林部の緊急対策のねらいが理解でき、しっ

かりと対策を講じていると理解しました。

最後に知事、こうした情勢を踏まえ、さらな

る肥料・飼料高騰対策を含めた農業振興全般に

対する知事の考え方をお聞かせください。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 離島・半島が多い本県に

とって、地域活性化や雇用の場の確保などの面

において、農業は重要な役割を果たしている基

幹産業であると、まず認識をしております。

今後とも、地域で頑張っておられる生産者の

皆様が安心して営農を継続できるよう、国の施

策等を踏まえて、県としても、引き続き必要な

支援、対策を検討してまいります。

〇議長（中島●義君） 西川議員―38番。
〇３８番（西川克己君） 知事、ありがとうござ
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いました。

正直言って、知事はお医者さんです。そして、

教育とか、文化、福祉などには十分精通されて

おられるとは、みんな思っているんですね。し

かし、農林水産業に対しては、知事の実家は養

鶏をしていたとか、また五島ですので、水産業

も子どもの時から見聞きしていると思いますが、

まだ何せ知事就任一年も経っていませんので、

私は農林もわかっているよ、頑張るよと、また

は水産業も頑張るよ、一次産業は大事だよと、

そういう知事の発信を遠慮なくしていただけれ

ば、県民、そして農業従事者、水産業従事者、

さらには農業団体、水産業団体も安心して県政

にご協力いただけるのではないかと思いますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。

次に、農林部長、先ほどの答弁で輸出のこと

についてもお聞きしましたが、東南アジアの中

でも大変ＨＡＣＣＰなど厳しいところがありま

すし、本県にはその施設もないわけですね。他

県でしてもらって輸出しておるという状況です

が、なかなか屠畜については難しいのか、そし

て、さらに規制が少し緩和されている国などへ

の輸出攻勢はどうなのか。また、今後、アメリ

カに対する和牛の輸出に対しては何か見込みが

ないのか。もし、資料が手元にあってわかって

いたら教えていただきたいと思います。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）先ほど議員がご指摘

のとおり、牛肉を輸出する場合にＨＡＣＣＰと

かハラールとか、様々な相手先国の条件によっ

て輸出ができる国が限られております。そのよ

うな中、今、香港を中心に牛肉の輸出をしてお

りますけれども、今後は輸出条件が比較的低い

シンガポール、マレーシア、そういう東南アジ

アの国々を対象にしっかりと売り込みをかけて

いきたいと思っております。

また、ご指摘いただいたアメリカについても、

和牛の消費が伸びている国でございますし、昨

今の円安の状況等も踏まえますと、非常に輸出

については可能性が高いと思いますので、今後

しっかり新しい国、新しい品目、ターゲットを

見据えたうえで関係団体、農家と一緒になって

輸出対策に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

〇議長（中島●義君） 西川議員―38番。
〇３８番（西川克己君）ありがとうございまし

た。打合せなどであまりはっきり言ってなかっ

たのですが、突然のこういう質問にお答えいた

だき、ありがとうございます。

さらに一つ付け加えさせていただきますと、

どうしても全国和牛能力共進会のことが、私、

心配なんですね。

5年前に宮城県での全国和牛能力共進会に行
きましたが、その時の宮崎県、鹿児島県の勢い、

まず、人、応援の人、出品者及びその関係者、

それから行政の職員、そしてＪＡ関係の皆さん

方、相当の応援団を見て、わあ、すごいな、勢

いがあるなと思いました。

それで、鹿児島県は、今度は地元です。しか

し、長崎県も同じ九州の出品県でございます。

そこで、意気込みというよりも、農林部長と

して、専門家として、今回はこういうふうにい

けるんじゃないかとか、そういうことを簡単に

は言われないかもわかりませんが、何かそうい

う心持ちがあったら、少し披瀝していただけれ

ばと思いますけれど、どうでしょうか。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 第12回全国和牛能
力共進会、今年度鹿児島県で10月6日から開催
をされます。本県からも21頭出品をする予定と
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しております。

その中には農業高校からも出品して、若い方

もしっかり全国の牛等の状況を見て、今後、将

来に役立てる機会があるものと思っております。

長崎和牛、私も全部とは申しませんが、でき

るだけ牛舎を回りまして、出品牛の状況を見て

回っておりますけれども、非常に能力を発揮で

きる良い仕上がりと思っております。

他県も良い仕上がりで臨んできますので、必

ず日本一奪還とまでは、ここではお約束できま

せんけれども、長崎の和牛は、必ず自分の能力

をしっかり発揮できる状態に仕上がってきてい

るというところは間違いないと思っております。

特に、最近、和牛の肉質が、脂が多いだけで

はなくて、その脂が非常に口溶けが良いとか、

そして食味が良い、体が良い、オレイン酸の含

有量が高いとか、そういう脂の内容まで評価が

今回進展しておりますので、その辺については

長崎和牛は非常に強みを持っております。肉用

牛改良センターを中心に団体と一緒になって、

これまで肉用牛改良をやってきておりますので、

その辺で高い評価を得られたら、非常にありが

たい、うれしいと思っておりますので、最後ま

で気を抜かずに頑張ってまいりたいと思ってお

ります。

〇議長（中島●義君） 西川議員―38番。
〇３８番（西川克己君） 私たち議員も8日、9
日と応援に行きますので、部長も先陣を切って

ご指導いただければと思います。今のお話で少

し安心しました。

今回も前回と同様、部長のご出身の松浦市と

私の平戸市から出品牛がおります。大変楽しみ

ではありますが、そういう心配もしておるとこ

ろでございますが、ひとつよろしくお願いした

いと思います。

次に、先ほど、土木部長から、平戸市内の道

路の整備、国道と県道のつなぎとか、県道の整

備について説明をいただきました。

そういう中で、さらなる整備促進を続けて頑

張っていただくと思いますが、少し土木部の中

でも道路建設課と道路維持課は役割が違うので

すが、国道、県道の陰きり、剪定、除草につい

て、いつも市民の皆さんに会えば「県議、県は

何ばしよるとか」とか、「県議は、県に言いよ

らんちゃろ」とか、そういうふうに私たち叱咤

激励されるわけです。

そういうことで、昨年の一般質問でも言わせ

ていただきましたが、この維持管理的な国道・

県道の陰きり、剪定、除草について、予算や仕

事の手順の都合もあると思いますが、今後とも

対応方よろしくお願いして、日頃のお礼に代え

させていただきます。

次に、教育行政について、再質問をさせてい

ただきます。

県立高校の運動部活動については、先ほど教

育委員会教育長から、引き続き、支援いただく

との回答をいただきましたが、再質問をさせて

いただきます。

いよいよ10月1日から3年ぶり、国民体育大会
が栃木県で開催されます。国体における本県の

得点源は少年種別であり、運動部活動の支援に

加え、国体を見据えた少年種別の主力となる高

校生の強化支援も大切であると私は思います。

県の支援の状況について、お尋ねいたします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）国民体育大

会の少年種別で活躍が期待できます選抜チーム、

あるいは全国大会で優秀な成績を収めている選

手等に対しましては、合宿や遠征等に要する強

化費の支援を行っております。
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議員ご案内のとおり、少年種別は、国体での

本県の得点源の主力となりますので、引き続き、

優秀な選手の育成、強化に努めてまいりたいと

考えております。

〇議長（中島●義君） 西川議員―38番。
〇３８番（西川克己君） 実は、9月10日土曜日
の長崎新聞、（新聞掲示）このように2面にわ
たり教育委員会教育長と県スポーツ協会理事長

との談話、そして、若手アスリートを積極雇用、

企業が人、長崎を育てるという記事も載ってお

ります。

残念ながら、ソフトボールの男子一般出場が

かなわないかもわかりませんが、このチームな

ど長年にわたり活動されておりますし、すばら

しいチームだと思います。国体にできれば毎年

出てもらいたいのですが、出られない場合もあ

ります。そして、県内の高校で活躍したメンバ

ーの就職先となって選手を支えるというか、長

崎県で活動する、そういうことにつながります

ので、私は、私立も含めて県内の高校生の活躍

はすばらしいものであると思いますので、今後

も引き続き教育委員会として、できるだけのバ

ックアップ、支援をしていただきたいと思いま

す。

そして、一般質問では運動部だけ言っており

ましたが、やはり高校生は文武両道であります。

そういう中で、総文祭においても県内の高校生

がそれぞれ各分野で活躍され、新聞に掲載され、

私たちにも勇気と感動を与えております。

今後とも、教育委員会として、高校生の指導

をよろしくお願いして、本日の私の一般質問を

終わりたいと思います。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（中島●義君）午前中の会議はこれにて

とどめ、しばらく休憩をいたします。

午後は、1時30分から再開をいたします。
― 午後零時１３分 休憩 ―

― 午後１時３０分 再開 ―

〇議長（中島⬤義君） 会議を再開いたします。
午前中に引き続き、一般質問を行います。

松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）（拍手）〔登壇〕 自由

民主党、大村市選出、松本洋介でございます。

本日、一般質問の機会をいただきました会派

の同僚議員の皆様に、心より感謝を申し上げま

す。

そして、本日、コロナ禍において入場制限が

かけられている中で傍聴にご参加いただきまし

た皆様に、心より感謝を申し上げます。

また、新型コロナウイルスの影響によりお亡

くなりになりました方々のご冥福と療養中の皆

様のご回復をお祈り申し上げ、併せて、現場で

対応いただいている医療従事者の皆様に心より

感謝申し上げます。

今月12日をもって46歳となり、34歳で初当選
してから、早いもので10年以上が過ぎました。
初当選の時の「県政に新風を」、このスローガ

ンの初心を忘れず、県民の代弁者としての責任

を果たすため、通告に従いまして、一問一答方

式で質問させていただきます。

1、知事の政治姿勢について。
（1）政策形成に臨む姿勢について。
今年2月に県民の皆様の支持を得て当選され

た大石知事でありますが、就任から半年以上が

過ぎる中で、新型コロナウイルスの感染者の増

加、原油価格や物価の高騰など大変厳しい社会

情勢に、県民の皆様からも不安や不満の声をい

ただきます。

「新しい長崎県を皆さんと一緒に」というス
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ローガンに期待した県民の皆様も多かったと思

いますが、新しい長崎県に向けて、大石知事は

どのような姿勢で政策形成に臨むのか、お尋ね

しまして、残余の質問は、対面演壇席にて行い

ます。

〇議長（中島⬤義君） 知事。
〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 松本議員のご質

問にお答えいたします。

県民の皆様と一緒に「新しい長崎県づくり」

を実現するためには、若者・女性等をはじめ、

県民の皆様との対話を重ね、その意見を取り入

れるほか、市町や民間事業者等との一層の連携

を図ることが必要であると認識をしております。

また、本県の厳しい財政状況の中、施策効果

の最大化を図ることが重要であり、成果を重視

した的確な目標設定や、費用対効果の検証を徹

底するなど、より効果的な施策の構築につなげ

てまいりたいと考えております。

今般の「令和5年度予算編成に向けた重点検
討テーマ」においても、これらの政策形成に臨

む姿勢を各部局に示したところであり、こうし

た基本的な考え方のもと、施策の検討を進めて

まいりたいと思います。

以後のご質問については、自席から答弁させ

ていただきます。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）ご答弁ありがとうござ

いました。

今の中で私が伺いたかったのは、新しい長崎

県、新しい大石知事として、何を重点的にした

いのかというところが、なかなか県民の方に伝

わってないところが意見としてありました。

先ほどの答弁の中に対話、そして官民協働、

成果主義、費用対効果、こういうところを、今

までもやっているけれども、さらに、そこを強

調してやっていくというところで頑張っていた

だきたいと思います。

しかしながら、新型コロナウイルスや物価高

騰、自然災害も大変状況は厳しくございます。

新幹線のフル規格の問題やＩＲの誘致、人口減

少、財政状況も踏まえて、県政運営には、この

考えを知事一人が旗を振っても進むことはでき

ません。やはり県職員全てが知事と同じ気持ち

になって、チームで進んでいく必要があると思

いますが、そちらに対して、県職員の方々に浸

透させていく手法について、お尋ねいたします。

〇議長（中島⬤義君） 知事。
〇知事（大石賢吾君）「重点検討テーマ」にお

いて示した政策形成に臨む姿勢については、知

事就任以来、重視してきたものでございまして、

補正予算編成をはじめとした様々な機会を通じ

て、職員に対しても直接申し上げてまいりまし

た。

この考え方については、先日開催した定例部

長会議において、改めて、私から各部局長へ指

示を行い、各部局の職員に対して意識の徹底を

求めたところでございます。

今後、職員とのコミュニケーションの機会を

積極的に設けるなど様々な機会を捉えて、職員

への浸透を図り、予算編成過程を通じて、効果

的・効率的な施策の構築につなげてまいりたい

と考えています。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）ありがとうございます。

県政の今までの考えももちろん検証する中で、

やはり知事の考え方が本当に職員一人ひとりま

でに伝わっているか、それをあらわすのが、や

はり政策に対して、その思いが届いているかと

いうところは、政策に出てくると思います。

「新しい長崎県を皆さんと一緒に」の、この
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「皆さん」というのは、もちろん県職員も、私

たち議会も、県民みんなが入っている、みんな

で新しい長崎県をつくるという趣旨で臨まれた

と思いますので、引き続き取り組んでいただき

たいと思います。

（2）知事の行動力によるトップセールスに
ついて。

大石知事に期待する声として、「若さと行動

力」をよく耳にします。具体的には、これまで

も石木ダムの地権者への訪問、山口佐賀県知事

との面会等、積極的に現地に赴く姿勢は評価す

るところでありますが、実際に知事が、これま

で自ら行動し、現場へ赴き感じたこと、得たも

のについて、お尋ねします。

〇議長（中島⬤義君） 知事。
〇知事（大石賢吾君） 私は、就任以来、機会あ

るごとに様々な現場を訪問し、また、各界の方々

とお会いしてまいりました。

議員ご指摘の石木ダムについても、就任後3
月には、現地を歩いて見て回りました。

その中で、改めて自然の豊かさを実感し、そ

の後も川原地区にお住まいの皆様との意見交換

を重ね、9月7日には4回目となる意見交換を行
ったところでございます。

また、佐賀県の山口知事についても、3月の
佐賀県庁への訪問以降、視察など機会を捉えて

意見交換を行っておりまして、両県で幅広い分

野で、さらに連携した取組を行っていくことを

共有できたというところでございます。

県政には様々な課題が山積しておりますけれ

ども、今後も引き続き、可能な限り関係する皆

様のご意見をお聞きして、県政推進にしっかり

取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）長崎県のトップリーダ

ーとして、自ら率先して行動することは大きな

影響力があります。一番大事なことは、先ほど

4回とおっしゃいましたけれども、やはり県民
の皆様に寄り添う姿勢だと思いますし、後は地

道に何度もやることだと思います。1回、2回で
できなければ3回、4回、5回、6回と、やはりど
うすればわかっていただけるかというところの

姿勢が、そういった姿勢が相手の心を動かして

いくものだと思いますし、もちろん職員の皆様

も同じだと思っております。

また、県産品や本県の魅力のＰＲも、地域間

競争が激化する中で必要になってくると思いま

すが、知事としてトップセールスについて、ど

のようにお考えですか。

〇議長（中島⬤義君） 知事。
〇知事（大石賢吾君）本県の豊富で多彩な魅力

を売り込んでいくため、私自身が関係事業者の

トップと良好な関係を構築し、また、イベント

等において、自らの言葉でＰＲするなど積極的

に取り組んでまいりたいと、まず考えておりま

す。

直近では、8月にイオングループが北関東の
大規模ショッピングモールほか44店舗で、初め
て開催した「長崎フェア」において、私自身の

メッセージ動画を放映するなど県産品の販促プ

ロモーションを実施した結果、次年度以降の定

期開催へのお話をいただいたところでございま

す。

また、中国向けの輸出ブランドでございます

長崎鮮魚の現地パートナー企業のキーパーソン

に直接お会いをいたしました。先方からも、知

事自ら働きかけてもらうことは重要であると、

そういった言葉もいただきまして、改めて、私

自らトップセールスの必要性を感じたところで

ございます。
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こうしたことを踏まえて、来年度の予算編成

においても、トップセールスも含めた県産品や

本県の魅力のＰＲについて、重点的に検討すべ

きテーマの一つとして掲げております。

今後も、商談やＰＲなどのあらゆる機会を捉

え、可能な限り現地へ足を運び、市町や関係団

体とも連携しながら、本県への誘客や販路拡大

など、多くの成果につなげてまいりたいと考え

ています。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）大変な意気込みも感じ

ましたし、具体的に、実際に行動されたこと、

また、一過性で終わることなく、来年度も引き

続き取り組んでいただきたいと思います。

今月から待望の新幹線が開通をいたします。

今後は、観光客の増加も期待できるようになり

ますが、一次産業を取り巻く環境というのは大

変深刻でございます。

午前中もありましたとおり、物価高・燃油高、

そういった状況の中で、農産物、水産物、また

物産は、やはり県外や海外にこれから売り込ん

でいくかというのも、知事のトップセールスに

大きな役割がございます。

来年度に向けて、対話、官民協働、成果主義、

費用対効果という意識を持って、若さと行動力

で積極的なトップセールスに取り組んでいただ

くことをお願いいたします。

2、新型コロナウイルス感染症対策について。
（1）陽性者判断センターの運営について。
第7波の影響で、外来診療や保健所が逼迫し

ていることが問題になっております。その対策

として、風邪のような症状のある方に対して、

直接病院に行く前に、ネットからの申し込みに

はなりますが、無料で抗原検査キットを配布す

る事業が、先日12日に先議、承認されました。

約26万セットを用意しているようですが、現在
の配送状況について、お尋ねいたします。

〇議長（中島⬤義君） 福祉保健部長。
〇福祉保健部長（寺原朋裕君）抗原定性検査キ

ットについては、国から本県に26万1,250キッ
トが無償で提供され、県から8月に検査実績の
ある診療・検査医療機関に7万1,130キットを送
付し、9月2日からは、有症状者への配送を開始
したところであります。

有症状者への配送の対象は、小学4年生以上
65歳未満で重症化リスクがない本県在住の方
としており、9月13日までに6,196キットをご自
宅へ、おおむね翌日までに配送しております。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君） この制度は、あくまで

も症状のある方に限定をされています。無症状

の方は無料のＰＣＲ検査場にて検査をしなくて

はなりません。つまり、あくまでも風邪のよう

な症状の方が病院に行かないようにするために、

事前に検査を自分で実施する制度、それでコロ

ナなのか、コロナでないかを判断することによ

って逼迫を防ぐということです。

確かに、これで外来診療や保健所の逼迫を抑

えることができるかもしれませんが、風邪の症

状のある人が、わざわざネットで検査キットを

注文し、翌日検査をして、その結果を陽性者判

断センターに報告する。現状の実績、6,196とい
う配送になっていますが、今、約19万個残って
いるということですが、これ以上に、19万個も
要望があると考えがたいんですが、県民の皆様

への周知について、お尋ねをいたします。

〇議長（中島⬤義君） 福祉保健部長。
〇福祉保健部長（寺原朋裕君）抗原検査キット

の配送事業については、9月1日の知事会見にお
いて、重症化リスクがなく、かつ市販薬を含め
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解熱鎮静剤を持っている方で発熱等の症状があ

る場合、医療機関を受診することなく、自己検

査等で陽性を確定し、療養開始ができるように

なることなどをお伝えし、9月3日には新聞に広
告を掲載して、県民の皆様に周知をいたしまし

た。

また、県ホームページに掲載しているほか、

県公式ツイッターなどＳＮＳを活用した情報発

信を行っております。

さらに、9月14日からは、知事出演のテレビ
コマーシャルを放映しており、本日からは、浜

の町の大型ビジョンでも同様の映像を流すこと

としております。

広く県民の皆様に、適切でわかりやすい情報

が行き届くよう、引き続き、効果的な情報発信

に努めてまいります。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）無料でいただけること

がありがたいですけれども、条件が5つもあり
ます。

先ほど答弁にありましたとおり、長崎県内在

住、小学4年生から65歳未満、基礎疾患の危険
因子がない、事前に解熱剤などのお薬を確保し

ている、スマホやパソコンで申し込みができる、

このような5つの条件が、果たして県民の皆様
にとって便利なのか。自動販売機で3,000円で売
っているところも大村市内にはありますが、本

当にそれが、あと19万人の方に必要とされてい
るのか。むしろ、私は大人数が集まる学校や大

企業とかそういうところに、職場とか働く場、

学ぶ場に直接送った方が、まだ効果的であるの

ではないかと思います。

いずれにしても、外来診療や保健所が逼迫し

ないようにはなると思いますので、市町や関係

団体と連携して、県民の皆様への周知をよろし

くお願いいたします。

（2）健康観察センターの運営について。
先ほどからありますように、今後は重症化リ

スクの低い65歳未満の感染者が自主検査をし
た後は、陽性者判断センターに登録していただ

きます。登録後は、健康観察センターにて感染

者からの相談に対応しますが、あくまで在宅に

おいての医療行為や薬の処方はなく、症状が悪

化した場合に自ら電話相談し、判断を仰ぐ形に

なります。

また、今回から新たに、希望する場合はオン

ライン診療も対応できるということですが、重

症化リスクが低いとはいえ、医療行為や薬の処

方もありません。在宅での治療で解決できるの

か不安を感じるのですが、どのようにお考えで

すか。

〇議長（中島⬤義君） 福祉保健部長。
〇福祉保健部長（寺原朋裕君） 本県では、多く

の他県同様に、自宅療養者のうち重症化リスク

の低い方については、健康上の不安を感じられ

た場合には、健康観察センターに相談いただき、

必要時には、センターから保健所へ迅速に連絡

する体制に、7月下旬から移行しております。
当センターにおいては、現在、看護師が24時
間常駐して健康に関する相談に対応しており、

かかりつけ医への受診案内に加えて、オンライ

ン診療等が可能な医療機関を案内して、医師の

診察や薬剤処方が受けられるよう機能拡充を図

るなど、自宅療養者のサポート体制を確保して

いるところであります。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君） 感染者において、重症

化リスクの高い方は保健所が従来どおり毎日健

康観察を実施し、重症化リスクの低い方は健康

観察センターに振り分けられるということでご
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ざいます。

もちろん、これで保健所の負担軽減にはつな

がります。ただ、その重症化リスクの高い、低

いか、年齢だけで分けてありますが、65歳以下
でも重症になられた方もいますし、亡くなった

方もいらっしゃいます。あくまでも確率の問題

でございます。在宅で医療行為、薬の処方もな

い中で、本当にこれで大丈夫なのかという不安

の声をいただいております。しかも、この健康

観察センターは、保健所の職員ではなくて、民

間の委託業者だというふうに伺っております。

どういった企業が、どのような業務内容に取り

組むのか、お尋ねします。

〇議長（中島⬤義君） 福祉保健部長。
〇福祉保健部長（寺原朋裕君）健康観察センタ

ーは、他県においても実績がある株式会社日本

旅行に運営を委託し、24時間体制で相談業務等
に当たっております。

当センターでは、県が作成したマニュアルを

基に自宅療養者の対応を行い、常時看護師を配

置して、緊急時には迅速に保健所に対応を引き

継ぐなど、県の指導及び監督のもと、自宅療養

者の健康管理を行っております。

自宅療養者の増加に伴い相談件数が増えてき

ており、8月には電話を25回線まで拡張し対応
しています。

今後とも、健康観察センターの利用状況を適

宜確認しながら、自宅で療養される方々の適切

な健康管理に努めてまいります。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）旅行代理店ということ

で、業界が大変なのもわかりますが、そこの部

分でコールセンターの役割も担うという意味だ

とは思います。

そもそも健康観察センターの存在が、まだ周

知されてないところもありますし、この業務は、

症状悪化の電話相談だけではなくて、医療機関

やオンライン診療の紹介、宿泊療養施設の入所

申込み受付など、多岐にわたる業務を、専門家

ではない業者に委託することに不安がないとは

言えません。ただ、看護師が24時間体制でいる
ということでありますので、そしてまた、保健

所の負担軽減にもつながるとは思います。ただ、

負担軽減は必要ですが、システムを構築した以

上は、業務の分散だけではなくて、責任も分散

しないように、しっかりと把握していただいて、

県の方でも、保健所も一緒に連携して取り組ん

でいただく、このようにお願いをいたします。

3、九州新幹線西九州ルートについて。
（1）利用促進に向けた取組について。
いよいよ待望の新幹線が、今月23日に開業す
るということで、大きな期待をする反面、コロ

ナ禍の中で、依然として、県外や海外からの観

光客がコロナ前まで戻っていない状況で、いか

にして新幹線利用客を増やしていくのかが、今

後の誘客に向けての課題だと思います。

新幹線開業はゴールではなく、あくまでスタ

ートであると考えますが、開業直後の営業戦略

について、お尋ねします。

〇議長（中島⬤義君） 文化観光国際部長。
〇文化観光国際部長（前川謙介君）西九州新幹

線の開業を契機といたしました誘客効果を最大

化するため、開業直後の10月から12月の間、
ＪＲグループ及び佐賀県と共同で、「佐賀・長

崎デスティネーションキャンペーン」を実施し、

集中的なプロモーションを展開してまいります。

具体的には、専用サイトの開設、全国のＪＲ

主要駅での5連貼りポスターの掲示、あるいは
公式ガイドブックの配布など、ＪＲグループが

有する販売力、宣伝チャンネルをフル活用し、
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全国からの誘客促進につなげてまいります。

また、県民の皆様にも新幹線を利用していた

だけるよう、佐賀・長崎をめぐるスタンプラリ

ーなどの多様な企画を実施するほか、新幹線開

業と合わせまして、観光列車「ふたつ星4047」
の運行なども行われます。

今回のキャンペーンは、佐賀・長崎両県が共

同で実施することにより、一層の効果が期待さ

れますので、しっかりと佐賀県と連携して取り

組み、さらに新幹線開業の効果を沿線地域だけ

でなく、県下全域に波及させることができるよ

う、市町とも連携しながら周遊対策を進めてま

いります。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君） 今回は、宣伝・販売力

が全国のＪＲでできるというメリット、それと

やはり長崎、佐賀が一緒に取り組むということ

が、新幹線をいかに活かした、効果のある事業

だと思います。

設置期間が10月1日から12月31日と、まさに
スタートダッシュにはもってこいの企画でござ

いますので、しっかりと取り組んでいただきた

いと思いますが、観光客というのは、あくまで

も安定した利用者ではなくて、時期によって変

動します。新幹線の利用客がやはり安定をしな

ければ、今後の運行にも影響いたします。

そこで、安定した利用客として期待できるの

が、やはり通勤・通学客であります。例えば、

これまで大村から長崎まで普通電車で60分だ
ったものが15分に短縮されれば、通勤・通学に
は大きな効果となります。もちろん価格は新幹

線だと上がりますが、お得な回数券や定期券も

販売すると思いますが、どのようになっている

のでしょうか、お尋ねします。

〇議長（中島⬤義君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君）西九州新幹線

の開業により、大村市から長崎市への所要時間

は、これまでの在来線と比較して、約半分以下

に短縮されることが見込まれております。

また、今回の開業では、通勤・通学者に対し

て、自由席に乗車できる、価格を抑えた定期券

や、在来線の通勤・通学定期券と組み合わせた

4枚つづりの特急料金回数券が販売されること
となっております。

さらに、県や大村市を中心として、ＪＲ九州

に対して要望を行っておりました大村車両基地

発着の回送列車の利用については、早朝便と深

夜便を営業用車両として活用するなど、通勤・

通学客に配慮したダイヤ設定がなされていると

ころであります。

こうした取組によりまして、観光面に加え、

通勤・通学客による利用の促進が図られ、新幹

線の利用客が安定的に確保されていくものと考

えております。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）新大村駅や諫早駅から

は、長崎駅への通勤客も期待できます。また、

新幹線で通えるならば、駅周辺に住宅やマンシ

ョンを購入するきっかけになり、人口増にも寄

与します。新幹線が開通したから目的達成では

なく、これから、いかにして新幹線を活かすか

は、ＪＲだけではなくて長崎県や、沿線自治体

の重点課題として取り組むべきであります。ま

ずは積極的な情報発信をよろしくお願いいたし

ます。

（2）2次交通と渋滞対策について。
新幹線の新大村駅は、周辺4キロの圏内に長

崎空港と高速インターチェンジを有する交通結

節地点になります。そのため、新幹線の利用客

が新幹線を降りてから、すぐに次の目的地に向
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けて飛行機、または高速バスなどで移動できる

恵まれた立地にありますが、この3か所をつな
ぐ2次交通の役割は大きいと思います。スムー
ズな乗り継ぎができなければ不便さが露呈し、

利用促進にも影響すると思いますが、23日の開
業に向けて、2次交通への取組について、お尋
ねします。

〇議長（中島⬤義君） 地域振興部長。
〇地域振興部長（早稲田智仁君）西九州新幹線

開業後における新大村駅と高速道路の大村イン

ターチェンジ、長崎空港の3拠点を結ぶ2次交通
アクセスについては、大村市の地域公共交通再

編実施計画に基づき、9月23日から来年3月31
日までの期間で、予約型乗合タクシーの実証運

行が実施される予定であり、一定のニーズがあ

れば、来年度以降、本格運行するとお聞きして

おります。

また、県営バスにおける大村市内バス路線に

ついても、新大村駅や大村車両基地駅を経由す

る北部循環ルートが新設される予定であり、市

民や新幹線利用者の利便性向上が図られるもの

と考えております。

県としましては、今後、大村市における乗合

タクシーの実証運行の実態も注視しながら、大

村市地域公共交通会議などを通じて、西九州新

幹線開業に伴う2次交通対策の取り組みを後押
ししてまいりたいと考えております。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）新大村駅から大村高速

インターチェンジまではわずか1.5キロの距離、
車で5分で高速に乗れます。高速バスだけでは
なく、レンタカーも活用すれば、効率よく県内

を周遊できるはずです。その立地をどう活かす

か、今後の対応にかかってきますので、よろし

くお願いします。

次に、皆様に配付しております大村市の全体

の地図をご覧ください。（パネル掲示）

これは、大村市全体の今の幹線道路の整備状

況でございます。先ほどからお話ししておりま

す大村インターチェンジ、そして、長崎県の玄

関であります長崎空港、この直線のことについ

て質問をいたします。

この直線、高速インターチェンジから空港ま

ではわずか6キロの距離なんですが、信号が10
か所もあります。特に、大村インターチェンジ

から真っすぐ延びている国道444号線には、こ
の直線の国道444号に対して横串となる、最近
開通しました池田沖田線、久原の方から沖田ま

で直線の都市計画道路、これが環状線になって、

さらにもう一本、国道34号、横串が2本入って
おりまして、こちらの池田2丁目交差点と桜馬
場交差点の2か所が、今、大変な渋滞になって
いると、そして、23日に、その池田交差点と桜
馬場交差点の間にある新大村駅が開業するとな

ると、さらに渋滞が深刻化するのではないかと、

市民の皆様から不安の声をいただいています。

この状況、管理は県の方になっておりますの

で、どのように考えているのか、お尋ねいたし

ます。

〇議長（中島⬤義君） 土木部長。
〇土木部長（奥田秀樹君）大村インターチェン

ジから長崎空港間については、空の玄関口であ

る空港と県内各方面とをつなぐ重要な区間であ

ると認識しています。

この間を結ぶ国道444号と県道長崎空港線は、
大村市内の幹線道路であり交通量も多いことか

ら、池田2丁目交差点及び桜馬場交差点が主要
渋滞箇所となっています。

このうち桜馬場交差点については、即効性の

高い渋滞対策として、既存の用地内において大
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村インターチェンジ側から市役所方面への左折

レーンを増やす工事に、今年度中に着手したい

と考えています。

一方、昨年6月に策定した「新広域道路交通
計画」において、大村インターチェンジから長

崎空港間を長崎空港連絡道路として構想路線に

位置づけたところであり、抜本的な渋滞対策に

ついては、この構想を含めて検討してまいりま

す。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君） 大村市の人口は、昭和

20年の戦後には4万4,292人でしたが、令和元年
には9万5,062人ということで、戦後から5万人
増えています。今後は、水陸機動団の誘致によ

り、2年後には1,000名以上の増加も期待され、
あと少しで10万人が見えてきました。
大村市は、県内でも珍しく、唯一合併をして

ない自治体ですから、面積は変わらず、人口が

戦後から倍増することになっております。また、

自動車も今や一人一台の時代になりました。幾

ら道路を整備しても、渋滞するのはもう必然で

あります。ましてや、長崎県の玄関である長崎

空港から高速インターチェンジへのアクセスが

渋滞をすれば、長崎県全体にも大変影響を与え

ます。

答弁にありましたとおり、短期的には信号や

道路の調整を図るということですが、長期的な

展望を含め、今後のＩＲも含め、ぜひとも高速

インターチェンジから空港へ直接バイパスでつ

なげる構想路線の道路の実現へ取り組んでいた

だきたいのですが、知事の見解をお尋ねします。

〇議長（中島⬤義君） 知事。
〇知事（大石賢吾君）高速道路の大村インター

チェンジ、新大村駅、そして長崎空港の相互の

アクセス向上については、県全体の将来の発展

においても大変重要な課題であると考えており

ます。

このため、今年度から、構想路線である長崎

空港連絡道路の将来のあり方等について、関係

者による検討を始めることとしております。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君） 4、人口減少対策につ
いて。

（1）移住対策について。
人口減少は、本県にとって最も深刻な課題で

ありますが、最近ではコロナ禍の影響で地方回

帰の動きが進み、平成29年に782名だった移住
者は、令和3年には1,740名となり、2.2倍に増加
をしております。内訳として、長崎市418名、
佐世保市239名は当然ですが、五島市の196名は
驚異的な数字であり、今後の移住対策に期待を

するところであります。

そんな中、先月21日に、知事が直接県民と意
見交換をする、「こんな長崎どがんです会」が

開催をされました。移住者を集めて開催され、

私も傍聴させていただきました。会の中では、

移住者から見た長崎県のいいところ、悪いとこ

ろ、移住した時困ったこと、移住対策の改善提

案など、90分という短い時間でしたが、率直な
意見が積極的に寄せられていました。

そこで、様々な意見をいただく中で、本県の

移住政策の課題と対策について、お尋ねします。

〇議長（中島⬤義君） 地域振興部長。
〇地域振興部長（早稲田智仁君）先般の意見交

換を通しました移住施策の課題としましては、

例えばライフスタイルや個々の事情など、移住

希望者のタイプに応じたホームページの見せ方

や、先輩移住者の経験を踏まえたＱ＆Ａの掲載

など情報発信にかかるものがあります。

また、移住前後の相談対応をはじめ、受入れ
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時のサポート体制の強化や、本県にリモートワ

ーク等で試行的に来訪される場合の子どもの学

校の対応なども課題として捉えているところで

あります。

これらの課題への対策としましては、今後、

移住支援ホームページ「ながさき移住ナビ」の

改良や、県内の地域活動団体も加えた受入体制

の強化、先進地の事例研究など、市町とも連携

しながら移住施策の充実を図ってまいりたいと

考えております。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）その会で私自身も移住

者の方々の率直な意見を拝聴する中で、やはり

実際に県外から移住した方の意見だからこそ説

得力があると思います。そもそも長崎県に移住

したことがない行政職員が、どうすれば移住し

ていただくかを考えるのも無理があると思いま

す。

そこで、今回の移住者の意見を踏まえて、移

住者の目線からの政策形成を目的とした、県内

移住者による団体をつくって、官民協働で実施

する方が効果的と思いますが、実際に移住者の

声を聞かれた知事は、どのようにお考えですか。

〇議長（中島⬤義君） 知事。
〇知事（大石賢吾君）移住を促進するうえで、

実際に移住された方のご意見をお聞きしながら

施策に反映させることは重要であると考えてお

ります。

先月開催の「こんな長崎どがんです会」にお

いても、移住された方々から様々なご意見をい

ただき、情報発信や受入支援など、私としても

気づかされることが大変多かったと感じており

ます。

現在、県内では、移住者である地域おこし協

力隊のＯＢ・ＯＧで構成するネットワーク団体

や関係人口の創出に取り組む民間団体などもあ

ります。県では、こうした団体と官民協働によ

る施策を推進しているところであります。

そのため、「こんな長崎どがんです会」など

の機会を含め、引き続き、本県に移住された方々

等のご意見をお伺いしながら、さらなる官民協

働による移住施策の展開に活かしてまいりたい

と考えています。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）移住した方々の意見に

は、家賃が高いとか、給料が安いなど、改善が

難しい意見も確かにありました。今や、全国で

移住に向けての競争が進む中で、人口減少が進

み、離島や半島を抱える本県にとって大変重要

な課題であります。

現状として、既に移住者が増加傾向にあり、

さらに離島である五島市も一定の移住者が集ま

っている状況をさらに活かしていくことが、人

口増による産業振興、雇用の創出など、今後の

長崎県のさらなる発展につながっていくと思い

ます。

ぜひとも、聞いただけで終わりではなく、そ

の聞かせていただいたことを政策まで、官民協

働で一緒にやるところまで、ぜひ落とし込んで

いただきたいと思います。

（2）社会減対策について。
人口減少には、少子化による自然減と人口流

出による社会減が挙げられます。少子化対策は

短期間での対応は難しいですが、人口流出につ

いては、県内就職率を上げて流出を抑えること

ができます。

そこで、県としても、高校生や大学生の県内

就職対策に取り組まれているところですが、高

校生については、コロナ禍の影響もあってか、

県内就職率が上昇傾向にあります。直近の速報
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値では、過去最高の72.1％になると答えました。
一方、県内の大学生については、直近の県内就

職率が40.8％と、高校生と比較すると低い水準
にあると伺いました。

そこで、大学生の県内就職率が低い要因につ

いて、お尋ねします。

〇議長（中島⬤義君） 産業労働部政策監。
〇産業労働部政策監（村田 誠君）県が実施し

ている移動理由アンケートにおきまして、県外

に就職する若者の約40％は、「県内に希望する
業種や職種がない」、または、「知識や技能を

活かしたい」と回答するなど、県内企業の存在

や魅力が県内大学生に十分に知られていないこ

とが主な要因であると認識をしております。

一方、令和4年3月卒の県内大学生の就職者数
を出身地別で見ますと、県内出身者が約56％、
県外出身者が約44％となっております。このう
ち県内出身者の県内就職率は64％と、高校生の
県内就職率と遜色ないものとなっている一方で、

県外出身者の県内就職率は11％にとどまって
いることが、高校生と異なり、全体の県内就職

率等を押し下げている構造的な要因の一つであ

ると考えております。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）高校生に比べ大学生は、

先ほど答弁にあるように、県外出身者が約4割
ということで、県外出身者が県内就職する割合

は、その中でなんと11％と低いことが大きな要
因だと考えられます。

しかしながら、高校生と比べ大学生は自由に

使える時間が多いですし、アルバイトなど社会

と接する機会も多いと思います。したがって、

就職活動の時期だけではなく、やはり4年間を
通じて、大学生活の中でいかに長崎の企業と接

する機会をつくる取組が必要だと思います。

県では若者定着課という部署までありますが、

もう一歩踏み込んだ取組について、お尋ねいた

します。

〇議長（中島⬤義君） 産業労働部政策監。
〇産業労働部政策監（村田 誠君）議員ご指摘

のとおり、就職活動の時期だけではなく、低学

年時の早い段階から県内企業との交流機会をよ

り多く確保することが重要であるものと認識を

しております。

そのため、県では、大学の講義枠を提供いた

だきながら、100年に一度の変革期を迎えてい
る本県の将来像をお伝えするとともに、県内企

業の講演や紹介を実施しているところでありま

す。

さらに、今年度からは、3年生以下を対象に、
県内学生が運営する就職支援団体と連携し、学

生目線で企画、集客、運営を行う、学生が気軽

に参加できるラフなスタイルでの企業担当者と

の交流会を開催しているところであり、早期か

らの県内就職対策に今後も力を注いでまいりま

す。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君） ぜひとも大学生、1年
生の時点から、そして、インターンシップとか

も、今どんどん進んでおります。ぜひ県も、職

員が今後減る可能性もありますので、ぜひ積極

的に地元の大学生等インターンシップを受入れ

て取り組んでいただきたいと思います。

県外就職の理由の一つに、もう一つ、魅力的

な職場や企業がないとの意見があります。特に、

長崎県は県外流出の女性が多いと、理由として、

事務系の職場が少ないことが要因として挙げら

れていましたが、午前中も答弁がありましたが、

最近の企業誘致の実績では、コロナ禍の影響で

リモートワークが増えて、バックオフィス機能



令和４年長崎県議会・９月定例会（９月１６日）

- 56 -

を本県に移す傾向があると伺いましたが、昨年

の企業誘致の実績とオフィス系企業の誘致の取

組について、お尋ねします。

〇議長（中島⬤義君） 産業労働部長。
〇産業労働部長（松尾誠司君） 県では、平成

27年度に「長崎金融バックオフィスセンター構
想」を策定し、金融・保険業等の誘致の強化と

ともに、オフィスビルの整備を進めたことによ

り、関連企業の集積が進んでおります。

最近では、コロナ禍において、需要が拡大し

ております事務代行サービスに取り組む企業や、

県内大学における情報系人材の育成を評価いた

だいた情報関連企業の進出が相次いでおります。

このような中、昨年度の企業誘致実績は、立

地件数9件、雇用計画数509人で、その内訳はオ
フィス系企業が5件、434人、製造業が4件、75
人となっております。

今後は、女性にも魅力的な企業に加え、長崎

大学と連携した医療系の設計・開発拠点など、

本県の強みを活かしたオフィス系企業の誘致に

努めてまいります。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）これだけ全国的に人口

減少が進む中で、企業誘致が仮に成功しても、

やはり人材が不足していれば運営ができないわ

けでございます。だからこそ、誘致企業と大学

生の接点を積極的につくることが社会減対策に

なると思っております。

つまり、企業誘致をする前に、やはり県内に

とどまる学生をたくさん抱えていることが企業

誘致の促進になるわけでございまして、実際に、

県立大学の情報システム学部の優秀な学生が企

業誘致の一助になったという実例も伺っていま

すし、逆に、優秀すぎて全国から求人がきて流

出しているという話も伺いました。これは表裏

一体だと思いますが、このことも踏まえて、県

内の大学生と企業誘致、併せて取り組んでいた

だきたいと思います。

5、コロナ禍における経済対策について。
（1）ながさき県民割について。
「コロナ禍の影響で」という言葉が出始めて

から既に2年が過ぎようとしております。特に
影響を受けたのが旅行業界でした。そういった

中で希望の光になったのが、「ふるさとで“心

呼吸”の旅キャンペーン」でした。いわゆる県

民の県内旅行への補助金であり、旅行代金の

50％、上限5,000円でありますが、それと2,000
円のクーポンで物産を買えるというお得なキャ

ンペーンが、昨年4月15日から、途中何回か中
断しましたが、今月末まで実施する予定ですが、

この事業の実績と経済効果について、お尋ねい

たします。

〇議長（中島⬤義君） 文化観光国際部長。
〇文化観光国際部長（前川謙介君）コロナ感染

症の影響によりまして落ち込んだ旅行需要を喚

起するため、昨年4月から、国の補助金を活用
して、「第2弾ふるさとで“心呼吸”の旅キャ
ンペーン」を実施しているところでございます。

感染拡大の影響によりまして、途中3回、事
業停止期間がございましたが、昨年度は59万人
泊の利用実績がございまして、今年度は、7月
までに34万人泊、合計で93万人泊となっており
ます。

これまでの予算執行額は、それぞれ36億円、
26億円、合計で62億円となっております。
また、これによる観光消費額は、推計で、そ

れぞれ154億円、89億円、合計で243億円となっ
ております。事業者の皆様からは、経営面にお

いて大きな助けとなったという声をいただくな

ど、県内観光産業の下支えとして、一定の事業
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効果があったものと考えております。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君） 93万人泊というのは
大変大きな数字でありますし、予算62億円、こ
れはほぼ国費なんですが、これに対しての経済

効果が243億円ということですから、投資した
金額の4倍の経済効果が出ているということで、
大変意味のあることだと思います。

ただ、今後、今月末までですから、今後この

事業がどうなるのかを、多くの県民の皆様が、

やはり10月、秋から冬にかけての旅行を楽しみ
にしている方に問い合わせをたくさんいただき

ました。一部報道では、全国割が、連休が明け

た後に始まるのではというふうな報道も出てい

ますが、県としてはどのように把握されている

のか、お尋ねいたします。

〇議長（中島⬤義君） 文化観光国際部長。
〇文化観光国際部長（前川謙介君）今後の旅行

支援の実施につきまして、国は、感染状況の改

善が確認できれば、速やかに全国を対象とした

旅行支援を実施するというお考えと伺っており

ますが、現時点では、開始時期についてはまだ

示されておりません。

なお、制度概要につきましては、交通付き旅

行商品の割引上限額が、現行の5,000円から
8,000円に引き上げられまして、地域限定クーポ
ンが、一律2,000円から、平日3,000円、休日
1,000円に変更されることとなっております。
県といたしましては、国の事業開始の方針が

示され次第、すぐに対応できるように準備を進

め、感染防止対策の徹底と併せまして、全国か

らの誘客を図ってまいりたいと考えております。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君） まだ、来月からどうな

るのかというところで、多くの方が、やはりま

だ待っているところもあると思いますが、これ

はもう国の返事待ちということで待つしかない

のですが、しかし、受け入れる体制というのは、

やはり準備しておかなければいけない。つまり、

今後は全国から来る可能性が10月から出てく
るわけです。経済効果も大きいですが、感染拡

大防止の受入体制も、やはり県外からたくさん

来られた時にしっかりと感染防止対策も併せて

しなければ、本末転倒になってしまいます。

そちらのことをしっかり取り組んでいただく

ことと、そして、今回のこの“心呼吸”の旅を

通じて多くの意見が寄せられたのは、県民が今

まで行ったことがない県内を回ることができた。

離島に行った、半島に行ったという声をたくさ

んいただきました。これはいいきっかけだと思

うんですね。やはり長崎県民が県内で行ってな

いところがあるということ、だから、ここの部

分に関しては、次の全国割も県内が使えるわけ

だから、できればリピーター拡大についても、

そして、新幹線もさらに開業するわけですから、

新幹線に乗って、そして県内周遊というのも、

併せて10月の全国割に長崎県もやはり乗っか
っていって、さらに秋、冬の需要拡大、これを

進めていただきたいと思います。

（2）省エネルギー等設備導入補助金につい
て。

長引くコロナ禍に加えて原油価格、物価高騰

という厳しい状況の中で、県内の中小企業に対

しての支援も地域経済にとって重要であります。

そういった中で県は、省エネ対策を進めるた

めの省エネ設備や生産設備の導入に関する予算

を6月補正で計上しました。売上げが厳しい状
況において、設備投資はなかなか難しい中で、

3分の2といえども補助金が出るのであれば、設
備投資のきっかけになり、このことがコスト削



令和４年長崎県議会・９月定例会（９月１６日）

- 58 -

減や売上げ増につながればと思います。補助金

は3分の2以内で、上限が100万円以内で、予算
額はなんと8億円で800件も対応できる事業と
して期待をしておりました。

先月10日から募集をし、9月末、今月末が締
め切りということで、現在の申請状況をお尋ね

いたします。

〇議長（中島⬤義君） 産業労働部長。
〇産業労働部長（松尾誠司君）コロナ禍におけ

る原油価格、物価高騰の影響により、県内事業

者に様々な影響が生じる中、県におきましては、

中小事業者による省エネ設備の導入や省エネに

つながる生産設備投資に対する支援に取り組ん

でいるところであります。

当該補助金につきましては、申請受付期限を

今月末としておりまして、9月13日現在46件、
約4,000万円の申請とともに、対象業種や対象設
備等に関するお問い合わせ640件をいただいて
いる状況であります。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君） 今、答弁に、9月13日
時点で46件の申請にとどまっていると、額にし
て4,000万円、予算は8億円あります。率にして、
今、5.7％しか使われていないということであり
ます。予算確保をしたにもかかわらず、申請期

間終了まであと13日しかありません。全額国か
らの予算といえども、せっかく確保した予算が

活用されないことは、やはり政策決定過程の中

での甘さを指摘せざるを得ません。

そもそもなぜこんなに申請が少ないのか、ま

た、今月末が申請期限ということですが、申請

件数が当初の見込みを下回った場合、申請期間

を延ばす考えはないのか、お尋ねいたします。

〇議長（中島⬤義君） 産業労働部長。
〇産業労働部長（松尾誠司君） 原油価格、物価

高騰が長期化する中、事業者の皆様に中・長期

的な視点で課題に取り組んでいただけるよう、

経営革新計画の策定等を補助金申請の要件とし

ており、こうした手続に時間を要していると伺

っております。

計画策定については、県中小企業診断士協会

や商工会・商工会議所が作成支援を行っており、

こうした相談窓口等も含め、引き続き周知に取

り組むとともに、既に計画の承認を得ている企

業に対しても補助金の活用を検討していただく

よう、働きかけを行っているところであります。

なお、申請期間の延長についても、今後の申

請状況を見ながら柔軟に検討してまいりたいと

思っています。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君） あと13日ですから、
もう時間がありませんので、ぜひとも延長した

ということの告知、早く決めていただいて、ま

だ時間がありますよということで周知をしてい

ただきたいと思います。

コロナ禍で、今まで様々な補助金の制度があ

りました。本当にありがたいことではあります。

ただ、中小企業も補助金申請だけが仕事ではあ

りません。時間や労力を、やはり補助金申請だ

けに割くのが時間がないのかもしれません。特

に、先ほど答弁にありました経営革新計画の承

認という条件が、大きなハードルになっている

ことは間違いないようです。企業によっては、

その労力を使うぐらいなら申請しない方がいい

と判断した企業が大半だったと思います。

また、生産設備というのは、ボイラーであっ

たり様々な機械は専門的な機械なので、高額な

ものもたくさんあります。省エネともなれば、

なおさらでございます。補助上限が100万円の3
分の2なので、最高で150万円相当の設備が対象
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になります。この条件が、現場のニーズに果た

して合っていたのか。やはり予算額がもう7億
円以上余っていますので、事前に調べたうえで、

もう一回事業を再構築していただいて、やはり

現場の声をよく聞いて期間を延長して、中小企

業への周知を徹底して当初の目的を果たせるよ

うに取り組んでいただきたいと思います。

6、建設業について。
（1）人材確保対策について。
地方において基幹産業の一つとして建設業が

あり、これまでの地域のインフラや建物を建設

し、まちづくりや防災の観点から、なくてはな

らない存在でありますが、人口減少とともにな

り手不足が深刻化している声をよく聞きます。

そこで、ピーク時と比べ建設業の就業者数と

50歳以上の年齢構成について、お尋ねいたしま
す。

〇議長（中島⬤義君） 土木部長。
〇土木部長（奥田秀樹君）長崎県内の建設業就

業者数の推移は、国勢調査によると、平成7年
の約8万3,000人をピークに大幅に減少し、令和
2年には約5万1,000人となっています。
また、50歳以上の年齢構成の割合は、建設業

就業者数のピーク時の平成7年に31.2％であり
ましたが、令和2年で53.0％と高齢化が進んでい
る状況です。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）今答弁にありましたと

おり、建設業の就業者数は、ピーク時と比べる

と約3万人減少し、50歳以上の構成率が31.2％
から53％、実に半分以上の就業者の方が50歳以
上になっていると。

そうすると、今後、10年後、20年後、単純に
予算が確保されたとしても、受け皿となる建設

業が維持できるのか不安を感じます。

このような減少が今後も続けば、長崎県にと

ってどういったことが想定されるか、お尋ねし

ます。

〇議長（中島⬤義君） 土木部長。
〇土木部長（奥田秀樹君） 今後、50歳以上の
就労者が大量に退職することが見込まれ、この

ままでは建設業がインフラ整備や維持管理のみ

ならず、災害時に担っている応急・復旧対応な

ど地域の守り手としての役割も果たすことがで

きなくなり、県民生活や社会経済に大きな影響

を与えるおそれがあり、県としても危機感を感

じています。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君） 50歳以上が半分以上、
そして10年、20年たって、もちろん頑張ってい
ただきたいところでありますが、新しい人が入

らなきゃいけないし、そして、予算を確保した

としても人がいなければ、受ける人がいないと、

長崎県としてできることにも限度はあると思い

ますが、そういった危機感に対して、これはも

う建設業協会がやることではなくて、県も一緒

になってやはり対応しなくては間に合わないと

いうふうに思いますが、今年度何か新たな取組

はされていらっしゃいますか。

〇議長（中島⬤義君） 土木部長。
〇土木部長（奥田秀樹君）将来の担い手確保の

ため、これまでも建設業界が中心となって学校

を巻き込んだ人材確保対策や若手技術者の育

成・定着などの取組を行ってまいりました。

これらに加え、今年度から、県の新たな取組

として、働き方改革による就労環境の改善、生

産性向上を図るためのＤＸ化の推進、多様な人

材の確保と育成・定着をテーマとした経営者の

意識改革を促すためのセミナーを10月と1月の
2回開催する予定です。
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建設業の担い手確保は、重要な課題であると

考えており、今後も建設業界と連携し、将来の

建設業を担う若者の就職や定着につながる取組

を充実・強化してまいります。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君） 最近、建設会社のテレ

ビＣＭもよく目にしますけれども、やはりそれ

だけ人が足りないのかなというのを感じますし、

また、大村・諫早では半導体関係が非常に伸び

ていることで、そちらも人が足りないというこ

とで、本当に若者の人材の争奪戦になっている

ぐらい、半導体は景気がいいのはありがたいん

ですけれども、今後の担い手確保というのは大

変深刻だと思います。

そういった意味でも、やはり業界だけではな

く、県としても、もう受けてくれる人がいなけ

れば、予算を確保しても執行ができないわけで

すから、そちらに対しても業界とよく話し合っ

て、例えばＤＸを本当にもっと効率よくするこ

とによって、やはり書類の量が尋常じゃないと

いう話を前から言われて、ご相談しているけれ

ど、規則なのでと言われて、それでほとんど通

っていません。ルールはわかります。ルールは

わかりますが、やはりその中で業界の声をよく

聞いて、効率化というものもお互いで話し合っ

ていただきたいと思います。

（2）施工時期の平準化対策について。
もう一つ問題になっているのが、施工時期の

平準化対策ということでございます。

温暖化による異常気象により、全国各地で台

風や豪雨による自然災害が多発しています。本

県においても豪雨災害は、県内のほとんどの地

域で同時期に発生しています。災害被害の対応

は、スピード感を持って対応していただく必要

があるのですが、同時期に同じ振興局管内に災

害対応の入札が一斉に発注されますと、受け皿

となる地元業者が対応できず、結局、不調・不

落になってしまいます。

災害がなくても、建設業界においては年度末

に仕事が集中し、その反動で春から仕事が減る

といった傾向が続いていると伺いました。その

現状と課題について、お尋ねします。

〇議長（中島⬤義君） 土木部長。
〇土木部長（奥田秀樹君）公共工事は予算が単

年度制度であるため、年度末に工期末が集中し

繁忙期となる一方、年度明けは閑散期となる傾

向にあり、令和元年度を例にとると、繁忙期の

平均稼働件数は、閑散期の約1.6倍となっていま
す。

こうした状況は、県内の人材や資機材等の資

源を効率的に活用できないこと、また、休日の

確保等ができず、担い手の就労環境改善が進ま

ないことにつながるものであり、施工時期の平

準化は重要な課題であると認識しております。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）これは毎年のことでは

ありますが、特に、災害が最近増えて、そうい

った対応がやはり遅くなると、地域の方々に2
次災害の危険性を懸念される声も実際いただい

ております。大村でも2年前に水害があって、
今ほぼ復旧をしておりますが、やはり大雨が降

るたびに地域の方々が、いつ工事が終わるんで

しょうかというふうなご相談、たくさんいただ

いております。

やはり予算化された事業を実施する建設業者

の体制が整っていることが重要になります。

もちろん、先ほどのなり手不足も同様でござい

ますが、今後、10年、20年後を考えた時に、年
間を通じて安定した売上げが確保できれば、経

営者側も安心して雇用を維持できるはずです。
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これまでは、そういった傾向だからという先

入観があったから、あまりこの偏在に関しては

大きな問題になりませんでしたが、国土交通省

も、今後は改善を求め動き出したと伺いました。

長崎県として、今後具体的にどのような対策を

とるのか、お尋ねします。

〇議長（中島⬤義君） 土木部長。
〇土木部長（奥田秀樹君）年間の閑散期と繁忙

期の差を縮める施工時期の平準化は、令和元年

に改正された「担い手3法」において、発注者
の責務として規定されており、国が全国統一指

標を定め、市町を含めた地域平準化率の向上を

目指し取り組みを進めています。

県においても、平準化率の目標を定め、債務

負担行為の積極的な活用や柔軟な工期設定、適

正な工期を確保するための速やかな繰越し手続、

積算の前倒し、早期執行のための目標設定など

に取り組んでいるところです。

施工時期の平準化は、入札不調・不落の抑制

など安定的な施工の確保に加え、休日の確保な

ど技能者の処遇改善、年間を通じた安定的な工

事の実施による経営安定化につながるものであ

り、今後も積極的に取り組んでまいります。

〇議長（中島⬤義君） 松本議員―28番。
〇２８番（松本洋介君）やはり行政というのは

制度をつくるところで、運営・管理をするとこ

ろであります。それを基に民間でもしっかりと

事業に取り組んでいるんですけれども、その制

度というものが、本当に効率的なのかどうかと

いうのは、民間の声を聞けば、一目瞭然でわか

ることでありまして、やっている制度がこのよ

うな不備がある、このような難しい点があると

いった時に、いかに迅速にそこを変えることが

できるか、そこが大事だと思います。

先ほどの設備投資の補助金が全然使われなか

ったことも、やはりニーズに合ってなかったか

ら、誰も申請をしなかったわけでありまして、

コロナの対応に関しても、やはり一生懸命やっ

ていただいているのはわかるんですけれども、

一番大事なことは、冒頭に申し上げました、知

事が、やはり県民に寄り添う、対話、そこの部

分で民間の方がどのように思っているのかと、

そうしたら、今、私たちがやっている制度が本

当に正しいのか、もうちょっと改善すべきでな

いかということを議会で提案させていただいて

いるわけでございます。

様々な提案も今までやってきましたけれども、

なかなかあまり変わらないことが多いです。だ

から、そこの部分に関しては、やはり議会と一

緒になって、最終的な目的は県のため、県民の

ためにどうなるかというところを念頭に置いて、

今後とも、県政運営を大石知事に取り組んでい

ただきたいと思います。

以上で、質問を終わります。

ご清聴ありがとうございました。（拍手）

〇議長（中島⬤義君） これより、しばらく休憩
いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。
― 午後 ２時３１分 休憩 ―

― 午後 ２時４５分 再開 ―

〇副議長（山口初實君）会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）（拍手）〔登壇〕皆さん、

こんにちは。

改革21会派、社会民主党、佐世保市・北松浦
郡選出、堤 典子でございます。

本日は、佐世保や長崎市内などから多くの方

に傍聴においでいただきました。ありがとうご
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ざいます。

質問に入ります前に、新型コロナウイルス感

染症によりお亡くなりになられた方々並びにご

遺族の皆様に謹んで哀悼の意を表します。

そして、現在も治療中の皆様の一日も早いご

回復をお祈り申し上げます。

さらに、この間ずっと、かけがえのない命や

健康を守るために奮闘してこられている医療従

事者やエッセンシャルワーカーの方々に心から

敬意を表し、感謝申し上げます。

それでは、一問一答形式で質問に入ります。

1、「平成の大合併」と地域社会について。
（1）「平成の大合併」の総括。
平成の大合併は、1999年（平成11年）7月の

市町村合併特例法改正によって国策として取り

組まれ、2010年（平成22年）3月31日までの10
年余りにわたって実施されました。

本県では、金子原二郎知事の時代、2004年（平
成16年）3月1日、4町が対等合併して壱岐市、6
町の対等合併による対馬市の誕生から、2010年
（平成22年3月31日）、北松浦郡江迎町と鹿町
町が佐世保市に編入合併するまで、市町村合併

が相次ぎました。

結果、合併前の79市町村から21市町に減少し、
市町村数の減少率73.4％は全国一となっていま
す。

今、全国で人口減少や少子・高齢化が進んで

いますが、本県は、それが全国よりも速いスピ

ードで進行しています。

平成の大合併から12年が経過した今、改めて
本県における平成の大合併をどう総括している

のか、お尋ねします。

以後の質問は、対面演壇席から行います。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 堤議員のご質問

にお答えいたします。

平成11年から全国的にはじまった、いわゆる
「平成の大合併」は、人口減少、少子・高齢化

の進行や国、地方を通じた厳しい財政状況、地

方分権の進展、日常生活圏の拡大に対応した行

政区域の拡大等を背景として、積極的に推進さ

れてまいりました。

本県においては、多くの離島や過疎地域を有

し、小規模町村の割合が非常に高かったことや

人口減少、少子・高齢化が全国よりも早いスピ

ードで進んでいることなどから、地域の将来を

見据え、必要な住民サービスの維持、向上を図

っていくため、市町村合併が有効な手段である

として、全国に先駆けて推進されてきたところ

であります。

合併した市町につきましては、組織体制の強

化や専門職員の配置による体制整備、権限移譲

の進捗による住民サービスの充実、拡大等が図

られるとともに、規模の拡大に伴い、効率的な

行財政運営や財政基盤の強化が図られたものと

考えております。

また、合併特例債や県の財政支援措置である

市町村合併支援特別交付金の活用等により、合

併後のまちづくりのための施設整備や一体的な

まちづくり支援のための施策が推進されてきた

ところであります。

一方で、合併当初から懸念されていた周辺地

域の活力の低下や地域住民の声の反映といった

点については、引き続き、きめ細やかな対応を

行っていく必要があるものと考えております。

以後のご質問については、自席から答弁をさ

せていただきます。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）ご答弁ありがとうござい

ました。
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ちなみに、この平成の大合併の頃、大石知事

は何をされていたのかというと、見てみますと、

アメリカや日本の大学で医学生として学び、研

究に携わっておられた頃ではないかと思います。

今、全国最年少の知事として、長崎県のトッ

プリーダーになられました。131万県民の先頭
に立って、様々な立場の県民の皆さんの声にし

っかり耳を傾け、将来にわたって持続可能な、

明るい展望の開ける長崎県づくりに邁進してい

ただきたいと思います。

（2）合併特例債を使った事業の状況。
平成の大合併では、市町村の合併で必要とな

る公共的施設の整備事業をスムーズに行えるよ

うにするために、合併特例債という有利な地方

債が設けられました。

この合併特例債は、どのような事業に活用さ

れ、どのような効果があったのか、お尋ねしま

す。

特に、佐世保市における合併特例債の活用事

例などについて、お尋ねしたいと思います。

〇副議長（山口初實君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君）合併特例債は、

新市町建設計画に基づく事業に活用できる交付

税措置率の高い、有利な起債であります。

新市町の建設計画は、合併市町の建設を総合

的かつ効果的に推進することを目的として策定

されたものであり、合併特例債は、合併後のま

ちづくりに必要な施設整備のほか、地域振興事

業を実施するための基金の積立てに活用されて

まいりました。

具体的な活用事例としましては、道路の整備

や農林水産業の基盤整備、学校給食センター整

備等があり、佐世保市においては、新西部クリ

ーンセンターの建設や、くにみの森公園整備事

業、世知原小学校の建て替え等に活用されてき

たところであり、このような新市町の基盤整備

に基づく建設について、効果的な事業というも

のを取り組んできたところであります。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）様々な施設あるいは道路

など整備を行って、合併後の市町がスムーズに、

その後の行政運営が行えるように、あるいは住

民生活の向上のために使われてきたというふう

に受け止めております。

（3）合併の負の部分についての県の対応。
合併によって財政基盤の強化が図られ、自治

体の特別職議員の減少などで人件費の削減がさ

れたこと、合併が自治体職員の職務の専門性を

高め、小規模自治体では独立した課の設置が難

しかった分野についても専門の組織で対応でき

るようになったというのは成果であると思いま

す。

県内では、合併した自治体で、行政と住民が

力を合わせて地域活性化に取り組んでいる市も

あれば、かんかんがくがく議論して、合併しな

い選択をし、そのことが結果的に地域の課題を

住民が自分ごととして捉え、協力して乗り切っ

ていこうとする機運を高めた町もあると私は受

け止めております。

しかし、周辺地域では、役場が支所になって

自治体職員の数が減り、公金を扱わなくなった

ことで金融機関が撤退し、農協もなくなり、ス

ーパーなどの閉店につながっています。

それだけではなく、各地で行われていた様々

な行事、スポーツイベントなどの開催が難しく

なって、一定整理する必要はあったと思うんで

すけれども、住民同士のつながりや一体感が希

薄になってきています。これは人口流出の一因

ともなっているのではないかと考えます。

合併の負の部分が特に周辺部の衰退に顕著で
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あると考えますが、この負の部分に対する県と

しての取組について、お尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君）これまで合併

市町におきましては、地域審議会の活用や各支

所等への地域振興予算の計上、一体感の醸成に

向けた新市町全域でのイベント開催等により、

地域バランスや特性に配慮したまちづくりが進

められてきたところであります。

県としましても、地域コミュニティ活動の支

援や旧市町村間の交流を促進するための事業な

どに活用できる、合併後10年を期限とした市町
村合併支援特別交付金などにより、合併後の一

体的なまちづくりを支援してまいりました。

今後とも、市町自らが地域のニーズに応じた

施策を実践できるように、人事交流や研修派遣

の受入れ等による人材育成支援のほか、市町が

行う地域コミュニティの活性化支援などにより、

地域の活性化に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）私の受け止めと県の受け

止めは少し違っているなという、そういう感じ

がしています。

先ほど、スポーツイベントなどの開催が難し

くなったというお話をしました。例えば、旧世

知原町には、「長崎せちばるロードレース大会」

というのがありました。これは9月のはじめ、
マラソンやロードレース大会のシーズンの皮切

りとなる大会で、県内外から多い時は千数百人

のランナーが集まり、また、町を挙げてそのイ

ベントを守り立て、そして招待選手、国内の有

力選手を招待してレースに参加をしていただい

て、暑い時期ではありましたけれども、そうい

うレースを展開してきた。しかし、合併した後、

この行事を続けようとした時に、なかなか人員

が配置できなくなったということで、実行委員

会がやめると、もう開催をしないということを

判断しました。

きちんと、終わりますというようなことで終

わってしまったわけではないので、関係者は、

いつか機会をつくって、終わりの行事をつくり

たいという、そういう思いは持っていらっしゃ

るようですけれども、様々な周囲の状況の変化

というのもあります。

例えば、各地にいろいろなロードレース大会

などがあって、このせちばるロードレースとい

うのは長く続いたんですけれども、そして日本

陸連の公認レースで、そこでの記録が公式の記

録として残るというような、そういう記録重視

の大会でした。ところが、周囲で、もっと気楽

に参加をできるいろいろな大会が出てきた。例

えば、レースの着順によっては真珠やハマチが

1匹プレゼントされるというような、そういう
ものがあったりすると、やっぱりどうしても参

加者の関心がそちらに移っていく、そういう住

民の皆さんの意識の変化というのもあったと思

いますけれども、そうやっていろいろなものが

なくなってしまっていった、そういうことがあ

ります。

佐世保市には、伝統の小柳賞佐世保シティロ

ードレース大会があります。これは今もしっか

り続いていますけれども、合併をしたことで、

様々なものをもっと整理して、精選して減らし

ていかなければいけないとか、そういうことの

中で、住民の皆さんがそれぞれ取り組んでこら

れた、頑張ってこられたものが、なかなかなく

なったしまったことでの皆さんの残念な思いと

か、そういったところを、じゃ、これを新しく

どういうふうに切り替えていきましょうという
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ような、そういうところがまだまだ十分ではな

かったのかなと、そういうふうに受け止めてい

ます。

こうした負の部分への手当も人口減少対策を

考えるうえで重要ではないかと思っております

ので、今後とも、そういったところへのきめ細

やかな取組もよろしくお願いいたします。

（4）県立世知原少年自然の家について。
県立世知原少年自然の家は、青少年の健全育

成と豊かな自然体験活動を提供することを目的

に、1976年（昭和51年）に、旧北松浦郡世知原
町に設置された社会教育施設です。その後、市

町村合併によって、佐世保市所在となりました。

合併前の世知原町は、隣の吉井町、東彼波佐

見町とともに、本県では数少ない海に面してい

ない町で、北は松浦市、東は佐賀県伊万里市に

隣接しています。

2019年（令和元年）12月、県議会において、
同じ佐世保市にある県立佐世保青少年の天地に

その機能を集約し、県立世知原少年自然の家は、

2021年（令和3年）3月末で廃止とする方針が示
されました。

これに対し、佐世保市、佐世保市教委から施

設の存続を求める要望書が提出され、翌年2月
には、県北の3市2町連名で同じ趣旨の要望書が
提出されました。

その後、県議会において、廃止時期を延期す

るとの見解が示され、現在も、今後のことは検

討中であると伺っています。

県立世知原少年自然の家の運営存続について

は、本年度も佐世保市の県の施策等に関する重

点要望事項の中に、本市の重点課題として、教

育・文化の充実の3項目の中に取り上げられて
います。

今、全国でこうした青少年教育施設の廃止が

相次いでいます。少子化による利用者の減少や

建物の老朽化のほか、野外活動に対する意識の

変化などもあり、20年間で250か所以上が廃止
され、跡地利用も課題となっていると報じられ

ています。

しかし、この県立世知原少年自然の家の状況

は、全国の動きとは違っています。この夏も、

全国各地で水難事故が相次ぎました。今、清流

が流れていても、大抵は遊泳禁止です。子ども

たちはプールか海水浴場で泳ぎ、人工の水辺で

遊ぶことくらいしかできません。

しかし、この自然の家には、佐々川上流の沢

登りという自然体験のメニューがあります。施

設の職員が川に通じる道に茂った草を刈り、木

の枝を払って通れるように整備し、大雨や台風

の後は水量が増え、流れの中の岩が動いたりし

て、すっかり川の姿が変わってしまうのを活動

がしやすいように目を配り、安全に配慮しなが

ら沢登りを実施しています。子どもたちは、ぬ

れてもいい服と運動靴で川に入り、少々の雨の

中でも、水量が多くなっていても、沢登りを体

験し、水に親しんでいます。

今、多くの子どもは、スマホのアプリのゲー

ムやＳＮＳに夢中になっているかと思いますが、

自然の中で、例えば反抗期のとんがった中学生

が、大きな赤い草いちごの実をほおばって、そ

の甘さに感動したり、恐る恐るイヌビワの実を

口にした小学生が、食べられることをはじめて

知って驚いたり、秋には、川の崖にまたたびの

実がどっさり実っているのを見つけたり、この

自然の豊かさに触れる貴重な体験は、その後の

長い人生にとって、大きな財産になるものと思

います。自然体験を通して、ふるさとの自然の

すばらしさを実感し、ふるさとへの愛着や誇り

を育む、これこそ、ふるさと教育そのものでは
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ないでしょうか。このような体験メニューは、

ほかの施設では行われていません。

この施設には、設置計画が持ち上がった時か

ら地元が用地取得に協力し、完成後は、自然の

家が主催する茶摘みや田植え、芋さしなどの栽

培体験事業に田畑を提供してきました。一方、

地元のおくんちで披露される浮立などに施設の

職員も参加して、祭りのにぎわいに一役買って

きました。

自然の家の野外では活動メニューは、沢登り

のほかにも様々ありますが、施設を利用する子

どもたちの活動を温かく見守り、農道を通行さ

せ、時にはトイレを貸したり、グループからは

ぐれた子どもを保護したり、とにかく物心両面

にわたって地域を挙げた支援が行われてきまし

た。

施設の利用団体も、平戸市、松浦市の小学校

はほぼ100％、佐世保市内は約3分の2の小学校
と半数の中学校が利用しています。少子化で児

童生徒数の減少が続いていますが、コロナ禍を

除けば、年間利用者数は目標より多い2万5,000
人前後でずっと推移してきました。

本年度は、やはりコロナ禍のため、日帰りの

活動が増えているものの、利用は徐々に回復し

てきているといいます。

県立世知原少年自然の家は、県北地域では数

少ない県有施設ですが、単に県の施設というだ

けではなく、利用団体から存続が強く望まれて

いる施設です。立地地域の住民の皆さんと、こ

れほど強い結びつきのある県の施設はありませ

ん。地域の宝であり、誇りであり、地域の活性

化に大きく貢献してきました。何より、県北地

域の未来ある子どもたちの健やかな成長に寄与

し続けてきた存在です。

行財政改革の面からいえば、施設の存続は難

しいかもしれません。しかし、この施設は役割

を終えたわけではありません。本県の最重要課

題は人口減少対策ですが、企業誘致、移住促進、

子育て支援、農林水産業振興、地場中小企業振

興など、様々に取り組まれている一方で、この

施設を廃止することは、人口減少、過疎地域拡

大の後押しをすることになると考えます。たと

え経費がかかっても、存続させることで得られ

るものは大きいと考えます。

県立世知原少年自然の家は存続させるべきで

あると考えますが、県の見解を求めます。

〇副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）世知原少年

自然の家につきましては、令和2年度末の廃止
としておりましたが、現在、その廃止時期を延

期しているところでございます。

県立の少年自然の家は、その大半が設置から

40年以上を経過しており、厳しい財政状況の中、
施設を健全に維持していくためには、拠点化に

よる集約など、一定の見直しが必要であると考

えております。

一方で、議員ご案内のとおり、世知原少年自

然の家は、地域とのつながりは深く、沢登りや

茶摘みなど、特色ある自然体験ができる場所で

あることも十分認識しており、現在、関係市町

や地元の方々からの様々な意見を参考にしなが

ら、施設のあり方につきまして、協議や検討を

重ねているところでございます。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）十分にしっかり検討して

いただき、ぜひとも県北地域の皆さんが納得の

いく結論を出していただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

2、教育現場の課題について。
（1）教員不足の実態と確保策。
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数年前から、高齢教職員の大量退職に伴う新

規採用者数の増加で、教員採用試験の倍率が低

下しています。

倍率の低下は不合格者が少なくなったことを

あらわし、次の採用試験の合格を目指しながら

学校現場で病気休暇などの正規教員に代わって

働くため講師に登録する人が少なくなっている

と聞きます。

教員が産休、育休を取得する際、また病気休

暇を取る際、代わって教壇に立つ臨任者は学校

現場には欠かせません。産休、育休は、前もっ

て、いつから休みに入るかわかりますから、代

替者は、ほぼ配置されているようですけれども、

それでも正規教員が産休に入ってから、しばら

くしてから、やっと配置された例もあったと聞

いています。年度途中で病気休暇に入ったりす

る場合は、教員が確保できないことも度々起き

ているようです。

今、公立の小、中、高、特別支援学校などの

教員は、どのくらい不足しているのか、お尋ね

します。

〇副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君） 9月1日現
在、本県における代替教員の不足数は、校種別

に、小学校12名、中学校11名、高等学校16名、
特別支援学校8名の計47名であります。
任用別の内訳につきましては、教員の病気に

伴う代替が30名、出産、育児、介護に伴う代替
が17名となっております。
〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） 小学校12名、中学校11
名、高等学校16名、特別支援学校8名の47名が
不足している。私が想像していた以上に、はる

かに多くの学校で、そういう欠員が出てきてい

る、これは大変なことだと思います。

それぞれの学校で、どういうふうにされてい

るのか、これから質問をしていくわけですけれ

ども、本当にこの問題というのは深刻な、重大

な問題であると思いますし、県民の皆さんとし

っかり共有をしながら、このことの解決を目指

していかなければいけないというふうに思いま

す。

受持ちの先生が休みに入って、代わりの先生

が来ないということは、授業、担任業務、校務

分掌などに多大の影響を与えることになります。

児童生徒の学習の機会が十分に保障できず、子

どもが抱える課題に対し適切な助言、支援をす

ることも難しくなります。こうなると、学力向

上云々といった問題のはるか手前で、子どもた

ちがスタートラインにさえ立てない状態と言え

るかと思います。

代替教員を確保できていない学校において、

教員不足をどのようにカバーされているのか、

お尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）教員が配置

できない学校に対しましては、非常勤講師を配

置したり、近隣の学校の教員が兼務することに

より、必要となる授業を確保しているところで

ございます。

また、そのような対応ができない学校の中に

は、教頭や専科の教員が授業したり、同じ教科

の教員がクラスを合併して授業を行っておりま

すが、一部教員の授業の持ち時間が増えるとい

う課題もございますので、授業の質の維持と教

員の負担のバランスを考慮しながら対応してい

るところでございます。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） 高等学校でも16人が不
足しているというお話がありましたけれども、
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中学校や高校は教科担任制ですから、その教科

の専門の先生がいなければ、ほかの先生が、例

えば免許外で受け持つとか、そういったことに

なります。そうすると、本当に教えられる子ど

もたちは気の毒というか、不幸であるというふ

うに思います。

その不足分をカバーする先生たちの負担も非

常に大きいですし、学校の負担も非常に大きい

し、そして、一番子どもたちが迷惑を被る。そ

して、しっかり学ぶことができない。そういう

状態が、今、全国的に教員不足ということは言

われていますけれども、本県においても、これ

ほど深刻な実態であるということは、私もつか

んでいませんでした。大変な問題だと思います。

教員不足を補うために、ほかの教職員に過重

な負担がかかっている学校では、例えば、私が

つかんでいることでも、新たに健康を害する人

が出てきたり、子どもたちの問題に気づけない

事態が起きたり、悪循環に陥る場合があるよう

です。

ある小学校では、6年生の担任に代わって教
頭が担任と教頭の仕事を兼任していて、日に日

にやせてきているのがわかり、周りは心配して

いますと、そういう声をいただいています。ま

た、メンタルで病休に入った人が、学校のこと

が気になって、ゆっくり休めない。十分に体調

が回復しないまま、無理をして現場に復帰して

いるケースもあります。

さらには、今のところ、うちの職場には職員

の健康問題はありませんという学校でも、この

中の誰か1人が倒れたら、途端に余裕のない状
態になると、そういうふうに言われています。

教員不足の一番の被害者は、子どもたちです。

子どもたちが安心して学び、学校生活を送るこ

とができるために、この代替教員の確保、大変

厳しい状況であるかと思いますけれども、どう

取り組まれるのか、重ねてお尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）代替教員が

不足している要因の一つは、教員の志願者数が

減少していることに加えまして、非正規ではな

く、正規職員として働くことができる他の職種

を選択している方が増えていると、そういった

状況もあると考えております。

ただ、このような状況の中ではございますけ

れども、代替職員の確保というのは、これは喫

緊の課題でございますので、現在、県のホーム

ページやＳＮＳ、商業施設へのポスター掲載等

により募集を行っているところでございます。

また、これに加えまして、今般、教員免許の

更新制度の廃止がございましたので、これまで

教員免許を更新されていない方につきましても

簡便な手続で志願できるようになりましたので、

今後は、この点を周知しながら募集を図ると、

そういうことも含めて、代替職員の確保に努め

てまいりたいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）様々なところで教員を募

る、そういう取組をされているということです

けれども、今、教育委員会教育長がおっしゃっ

た、教員の免許更新制度がなくなりました。こ

の免許更新制度があるために、それを受講しな

ければいけないということで退職をする人もい

ましたし、それでこれまでは、免許が失効して、

もう教職には就けないと、そういったことがあ

ったんですけれども、それは廃止になってよか

ったのですが、この制度が確かに教員不足に何

らかの影響を与えているということは否めない

と思っています。

大変な状況ではありますけれども、大学で教
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職の課程を取ったという方はいらっしゃいます

し、それから退職者もいらっしゃいますので、

幅広くウイングを伸ばして、そして、子どもた

ちの前に教える先生が立てるような状況をしっ

かりつくっていただきたいと思います。

（2）働きやすい教育職場づくり。
学校現場の働き方改革として、客観的な在校

時間の把握が随分進んできたように思いますが、

現場の声として一番多く聞くのは、もっと人を

配置してほしい、早く帰れと言われても、業務

が終わらないということです。

行事の精選やオンライン会議で出張を減らし

たり、書類作成を減らしたり、業務をさらに見

直すことが必要だと思います。

夏休みの高校のオープンスクールについて、

ある高校では、中学生が自分でＱＲコードを読

み込んで参加申込みをする、そういう仕組みに

なっているところがありました。一方で、別の

高校では、中学校側に参加生徒の一覧表の提出

を求める、そういったところもあったというこ

とです。

公立だけじゃなく、私立の高校も一緒になっ

て、負担を軽減する方法の共有が必要ではない

かと思います。そういった業務削減と有効な策

の共有について、どう取り組まれているのか、

お尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）教員の業務

削減に向けましては、現在、各種会議や学校行

事等の見直し、あるいは部活動指導員やスクー

ル・サポート・スタッフなどの外部人材の活用、

そしてＩＣＴを活用しました事務の効率化、オ

ンラインによる研修会、様々な取組を進めてい

るところでございます。

また、私学も含めまして、各学校や各市町に

おける効果的な取組を共有するということは、

これは業務削減を進めるうえで重要な方策であ

ると思っておりますので、働き方改革に係る各

種協議会での意見交換や、あるいはＷｅｂサイ

トを活用した実践事例の共有も行っております。

今後も、教員一人ひとりの負担軽減につなが

るよう、さらに検討を加えながら、取組の充実

を図ってまいります。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）様々な方法で業務削減の

取組を進めていらっしゃるけれども、まだまだ

取り組むところがあるのではないかなと思いま

すし、多くの人と、よい削減策を共有しながら、

さらに一層進めていただきたいと思います。

それとは別に、各学校に新任教員が配置され

ていたりするわけですけれども、新任教員とし

て赴任した学校で、一年足らずで退職するケー

スがあるということを耳にしています。

せっかく念願かなって先生になって、子ども

たちに教える、そういう憧れていた仕事に就け

た。にもかかわらず退職に至るということは、

当人にとっては大変無念なことだろうと思いま

すし、子どもたちや保護者、同僚職員にとって

も大変残念なことに違いありません。

教員は、その学校に着任した時から学級担任

や、その教科を任されます。しかし、はじめか

ら何事もうまくできるわけではなく、失敗した

り、悩んだりしながら、子どもたちや同僚に学

び、成長していくものだと思います。

今、様々な課題を抱えた子どもたちが増え、

保護者の価値観も多様化して、学校が対応に苦

慮することも多いかと思いますし、学校現場の

多忙化ということも、退職に追い込まれる原因

の一つではないかと思っています。

初任者の退職の実態と初任者に対する職場で
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のサポートはどうなっているのか、お尋ねしま

す。

〇副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）昨年度の初

任者の退職の状況は、公立学校の新規採用教職

員426名中、一年以内に退職した者が6名おりま
して、全体の1.4％となっております。
初任者へのサポートというのは、これは校内

で組織的に進めていくことが重要でありまして、

本県では、平成30年度に初任者研修のやり方を
見直しまして、校外での研修を縮減しまして、

校内でのＯＪＴによる研修にシフトしておりま

す。その中で、初任者の課題や悩み等について

相談できる場も設けているところでございます。

今後とも、若手教職員が抱える課題にも寄り

添いながら、自信を持って教職の道を歩み続け

ることができる環境づくりに努めてまいりたい

と考えております。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） 教職というのは、子ども

たちの笑顔であったり、子どもたちが、わかる

喜びをあらわした時とか、そういった時に、本

当にやりがいを感じるというか、そういう場面

がたくさんある、そういう職業だと思います。

学校の先生になって、うまくいかなくて自信を

失って、そして教職の場を去っていく、そうい

う残念なことにならないように、しっかりとし

たサポート体制、みんな悩みながら成長してい

ったんだということを若い人たちにも伝えなが

ら、そういう支え合う職場をつくっていただけ

るようによろしくお願いしたいと思います。

登下校の見守りを地域の人に引き受けてもら

ったり、夏休みの作品展の開催をＰＴＡが中心

となって、夜に親子で鑑賞できるよう取り組ん

でくれたりして、大変ありがたかったという声

を聞きました。

学校側が直接地域にお願いしたり、保護者の

方から提案があったり、様々ですが、教育現場

の働き方に関しても、学校の方から地域や保護

者に発信していくことが重要ではないかと思い

ます。

一方で、いろいろ地域にお世話をかけること

があるので、教職員の負担軽減については言い

出しにくいという学校もあるようです。

私は、学校が何でも抱え込まないで、周囲に

率直に相談できる関係を築いていくことが重要

ではないかと考えます。保護者や地域へ理解や

協力をどう求めていくのか、お尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）教員の業務

の削減は、これは学校だけで実現できるもので

はなく、これまでも保護者向けの情報誌、

ＰＴＡ等の関係団体との会議などを通じまして、

教員の時間外勤務の状況、あるいは学校での働

き方改革について、理解や協力を求めてきたと

ころでございます。

また、コミュニティスクールを導入しました

小学校におきましては、保護者や地域の代表者

と教員の業務削減をテーマに協議を行ったこと

で、地域の方が通学中の見守り活動や児童の体

験学習に協力していただいた事例も報告されて

いるところでございます。

今後も、教員の業務を削減し、子どもたち一

人ひとりと向きあう時間を確保することが、子

どもたちの健やかな成長につながるという認識

を学校、家庭、地域が共有して、一体となって

職場環境の改善に努めてまいりたいと考えてお

ります。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）子どもたちの健やかな成
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長のためということで、本当に地域、保護者、

学校が協力して取り組めるようにしっかりやっ

ていただきたいと思います。

（3）学校給食費の公会計化。
公立学校の学校給食費の徴収、管理に関わる

教員の業務負担軽減を図るために、学校給食費

については、公会計化及び地方公共団体による

徴収を基本とすべきとされた中教審答申を受け

て、文部科学省は2019年（令和元年）、「学校
給食費の徴収に関する公会計化等の推進につい

て」という通知を発出し、学校給食費の徴収・

管理に関するガイドラインを公表しました。

今、県内での公会計化の状況はどうなってい

るのか、お尋ねします

また、これを進めるうえでの課題は、どんな

ことでしょうか。

〇副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）学校給食費

を公会計としているのは、県内21市町のうち6
市町でございまして、残りのうち、8市町は外
部に徴収業務等を委託しておりまして、また7
市町が公会計化に向けた準備、検討を進めてい

る状況でございます。

なお、公会計の導入に当たっての課題といた

しましては、システム開発等に要する経費や徴

収、管理事務に係る人員の確保などが課題とし

てあります。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） 今、課題について、お話

がありましたけれども、実際公会計化された自

治体では、教職員の負担が確実に減っているそ

うです。

ただし、導入の際に、一方的に進めるのでは

なく、事前の説明会で教職員によく周知し、移

行期間を設け、ゆとりある導入を進めてほしい

との声を聞きました。移行期間の事務量が増え

ることから、児童生徒数の多い学校には、公会

計に関わる職員の配置があれば、よりスムーズ

に進めることができるということです。

一方、公会計化されていない市で、毎月、各

学校で集金した給食費を入金する際、硬貨取扱

手数料が発生するため、職員室で硬貨を紙幣に

両替しているという実態があります。市教委は、

先ほど言われたように、公会計化のシステム導

入には多額のコストがかかるため、導入できな

いとの立場だそうです。

各市町が公会計化の必要性を認識し、対処し

ていくべきだと思いますけれども、県としての

考えをお尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）国におきま

しては、学校の業務量負担軽減、あるいは保護

者の利便性、そして会計の透明性向上等の観点

から、公会計化につきましては推進していると

ころでございます。

県教育委員会といたしましても、その趣旨を

踏まえ、学校給食費の公会計化を計画していな

い市町に対しましては、国が示したガイドライ

ンを参考に公会計化の導入を図りますよう、引

き続き働きかけてまいりたいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） よろしくお願いします。

3、移住定住につながる取組について。
（1）移住促進の取組。
地方回帰の動きや国の政策を受けて、首都圏

や大阪以外の各県は移住に関する取組を強めて

います。

そんな中、本県への移住者も増えてきている

ようですが、本県への移住者の数、それから、

その増加の要因はどこにあると考えているか、
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お尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君）本県への移住

者数については、近年、増加傾向にあり、平成

28年度は454人でありましたが、令和元年度は
1,479人、令和2年度は1,452人、令和3年度は
1,740人で過去最高となっております。
その要因としまして、平成28年度に、県内市

町と協働運営する「ながさき移住サポートセン

ター」を設置して以降、市町における移住専用

窓口設置等の相談体制の強化や移住支援サイト

「ながさき移住ナビ」における情報発信の充実

など、県と市町が連携して、様々な移住施策に

取り組んだことが挙げられます。

また、近年では、情報通信技術の発達により、

リモートワーク等の環境が進展していることや、

コロナ禍を契機として、地方回帰の機運が高ま

っていることなども移住者の増加につながって

いると考えております。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）今年度のＵＩターンに関

する取組はどうなっているのか、お聞きします。

〇副議長（山口初實君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君）今年度の主な

取組としましては、近年、増加傾向にあるＵタ

ーン者を呼び込むための県、市町による集中的

なプロモーションの展開や、自然増にも寄与す

ることが期待される子育て世代の移住促進に取

り組むこととしております。

具体的には、本年11月から12月にかけて、Ｕ
ターン促進キャンペーンを実施することとして

おり、市町と連携した移住相談会の開催や移住

関連情報の発信を集中的に展開してまいります。

また、子育て世代への訴求のため、県内市町

の子育て支援情報を移住支援サイト「ながさき

移住ナビ」へ掲載し、情報発信を充実させると

ともに、県が制作する「ながさき子育てブック」

に移住者インタビュー等を追加し、都市部にお

ける移住相談会等において活用するなど、さら

なる移住促進を図ってまいりたいと考えており

ます。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）様々な取組によって移住

が増えてきたということで、本当に連携した取

組が功を奏していると思います。

一方で、地元にいる親世代に向けた働きかけ

も、もう少し必要ではないかと思っています。

親世代から移住についての働きかけをしてもら

うための情報提供について、県の取組をお尋ね

します。

〇副議長（山口初實君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君）県内に居住さ

れるご家族やご友人などから、県外在住の本県

出身者への情報提供は効果的であると考えてお

ります。

このため、県では、帰省時期である8月に、
全世帯広報誌においてＵＩターンの特集記事を

掲載するとともに、県政番組において移住支援

制度等を周知したところであり、11月から実施
するキャンペーンにおいても新聞広報を行うな

ど、デジタル情報に加え、紙媒体を活用した情

報発信にも努めていくこととしております。

また、県民の皆様に対しては、より身近な市

町からの発信も効果的であるため、市町の広報

誌やホームページなどによる移住施策の発信も

行っていただいているところであり、引き続き、

市町と連携しながら、効果的な情報発信に取り

組んでまいりたいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）移住に関する最後の質問
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なんですが、各県、各市町が競って移住、定住

の取組を進める中で、移住者に選ばれる自治体

となるには、住民がどう関わるかという視点も

大切ではないかと思っています。

人が人を呼び込む好循環を生み出す関係人口

の創出について、県はどう考えるのか、お尋ね

します。

〇副議長（山口初實君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君）人と人とをつ

なぎながら移住を促進していくためには、将来

的な移住につながる関係人口の拡大も必要であ

ると考えております。

このため、県では、新しい多様な暮らし方の

受入れに取り組む民間団体の「長崎・新たな暮

らし方会議」とも連携しながら、関係人口の拡

大などを推進することとしております。

具体的には、例えば、本県に興味、関心のあ

る県外の方と県内各地で地域活性化活動を行っ

ている方とをオンラインコミュニティでつなぎ、

そこでつながった県外の方々に対し、実際に長

崎でワーケーション等を経験してもらうことで、

さらに本県への関心を高め、将来的な移住につ

なげる取組を行うこととしております。

このような施策を通して、人と人とのつなが

りをつくり、新しい多様な暮らしができる地域

としての受入体制を整えながら、関係人口の創

出や移住の促進に力を注いでまいりたいと考え

ております。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） （2）地域おこし協力隊
の取組。

今、地域おこし協力隊員が年々増えてきてい

る状況かと思いますけれども、本県での受入れ

状況や、それからどのような活動に、どのくら

い従事しているのか、お尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君）地域おこし協

力隊の受入れ状況でありますが、平成22年度に、
はじめて県内で採用されてから、令和3年度末
までに、県及び18市町において、264名の隊員
が採用されております。

また、令和4年4月1日現在では、53人の隊員
が県内各地で様々な活動を行っている状況であ

ります。

具体的な活動内容としましては、例えば、農

林水産業の活性化を目指し、地元食材を活かし

た特産品の開発や農水産加工品等のブランド化、

販路の拡大のほか、移住促進及び観光振興を図

るため、空き家対策や観光情報の発信など、地

域の活性化に取り組んでいるところであります。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）多くの地域おこし協力隊

員が様々な活動に取り組んでいるということを

ご紹介いただきました。

この地域おこし協力隊員が任務を終了した後、

その地域に定住したり、起業したり、その地域

の活性化に取り組むことも、この制度の目的で

あると思うんですけれども、それに向けた支援

はどうなっているのか、お尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君）本県における

地域おこし協力隊としての任期を終えた隊員の

定住率については、令和3年度末で約78％であ
り、任期終了後は、例えば、ゲストハウスやカ

フェの開業、特産品の製造販売、地元観光業等

への就業などをされております。

隊員の定住、起業対策としましては、隊員の

受入れから育成、定着までを一貫して支援する

ため、県内隊員のＯＢ、ＯＧで構成する「長崎

県地域おこし協力隊ネットワーク」が令和3年4
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月に設立されたところであります。

この団体では、現役隊員や市町職員向けの研

修を行うとともに、業務のミスマッチを防止す

るための募集要領作成へのアドバイス、任務終

了後の起業や創業等について、各種の支援制度

の活用を含めた相談対応などを行っているとこ

ろであります。

県としましては、こうした取組を通して、引

き続き、ネットワーク団体や市町とも連携しな

がら、隊員の県内定着を進めてまいりたいと考

えております。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） 4、海岸漂着物対策につ
いて。

本県は、地形的に多くの漂着ごみが海岸に達

する、そういう状況かと思いますけれども、海

岸漂着物の現状はどうなっているのか、お尋ね

します。

〇副議長（山口初實君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（貞方 学君） 本県は、日

本の最西端に位置し、海岸総延長が全国第2位
という地理的特性から、毎年、多くのごみが漂

着しております。特に、韓国や中国に近い離島

地域では、外国由来のごみが多く漂着している

状況でございます。

漂着ごみにつきましては、「長崎県海岸漂着

物対策推進計画」に基づき、毎年度、県及び11
市5町で2,000トン余りを回収しており、その8
割を離島地域が占めております。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）大変な量のごみが漂着し

ているということですが、この漂着物の発生を

抑える取組も大事かと思いますけれども、県で

どういう取組をされているのか、お尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（貞方 学君）発生抑制対

策については、政府に対し、漂着ごみの抑制対

策を関係国に求めるよう要望しているほか、多

くの県民に漂着ごみの実態を認識していただき、

ポイ捨て等をしないよう意識の醸成を図ってお

ります。

現在、近隣3県及び韓国南岸4自治体と連携し、
日韓海峡漂着ごみ一斉清掃などに取り組んでい

るほか、陸域ごみの発生抑制を図るため、海洋

環境の専門家によるＷｅｂセミナーなど、海洋

ごみ発生防止の普及啓発に取り組んでいるとこ

ろでございます。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） 5、林業政策について。
（1）本県林業の特色と課題。
本県の林業を担う人材の確保、それから森林

整備は重要であると思うんですけれども、本県

の林業の現状について、お尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 本県の林業は、水源

涵養など、森林の公益的機能の発揮と木材生産

の両立が可能となる搬出間伐を中心に森林整備

を行っており、その整備面積及び木材生産量は

年々増加しております。

今後、森林施業の集約化や高性能林業機械の

活用などによる生産性の向上と、それを担う人

材の確保が必要と考えており、林業の担い手に

ついては、林業機械等の技術習得体制や労災保

険などの社会保障が整っている森林組合などの

林業事業体への新規就業を進めているところで

ございます。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） 林業の取組について、今

答弁いただきましたけれども、今、全国の中山

間地域で、自伐型林業という小さな林業が広が
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りを見せてきています。成熟した森林の伐採を

少しずつ行うことで再造林までの期間を長くし、

大型の林業機械を使わない小さな作業道を通し

て、環境負荷の少ない、小規模な森林の管理を

行う取組です。

私は、この自伐型林業は、環境負荷低減だけ

ではなく、木材生産において、森林を一斉に伐

採することなく、長期にわたり、大きく、高品

質な木材を継続的に生産することで、持続的な

森林資源の利用につながるメリットがあると考

えていますが、本県でも、こういった自伐型林

業の導入に向けて検討を行ってはどうかと考え

ますが、県の考えをお尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 本県においては、自

伐型林業の取組は進んでおりませんけれども、

その理由として、整備する森林所有者の同意取

得や木材の販路の確保などについて自ら行う必

要があることに加え、特に、林業未経験者の場

合、伐採や機械の取扱いなどの現場技術の習得

が必要となることなどの課題があるためと考え

ております。

こうしたことから、県では、自伐型林業を志

す方が今後出てきた場合には、機械の操作技術

等に関する既存の研修受入れ等によって対応し

てまいりたいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） この件に関しては、林政

課と何度かやりとりをさせていただいたんです

けれども、課題がいろいろあるということで、

この課題がクリアできるように、私も研究を重

ねながら、また、お話をさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

6、県民生活の安心安全について。
（1）行方不明者捜索等への警察犬の活用。

警察犬の活用の現状、また、出動できない場

合もあるかと思いますけれども、そういったこ

とについて、警察犬活用について、お尋ねをい

たします。

〇副議長（山口初實君） 警務部長。

〇警務部長（橋本真和君）警察犬の活用例とい

たしましては、犯罪の現場に残された遺留品な

どの臭いを基にして、犯人や行方不明者等を発

見する活動、また警備実施の現場におきまして、

不審物の捜索に従事する活動などがございます。

令和4年1月から8月末までの嘱託警察犬の出
動総数は34件、うち犯罪捜査が6件、行方不明
者捜索が28件という状況でございます。
〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） 警察犬については、3月
定例会で中島浩介議員から、直轄警察犬の配置

についてというご質問がありました。

その際、本県の警察犬は嘱託警察犬であると

伺いましたけれども、出動する機会が多くある

ということですが、出動できないことがあると

したら、どんな場合なのか、お尋ねいたします。

〇副議長（山口初實君） 警務部長。

〇警務部長（橋本真和君）警察犬が出動できな

い場合でございますけれども、今、ご指摘ござ

いましたとおり、本県で運用いたします警察犬

は全て民間の嘱託でありまして、警察犬の指導

手は民間の方でございますので、危険な犯罪現

場への活動につきましては制約がございます。

また、警察犬の活動は、雨天や強風といった

臭いの追跡が困難な現場の場合には、出動を見

合わせることがございます。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） （2）信号機のない横断
歩道での一時停止。

信号機のない横断歩道の安全確保について、
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県警察の取組状況をお尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 警務部長。

〇警務部長（橋本真和君）県警察の取組としま

しては、横断歩行者の保護に資する交通指導取

締りを実施するほか、安全横断「手のひら運動」

を推進しておりまして、自らの安全を守るため

の行動として、運転者に対して、手のひらを示

して横断する意思を明確に伝えることなどを促

す交通安全教育や広報啓発活動に努めておりま

す。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君）信号機のない横断歩道で

の一時停止ということで、ＪＡＦの調査では、

いつも長野県が全国で一番この停止率が高いと

いうことが言われています。

海外では、国によって違いがあるものの、イ

ギリスとかカナダ、オーストリアなどは、横断

歩道で歩行者がいるのに車が停止しないことは

あり得ないと聞いています。

歩行者優先に対する運転者の意識を高めるこ

とが重要だと思います。歩行者がいる横断歩道

での一時停止の徹底や停止線の直前で停止でき

るような速度での走行というのを進めていく必

要があるかと思っています。

道路交通法も、そういうふうなことを示され

ていると思いますが、なかなかそこのところが

徹底されていないのではないかと思っています

が、そのことについて、再度ご質問します。

〇副議長（山口初實君） 警務部長。

〇警務部長（橋本真和君）議員ご指摘のとおり

でして、まだまだそこに関しましてドライバー

の方の徹底がされていないというところもござ

いますので、引き続き、ただいま答弁いたしま

した交通安全教育活動、取締りを推進していき

たいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 堤議員―5番。
〇５番（堤 典子君） シートベルトは、着用が

義務化される前から本県は全国で一番きちんと

着用していると、そういうことが言われていま

した。運手席、助手席はですね。後部座席はま

だまだかと思いますけれども、やはり交通安全、

そして、命を守るための様々な取組をこれから

もしっかり進めていただきたいと思っています。

以上で、質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇副議長（山口初實君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。

9月20日は、定刻より本会議を開き、一般質
問を続行いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

ご苦労さまでした。

─ 午後 ３時４７分 散会 ─
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― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇副議長（山口初實君） 皆さん、おはようござ

います。

ただいまから、本日の会議を開きます。

これより、9月16日に引き続き、一般質問を
行います。

久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君）（拍手）〔登壇〕 皆

様、おはようございます。

自由民主党、長崎市選出の久保田将誠でござ

います。

今日は、このような機会を与えていただきま

して、誠にありがとうございます。

質問に入ります前に、このたびの台風14号に
より、全国において、お亡くなりになられた方々

にお悔やみを申し上げます。

また、本県においても、被災をされた方々に、

心よりお見舞いを申し上げます。

それでは、通告に従いまして、質問に入らせ

ていただきます。

1、ＮＰＴ再検討会議について。
（1）参加したことについての知事の所感に

ついて。

今年6月定例会の一般質問において、私から、
「岸田総理が核兵器不拡散条約の再検討会議に

総理大臣として初めて参加するが、知事は参加

する考えはないのか」との質問を行い、知事か

ら、「前向きに検討する」旨の答弁がありまし

た。

今回の再検討会議は、ロシアによるウクライ

ナ侵攻によって核兵器の使用リスクが懸念され

ている中で、核兵器保有国、非保有国がともに

参加する枠組みとして核軍縮の進展が得られる

のか、大きな注目が集まった会議でありました。

知事も、8月1日からはじまったこの再検討会
議に実際に参加され、岸田総理をはじめ、軍縮

の関係者と面会をされたり、広島県と連携して

サイドイベントを開催されたりと、かなり精力

的に現地で活動されたように伺っており、実り

ある出張になったと思いますが、知事の所感を

お尋ねします。

（2）参加したことを受けた今後の取組につ
いて。

今回、参加した中で、国連の関係者や国際

ＮＧＯなど様々な方々とお会いになられ、多く
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の情報や知識を得られたと思いますし、新しい

人脈もできたのではないかと思っております。

そこで、今回得られたものを活かして、今後

どう取り組んでいかれるのか、お尋ねをいたし

ます。

2、Ｇ７関係閣僚会合の長崎開催について。
昨年の12月定例会及び本年の6月定例会にお

ける一般質問において、私から、来年、日本で

開催が予定されているＧ７関係閣僚会合の誘致

について、質問をいたしました。

12月定例会では、前知事から「誘致する分野
の選定などについて、長崎市とも十分協議しな

がら検討を進めていく」との答弁があり、そし

て、6月定例会では、大石知事から、「長崎市
と連携を図りながら、開催実現に向けてしっか

りと取り組んでいく」との前向きな答弁があり

ました。

また、県議会においても、6月定例会におい
て、「2023年Ｇ７関係閣僚会合の長崎開催を求
める決議」を議決し、岸田総理及び林外務大臣

に対して、会合の長崎開催を強く求めてきたと

ころであります。

そして、このたび、我々の念願が叶い、保健

大臣会合の長崎開催が決まりました。まずは、

ここに至るまでの県、市の取組を高く評価した

いと思います。

今後は、保健大臣会合会の開催を通して、長

崎の国際的な知名度の向上を図り、地域活性化

へとつなげていきたいと思いますが、保健大臣

会合の長崎開催決定についての知事の所感をお

尋ねいたします。

3、知事の政治姿勢について。
（1）知事就任から半年の総括について。
知事就任から半年、全国最年少、子育て世代

の知事の誕生に期待感を持った県民も少なくな

いと思います。

一方で、先日の新聞記事でも、「政策への反

映はこれから」とあったように、知事の思いが

具体的な取組として形にあらわれていないよう

に思えます。

知事就任から半年、どのような思いで県政に

向きあい、どのようなことに取り組んでこられ

たのか、お尋ねをいたします。

（2）施策の実現に向けたかじとりについて。
知事は、選挙に当たり、マニフェストを作成

されていますが、その中には、速やかに対応し

なければならないものもあれば、財源をはじめ、

課題を一つひとつクリアしなければならないも

の、あるいは歴代の県政において取組を続けて

きたものなど、様々あるように思います。

知事の目指す「新しい長崎県づくり」を進め

るに当たり、マニフェストの実現に向けて、知

事の4年の任期において、また、来年度の予算
編成において、どのように進めようとしている

のか、県民の目に見えるメッセージとなるよう、

マニフェストの実現に向けた工程や見通しを示

してもらうよう、お願いをいたします。

4、新型コロナウイルス感染症について。
（1）医師である知事としての対策について。
新型コロナウイルス感染症については、いま

だに収束の兆しを見せず、第7波においては、
一日の感染者が4,600人に達した日もあり、発熱
外来などの医療機関や保健所の逼迫が伝えられ

たところです。

知事は、選挙公約において、「コロナと闘う

医療専門家」を掲げ、「様々な特色ある対策を

講じることによって、社会経済活動との両立の

ため、医師としての専門性を発揮し、感染拡大

防止に努めていく」と表明されました。公約を

見た県民としては、終わりの見えないコロナウ
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ィルスに対して、大石知事の手腕に期待した方

も多かったと思います。

社会がウィズコロナに向かう中、感染拡大に

効果的な対策が限られていることは理解します。

しかし、知事就任後、感染が拡大し、亡くなら

れる方も増えているのが実情であり、知事が公

約で掲げた医療専門家としての対策がどこまで

効果があったのか、疑問に感じております。

医師である知事として、これまでどのような

特徴ある施策を行ってこられたのか、どのよう

な効果があったと考えておられるのか、お尋ね

をします。

（2）救急搬送について。
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する

中、消防の救急搬送に当たり、大都市だけでな

く、全国各地で熱中症の発生もあって、救急搬

送が難航する事案が増加しているとの報道が相

次ぎました。

その結果、一刻を争う傷病者の救急搬送が遅

れ、助かる命が助からない事態が発生しないか、

非常に心配しているところです。

長崎県では、どのような状況なのか、本県の

第7波における救急搬送の状況と、それに消防
がどのように対応しているのか、お尋ねをいた

します。

5、霊感商法等に関する相談状況について。
消費者を取り巻く環境は、社会情勢の変化に

伴い、消費者問題も、ますます複雑・多様化し、

悪質商法による消費者被害も後を絶ちません。

悪質商法の手口も巧妙化しており、運気がア

ップするとして数珠や財布などを高値で買わせ

る開運商法と呼ばれる手口もあると聞いており

ます。

開運商法の中には、最近、マスコミに取り上

げられている、いわゆる霊感商法があります。

例えば、「私は霊が見える。あなたには悪霊が

ついており、そのままでは病状が悪化する。こ

の数珠を買えば悪霊が去る」と告げて勧誘する

など、霊感などの特別な能力があるように見せ

かけ、消費者の不安をあおり、高額な商品等を

買わせる手口です。

平成30年の改正消費者契約法では、いわゆる
霊感商法については、取消しができると定めら

れましたが、全国の相談件数を見ると、被害は

なくなっていないと感じています。

国においても、霊感商法の対策が取られはじ

めたと聞いております。県消費生活センターで

は、消費生活に関する苦情相談に対応しておら

れますが、開運商法と、その中の霊感商法に関

する相談の状況について、お尋ねをいたします。

6、高校生の県内就職率の全国順位と上昇の
要因等について。

県におかれては、これまで人口減少対策とし

て様々な取組を行ってきておりますが、その中

で、近年、成果が上がってきている施策として、

高校生の県内就職促進が挙げられると思ってお

ります。

近年の高校生の県内就職率の推移を見てみま

すと、3年連続、過去最高を更新するなど大き
く伸びており、大変評価したいと考えておりま

す。

各都道府県において、人口規模や都市構造が

異なる中で、一概に比較して論じることは難し

い点もあろうかと思いますし、また、県内就職

率は、順位を競うものではないと思っておりま

すが、全国や九州との比較において、相対的に

どのような位置にいるのかがわかれば、もう少

し具体的なイメージが持てるものと思っており

ます。

そこで、直近の高校生の県内就職率について、
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データが把握できる範囲で、全国や九州におけ

る順位、対前年度の伸び幅の順位について、お

尋ねします。

また、令和3年度の県内就職率が対前年度と
比較して上昇した要因と、今後どのように維持、

そして向上を図っていくのか、お尋ねをします。

7、水産物・農産物のＰＲと販売促進につい
て。

本県の水産業、農業は、近年、養殖業産出額

や農業産出額が増加傾向にあり、コロナ禍にお

いても、令和3年度の輸出額が過去最高となる
など、本県産業の中でも、今後、さらに伸びて

いくことが期待される産業であると認識してい

ます。

そこで、本県の水産物、農産物の全国ＰＲや

販売促進に力を入れることで、認知度や魅力の

向上につながると考えますが、本県における水

産物、農産物のＰＲと、販売促進についての水

産部長及び農林部長の考えをお尋ねいたします。

8、土木行政について。
（1）管理者不明橋について。
県が管理している河川区域内においては、多

くの橋が架けられていると思いますが、その中

でこれまでの新聞報道によれば、河川に無許可

で設置されたいわゆる管理者不明橋は、古い橋

が多いため、老朽化による通行者の事故や災害

時の落橋による被害拡大などの発生が懸念され

ることから、全国的に問題となっているようで

す。

本県においても、数多くの不明橋が存在する

と聞いており、先の質問の際にも実態調査を実

施する旨の答弁がありましたが、現在、県内の

各地域にどの程度の不明橋が確認され、その不

明橋の解消に向けて、どのように対応していく

のか、お尋ねをいたします。

（2）空き家対策について。
本年7月には、長崎市の推計人口が40万人を

下回ったことが判明するなど、本県においても

人口減少が大きく進む中、今後、ますます空き

家が増えていくものと考えております。

老朽化した空き家が増えると、地震や台風な

どの災害時に周辺への被害を拡大させるおそれ

があるほか、日常においても、敷地内の樹木が

伸び放題となり、蜂やシロアリなどの害虫の問

題や防犯上の不安があるなど、敷地を含めた空

き家の適正管理が必要とされているところです。

一方で、空き家は、個人財産でありますから、

行政で対応することが困難であることも認識し

ておりますが、県内の空き家の現状はどのよう

になっているのか。また、県は、どのような取

組を行っているのか、お伺いをいたします。

9、教育行政について。
（1）教員の魅力発信について。
昨今、教員の長時間労働が新聞やテレビ等で

話題となり、教職は、ブラックであるとのマイ

ナスの側面ばかりが取り上げられています。

一方で、私の身近には、学習指導や部活動指

導等による子どもたちの成長に魅力を感じ、や

りがいを持って誠心誠意、取り組んでいる教員

がいます。

私は、教員の魅力をもっと発信していけば、

教員になりたいと憧れを持つ者が増え、教員の

なり手不足の解消につながっていくのではない

かと考えますが、県教育委員会としては、この

ことについてどのように考え、どのような取組

を進めていくのか、お伺いをいたします。

（2）魅力的な学校づくりについて。
人々の価値観の多様化や、家庭や地域におけ

る教育力の低下などによって、現在、学校は様々

な問題に直面しています。特に、小中学校にお
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ける子どもたちの不登校の増加や、先ほどもお

尋ねした教員のなり手不足については、深刻な

問題であると捉えています。

そのような中、小中学校が子どもたちも先生

方も、「学校に行くのが楽しい」、「勉強する

のが楽しい」と思える魅力的な場所にしていか

なければならないと考えます。

そこで、子どもにとっても、教員にとっても、

魅力的な学校づくりをどのように考えているの

か、お尋ねをいたします。

以上で、演壇からの質問を終わらせていただ

き、以降は、対面演壇席から再質問をさせてい

ただきます。ご答弁のほど、よろしくお願いい

たします。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 久保田議員のご

質問にお答えする前に、このたび、台風14号に
より、本県では数名が軽症を負われたほか、他

県では死傷者が出るなど、被害が生じておりま

す。

お亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆

様に深く哀悼の意を表しますとともに、負傷さ

れ、また、被害を受けられた方々に衷心よりお

見舞いを申し上げます。

それでは、久保田議員のご質問にお答えいた

します。

まず、ＮＰＴ再検討会議に参加したことにつ

いての所感とのお尋ねですけれども、ＮＰＴ再

検討会議は、核軍縮等に取り組む各国政府代表

や国際ＮＧＯなどが一堂に会する貴重な機会で

あり、今回、我が国からは、岸田総理大臣が日

本の総理大臣として初めて参加したほか、県内

からも被爆者の皆様や被爆者団体、長崎市長な

ど、多くの関係者が参加されております。

こうした機会に広島県と連携して開催したサ

イドイベントや軍縮関係者との面会などを通し

て、平和を願う皆様とともに、核なき世界の実

現に向けた被爆地の強い思いを発信することが

できました。

また、軍縮関係者からは、「被爆の実相の発

信・継承」や、「若い世代の人材育成が被爆地

の取組として重要」とのご意見をいただいたと

ころであり、被爆県の知事として、平和の発信

や次代を担う人材育成に取り組む意義を強く感

じ、その決意を新たにしたところであります。

次に、ＮＰＴ再検討会議に参加したことを受

けた今後の取組についてとのお尋ねですが、今

回の再検討会議への参加を通して、世界に向け

て被爆の実相を発信していくことが被爆地の重

要な役割であることを再認識したところであり

ます。

今後も、あらゆる機会を捉えて、長崎市と連

携し、各国指導者の長崎訪問を働きかけていく

とともに、各国政府を動かす市民社会の世論を

喚起するため、広島県、ＮＧＯ等と連携し、核

兵器廃絶に向けた平和の発信に取り組んでまい

ります。

また、被爆者の高齢化が進む中、被爆者の意

思を引き継ぎ、次代の平和活動を担っていく人

材の育成も重要であることから、長崎市、長崎

大学と連携して取り組んでいる「ナガサキ・ユ

ースプロジェクト」や、平和教育についても、

さらなる充実を図ってまいります。

次に、Ｇ７保健大臣会合の長崎開催決定につ

いての所感のお尋ねですが、100年に一度の変
革の時期を迎える中、本県で初めてとなるＧ７

関係閣僚会合の開催が決定したことを、まず、

心から歓迎をいたします。

今回の国の決定に感謝するとともに、県議会

や本県選出国会議員をはじめ、これまでご尽力
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いただいた皆様に厚く御礼を申し上げます。

今回、開催地として選ばれたことで、西九州

新幹線の開業やＩＲ誘致、県庁舎跡地の整備、

そして、「長崎スタジアムシティプロジェクト」

等により、新たな人の流れや賑わいの創出が期

待される本県の魅力を世界に示すことができる

のではないかと考えております。

また、長崎は、我が国における西洋医学教育

のはじまりの場所であり、近年においても、長

崎大学における感染症研究等を通じて、世界の

医療、公衆衛生の発展に貢献してきております。

今回、新型コロナウイルス感染症など国際社

会が直面する保健分野の課題について議論が交

わされる保健大臣会合の開催地として選ばれた

ことで、本県の強みを改めて世界に示すことが

できるのではないかと期待をしております。

さらに、長崎と広島は、ともに原爆被爆の惨

禍を経験し、核兵器廃絶と世界恒久平和への思

いを発信し続けてきた平和都市であり、その両

都市でＧ７サミットと関係閣僚会合が開催され

ることは、平和のメッセージを世界に発信する

うえでも、大きな意義を持つものと考えており

ます。

今後、国や長崎市をはじめ、関係機関と連携

しながら、万全の準備を進め、Ｇ７保健大臣会

合の開催を本県の多彩な魅力を国内外に広く発

信する機会とし、さらなる交流人口の拡大や地

域経済の活性化を図ってまいります。

次に、知事就任から半年、どのような思いで

県政に向きあい、どのようなことに取り組んで

きたのかとのお尋ねですが、私は、知事就任以

来、施策の継続性を意識つつ、変えるべきもの

は可能なものから変えるよう、心がけてまいり

ました。

そして、県勢発展のためには、関係者との対

話による信頼関係の構築や、県民の皆様から幅

広く意見を伺うことが大切と考えております。

そのため、九州新幹線西九州ルートに関して、

佐賀県の山口知事とあらゆる機会を捉えて意見

交換を行っているほか、石木ダムにおいては、

川原地区にお住まいの皆様と継続した話し合い

の場を設けさせていただいております。

また、各市・町長との皆様とも連携会議にお

いて、人口減少対策等について意見交換を行っ

てきたほか、県民車座集会「こんな長崎どがん

です会」においては、将来を担う若者をはじめ、

子育てに携わる方々、ＵＩターン者などから、

大変有益なご意見をいただいたところでありま

す。

新型コロナウイルス感染症対策については、

就任後、速やかに後遺症専門外来の体制を整備

したほか、有症状者自らが診療・検査医療機関

を検索できるＷｅｂマップを開設いたしました。

併せて、医療機関及び保健所の負担軽減のた

め、今般、発生動向の全数把握を見直したとこ

ろであります。

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大に加え、原油価格や物価高騰の影響を受けて

いる事業者の方々を支えるため、中小事業者の

資金繰りや省エネ設備の導入等に対する支援に

取り組んでいるところであり、貨物運送業に対

する支援措置等についても、今議会に補正予算

を提案しております。

このほか、デジタル化の推進に関しては、民

間人材の登用や、離島の高度専門診療体制の整

備などを進めているところであります。

しかしながら、まだまだ十分とは言えず、引

き続き、県議会や県民の皆様のご意見をお聞き

しながら、県勢発展に向けて全力で取り組んで

まいります。
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次に、マニフェストの実現に向けた工程や見

通しを示してもらいたいとのお尋ねですが、マ

ニフェストの実現に向けては、県議会をはじめ、

県民の皆様の意見を十分にお聞きするとともに、

市町や関係団体、関係者の皆様としっかりと議

論を重ねていくことが重要であると認識をして

おります。

そのうえで、予算編成や総合計画への反映な

ど、県の施策に位置づけることを通してマニフ

ェストの実現を図っていくことが必要であると

考えております。

そのため、来年度の予算編成に向けて、マニ

フェストに掲げる内容も含め、重点的に検討す

べきテーマを設けたところであります。

また、中・長期的な観点では、社会経済情勢

の変化やマニフェストを踏まえた施策の追加な

ど、総合計画の一部見直しを行ってまいりたい

と考えております。

マニフェストの工程などについては、このよ

うな県の施策への反映の過程を通じて整理を行

ってまいります。

次に、医師である知事として、これまで、ど

のような特徴のある施策を行い、どのような効

果があったと考えているのかとのお尋ねですが、

私は、知事就任以降、感染力が強い一方で、重

症化はしにくいオミクロン株の特性や、ワクチ

ン接種の進展等を踏まえ、コロナと共生し、社

会機能が維持できる範囲の中で、社会経済活動

を可能な限り継続していくとの方針で取り組ん

でまいりました。

そのため、基本的な感染防止対策の徹底を県

民の皆様に繰り返しお願いするとともに、重症

化リスクの高い高齢者などへの対策へと重点化

を図り、医師であることを活かして、保健・医

療提供体制の充実や効率化、負担軽減策等を可

能な限り進めてきたところであります。

また、県民の皆様が過度に恐れることなく対

応の判断ができるよう、医療・福祉関係者の意

見をお聞きしたうえで、医学的な知見や医療・

福祉現場の現状をわかりやすく情報を発信する

ことにも努めてまいりました。

具体的には、自宅療養者に対し、留意点や相

談窓口への案内など、保健所からの初回連絡に

ついて、これまでの電話からショートメールへ

変更し、全国に先駆けてデジタル化を推進する

ことで迅速化を図り、また、保健所の限られた

人員を、より重症化リスクの高い方への対応に

充てることといたしました。

また、発生届けの限定化についても、健康管

理には、これまでと原則変わらず対応していく

との判断のうえで、全国一律の適用を待つこと

なく、いち早く取り組み、医療機関の負担軽減

を図っております。

また、発熱等有症状者が急増したことにより

医療が逼迫した8月には、学会等の見解をもと
に、60歳未満の重症化率は、季節性インフルエ
ンザと同程度であることや、発熱外来の受診フ

ローを示し、緊急受診の必要性が低い方の夜

間・休日の救急外来の受診はお控えいただくよ

う、県民の皆様に協力をお願いしたところであ

ります。

今後とも、新たに出現し得る変異株の特性と

医療状況をしっかりと見極めながら、限られた

医療資源を、より必要とされる方に行き届くよ

う対策を推進し、県民の命と健康を守ってまい

ります。

残余のご質問については、関係部局長から答

弁をさせていただきます。

〇副議長（山口初實君） 危機管理監。

〇危機管理監（多田浩之君） 第7波における救
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急搬送困難事案の状況と消防の対応についての

お尋ねですが、消防庁では、医療機関への受入

れ照会回数が4回以上で、かつ照会のための現
場滞在時間が30分以上のものを搬送困難事案
と位置づけ、県庁所在地等を調査しております。

これによりますと、搬送困難事案の件数は、

第7波のうち7月4日から9月4日にかけては、長
崎市消防局では208件、前年の58件の3.6倍に、
独自に調査されている佐世保市消防局でも155
件、前年の71件の2.2倍にと、それぞれ大きく増
加しております。

このため、消防においては、救急車の適正利

用を呼びかけるとともに、長崎市消防局では、

医療部門と医療機関の受入れ可能病床数等の情

報を共有し、医療機関への照会の際に活用する

とともに、救急要請が多い時間帯での予備救急

隊の編成を行っております。

また、隊員が得た医療機関の受入状況を救急

隊の間で共有するなどし、搬送困難事案の解消

に向け取り組んでいるところでございます。

〇副議長（山口初實君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（貞方 学君）県の消費生

活センターにおける開運商法と、その中の霊感

商法に関する相談の状況についてのお尋ねでご

ざいます。

運気が上がるなどと勧誘し、商品等を購入さ

せる開運商法に関する相談は、令和元年度から

令和3年度までに計15件、寄せられております
が、その相談の中には、消費者契約法で定める

霊感商法に関する相談はございませんでした。

しかし、全国的には霊感商法に関する相談が

いまだ多く寄せられている状況であり、国にお

いては、今月から霊感商法等の旧統一教会問題

に関する合同相談窓口を開設し、集中的に対応

しているところでございます。

県におきましても、相談が寄せられた場合に

は適切に対応してまいります。

〇副議長（山口初實君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（村田 誠君） 私から、2
点お答えをいたします。

まず、直近の高校生の県内就職率の全国や九

州における順位、対前年度の伸び幅の順位につ

いてのお尋ねです。

令和3年度の県内就職率は、速報値で72.1％、
前年度から2.2ポイントの増となっております。
現時点では、全国の数値が公表されておりま

せんことから、率や伸び幅の順位については、

判明していないところであります。

データの把握ができる令和2年度の69.9％に
つきましては、全国では40位、九州で4位、前
年度からの伸び幅は4.3ポイントの増であり、全
国で5位、九州では2位となっております。
次に、令和3年度の県内就職率が上昇してい

る要因と今後の取組についてのお尋ねでござい

ます。

高校生の県内就職促進に向けましては、これ

までキャリアサポートスタッフをはじめとする

学校現場による支援や、県内企業見学会の実施、

1回目の採用選考で不採用となった生徒への未
内定対策の強化など、きめ細かな就職支援に注

力してまいりました。

こうした取組の成果としてあらわれてきてい

るほか、一部、コロナ禍における地元志向の高

まりも上昇の要因になったものと考えておりま

す。

今年度は、これまでの取組を継続いたします

とともに、就職先を具体的に検討し始める前の

2年生を対象とした広域企業説明会を新たに実
施し、高校生が県内企業を知る機会をさらに充

実させるなど、県内就職率の向上に努めてまい



令和４年長崎県議会・９月定例会（９月２０日）

- 87 -

ります。

〇副議長（山口初實君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 私から、1点お答え
いたします。

本県水産物のＰＲと販売促進についてのお尋

ねですが、県産水産物をＰＲすることにより、

全国的に認知度を高めて販売を促進することが

重要であると考えております。

これまでも、東京や大阪で開催される展示商

談会でのＰＲ活動を支援してきており、飲食・

業務向けの取引先の開拓や拡大につながってお

ります。

また、消費者向けのＰＲとして、関西等の大

手量販店や生協で販売フェアを開催し、継続取

引や商品の定番化に取り組んでおります。

さらに、今年8月には、北関東のショッピン
グモールにおいて、「長崎フェア」を開催し、

観光情報発信のイベントに合わせ、マグロやイ

サキなどを販売し、本県水産物の魅力をアピー

ルしたところであります。

今後は、西九州新幹線開業で全国的な注目度

が高まっているこの時期を捉え、水産物のＰＲ

を充実させ、具体的な成果に結びつけてまいり

ます。

〇副議長（山口初實君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 私の方から、1点お
答えさせていただきます。

本県農産物のＰＲと販売促進についてのお尋

ねですが、本県農産物のＰＲについては、県が

主体となって、首都圏、関西圏のホテルや飲食

店での「長崎和牛フェア」を開催するほか、農

業団体においても、ＳＮＳを活用した本県いち

ごのおいしさなどの魅力を伝える動画配信等に

取り組んできたところです。

また、販売促進対策としては、大消費地であ

る関西圏等の量販店での売場を確保するため、

県と農業団体でバイヤーの産地招聘や現地にお

ける「長崎フェア」開催などに取り組むととも

に、産地においては、農産物の安定供給を図る

ことで、市場関係者や量販店等との継続した取

引につながっております。

これらの取組の結果、インターネット調査に

よる県外での認知度は、調査開始から令和3年
までの9年間で、長崎和牛が29％から43％へ、
いちごが50％から60％まで上昇しております。
今後は、本県農産物のさらなる認知度向上や

販売促進に向け、旬の時期におけるトップセー

ルスの実施やＳＮＳを活用した若い消費者への

戦略的な情報発信など、農業団体とも連携して

て取り組んでまいります。

〇副議長（山口初實君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 私からは、2点お答
えいたします。

まず、管理者不明橋についてのお尋ねですが、

令和4年3月末時点での県管理河川内における
管理者不明橋は960橋ありましたが、関係市町
等への聞きとりなどを行った結果、令和4年8月
末時点で273橋減少し、島原振興局管内200橋、
長崎振興局管内148橋、県央振興局管内114橋な
ど、県内合計687橋となっています。
県としては、貼り紙による情報提供の呼びか

け等を継続し、管理者の特定などに努め、河川

管理の適正化を図ってまいります。

次に、空き家対策についてのお尋ねですが、

平成30年時点の本県の住宅の総数約66万戸の
うち、空き家は約10万2,000戸、さらに、この
うち利用のめどが立っていない一戸建ての空き

家は、約4万8,000戸と推計されます。
空き家所有者には、適切な管理が求められ、

行政は、除却を含む適正な管理指導と利活用促
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進の2つの観点から空き家対策に取り組んでい
ます。

老朽化し、危険なものは、市町が空き家法に

基づく空き家の調査、所有者への指導や除却の

補助等を実施し、県は市町に対し、必要な助言

等を行うこととなっています。

また、利活用については、子育て世帯等向け

に中古住宅の取得やリフォームに対し、市町と

連携して支援を行っています。

今後は、空き家所有者が適正に維持管理する

ことの動機づけを行うような新たな方策につい

て、民間団体や市町と連携し、研究してまいり

ます。

〇副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）私の方から、

教育行政について、2点お答えさせていただき
ます。

まず、教員の魅力発信が、なり手不足の解消

につながるのではないかというお尋ねでござい

ます。

ある民間会社が、全国約2,000人の教員を対象
に実施した調査によりますと、「教員になりた

い」と思った最多の理由は、「子どもの頃に尊

敬する教員、あこがれる教員に出会ったから」

というものでした。

このことからも教員が子どもたちにとって輝

く存在になれますよう、働きがい改革を一層推

進していきますとともに、議員からお話があり

ましたように、現在、子どもたちが尊敬し、あ

こがれる先生方が数多くおりますので、そのよ

うな先生方にスポットを当て、教員の魅力とし

て発信することは有効な取組であると考えてお

ります。

今後、高校生や大学生への情報提供にとどま

らず、テレビや新聞などメディアを通じた広報、

若年層に向けたＳＮＳなど、様々な媒体を活用

した教員の魅力発信について検討してまいりた

いと考えております。

次に、魅力的な学校づくりをどのように考え

ているのかとのお尋ねでございます。

子どもと教員にとりまして、学校が魅力的な

場所となっているかを絶えず問い直していくこ

とは、校長が学校経営を進めるうえで大変重要

なことであると考えております。

学校が魅力的な場所であり続けるには、まず

は子どもたちが友達と安心して過ごすことがで

きる環境をつくり、その中で自分の能力を存分

に発揮しなから、やりがいを持って学習に取り

組んでいくことが大切でございます。

例えば、ふるさと教育では、地域を舞台に子

どもたちが仲間と協力しながら主体的に探究学

習を進める中で成長していく姿が見られます。

このように生き生きと学び、成長していく子

どもたちの姿を見ることは、教員にとって何も

のにもかえがたいやりがいを実感できることで

あり、そのような教育を推進することで、魅力

的な学校づくりに努めてまいりたいと考えてお

ります。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君） 知事をはじめ、それ

ぞれご答弁いただき、ありがとうございました。

それでは、再質問させていただきますが、霊

感商法、開運商法について、警察本部長にお尋

ねしたいんですけれども、先ほど県民生活部長

から、霊感商法はゼロ件、開運商法は15件の相
談を受けているとの説明がありましたが、県警

察での事件の取扱いや相談はあるのか、お伺い

をいたします。

〇副議長（山口初實君） 警察本部長。

〇警察本部長（中村 亮君） 県警察では、令和
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元年以降、いわゆる霊感商法に関する事件の取

扱いはございません。また、同種商法の警察安

全相談につきましては、1件を受理しておりま
す。

県警察といたしましては、霊感商法に関する

相談等について、内容に応じて相談者に対し、

助言、指導などの必要な措置を講じるとともに、

刑罰法令に抵触する行為が認められる場合は、

速やかに捜査を行い、検挙措置を講じるなど、

適切に対応してまいります。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君） 次に、ＮＰＴについ

てでございますけれども、今回の再検討会議は、

前回に引き続き、最終文書が採択されずに閉幕

するという結果に終わり、ＮＰＴ体制への不安

の声や、核軍縮交渉の停滞を危惧する声も聞か

れております。

こうした状況を踏まえてＮＰＴ体制の課題に

ついて、知事はどのように考えておられるのか、

お尋ねをいたします。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 今回の再検討会議では、

各国間で様々な主張や反論が繰り返され、核保

有国と非保有国の対立や、さらには、核保有国

間の隔たりも顕在化いたしました。

こうした国際社会の分断が深まる中で、関係

国における信頼関係の再構築が大きな課題であ

ると認識をしており、多国間交渉プロセスであ

るＮＰＴ体制においてコンセンサスを得ること

の難しさを改めて感じたところであります。

厳しい国際情勢の中で、核軍縮を着実に前進

させていくためには、核兵器は、決して使用さ

れてはならない兵器であることを関係国間で共

有したうえで、国際社会が協調して対話と行動

を積み重ねていく必要があります。

また、各国政府を動かすためには、一人ひと

りが核廃絶の当事者として問題意識を持って行

動することが大切であることから、核廃絶を次

期ＳＤＧｓの目標として位置づけられるよう、

広島県と連携しながら取り組んでまいりたいと

考えております。

被爆地の使命として、各国指導者の被爆地訪

問や世界に向けた被爆の実相の発信にこれまで

以上に力を尽くしてまいりたいと考えておりま

す。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君） 次に、ＮＰＴ再検討

会議準備委員会への参加についてですが、

ＮＰＴ再検討会議は、5年に1回の開催になりま
すが、その間、本会議開催のための準備委員会

が開かれると承知しております。

長崎市長は、これまで準備委員会にも参加し、

ＮＧＯセッションでスピーチを行ったこともあ

りますが、知事として準備委員会にも参加し、

何らかの取組を行う考えはないのか、お尋ねを

いたします。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）ＮＰＴ再検討会議の準備

委員会は、再検討会議に先立つ3年間に毎年一
度、開催され、再検討会議の成果文書に盛り込

む核軍縮や核不拡散等に関する内容について、

各国政府代表等で議論する場であります。

被爆県の知事として、こうした国際会議の場

において、核なき世界の実現に向けた被爆地の

思いを訴えることは重要であると考えており、

参加の意義や役割について、関係者とも十分に

協議をしながら検討してまいりたいと考えてい

ます。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君）準備委員会ですけれ
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ども、ＮＰＴに対する知事の思いもあって、急

遽、ＮＰＴに行くことに決まったわけですけれ

ども、ぜひ準備委員会にも前向きに参加してい

ただきたいというふうに思うんですが、いま一

度、お気持ちをお聞かせください。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）準備委員会に参加すると

いうこと、また、その場で発信するということ

は、非常に重要だと思っておりますので、その

辺についてもしっかりと役割と意義を協議した

うえで検討していきたいと思っています。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君） 次に、Ｇ７関係閣僚

会合についてお尋ねしますが、要人警護・警備

に不安を持っておられる県民の方もいらっしゃ

いますが、それを踏まえて警察本部長にお尋ね

したいんですけれども、来年のＧ７関係閣僚会

合では、各国の要人が来県されると思います。

本県でのＧ７関係閣僚会合の開催を控え、県

警察としてどのように考えておられるのか、お

伺いをいたします。

〇副議長（山口初實君） 警察本部長。

〇警察本部長（中村 亮君）要人の警護につき

ましては、本年7月8日、奈良市内において、安
倍元内閣総理大臣が街頭演説中に銃撃され、死

亡するという重大な事件が発生し、先般、警察

庁において、警護の検証と抜本的な見直しがな

されたところであります。

長崎県警察としましても、要人警護に関する

極めて厳しい現状をしっかりと認識するととも

に、要人の身辺の安全確保を第一に、警察庁か

らの指導を受けながら、関係都道府県警察、関

係省庁と緊密な連携を図り、万全の警護・警備

に向けた諸対策を講じてまいりたいと考えてお

ります。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君） 次に、Ｇ７関係会合

を成功させるためには、県、市だけでなく、広

く県民を巻き込んだ機運の醸成や、おもてなし

向上などの取組が不可欠だと思います。

今後、会合の開催に向けて、それらのことに

もしっかりと取り組むことを要望いたします。

次に、知事にお尋ねしますが、関係閣僚会合

の長崎開催は、訪れた要人に被爆の実相に触れ

ていただく絶好の機会だと考えております。

そこで、各国要人を原爆資料館や平和公園等

へ案内することを検討するのか、お尋ねをいた

します。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）核兵器のない世界の実現

のためには、多くの人が被爆の実相に触れ、核

兵器の非人道性を理解することが重要であると

考えております。

そのため、保健大臣会合に参加する要人等に

対しても、国や長崎市と調整を図りながら、原

爆資料館等の視察を通して、被爆の実相に触れ

ていただくことを検討してまいります。

今後も、あらゆる機会を捉えて核兵器のもた

らす悲惨さと非人道性を世界の人々に訴え、一

日も早い核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を目

指してまいりたいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君）Ｇ７会合が長崎で開

催されますが、もちろん、会合の開催、そして、

長崎の知名度を上げるというのも大事だと思う

んですが、被爆地である長崎であるからこその

役割、また使命というものがあると思うんです

が、先ほどから被爆の実相という言葉を何度も

聞くんですけれども、やはり原爆資料館や平和

公園等へ直接足を運んでいただくということを
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していただきたいと思いますが、その実現に向

けて努力していただきたいと思うんですが、知

事、いま一度お願いします。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）国や長崎市との調整が必

要な部分ではございますけれども、原爆資料館

等の視察等も含めて各国要人に被爆の実相に触

れていただく機会、その実現に向けて努力をし

ていきたいというふうに思います。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君）ぜひ実現していただ

きたいと思います。

次に、今後、来年のＧ７関係閣僚会合の開催

に向けて、県と市が引き続き連携して具体的な

取組を進める必要があると考えますが、そこで、

人員体制と予算状況について、お尋ねをします。

〇副議長（山口初實君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君）これまで長

崎市とは、共同で誘致計画を作成し、また、国

への要望活動を実施するなど、緊密に連携して

誘致に取り組んでまいりました。

現在、長崎市とは、開催に向けた準備を進め

るための専任事務局を県庁内に設置する方向で

協議に入っております。

今後、この専任事務局をできるだけ早く設置

いたしまして、国との連絡調整や官民協働の推

進協議会の設立、県民の機運醸成、必要な予算

措置等につきまして、具体的に検討していくこ

とといたしております。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君）部長にもう一度聞き

ますけれども、まず、その会合の日程がまだは

っきりわかってないんですけれども、今年度に

専任事務局を立ち上げると思うんですが、補正

予算の必要もあろうかと思いますけれども、そ

のあたり、補正予算についてはどのように考え

ておられるのか。

〇副議長（山口初實君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君） 今、議員ご

指摘のとおり、開催時期がまだちょっとはっき

りしておりません。場合によっては、11月定例
会ではちょっと遅いかなというところもござい

ますので、長崎市とも協議が必要でございまし

て、本定例会の会期中に追加提案させていただ

くことも含めて、長崎市と早急に検討をしてま

いりたいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君）ぜひＧ７関係閣僚会

合の成功、そして、実りあるものにしていただ

きたいというふうに思います。

次に、知事の政治姿勢についてでございます

けれども、私は、知事と高校が同じで、部活動

も同じだったということもあって、厳しいよう

な質問は、なかなかしにくいところもあるんで

すが、それはそれ、これはこれでちょっとお伺

いしますが、去る9月2日の西日本新聞で、「大
石知事の就任から半年を迎え、聞く力発揮、実

行力見えず」との記事がありました。知事もご

覧になられたと思いますが、この記事について、

知事の感想をお聞かせください。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 私は、知事就任以降、県

政の各分野における関係の皆様との対話や意見

交換などを通して信頼関係の構築に取り組んで

まいりました。

一方で、政策実現への道筋が見えないなどの

ご指摘については、やはり真摯に受け止めたい

というふうに思います。

今回、来年度予算編成に向けた「重点検討テ

ーマ」を設けたところでありまして、今後、具
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体的な施策の検討について取り組みたいと考え

ています。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君） 次に、先ほどの本質

問で知事の政治姿勢について、お尋ねをいたし

ましたが、知事就任から6カ月がたち、貴重な
県の予算を投入するわけですから、マニフェス

トに掲載されている事業については、県民のニ

ーズとしても必要な事業、あるいは現時点では

関係者の合意が得られておらず、早期実現には

高いハードルがある事業など、勇気ある撤退を

含めて事業仕分けが必要ではないかと考えます

が、知事の考えをお尋ねいたします。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 私は、マニフェストに掲

げたものについては、いずれも可能な限り実現

したいという思いを持っております。

一方、先ほども申し上げたとおり、マニフェ

ストの実現に向けては、関係者の皆様とも議論

を尽くしていくことが重要であると考えていま

す。

また、本県の財政状況は依然として厳しいこ

とから、社会環境の変化に適切に対応しつつ、

限られた財源をどのような施策に優先的に活用

していくべきか、十分な検討が必要であると認

識をしています。

さらに、マニフェストの中には、国において

議論が進んでいるものもあることから、国の制

度や施策の動向を注視していく必要もあると考

えています。

マニフェストに掲げる各項目の県の施策への

反映については、こうした観点も踏まえながら、

予算編成や総合計画の見直しの過程の中で検討

してまいりたいと考えています。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。

〇１４番（久保田将誠君）県民や関係者の声を

聞きながら、引き続き検討を進めていくという

方向性はわかりましたが、個別の政策について

幾つか方向性や取組を確認したいと思います。

先ほど、私が「事業仕分け」という言葉を使

ったのは、前回の一般質問でクロスロードにつ

いて、知事が「夢である」というふうに言われ

たものですから、やっぱり有権者、県民の方は、

施策を見て、マニフェストというふうに思う方

もいらっしゃるので、そういう意味で、これは

夢です、これは現実的に実現していきたいとい

うものを分けた方が、知事としても仕事がしや

すいのではないかと思いまして、あえて事業仕

分けをしたらいかがかなというふうに聞いたわ

けでございます。

次に、女性副知事の登用について、お尋ねし

ますが、県民としては、なぜ登用が実現できな

いのかと、理由を知りたいところですが、一方

で、知事就任後の2度の議会において、2人の副
知事を選任したという経過がある中で、あえて

この場でお伺いすることはしませんが、私とし

ては、ぜひ実現してもらいたいと考えております。

女性副知事の誕生を応援する立場から、女性

副知事の登用について、改めてどのように考え

ておられるのか、お尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 副知事には、私のサポー

ト役として、また、県庁全体の調整役として、

私と一体となって県政運営に関わり、重要施策

の決定の場に参画して助言していただくという

役割があり、そのような職責を担える方にお願

いしたいと考えております。

女性副知事の登用については、しかるべき時

期に実現できるよう、しっかり引き続き検討を

進めてまいります。
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〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君）ぜひ実現していただ

きたいと思います。

次に、ペット殺処分ゼロを目指すことについ

てですが、他の自治体では、既にゼロ宣言をし

ているところもあります。

長崎県では、殺処分ゼロが実現できるのか、

やるとしたら、どういった方法で、いつ頃まで

に達成するのか、その実現のためのロードマッ

プがあれば具体的な答弁をお願いします。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）動物の殺処分ゼロについ

ては、ぜひとも実現したいと考えております。

このため、人と動物が共生できる社会の実現

に向け、まずは、その基本原則となる「動物の

愛護及び管理に関する条例」の制定に取り組ん

でいるところでございます。

議員ご指摘のロードマップにつきましては、

現時点でお示しする状況ではございませんけれ

ども、今後、速やかに動物の収容数の削減、譲

渡の推進、関係者との連携について、実施時期

や具体的内容を明らかにしたロードマップを取

りまとめ、その推進を図ることで早期の殺処分

ゼロを目指してまいりたいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君） 次に、新たな活性化

策としてのスポーツ振興についてですが、近年、

日本で開催されたラグビーやサッカーのワール

ドカップなどは、地域の活性化や交流人口の拡

大のためのツールとして有意義なものであった

と考えております。

知事は、学生時代、ラグビーで汗を流したス

ポーツマンであると承知しておりますが、スポ

ーツの国際大会誘致について、どのようなお考

えをお持ちなのか、お尋ねをいたします。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）国際スポーツ大会の開催

は、世界のトップ選手のプレーを間近で感じる

ことができる、またとない機会であり、将来を

担う子どもたちや県民の皆様に大きな夢や感動

を与え、本県のスポーツ振興に大きく寄与する

ものであると考えております。

また、国内外から多くの人々が訪れることで

交流が生まれ、開催地としての魅力発信にもつ

ながることから、地域に賑わいや豊かさをもた

らすものと考えております。

県としましては、日本での開催が決定してい

る国際大会のうち、開催地が未定である大会の

誘致と併せて、本県にゆかりのある国の代表チ

ームやクラブチームによる国際親善試合等の誘

致も視野に入れながら、各種競技団体等と連携

し、その実現に向けて幅広く検討を進めてまい

りたいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君）ぜひ国際大会を誘致

していただいて、ラグビーとかそういったもの、

それ以外のスポーツもたくさんありますけれど

も、何とか長崎で一流のアスリートのプレーを

見たいというふうに思っておりますので、ぜひ

実現に向けて努力していただきたいと思います。

次に、子育て支援の充実についてですが、知

事は、特に、この分野には力を入れていると思

いますが、令和5年度当初予算に向けて、知事
は特に何を実現したいと考えておられるのか、

お尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 子ども施策については、

県政の基軸として位置づけており、安心して妊

娠・出産・子育てができる環境づくりのための

施策を充実・強化してまいりたいと考えており
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ます。

そのため、まずは18歳までの全ての子どもた
ちが安心して医療を受けることができるよう、

本県独自の子どもの医療費助成制度の創設につ

いて、市町との協議を進めているところであり

ます。

子育て支援施策の充実等については、引き続

き、国の動向等も注視しつつ、市町への影響に

も配慮しながら検討してまいりたいと考えてい

ます。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君） 次に、県民車座集会

「こんな長崎どがんです会」について、お尋ね

します。

今、4回、開催されていると思いますが、幅
広いご意見をいただいているのではないかとい

うふうに思います。

そういった声を聞いて、県として今後どのよ

うに活かしていくつもりなのか、お尋ねをいた

します。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）「こんな長崎どがんです

会」については、これまで情報発信や子育て、

ＵＩターン、農業をテーマとして、4回、開催
をしております。

各テーマに関わる方々から現場の率直なご意

見を直接お伺いしたところであります。

こうした意見については、市町等とも必要に

応じて共有を図りながら、各担当部局において、

関係者との議論を深めるなど、内容を十分に精

査し、可能な限り、県の施策に反映してまいり

ます。

併せて、主な意見と対応状況については、県

のホームページなどを通じて広く公開してまい

りたいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君） ぜひ、いろんな声を

聞いて県政に反映していただきたいと思います。

次に、本県の水産物、農産物のＰＲのことで

すが、今、コロナ禍ということでピンチの状況

であるんですけれども、このピンチをチャンス

と捉えまして、全国に本県の水産物、農産物の

魅力を発信していただきたいと思います。

次に、管理者不明橋について、お尋ねします

けれども、先ほど、九百何十件あったのが、調

査したら200件ほど減ったということなんです
が、その減った理由を教えていただけないでし

ょうか。

〇副議長（山口初實君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）先ほどもお話ししま

したけれども、市町と協議をして調査をした結

果、管理者が判明したというものが216橋あり
ます。そのほか、実際に市町に引き受けていた

だいたもの等もありまして、現在、8月末時点
で687橋となっております。
〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君）管理者不明橋ですけ

れども、管理者の特定というのは、これ、昔に

造ったものがほとんどだと思うので、管理者を

特定するのは難しい作業だと思うんですけれど

も、もし、特定できなかった場合、どのように

対応されるのか、お尋ねします。

〇副議長（山口初實君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）管理者が特定できな

い場合は、橋梁の管理の引き受けについて、関

係市町や地元自治会、利用者等と協議を行って

まいります。

また、将来、老朽化により危険度が増した際

には、河川管理者として通行止め措置などの対

応を行ってまいりたいと考えております。
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〇副議長（山口初實君） 久保田議員─14番。
〇１４番（久保田将誠君） ぜひ、管理者の特定

をやっていただきたいと思います。

ＮＰＴ、Ｇ７と幅広く質問しましたが、ずっ

と知事の方から、被爆の実相ということを、前

回の一般質問でもあったんですけれども、やは

り長崎県の役割としまして、被爆の実相を訴え

ていくというのも非常に大事な役割だと私は思

っております。

また、Ｇ７が、来年、広島、長崎で開催され

るということもあって、ぜひ、そういう平和都

市としての発信をしていただきたいというふう

に思います。

以上で、私の一般質問を終わります。（拍手）

〇副議長（山口初實君） これより、しばらく休

憩いたします。

会議は、11時15分から再開いたします。
― 午前１１時 ２分 休憩 ―

― 午前１１時１５分 再開 ―

〇議長（中島●義君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

山口経正議員―20番。
〇２０番（山口経正君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、こんにちは。

自由民主党・県民会議、西彼杵郡選出の山口

経正でございます。

一年ぶりの登壇となりまして、いささか緊張

しておりますが、分割質問方式にて、論点がわ

かりやすい質問に心がけますので、よろしくお

願い申し上げます。

まずは、新型コロナウイルス感染症にて、現

在までに全国で4万3,859人、本県では321人の
方々がお亡くなりになりましたことに対しまし

て、謹んでお悔やみを申し上げます。

新型コロナウイルス感染症で亡くなりますと、

故人との最後の別れもままならないと聞いてお

ります。

ご遺族様、皆様のご心痛を思うと、この新型

コロナウイルス感染症の早期収束を願うばかり

でございます。

昨年9月17日、私の一般質問の日は、台風14
号接近が心配された日でした。

奇しくも本日も、大型台風14号の影響が残り、
心配された中ではありましたけれども、私の一

般質問の応援に駆けつけていただきました皆様

方には、厚く御礼を申し上げます。ありがとう

ございます。

それでは、質問に移ります。

1、知事の政治姿勢について。
大石知事が就任されて早くも半年が過ぎまし

たが、想像以上に激務であると感じておられる

のではないかと推察をいたします。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、第

7波で爆発的に拡大し、今も収束していません。
また、新幹線の開業を目前に控えて、開業効

果をいかに高めて県内に広げるか、その期待に

応えなければなりません。

石木ダムの問題、ＩＲの区域認定を取り巻く

問題等々、日々変化する問題について対処して

いく必要があります。

知事は、医療の専門家ではあったものの、県

政については、多くの分野で未知の事柄や仕組

みばかりで、戸惑われたのではないかと思いま

す。今も、詳細に把握できない事業が多々あっ

て、勉強の日々ではないでしょうか。

とはいえ、県政の課題は山積し、待ったなし

で的確な判断を下さなければなりません。

今回の知事説明でも、新しい長崎県づくりの

実現に向けて「重点検討テーマ」が示されまし
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たが、県民の幸せを第一義に考え、行政運営に

当たるのが首長としての役割でありますので、

その点を意識しながら、ぶれのない明確な答弁

を期待しまして、まず、知事の政治姿勢につい

て、お尋ねをいたします。

（1）第一次産業の振興について。
①地域に根差した第一次産業の振興は人口減

少対策においても不可欠だがどうか。

本県は、ご承知のように離島・半島を多く抱

え、日本の最西端に位置するという地理的に不

利な条件下にあって、早くから人口減少に直面

してきました。今では年間1万人以上の減少状
況であり、最大176万人あった人口が130万人を
割り込むのも時間の問題となっています。

こうした中、衰退する農山漁村の集落機能を

維持し、継続的に人が住んで暮らしていける地

域をどのように残すのか、大きな課題となって

います。

五島市出身の知事は肌感覚でおわかりだと思

いますが、地域に根差した第一次産業の振興は、

人口減少対策において必要不可欠な対策であり

ます。

改めて、知事のご見解をお伺いいたします。

②中山間地域が多い本県は農地基盤整備事業

が最大の農業振興策と思うがどうか。

本県の農業の振興においては、これまで水田

と畑地を合わせて約1万7,500ヘクタールの農
地の基盤整備が進められてきましたが、これに

よって農業産出額の増大や集落機能の維持に大

きな役割を果たしてきました。

島原半島の事例では、農地の基盤整備が完了

した地区において、新たな特産物を生み出して

農業所得の向上を実現し、地域の人口増加や集

落の活性化など好循環につながったとして全国

にも紹介されています。

しかし、中山間地域が多くを占める本県にと

って、農地の基盤整備が必要な地域がまだまだ

多く残っている状況でありまして、今後も農地

の基盤整備によって優良農地を確保して、より

多くの担い手を残すことが必要な振興策である

と認識します。

知事の考え方をお尋ねいたします。

③水産県長崎にとって更なる振興策が問われ

ているが、知事の考えはどうか。

本県は、離島・半島が多く、入りくんだ地形

上、北海道に次ぐ海岸線の長さがあり、漁港数

も全国第2位の228港を有しております。
当然ながら、漁業、養殖業の産出額において

も、全国の7.8％で第2位であります。
長崎県の産業構造から見ても水産業の特化率

が高いとの分析が出ており、水産業振興をいか

に図っていくのか、問われているところであり

ます。

これまでも、海面養殖業の育成、水産物の輸

出拡大、新規就業者の確保対策など、県として

も力を入れてこられました。

知事は、本県の水産業振興に対して、どのよ

うにご所見をお持ちなのか、お伺いいたします。

（2）産業の振興について。
①成長産業の育成に当たって、どのように注

力していくのか。

県民所得の向上や良質な雇用の創出対策は、

中村県政において懸命に努力された点でありま

した。3期12年間累計で1万494人の新たな雇用
を生み出したことは、大いに評価に値すべき点

ではないでしょうか。

大石知事も、「検証を深め、継承すべき点は

しっかり継承する」と述べておられます。新産

業創出、新たな基幹産業育成、スタートアップ

支援など、これまで数々の施策がありましたが、
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今後の成長産業の育成に当たって、どのように

注力されていくのか、知事のお考えをお伺いい

たします。

②企業誘致と人材育成は関連性があるが、戦

略的にどのように進めるのか。

知事は、若さと行動力を強調され、トップセ

ールスによってリーダーシップを発揮しようと

しておられるように見受けられますが、産業の

振興には企業誘致が重要な対策であります。ど

のような分野にターゲットを絞り企業誘致を進

めるのか、また、求められる人材育成はどのよ

うに進めるのか、それぞれ関連性があって戦略

的に進めなければなりません。知事のご所見を

お伺いいたします。

（3）公共事業について。
①気象災害が頻発する中、国土強靭化事業に

積極的に取り組むべきではないのか。

公共事業は、本県の産業構造から見ると6.5％
の割合であり、地域経済を支える一定の役割を

果たしております。

民主党政権の時、「コンクリートから人へ」

との政策転換で、公共事業は大きく減少しまし

たが、いまだに予算上、回復していない分野も

存在します。

ハード事業の多くは、土木部、農林部、水産

部などが所管する事業であります。道路や河川

等インフラ整備が遅れている本県では、これま

で少しでも有利な国の事業を取り込んで、事業

全体を前に進めることを意識して取り組んでき

たと聞き及んでおります。

近年、気象災害が頻発し激甚化する状況であ

りますが、国土強靭化5か年加速化対策事業が
残り3か年となる中、今後も積極的に取り組む
姿勢が必要ではないかと思います。

そこで、加速化対策事業後も含め十分な予算

確保について、知事のご見解をお伺いいたしま

す。

②高規格道路のネットワーク化の早期完成が

県勢発展のためにも必要だがどうか。

公共事業の中でも道路関係は、県の令和4年
度予算における比率が公共事業の34％を占め
ています。

中でも本県は、短時間で結べる高規格道路の

ネットワーク形成が急務とされています。現状

では、北は松浦市、南は南島原市から、それぞ

れ一部高規格道路を使ったとしても、県都長崎

市までの自家用車移動に約2時間を要します。
この高規格道路の早期完成は、県土の一体的

発展と、さらなる産業の発展や観光周遊、災害

時のダブルネットワークや急患の緊急搬送など

大きな効果を生み出します。

取り組むに当たっての知事の決意のほどをお

聞かせください。

以上で、壇上からの質問を終了し、残余の質

問は対面演壇席から行います。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 山口議員のご質

問にお答えいたします。

まず、第一次産業の振興について、どのよう

に考えているのかとのお尋ねですが、本県の第

一次産業につきましては、令和元年度の県民経

済計算の県内総生産額は1,171億円で全体の
2.5％を占め、全国平均の1％を大きく上回って
おります。

また、第一次産業就業者数の割合は6.8％と全
国平均の3.2％を上回っており、とりわけ離島地
域においては16.5％を占めております
このように第一次産業は、離島・半島が多い

本県において、地域活性化や雇用の場の確保な

どの面で重要な役割を果たしている基幹産業で
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あり、地域における人口の維持においても重要

と考えられるため、今後とも、第一次産業の振

興に力を注いでまいりたいと考えております。

次に、農地の基盤整備の推進に対して、どの

ように考えているのかとのお尋ねですが、これ

まで農地の基盤整備事業に取り組んだ地域では、

農業産出額や所得が向上し担い手も確保される

など、もうかる農業が実践されております。

また、その結果、雲仙市の八斗木地区などで

は、児童数の増加にまでつながる好事例もあら

われているところです。

このように農地の基盤整備事業は、農業振興

だけにとどまらず、地域活性化の面でも極めて

重要だと考えておりまして、県内各地域からの

要望も多いことから、今後も積極的に推進して

いきたいと考えています。

次に、水産業の振興について、どのように考

えているのかとのお尋ねですが、水産業は、天

然資源の動向などに影響されるという側面もあ

りますが、養殖産出額や輸出額については順調

な伸びを見せております。

また、これからの漁業集落を支える新規就業

者についても増加傾向で推移しており、ＵＩタ

ーンによる新規就業者が、漁業だけでなく地区

全体に元気を与えるような集落もあらわれてお

ります。

豊かな海に恵まれた本県においては、人を呼

び込むうえでも水産業は重要な産業であります

ので、引き続き、養殖、輸出の拡大をはじめ、

個人経営体の所得向上対策、スマート化の推進

など、水産業の振興につながる施策を展開して

いきたいと考えております。

次に、今後の成長産業の育成に当たって、ど

のように注力されていくのかとのお尋ねですが、

県では、産業振興について、県内企業の高い技

術力や優秀な人材など、本県の強みを活かせる

成長分野での支援が重要と考えております。

これまで、半導体、航空機、造船プラント、

ロボット、医療関連に加え、若者や女性の活躍

が期待できるＩＴ関連を中心としたオフィス系

やスタートアップ企業などの誘致、育成に取り

組んできたところであります。

そのような中、半導体や医療関連では活発な

国内投資が続いており、その受け皿となる工業

用水を備えた工業団地の整備に向けて、市町と

連携した水源調査に着手をいたしました。

また、スタートアップ企業の集積を加速させ

るため、県内のコミュニティ間の交流促進によ

り新たなビジネス創出につなげていく取組を進

めているほか、資金獲得のための投資家と起業

家とのマッチングイベントを開催することとし

ております。

今後とも、企業動向等を的確に捉えながら、

成長産業の誘致、育成に力を注いでまいります。

次に、どのような分野にターゲットを絞り企

業誘致を進めるのか、また、関連する人材育成

をどう進めるのかとのお尋ねですが、製造業の

企業誘致については、県内企業とのサプライチ

ェーンの構築、強化につながる半導体、航空機、

医療等の成長分野を推進しており、オフィス系

については事務代行サービスに加え、情報関連

など、女性にも魅力的な企業を主なターゲット

として取り組んでおります。

このうち半導体関連については、企業が大学

内にラボを設置したほか、「ながさき半導体ネ

ットワーク」において共同研究に向けたマッチ

ングイベントを開催するなど、産学官が連携し

た人材育成を促進しており、その結果、県内大

学出身者の採用も増加傾向にあります。

また、長崎大学や県立大学の優秀な人材を活
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かした企業誘致に取り組み、国内大手の情報関

連の開発拠点の進出が相次いでおります。

今後とも、企業誘致に関連する人材育成につ

いては、産学官が連携した取組を促進してまい

りたいと考えております。

次に、5か年加速化対策後も含めて十分な予
算確保が必要だと考えるが、知事の見解はどう

かとのお尋ねですが、本県は、多くの離島・半

島を有し、全国で2番目に多い3万2,000か所を
超える土砂災害警戒区域が指定されるなど、地

理的、地形的に厳しい条件を抱えております。

また、このたびの台風14号による被害も発生
しておりますが、近年、豪雨災害が激甚化、頻

発化しており、本県においても大雨特別警報が

4年連続で発令されるなど、常に災害と隣り合
わせの状況にあり、県民生活に大きな支障を来

しております。

このような中、5か年加速化対策予算を活用
し、道路ネットワークの機能強化や流域治水対

策などを着実に進め、その効果が一定あらわれ

ているところですが、強靭な県土づくりは、ま

だまだ道半ばであると考えております。

このため、今後も激甚化、頻発化する自然災

害から県民の命や暮らしを守り、地域の産業を

支えていくためにも、5か年加速化対策の予算
を最大限確保することに努め、引き続きしっか

りと取り組んでまいります。

また、5か年加速化対策後も必要な予算を確
保し、継続的、安定的に取組を進めていくこと

は極めて重要であると認識をしており、今後も

国に対してしっかりと働きかけてまいります。

次に、高規格道路の早期完成に向けた取組に

ついてのお尋ねですが、県では、力強い産業の

育成や地域活性化を図るとともに、強靭な県土

づくりを進めていくため、高規格道路の整備を

重点的に進めております。

本県の新広域道路交通計画において高規格道

路ネットワークをお示ししておりますが、いま

だ約4割が未整備となっております。
このため、整備に必要な予算の確保に努めな

がら、高規格道路の整備に全力で取り組んでま

いります。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

させていただきます。

〇議長（中島●義君） 山口議員―20番。
〇２０番（山口経正君）ひと通りご答弁いただ

きまして、ありがとうございました。順次、ま

た再質問をさせていただきます。

第一次産業の振興についてでございますが、

農山漁村の集落機能維持については、同種の事

業として「小さな拠点づくり」があります。集

落や地域のコミュニティの維持を図る地域運営

組織の設立が、本県では現在118団体となって
おります。

内容を見ると、地区の対象人口が1,000人以上
で、比較的都市部の団体が多くを占めておりま

す。

限界に近づきつつある集落、100人から200
人規模の集落の機能維持が、本県として必要な

対策ではないかと思いますが、お尋ねをいたし

ます。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 本県では、離島・半島地

域が多く、人口規模の小さな地域コミュニティ

もあり、小規模な集落を含めた集落維持対策は

大切であると考えております。

一方で、個別の地域における集落の維持対策

は、最も地域に身近であり、その実情を把握し

ている基礎自治体である市町の果たす役割が大

きいものであります。
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そのため、県としては、広域的な観点から市

町をサポートする必要があると考えておりまし

て、小規模集落における地域運営組織の活動も

含めた先進事例の紹介や、地域づくり実践者の

アドバイザー派遣等による支援により、県内各

地において、市町の施策の展開が図られるよう

取り組んでいるところであります。

引き続き、地域の活性化に向けて、市町と連

携しながら、地域コミュニティ対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 山口議員―20番。
〇２０番（山口経正君）主体は市町の役割であ

るということでありますけれども、やっぱり県

としても、そういう限界に近づいた集落をどう

していくのかというのをしっかり考えて対策を

打っていただきたいと思います。

それから、島根県では半農半Ｘ支援事業が実

施されております。県外からＵＩターンして半

農半Ｘの実践をする希望者に、就農、定住に必

要な支援をする事業であります。

ＵＩターン者に農林水産業の担い手として定

住してもらうことは、農山漁村の集落維持に対

しても有効な対策の一つであります。

本県でも、そのような半農半Ｘ、または半漁

半Ｘも含めて定住しやすい環境づくりを促すこ

とで、ＵＩターン者の人たちが地域に溶け込み、

課題解決や地域活動に携わるようになると、集

落の維持、活性化にもつながると思いますが、

県の取組について、お伺いします。

〇議長（中島●義君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君） 集落の維持、

活性化のためには、移住された方々が地域活動

に参画してもらえるような環境を整えていくこ

とが大切であると考えております。

県内では、移住者である地域おこし協力隊の

方が、任期後において、例えば漁村における高

齢者のための買い物支援や、廃校舎を活用した

地域活性化に取り組まれる事例も出てきており

ます。

そのため、県では、こうした取組について各

地域へ幅広く展開が図られるよう、市町などに

対し、事例紹介や情報発信に取り組んでいると

ころであります。

また、今年度から新たに、過疎・半島地域に

おける雇用拡充の支援事業において、地域貢献

に資する取組の要素を追加するなど、地域の維

持・活性化に向けた施策の充実に努めておりま

す。

県としましては、引き続き、移住をされた方々

が地域活動に積極的に関わることができるよう、

市町とも連携しながら取り組んでまいりたいと

考えております。

〇議長（中島●義君） 山口議員―20番。
〇２０番（山口経正君）人が住み続けて暮らし

ていけるために、本県の実情に即した、きめ細

かい集落対策が必要だと思いますので、その点

はしっかり対策をしていただきたいと思います。

それから、産業の振興についてでありますけ

れども、知事が答弁で述べられた半導体、航空

機、ロボット、医療関連など、前中村県政でや

ってこられたことをそのまま取り組むように聞

こえておりますが、今のところはそのままの路

線を継承していくと捉えていいのでありますか、

お聞かせください。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 私は、中村前知事が築い

てこられた県政運営の方向性について、継続す

べきものは継承することとしております。

その中で、産業振興については、県内企業の

高い技術力や優秀な人材など、本県の強みが活
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かせる成長分野での支援を継続することが重要

であると認識をしております。

一方、変化する社会情勢やニーズ等を捉えた

うえで、新たな視点をもって修正すべきものが

あれば、見直しを行ってまいりたいと考えてお

ります。

また、「みんながチャレンジできる環境づく

り」を進めるため、スタートアップにかかる事

業化支援や脱炭素化社会の実現に向けた施策等

に取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。

〇議長（中島●義君） 山口議員―20番。
〇２０番（山口経正君） それから、先日の一般

質問でも取り上げられましたトップセールスに

ついてでありますけれども、トップセールスは、

タイミングが大事であり、知事の立場としては、

関係者の努力でチームとしてお膳立てが整った

案件に対して、時を逃すことなく動くことが必

要と思いますけれども、企業誘致に対するトッ

プセールスの考え方をお尋ねいたします。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 企業誘致は、県と産業振

興財団とのチームワークのもと誘致活動を行っ

ており、その中でトップセールスについては、

議員ご指摘のとおり、進捗状況を踏まえながら

一番効果的なタイミングで実施すべきものであ

ると考えております。

このような考えのもと、私自身もトップセー

ルスにしっかりと取り組んでまいりたいという

ふうに思います。

〇議長（中島●義君） 山口議員―20番。
〇２０番（山口経正君）行政はチームで行うも

の、先ほど述べましたトップセールスについて

も、やっぱりチームでお膳立てが整ったものに

対しては、即、知事が動くということがトップ

セールスでありますので、トップセールス、ト

ップセールスと自身で表現しておられますけれ

ども、知事が動くこと自体がトップセールスで

すから、それは積極的にやっていただきたいと

いうふうに思います。

それから、開会日の知事説明で、「新しい長

崎県づくり」の「重点検討テーマ」が示されて

おりました。その中の「みんながチャレンジで

きる環境づくり」の項目で産業の振興について

も触れてありますけれども、新たな視点、発想

を取り入れつつ、スピード感をもって「新しい

長崎県づくり」を推進するということでありま

す。

知事の考えを落とし込んで施策を組み立てる

プロジェクトチームや、新たな視点・発想を検

討する諮問機関など新たな仕掛けをつくるお考

えはないのか、お尋ねいたします。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）社会環境が目まぐるしく

変化する中、新しい視点による施策構築に当た

っては、県民ニーズの的確な把握に努めるとと

もに、有識者の知見等を積極的に取り入れてい

くことが、これまで以上に重要であると考えて

います。

そのため、県民の声を直接お聞きする場とし

て「こんな長崎どがんです会」を立ち上げたほ

か、デジタル分野において、民間人の登用を進

めるなど、県民の意見や専門家の考えを県政に

取り入れるよう努めているところでございます。

さらに今後、有識者の専門的知見を政策形成

に活用できる仕組みについて検討を進め、新し

い視点や発想に基づく施策の立案につなげてま

いりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 山口議員―20番。
〇２０番（山口経正君） 知事は、選挙の時に医
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療の専門家ということを非常にアピールしてお

られましたけれども、全ての分野で専門家にな

れるわけではないのです。ですから、ちょっと

言葉は悪いですけれども、専門家をいかに使い

こなすかが知事の手腕となるわけでありますの

で、そういった点で、そういう仕組みづくりと

いいますか、自分の考えをしっかり受け止めて、

それを施策にしてくれる、そういったチームを

作っていく必要があると思います。その点をし

っかりと心がけてやっていただきたいと思いま

す。

それから、公共事業については、県内では島

原道路や西彼杵道路と長崎南北幹線道路、松浦

佐々道路など、それに事業化が間近な東彼杵道

路と、大型事業がまだまだ控えております。こ

うした事業には期間と予算が必要であります。

国に対しては、継続的に取り組む熱意と姿勢が

求められておりますので、知事には先頭に立っ

て早期完成を目指して頑張っていただきますよ

うに要望をいたしておきます。

2、道路行政について。
道路行政については、先ほど知事の政治姿勢

でもお聞かせいただきましたが、ここでは私の

地元の西彼杵道路と、その周辺の問題について、

お伺いいたします。

（1）西彼杵道路（時津工区）の暫定供用開
始に向けて。

①供用開始に伴う交通の流れを見るための交

通量調査はどうするのか。

この時津工区3.4キロメートルは、当初、令和
2年度に完成予定でありましたが、トンネル地
盤等の関係で工事が2年遅れた経緯があります。
関係者のご努力によりまして、いよいよ来年2
月には完成予定となりました。

この時津工区が供用されると、国道206号の

日並地区10工区付近から時津交差点付近の慢
性化した交通渋滞解消に一定の効果が発揮され

るものと期待されておりますが、交通の流れが

どのように変わるのか見定める必要があります。

そのためには、国道206号と周辺の町道等の主
要な交差点において、事前の交通量調査が基礎

となると思いますが、どのように実施するのか、

お尋ねをいたします。

②交通量の増加が予想される町道子々川日並

線や日並中央線の交通安全対策はどうするのか。

現在、西彼杵道路と国道を結ぶ時津町道子々

川日並線は、一日当たり800台程度の交通量で
ありますが、供用開始されると一変し、経験し

たことのない、約10倍以上の交通量が予想され
ております。

地元の人たちは、道路の横断等に大変不安視

されていて、信号機の設置や横断歩道など交通

安全対策の要望がなされております。

令和元年6月の私の一般質問においてお伺い
したところ、「供用開始後に状況を見ながら検

討する」との回答でありましたが、想定される

危険に事前に対処して地元の不安解消を図るこ

とができないのか、お伺いいたします。

また、10工区方面との交通量増大が予想され
る町道日並中央線は、通学路となっており、沿

線には保育園もあります。児童生徒や交通弱者

に対する交通安全対策が求められておりますが、

対応をお尋ねいたします。

（2）野田～滑石間の事業化について。
①交通渋滞解消や道路ネットワークの観点か

らも事業化が遅れることがあってはならないと

思うがどうか。

西彼杵道路と接続予定であった長崎南北幹線

道路の茂里町滑石間5.3キロメートルは先に事
業化が決定されましたが、滑石野田間1.6キロメ
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ートルは取り残された状況にあります。

道路ネットワークとしての機能発揮や交通渋

滞解消の観点からも、この区間の事業化が遅れ

ることがあってはならないと思いますが、県の

対応をお伺いいたします。

（3）国道207号の未整備区間について。
①三彩橋交差点から船津橋交差点間は未整備

区間として残っているが、今後整備はどのよう

に進めるのか。

長与町三彩橋交差点から船津橋交差点間は、

昔ながらの風情が残り旧道化している区間であ

りますが、未整備区間として残る国道でありま

す。

これは、代替機能を果たしている町道と付け

替える構想はありましたが、一向に協議が進展

せず、未整備のまま取り残されている状態であ

ります。最も狭隘なところは幅員4.3メートルし
かなく、普通車の離合も困難でありますが、今

後、どのように整備を進めていくのか、お尋ね

をいたします。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）西彼杵道路時津工区

の暫定供用開始に向けて、供用開始に伴う交通

の流れの変化を見るための交通量調査はどうす

るのかとのお尋ねですが、時津工区については、

来年2月の開通を予定しており、国道206号をは
じめとした周辺道路の交通の流れが大きく変化

することが想定されます。

時津工区開通前後の交通状況の変化を把握す

るため、西海町から滑石間において、子々川交

差点や井出園交差点など主要な交差点を含む

16か所において、平日及び休日の調査を予定し
ています。

さらに、国と連携し、ＥＴＣ2.0などのビッグ
データも活用しながら分析を行いたいと考えて

おります。

〇議長（中島●義君） 警察本部長。

〇警察本部長（中村 亮君）西彼杵道路時津工

区の暫定供用開始に伴う交通安全対策について、

お答えをいたします。

西彼杵道路時津工区の周辺道路の交通安全対

策につきましては、予測される交通量の増加に

よる住民生活への影響を考慮したうえで、地域

の皆様に安心していただけるよう事前に対策を

講じていくことが必要であると考えております。

県警察におきましては、地域の皆様の交通安

全を確保するため、時津工区の供用開始に合わ

せて、町道子々川日並線における信号機や横断

歩道の設置など、事前の交通安全対策を行うこ

ととしております。

また、通学路となっております町道日並中央

線につきましては、既に道の両側に歩道が整備

され、横断歩道も設置されているところ、さら

に地域の皆様と連携して、通学時間帯の街頭監

視や交通安全上の注意喚起、交通指導取締まり

により、児童生徒の安全確保に努めてまいりた

いと考えております。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）野田滑石間の事業化

について、交通渋滞解消や道路ネットワークの

観点からも事業化が遅れることがあってはなら

ないと思うが、どのように考えているのかとの

お尋ねですが、長崎南北幹線道路の長崎市滑石

から時津町野田間は、今年度着手した茂里町か

ら滑石工区と西彼杵道路をつなぐ区間であり、

道路ネットワークの観点から不可欠な道路であ

ると考えています。

この区間は、長崎南北幹線道路の本線と、こ

れに並行するアクセス道路を計画しており、こ

のうちアクセス道路については、令和5年度の
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事業化を目指しているところです。

本線についても、茂里町から滑石間に合わせ

た完成となるよう計画的に事業化したいと考え

ています。

次に、国道207号の未整備区間についてのお
尋ねですが、国道207号の三彩橋交差点から船
津橋間は生活道路として利用されており、一部

離合困難な箇所があることは認識しています。

一方で、国道と並行する町道が整備済みであ

り、幹線道路として利用されている状況です。

このため、それぞれの道路の役割やあり方に

ついて、管理する道路の交換を含め、長与町と

協議してまいります。

〇議長（中島●義君） 山口議員―20番。
〇２０番（山口経正君） それでは、順次再質問

させていただきます。

西彼杵道路時津工区でありますが、この時津

工区の供用開始によって、最も混雑が予想され

るのは平面交差する井出園交差点で、付加車線

を増やすなど道路改良工事が実施されておりま

す。交通量予測に基づいて右折帯の滞留長を設

定してあるとは思いますが、それで十分なのか、

また、本線の車の流れが悪ければ渋滞が起こっ

てしまいますが、信号機の時間調整など、どの

ように考えているのか、お伺いいたします。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）井出園交差点につい

ては、開通後の交通量を予測し、右折帯や左折

帯の追加、滞留長の変更を行っており、交通の

変化に対応できるものと考えています。

しかしながら、予測を上回る交通量の変化も

考えられるため、開通後の実際の交通状況を踏

まえ、警察との協議を継続して行いながら、交

通の円滑化が図られるよう努めてまいります。

〇議長（中島●義君） 山口議員―20番。

〇２０番（山口経正君）井出園交差点の混雑が

一番心配なわけでありまして、その周辺の交通

混雑というのも出てまいります。

ですから、西彼杵道路計画検討委員会の提言

にもありますように、流れをしっかり見極めて、

そして、次の区間に着手するということで、年

次的にも、やっぱりその調査をしていただきた

いというふうに思います。

それから、西海交差点の混雑度が高いという

のは、この計画検討委員会でも確認されており

ます。引き続き、日並西海間の早期着手につい

て、ご検討いただけますように要望いたしてお

きます。

それから、先ほど警察本部長から、「町道の

交通安全対策は事前に対応する」との答弁であ

りました。地元住民の皆さんの不安解消を優先

的に考えていただきまして、ありがとうござい

ます。

しかし、交通量が実際に増えて危険箇所が生

じる点もあると思いますので、それこそ状況を

見ながら迅速に対処していただきますようにお

願いをいたしておきます。

交通安全対策を施すことがゴールではござい

ません。悲惨な交通事故が起きないことがゴー

ルでありますので、これは共通の願いでありま

す。

それから、野田滑石間の事業化でありますけ

れども、答弁で明らかになりましたが、先んじ

て令和5年度に、この区間にアクセス道路の事
業化を目指すということであります。そして、

本線も茂里町滑石間に合わせた完成となるよう

に事業化するということでありますが、本線と

アクセス道路という2本の並行する道路を計画
することになった要因をお聞かせください。

また、この2本の道路が茂里町滑石間完成ま
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でにできるということであれば、工期や予算の

面が大丈夫なのか、その点が心配になりますが、

併せてお尋ねをいたします。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）当該区間の長崎南北

幹線道路の計画は、地形的な制約から、時津イ

ンターチェンジでは長崎方面へ、また、滑石で

は佐世保方面への利用ができない構造となって

います。

このため、時津インターチェンジが接続する

臨港道路畝刈時津線と滑石間の県道長崎畝刈線

とを直結するアクセス道路を整備することとし

ています。

これにより、例えば滑石からは、アクセス道

路を経由し、時津インターチェンジを利用する

ことで、佐世保方面への通行が可能となります。

なお、滑石から野田間の整備については、計

画的な事業進捗が図られるよう、予算確保に努

めてまいります。

〇議長（中島●義君） 山口議員―20番。
〇２０番（山口経正君） 地形的な要因で、フル

インターにするとトンネル内で合流とか分岐が

必要だということで、アクセス道路として、も

う1本造らなければならないと聞いております
けれども、2本道路を造るということで本当に
大丈夫なのかということが一番先に心配になっ

てきますので、そういうことも地域の皆さん方

にはしっかりと説明をしながら進めていただき

たいというふうに思います。

それから、国道207号の未整備区間でありま
すが、当区間は、生活道路としての利用しかな

いといって、離合できない箇所を放置はできま

せん。拡幅が必要であると思いますが、長与町

は、一定の整備が整えば移管に応じる考えもあ

ると聞いております。早期に協議の場を設けて

いただきますようにお願いをいたしておきます。

3、農林業をめぐる情勢について。
農業については、古くから「農は国の大本な

り」と言われて政治や経済の中心に置かれてき

ました。安全・安心な食料の安定供給は、今も

国民的な大きな課題となっています。

しかし、農業を取り巻く環境は依然として厳

しく、農業者の高齢化、担い手不足、生産資材

の高騰など課題が山積し、好転する要素が少な

いのが現状であります。

そこで、私も農業者の現役でありますので、

現場を踏まえて質問させていただきます。

（1）みどりの食料システム法について。
①この法で環境負荷低減を目指す有機農業の

目標が示されたが、県の対応はどうか。

環境と調和のとれた食料システムの確立のた

めの「環境負荷低減事業活動の促進等に関する

法律」、略称みどりの食料システム法が、本年

7月1日から施行されました。
食料生産における環境負荷を低減し食料シス

テム全体を持続可能なものにしていくことを基

本理念に据え、2050年の有機農業の目標を全国
の耕地面積の4分の1に当たる100万ヘクタール
と定めてあります。

現在の有機農業は、約2万5,000ヘクタールに
とどまることを考えれば、実現不可能な目標設

定であると誰もが驚いていますが、県はどのよ

うに対応していくのか、お伺いいたします。

②まずは減肥・減農薬の特別栽培を推奨して

はどうか。

有機農業の定義は、化学的に合成された肥料

及び農薬を使用しないこと、並びに遺伝子組換

え技術を利用しないことを基本として、農業生

産の環境負荷をできる限り低減した農業生産方

法を用いて行われる農業となっております。
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また、有機農産物の日本農林規格では、播種

または植付け前2年以上、化学肥料や化学農薬
を使用していないことなどが記載されています。

この有機ＪＡＳ規格を取得した農家戸数は、

全国でも3,700戸程度と、過去10年間を見ても
横ばいで推移しています。

本県は、気候的にも温暖なので、病害虫の懸

念が大きく、しかも、現状では有機農産物が有

利販売できる販路は限られております。

これほどハードルが高い有機農業を積極的に

推奨するのが現実的でありましょうか。まずは

本県が取り組む特別栽培を推奨して、化学肥

料・農薬を減らす栽培にもっていくことが得策

であり、並行して販路の確保を進める必要があ

ると思います。

県のお考えをお尋ねいたします。

③また、有機農業には欠かせないたい肥の供

給体制はどうするのか。

化学物質を使わない栽培には、堆肥の施用は

欠かせないものでありますが、本県は畜産業が

盛んで資源はあっても、供給の仕組みが確立さ

れなければ普及は進まないと思います。

本年2月のロシアによるウクライナ侵攻後、
肥料や飼料高騰が続いており、代替肥料として

需要が高まることも予想されます。

この堆肥の供給について、併せてお尋ねいた

します。

（2）集落営農と法人化について。
①中山間地域が多い本県の集落営農と法人化

の取組はどうか。

国は、人・農地プラン導入後、集落営農を中

心経営体に位置づけて、農地集約と経営効率を

高める法人化を推進してきました。

この考え方は、平地の水田農業を想定してお

り、中山間地域の占める割合が全国の比率より

も高く、集落営農の規模も小さい本県にとって、

全てが当てはまるものではないと理解しており

ます。

本県の集落営農と法人化の現状と、今後の取

組をお伺いいたします。

②企業の農業参入が進んでいるが、撤退する

場合の農地保全について、県はどのように考え

ているのか。

農業法人と企業の農業参入は分けて考える必

要がありますが、一般法人でも要件を満たせば

農地所有適格法人となって、農地法上、農地の

所有も可能となっています。

法人の農業参入については、農山村の活性化

のためにも多様な担い手として大いに期待する

ところでありまして、順調な営農と農地の有効

利用の継続を願うものでありますが、もし、経

営不振に陥り徹底せざるを得なくなった時、農

地をどのように保全していくのかが問われるこ

とになります。

県の考え方をお伺いいたします。

（3）中山間地域等直接支払制度について。
この制度は、1999年制定の「食料・農業・農
村基本法」等において、集落維持活動などに直

接支払いが可能な法的根拠が与えられ、翌2000
年から5年1期で実施されていて、現在では5期
目を迎えております。

全国的に見ても約14万の農業集落があって、
過半数の7万4,000集落、53.3％に当たりますが、
中山間地域に属しております。

こうした中で2万4,000集落が協定を結び、直
接支払いを受けておりますが、本県では2021年
に協定数928、交付面積9,334ヘクタールとなっ
ており、全国と同様に減少傾向であります。

導入から20年以上が経過し、高齢化や担い手
不足、耕作放棄地の増加など状況の変化に伴い、
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協定の維持が困難になっている集落も出てきて

おりますが、共同活動の継続に向けて、県とし

てどのように捉えているのか、お尋ねをいたし

ます。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 私から、6点お答え
をさせていただきます。

まず、国が掲げる2050年の有機農業の目標達
成に向け、県はどのように対応するのかとのお

尋ねですが、国が掲げた目標は、非常に高い水

準であると認識をしております。

国においては、現行の技術だけでなく、将来

開発されるであろう新たな品種や技術などを駆

使して目標の達成を目指すとされており、本県

においても、今後の技術開発の進展を前提とし

て、中・長期的に取り組んでいくべきものと考

えております。

次に、有機農業より先に特別栽培を推進すべ

きではないかとのお尋ねですが、本県では、環

境保全型農業の取組のすそ野を広げる観点から、

化学肥料や農薬の使用量を低減した特別栽培を

推進しておりますが、有機農業についても、既

に取り組まれている産地を中心に、生産・流通・

消費の拡大に地域ぐるみで取り組むオーガニッ

クビレッジなどの活動を支援していきたいと考

えています。

併せて、販路の確保についても、消費者が有

機や特別栽培の農産物を選択し、適正な対価を

払うことで、その生産が持続、拡大できるよう、

各地域での食育を推進するとともに、国に対し

ても、環境にやさしい農業の大切さについて広

く国民の理解が進むよう、意識醸成に向けた取

組の強化を要請してまいります。

次に、堆肥の供給体制についてのお尋ねです

が、堆肥は、土壌改良や養分の補給効果があり、

畜産業が盛んな本県においては有効な資源であ

りますが、運搬や散布などの取扱いに労力がか

かることから、広域流通や利用が難しい状況に

あります。

一方、堆肥を加熱・圧縮して整形化したペレ

ット堆肥は、従来の堆肥と比較して、重量や容

積が約4割低減でき、保管、運搬、散布性に優
れていることから、今後は、堆肥のペレット化

による県全体での利用の拡大を進めてまいりま

す。

次に、本県における集落営農組織育成と法人

化の状況についてのお尋ねですが、本県におい

ては、これまで地域の営農状況に合わせ、集落

営農の組織化や経営発展に向けた生産指導など

の支援を行ってきた結果、令和3年度は108組織
となり、10年前と比べて26組織増加し、集落営
農組織は地域の担い手として重要な役割を果た

しているところです。

また、農地の安定的な利用に加え、取引信用

力の向上により安定的な運営が可能となるよう、

集落営農の法人化についても併せて推進してき

た結果、令和3年度は63法人と、10年前の8法人
から大きく増加しております。

本県での集落営農法人は、平地の水田地域だ

けではなく、基盤整備を実施した中山間の水田

地域においても数多く設立されているところで

す。

しかしながら、集落営農組織や法人の多くが

組合員の高齢化や後継者不足といった課題を抱

えていることから、県としましては、次代を担

う人材の安定的な雇用につながる生産性向上や

規模拡大等による所得向上に向けた取組を支援

してまいります。

次に、企業の農業参入が進んでいるが、企業

が農業から撤退する際の農地の保全についての
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県の考えはとのお尋ねですが、本県においても

過去、農業に参入した企業が経営不振により撤

退した事例がありますが、当該企業は、農地中

間管理事業を通じて農地を貸借していたことか

ら、大半の農地を次の担い手に貸付け、撤退後

の農地の荒廃を未然に防ぐことができたところ

です。

こうした事例を踏まえ、県といたしましては、

企業が農業に参入する場合は、市町、農業委員

会と連携し、農地中間管理事業による農地の貸

借を進めているところです。

次に、中山間地域等直接支払制度の共同活動

の継続に向けた県の考えについてのお尋ねです

が、この制度は、条件不利地域において農地周

りの草刈りや、ため池の維持管理などの共同活

動を通じて集落を維持していく取組であり、中

山間地域が多い本県にとって重要な制度である

と考えております。

しかしながら、集落の方々の高齢化によるリ

ーダーや担い手の不足から、多くの集落におい

て共同活動が停滞し、その維持が困難となるこ

とが危惧されております。

このため、県といたしましては、協定組織の

合併や広域化による事務負担の軽減、ドローン

や自走式草刈り機の導入による作業の省力化や

外部委託などを進めているところです。

加えて、共同活動は、農地等の持つ水源涵養

などの多面的機能の保全にもつながることから、

地域外の方々にも多く参加していただけるよう、

「長崎県中山間地域ボランティア支援センタ

ー」を設置し、県内企業と集落とのマッチング

に取り組んでいるところであり、引き続き、市

町、関係機関と連携し、共同活動が継続できる

よう努めてまいります。

〇議長（中島●義君） 山口議員―20番。

〇２０番（山口経正君） それでは、再質問に移

らせていただきます。

先般、農業団体から資材高騰対策の要望がな

された折に農林部長から、堆肥のペレット化の

取組について触れられたと報道がありました。

また、今定例会にペレット製造機導入補助の

補正予算が計上されております。

堆肥を従来の土壌改良のためだけでなく成分

を調整した堆肥ペレットとすれば、代替肥料と

して期待されますが、このペレット化の対応に

ついて、お伺いいたします。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 県では、県内産の豚

糞堆肥をペレット化して化学肥料と混合した肥

料の実用化に向けて、9月補正予算において、
ＪＡグループが計画している堆肥ペレット製造

装置の導入への支援を行うこととしております。

これにより、現在利用している化学肥料の一

部を県内産の堆肥ペレットに置き換えることが

可能となり、堆肥の広域流通とともに、肥料価

格を中・長期にわたって約1割抑制する効果を
見込んでいるところです。

〇議長（中島●義君） 山口議員―20番。
〇２０番（山口経正君）今回の堆肥については、

豚糞堆肥を使用しているということであります。

まだまだ牛糞の堆肥、それから鶏糞の堆肥とあ

りますので、そういったものを有効的に資源と

して活用するように、ペレット化について研究

をしていただきたいと思います。

それから、堆肥ペレットの施用技術の確立が

必要でございます。これは肥料化した堆肥ペレ

ットということでありますので、どう施用して

いくのか、その技術の確立についても探究を深

めていただきたいと思います。

そして、この「みどりの食料システム法」で
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は、有機農業の目標はあくまでも耕地面積の4
分の1です。残り4分の3の耕地面積でも化学肥
料・農薬を減らし、環境にやさしい栽培に取り

組むことが重要であります。安全でおいしい農

産物が安定的に消費者に届くことが、この「み

どりの食料システム法」の本来の趣旨だと理解

いたします。そうした意味で、本県の特別栽培

の取組が期待されているところでございます。

また、自給率37％に落ち込み、食料の安全保
障が叫ばれる中、持続可能な食料生産をいかに

守っていくのか、流通、消費を含め考え直す時

ではないでしょうか。県としてもご努力をお願

いいたします。

それから、中山間地域等直接支払い制度につ

いてでありますけれども、集落の共同活動には、

ワイヤーメッシュの維持・補修、農道や水路の

管理、耕作放棄地の草刈りなど人手を要する作

業が多く、負担が増大しております。

農家からは、いつまで続けていられるやらと

不安の声も聞かれます。農業の多面的機能を失

わないためにも、共同活動に参加してくれた人

たちとの交流を通した集落の活性化が重要であ

ります。

答弁にあった「長崎県中山間地域ボランティ

ア支援センター」の取組について、お尋ねをい

たします。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 県では、令和2年度
から「中山間地域ボランティア支援センター」

を設置し、企業と集落のマッチングを行った結

果、これまで社会貢献に関心の高い5つの企業
が、県内7集落で水路の清掃などの共同活動に
取り組んでいただいたところです。

こうした企業の活動について、集落からは感

謝の声が寄せられるとともに、参加した企業の

皆さんからも、「集落の機能を維持していくこ

との大切さが理解できた」といった感想を伺っ

ております。

今後は、企業だけでなく、個人やグループの

方々にも活動に参加していただけるよう、これ

までの取組の成果や情報の積極的なＰＲに努め

てまいります。

〇議長（中島●義君） 山口議員―20番。
〇２０番（山口経正君） 集落の活性化、地域課

題の解決など、地域振興部で取り組む事業もご

ざいます。そういった中で横の連携によりまし

て、より有効な対策にしていただきたいと思い

ますけれども、これをどこに聞けばいいのか、

ちょっと苦慮しますけれども、これはお願いし

ておきます。

それから、今年2月のロシアによるウクライ
ナ侵攻は、衝撃的で戦争のむごたらしさを痛感

させる出来事でした。

同時に、グローバル化した食糧やエネルギー

の供給網が分断され、世界的な食糧危機、エネ

ルギー危機へとつながりました。食糧の安定生

産は、食糧安全保障の観点からも重要であるこ

とが明確になった一年でもありました。

日本でも、肥料、農薬を含む農業資材の高騰

で農業経営も圧迫されております。県や国によ

る支援策が示されておりますけれども、なかな

か追いついていないのが現状ではないでしょう

か。

有機農業や特別栽培において、慣行栽培と比

べると手間がかかり割高となりますが、農産物

にはコスト上昇分を価格転嫁できる仕組みがあ

りません。価格転嫁しやすい環境づくりについ

て、県のご努力をお願いいたしまして、私の質

問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）
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〇議長（中島●義君）午前中の会議はこれにて

とどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分より再開いたします。
― 午後 零時１７ 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

〇副議長（山口初實君）会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

清川議員―7番。
〇７番（清川久義君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

こんにちは。

私は、昨年12月5日に五島市選挙区で行われ
た長崎県議会議員補欠選挙で当選させていただ

いた、自由民主党の清川久義と申します。

はじめての一般質問であり、少々緊張してお

りますが、先輩諸氏の皆様の温かな応援をよろ

しくお願いいたします。（発言する者あり・拍

手）

質問に入る前に、先の台風14号により被害を
受けられた方々に、心からお見舞い申し上げま

す。

また、新型コロナウイルス感染症によりお亡

くなりになられた方々のご冥福を心からお祈り

申し上げるとともに、ご遺族の皆様に心からお

悔やみを申し上げます。さらに、罹患された多

くの方々には、心からお見舞いを申し上げる次

第であります。

加えて、長期にわたり、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大が続く中、医療関係者や福祉

関係者の皆様におかれましては、最前線の大変

厳しい環境の中で、県民の命と健康を守るため

に、昼夜を分かたず、多大なるご尽力をいただ

いておりますことに、心から敬意を表し、感謝

を申し上げます。

それでは、質問通告に従いまして、知事はじ

め執行部の皆様に質問してまいりますので、前

向きで、希望に満ちたご答弁をお願いいたしま

す。

1、離島振興について。
（1）離島振興法の改正・延長に向けた取組

について。

離島振興法の基本法である現行の「離島振興

法」が、令和5年3月末で期限を迎えます。
離島振興法は、昭和28年の制定以来、6次に

わたり改正・延長され、公共事業による社会資

本の整備をはじめ、ソフト事業に充当できる離

島活性化交付金の創設など、本土地域と比べ厳

しい自然的・社会的条件にある離島地域の振興

に大きく寄与してきました。

離島自治体にとって、また、離島を多く抱え

る長崎県にとって、なくてはならない法律であ

り、何としても、開会が予定されている次の臨

時国会での改正・延長を実現しなければなりま

せん。

現行の離島振興法には、離島の国家的・国民

的な役割をはじめ、他の地域より厳しい自然

的・社会的な条件にある離島において、人の移

動や物流に関わる費用の低減、地域間交流の促

進、無人化、人口の著しい減少の防止、定住促

進などに取り組むための特別の措置が規定され

ておりますが、多くの離島地域において、人口

減少に歯止めがかかってはいません。

そのため、法律の改正・延長に向けては、こ

れらにはない、新たな考え方による施策が必要

と考えますが、県では、どのような施策を新た

に要望したのか、また、その要望事項の実現性

はどのような状況にあるのか、知事のお考えを

お尋ねいたします。

（2）情報基盤等の整備について。
先に国から示されました「デジタル田園都市
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構想基本方針」の柱として、デジタルの力を活

用した地方の社会問題解決や、デジタル田園都

市国家構想を支えるハードとソフトのデジタル

基盤整備が掲げられており、離島通信基盤整備

は必須でありますが、本土地区と離島地区で情

報の格差が生じないよう取り組む必要があると

考えています。

県としても、対応を考えておられると思いま

すが、離島や過疎・離島地域の5Ｇ整備は遅れ
ていると私は思っております。

そこで、離島地区における5Ｇなどの情報通
信網の整備を今後どのように図ろうと考えてい

るのか、お尋ねをいたします。

2、再生可能エネルギー導入拡大について。
（1）五島市における基幹送電網の整備につ

いて。

五島市では、日本初となる「再エネ海域利用

法」における促進区域に、崎山沖の浮体式洋上

風力発電ウィンドファームエリアが指定されて

いるほか、日本初となる商用スケール500キロ
ワット規模の潮流発電実証事業が行われており

ます。

このように、離島は、再生可能エネルギーの

宝庫でありますが、本土と離島を結ぶ既設の送

電線の接続可能量が上限に達しており、今後、

さらなる再生可能エネルギー導入拡大のために

は、基幹送電網の整備が不可欠であります。

こうした課題について、県としてどのように

取り組むのか、お尋ねいたします。

3、農林水産業振興について。
（1）肥料、飼料高騰対策について。
ご存じのように、農林水産業は、国民の命を

守り、国土保全の使命を担っている重要な産業

であります。3年目を迎えるコロナ感染症対策
の中で、食料確保の厳しさを多くの国民は学ん

だと思います。この間、多くの国におけるロッ

クダウンによる生産縮小が続いた中で起きた急

激な円安、これに追い打ちをかける大自然の猛

威、コロナと同じように終息の見えないウクラ

イナ危機などの影響を受け、これまでの経済シ

ステムの見直しが進められています。

原油価格や物価高騰は、県内の経済活動にも

大きな影響を与え、生産現場においては、将来

に対する不安が生じております。最も大きな問

題は、全ての産業における資材高騰であります。

私の選挙区である五島市を支える農林水産業

における影響は半端ではなく、将来に対する不

安が大きくなっており、そのための緊急対策が

求められています。

離島を多く抱える本県にとって、農林水産業

は、離島振興の中核産業であり、離島農林水産

業の衰退は、海洋の安全が脆弱化するばかりで

なく、防衛問題への影響もあると言われており

ます。そのためにも、離島の農林水産業の維持

発展は、何としても守らなければならない使命

を、県議会議員としていただいているのであり

ます。

毎日、報道されているとおり、全ての物価が

高騰しており、農林水産業の現場は、危機的状

況であります。

そこで、農業分野における肥料や配合飼料等

における高騰対策について、お尋ねします。

また、肥料の原料である窒素、リン酸、カリ

は、ほとんど海外からの輸入に頼っており、こ

うした現状が続けば、営農の継続など、影響が

大きくなるのではないかと危惧するところであ

ります。

私の地元五島市は、畜産が盛んで、地域資源

である堆肥が多くあるため、こうした堆肥を活

用することが、今後、重要になってくるのでは
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ないかと思うのであります。

そこで、堆肥活用促進について、県のお考え

をお伺いいたします。

配合飼料対策においても同じであります。配

合飼料のほとんど、また、粗飼料の一部は輸入

に頼っている現状であります。

国も、飼料の国産化へと転換する対策を強化

するような方針を打ち出していると伺っており

ますが、本県も遊休農地や耕作放棄地の活用に

よって、自給飼料の増産・拡大を進めていく必

要があると考えております。このことについて、

農林部長の率直な考えをお尋ねいたします。

（2）五島市の農業振興について。
五島市では、畜産、畑作を中心に農業が営ま

れており、特に、肉用牛繁殖や養豚の大規模な

畜産経営、温暖な気候を活かした高菜、ブロッ

コリーなどの露地野菜、アスパラガスや中玉ト

マトなどの施設園芸のほか、水稲、茶、葉たば

こなど、様々な作目で農業が営まれております。

農林業センサスによると、本県における五島

地域の農業の位置づけとしては、耕地面積で本

県の総面積における割合は約11％、販売農家戸
数、産出額では本県の全体からすると約5％程
度でありますが、一戸当たりの耕地面積は3.3
ヘクタールと、県平均1.6ヘクタールの約2倍と
なっており、まさに農業は地域を支える基幹産

業であります。

しかしながら、農家戸数、農業就業人口とも

に年々減少し、将来の五島における産地の維持

の困難が危惧されます。

そこで、今後、五島の農業をどのように振興

していくのか、お尋ねいたします。

（3）特定有人国境離島漁村支援交付金の積
極的な活用について。

地元で浜回りをすれば、燃油をはじめ、エン

ジンの部品一つから漁船用のペンキに至るまで、

漁業経営に関わる必要経費がかさみ、その支出

額を見るたびに顔色が青ざめるという漁民の切

実な声を聞きます。

このような燃油や資材高騰の状況を何とか乗

り越えるために、これまでにも、県では、様々

な対応を講じていただいており、これから先も、

先行きが見えない、この難局を漁業者が突破で

きるよう、臨機応変に対策を講じていただける

ようお願いするところです。

こういったコロナ禍や物価高騰といった当面

の課題に対しては、漁業者にも行政からの緊急

的支援などを有効に活用して、何とか乗り切っ

ていただきたいと考えているところですが、一

方、アフターコロナなど、今後の経済回復を見

据えると、長期的な観点からは、様々な環境変

化に対応できるよう、経営の多角化や事業拡大

などを通じて、足腰を強くしていくことが非常

に重要だと考えています。それが雇用の拡大に

もつながってまいるし、特に、私の地元をはじ

め、漁業を基幹産業とする離島地域では、この

ような対策が強く求められているところであり

ます。

このような中、谷川代議士のご尽力により、

平成29年度に国で創設された「特定有人国境離
島漁村支援交付金」は、新たな漁業や、漁業の

規模拡大を行おうとする漁業者を支援し、雇用

の創出を図ろうとする制度で、これまでに多く

の漁業者が活用し、離島の漁業振興や雇用対策

に欠かせない制度となっています。

また、今後は、離島地域の恵まれた自然や食

文化など、各漁村の特徴を地域資源として活用

する「海業」といった新たな視点のビジネスが、

この制度によって進展することも期待されてい

るところであります。
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ご承知のとおり、この「特定有人国境離島漁

村支援交付金」は、事業期間を令和8年まで延
長していただいたところで、五島市だけではな

く、県、県内全ての国境離島地域の漁業者がこ

の制度を最大限に活用し、水産業が生き残りを

かけた闘いに勝ち抜いていかなければならない

と考えております。

県においても、予算の確保や事業促進など、

制度の積極的な活用に向け、ご尽力いただきた

いと思っておりますが、県の考えについて、水

産部長の力のこもった答弁をお願いいたします。

4、健康寿命の延伸について。
（1）健康課題への取組について。
県においては、「健康長寿日本一」を旗印に

掲げて、健康寿命の延伸に向けた取組を進めら

れておりますが、私も、健康で、命が続く限り

日常生活に支障がないよう暮らすことができる

ように、健康寿命の延伸は非常に重要な課題で

あると認識しております。

本県の健康課題として、特に、高血圧患者が

多いことが挙げられており、これは野菜の摂取

量が少ないなどの食習慣の影響が大きいことが

要因として考えられます。

そのため、健康寿命の延伸に向けて、野菜の

摂取量を増やすことが大変重要だと考えており

ますが、国の公表資料によると、本県は、野菜

の摂取量が全国ワースト1位という状況であり
ます。

健康寿命の延伸に向けて、野菜の摂取促進の

取組を強化すべきではないかと思いますが、県

ではどのように取り組んでいるのか、お尋ねい

たします。

5、九州新幹線西九州ルート開業効果の地域
への波及について。

（1）離島への来訪意欲を高める仕掛けづく

りについて。

いよいよ、9月23日に、九州新幹線西九州ル
ートが開業します。新幹線整備による時間短縮

によって、多くの観光客が長崎県にやってくる

ことが予想されていますし、大いにその効果を

期待もするところであります。

新幹線の開業効果は、沿線自治体への直接的

な効果はもちろんのこと、県全体への波及効果、

また、特に、県北地区や島原半島地区、さらに

は五島地域への観光誘客を図らなければなりま

せん。

私の出身の五島市においても、富裕層向けの

ホテルが開業して、大いに期待をしているとこ

ろです。

来月、10月3日からは、ＮＨＫ朝の連続テレ
ビ小説「舞いあがれ！」の舞台ともなり、この

新幹線開業効果との相乗効果により、コロナ禍

により落ち込んだ、ここ2～3年の観光客減少後
のＶ字回復につながるものと考えています。

そこで、本土において、鉄道を観光資源とし

て活用し、観光列車の運行実現に向けた取組な

ど、来訪意欲を高める取組を行っているようで

すが、ＪＲ路線のない離島への来訪意欲を高め

るためには、地元五島市も含め、どのように取

り組むのか、お尋ねをします。

また、誘客を図るに当たり、五島市内の観光

地にアクセスするための良好な道路環境の確保

も大変重要と考えられます。

現状においては、五島市内の観光ルート沿線

の樹木が道路に覆いかぶさり、特に、バスなど

の大型車両の運行に支障が出ており、樹木を避

けるため、道路の中央付近に寄って走行してい

る箇所があると聞いております。今後、島外か

らの観光客をおもてなしする観点から、五島島

内の周遊を楽しんでいただくため、観光ルート
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において、通行の支障となっている樹木の伐採

を積極的に行う必要があると思いますが、県の

考えをお尋ねします。

（2）駅周辺施設への誘客の離島への波及に
ついて。

新幹線の開業とともに、本県では、ＭＩＣＥ

施設の整備や、新しいスタジアム構想など、新

たなまちづくりが進展しており、関係機関と連

携して、県外から誘客を図っていくこととされ

ておりますが、離島への波及について、どのよ

うに考えているのか、お尋ねいたします。

また、スマートフォンアプリ等による出発地

から目的地までの移動手段の検索、予約、決済

や情報を一元化して提供する新たなサービスで

あるＭaaＳの展開を推進すると伺っていると
ころであり、利便性の向上による観光客の増加

が期待されるところであります。

そこで、離島地域における展開をどのように

考えているのか、県の見解をお伺いいたします。

（3）おもてなし活動の推進について。
新幹線開業効果として、観光客やビジネス客

の増加が期待されますが、開業後は、その効果

を最大化、持続化していくことが重要であり、

そのためには、お越しいただいた方々に本県の

リピーターとなっていただくことが必要不可欠

ではないかと考えているところであります。そ

して、リピーター獲得のための重要な要素の一

つが、各地域における官民一体の心のこもった

温かい「おもてなし」であると強く感じている

ところです。

これまで、県は、関係自治体や観光事業者と

ともに連携し、新幹線開業に向け、誘客や受入

体制の整備に取り組んできたものと思料します

が、その中で、特に、「おもてなし」について、

その重要性をどう考え、また、どのように取り

組んでいるのか、お尋ねします。

以上で、壇上からの質問を終了し、対面演壇

席から再質問をさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

〇副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 清川議員のご質

問にお答えいたします。

離島振興法の改正・延長に向けて、県として

どのような施策を要望したのか、また、その要

望事項の実現性についてのお尋ねですが、県と

しては、令和4年度末で期限を迎える「離島振
興法」の改正・延長について、県議会や関係市

町のご意見も伺いながら、「新たな離島振興法

に関する意見書」を取りまとめ、要望活動を実

施してまいりました。

私も知事就任以降、政府・与党などに対し、

政府施策要望をはじめ、機会を捉えて強く要望

してきたところであります。

要望活動においては、これからの離島振興の

あり方として、離島のデジタル化に向けた情報

通信基盤の整備・充実に加え、ＩＣＴや人工知

能といった最新技術を活用したスマートアイラ

ンドの推進のほか、再生可能エネルギーの実用

化による新たな産業・雇用の創出など、従来の

枠組みにとらわれない、次の時代に合った施策

を講じるよう、強く求めたところであります。

こうした中、本年2月に示された与党の「新
しい離島振興の基本方策（大綱）」などにおい

ては、今後の振興施策として、離島のデジタル

化を支える情報通信基盤の整備のほか、遠隔医

療、教育やドローン、自動運転などの実装に向

けた支援、風力や潮力などの再生可能エネルギ

ーの活用など、本県から提案・要望した施策の

数多くの施策が反映されております。

現在、このような大綱等を踏まえながら、改
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正法案の最終調整が進められており、本年、秋

の臨時国会において成立を目指されていると伺

っております。

県としては、改正法案の早期成立を期すると

ともに、成立後は、実効性のある離島振興計画

を速やかに策定し、関係市町と一体となって離

島地域のさらなる振興に努めてまいります。

残余のご質問については、関係部局長から答

弁をさせていただきます。

〇副議長（山口初實君） 企画部長。

〇企画部長（浦 真樹君） 私から、2点お答え
をさせていただきます。

まず、情報基盤等の整備について、今後の離

島における5Ｇの整備に関するお尋ねでありま
す。

県といたしましては、デジタル化やＤＸの推

進による地理的・地勢的な条件不利の解消や、

県民の皆様の安全・安心で豊かな生活の実現の

ためには、5Ｇなどのデジタル基盤の整備は必
要不可欠なものであると考えております。

そのため、国に対し、令和5年度政府施策に
関する提案・要望において、5Ｇ基地局の地方
における確実な整備について、通信事業者へ働

きかけるよう要望いたしますとともに、各通信

事業者等と5Ｇ基地局の整備について、意見交
換も進めてきているところであります。

今後、離島地域においても、自動運転やスマ

ート水産業などの分野における5Ｇの活用ニー
ズが高まってくるものと考えておりますので、

こうした具体的事例を示しながら、通信事業者

の皆様に対し、基地局整備を促してまいりたい

と考えております。

次に、ＭaaＳの離島地域における展開につい
てのお尋ねでありますが、ＭaaＳについては、
令和2年度に離島航路・航空路の関係者を含む

交通事業者等で構成する「長崎県ＭaaＳ導入推
進協議会」を県主体で設置し、県内各地域への

導入に向けた検討を重ね、令和3年度には、「長
崎県ＭaaＳ導入指針」を策定いたしました。
同指針におきましては、実証可能なエリアか

らＭaaＳを展開し、段階的に各地域へと接続を
していき、最終的には、全県下への導入を目指

すこととしております。

こうした中、まずは関係者間の調整が整った

本土地域の交通事業者が中心となって、本年4
月に「長崎県ＭaaＳ実行委員会」が設立をされ、
8月から具体的なサービスが開始をされたとこ
ろであります。

今後、県といたしましては、導入指針に基づ

き、離島地域も含めたエリアの拡大を図るため、

実行委員会とともに、各地域の事業者の参画を

促進してまいりたいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君） 今後、さらなる

再生可能エネルギー導入拡大のためには、基幹

送電網の整備が不可欠であるが、県としてどの

ように取り組むのかとのお尋ねですが、2050年、
カーボンニュートラルに伴う国の「グリーン成

長戦略」において、再生可能エネルギーの最大

限の導入を目指している中、本県としては、我

が国のグリーン産業先進県として貢献していく

ため、再生可能エネルギーの導入を拡大してい

きたいと考えております。

このため、国のマスタープラン策定に当たっ

ては、離島から本土までの送電網を整備するな

ど、離島地域の再生可能エネルギー導入拡大に

向けたプランとなるよう、国に対し要望してい

るところであります。

今後とも、広大な海域があり、洋上風力発電

などの導入ポテンシャルが高い本県の強みを活
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かし、再生可能エネルギーの導入を促進するこ

とにより、我が国のカーボンニュートラルに貢

献してまいります。

〇副議長（山口初實君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 私の方から、4点お
答えをさせていただきます。

まず、肥料や配合飼料における県の価格高騰

対策についてのお尋ねですが、肥料の高騰対策

については、県の6月補正予算において、施肥
量を節減できる機械等の導入支援を計上したと

ころ、多くの要望があったことから、本議会に

予算の増額を提案したほか、堆肥の有効活用に

よる肥料価格の抑制のために、ＪＡグループが

実施する堆肥ペレット製造装置の導入への支援

についても本議会に提案をしております。

また、国において、新たに肥料コスト増加分

の7割を補塡する事業が打ち出されており、県
としましても、機械等の導入支援の効果の発現

が次年度以降となること等を踏まえ、当面の対

策についても早急に検討したいと考えておりま

す。

次に、飼料高騰対策については、6月補正予
算において、セーフティネットである配合飼料

価格安定制度の生産者積立金の増額分の一部を

支援したところです。

なお、今月9日には、国において、生産コス
ト削減等に取り組む生産者の飼料コスト上昇分

を補塡する緊急対策が打ち出されたところであ

ります。

今後とも、肥料や飼料価格の状況等を注視し

ながら、県内の農業者が将来も安心して営農を

継続できるよう、関係機関と連携し、県として

しっかり対応してまいります。

次に、堆肥の活用促進についてのお尋ねです

が、堆肥は、土壌改良や養分の補給効果があり、

特に、畜産業が盛んな五島市においては有効な

肥料資源でありますが、運搬や散布などの取り

扱いに労力がかかることから、広域流通や利用

が難しい状況にあります。

一方、堆肥を加熱圧縮して整形化したペレッ

ト堆肥は、従来の堆肥と比較して、重量や容積

が約4割低減でき、保管、運搬及び散布性に優
れていることから、ＪＡグループが計画してい

る堆肥ペレット製造装置導入に対する支援につ

いて、9月補正予算として提案しております。
堆肥のペレット化の取組により、堆肥の活用

を促進するとともに、肥料コストの低減にもつ

なげてまいりたいと考えております。

次に、自給飼料の増産についてのお尋ねです

が、本県では、これまでも肉用牛の生産コスト

低減に向け、自給飼料の増産や面積拡大に取り

組んできておりますが、輸入飼料価格の高騰が

続いていることから、こうした取組をさらに加

速化させていく必要があると考えております。

具体的には、飼料作物の中でも収量性の高い

「たちすずか」などの県奨励品種の活用や、荒

廃農地等を活用した放牧の推進、耕種農家等と

連携した飼料作物生産の外部委託化等をさらに

進めることで、自給飼料の増産と利用拡大を図

ってまいります。

次に、県は、今後、五島の農業をどのように

振興していくのかとのお尋ねですが、県では、

これまで、五島地域において、農地の基盤整備

や集出荷施設の整備、労力支援、牛舎やハウス

などの施設整備に対する支援などの施策を進め

てきた結果、令和2年の農業産出額は、20年前
と比較して、肉用牛が倍増の25億円、いも類を
含む野菜が1.4倍の26億円と、肉用牛と野菜が五
島地域の農業を牽引する基幹作物となっており

ます。
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今後も、生産者や農業団体と一体となり、農

地の基盤整備やスマート農業などを推進するこ

とにより、肉用牛や園芸作物等の規模拡大や生

産性向上につなげ、五島地域のさらなる農業振

興に取り組んでまいります。

〇副議長（山口初實君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 私から、1点お答え
いたします。

特定有人国境離島漁村支援交付金の積極的な

活用について、県はどのように考えているかと

のお尋ねですが、県では、本交付金の積極的な

活用に努めており、平成29年度の制度開始から
今年度までに、漁業、養殖業の規模拡大など、

89件に対して支援を行っております。
具体的な取組事例として、五島地区において

定置網漁業の規模拡大により、水揚額が4倍近
くに増加し、雇用拡大を図った経営体も出てお

り、県全体では、今年度までに131名の雇用に
つながっております。

今後も、市町と連携しながら、新たな漁業の

導入や事業規模の拡大を進めるとともに、アフ

ターコロナを見据え、観光の視点を取り入れた

海業の推進も図るなど、離島漁業集落の維持発

展に力を注いでまいります。

〇副議長（山口初實君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（寺原朋裕君）健康寿命延伸の

ため、野菜の摂取促進に向けて、県ではどのよ

うに取り組んでいるのかとのお尋ねについてで

ございますが、本県の健康課題として、高血圧

外来患者数が全国ワースト2位、循環器系疾患
入院患者数が全国ワースト6位と、大変多いこ
とが挙げられます。

これは、野菜の摂取量や一日歩行数が少ない

といった生活習慣が一因と考えております。

このような状況を踏まえ、野菜摂取促進を図

るため、農産物直売所と連携した旬の野菜を活

用したレシピ集の作成・配布や、ヘルシーメニ

ューを提供する「健康づくり応援の店」におけ

る野菜摂取促進キャンペーンに取り組んでまい

りました。

今年度からは、新たに「長崎健康革命」をキ

ャッチフレーズに掲げ、食生活の改善のため、

減塩と野菜摂取促進対策に重点的に取り組むこ

ととしております。

具体的には、毎月8日を「減塩・野菜の日」
として広く周知し、11月には、県内大手スーパ
ーマーケットと連携して、「減塩・野菜摂取促

進イベント」を実施するなど、取組を強化いた

します。

多くの県民の皆様に、地元の新鮮な野菜を、

野菜ならではの素材の旨味を活かすことで、減

塩しながら野菜の摂取促進を心がけていただけ

るよう、普及啓発に努めてまいりたいと考えて

おります。

〇副議長（山口初實君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君） 私からは、

九州新幹線西九州ルート開業効果の地域への波

及につきまして、3点答弁させていただきます。
五島市におきましては、議員も触れられたと

おり、ホテルの開業が相次ぎ、また、来月から

放送されますＮＨＫ朝の連続テレビ小説「舞い

あがれ！」の舞台となるなど、誘客に向けまし

て大きなチャンスを迎えております。

そうした中で、離島への誘客を強力に推進し

ていくため、国境離島交付金を活用いたしまし

て、体験プランと交通・宿泊がセットになった

旅行商品を販売する、しま旅滞在促進事業によ

り誘客を図っているところでございます。

また、県・市一体となりまして、地域資源を

活用した魅力ある滞在型観光コンテンツの磨き
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上げにも取り組んでおり、これまで「星空ナイ

トツアー」や「五島列島キリシタン物語」とい

った着地型旅行商品の造成を行ったところでご

ざいます。

今後も、地元市町とも連携し、体験プランの

充実によるさらなる修学旅行の誘致や、釣りや

サイクリングと食をセットにいたしましたコン

テンツ開発など、豊かな自然や伝統芸能といっ

た地域資源を活かした取組を進めることで、し

っかりと誘客の促進を図ってまいります。

次に、開業に向け、関係機関と連携して県外

からの誘客を図るとしているが、離島への波及

について、どのように考えているかとのお尋ね

でございます。

新幹線開業や長崎駅周辺施設の再開発による

誘客効果を県内各地に波及させることは、大変

重要であると考えております。

そのため、県におきましては、新幹線などで

訪れた多くの観光客に、離島へも周遊していた

だくため、二次交通マップを作成し、駅や観光

協会などに配布をしているほか、離島航路事業

者の周遊プラン造成などにも支援を行っている

ところでございます。

また、東大阪市や五島列島が舞台となる「舞

いあがれ！」の放送を契機とした関西圏からの

送客につきましても、ＪＲ関係者への要請を行

ったほか、様々な機会を捉えて情報発信を行い、

離島への誘客を、これまで以上に促進してまい

りたいと考えております。

このほか、民間におきましても、交通事業者

が長崎港ターミナル経由の観光ルートバスを運

行いたしておりまして、アクセス向上を図って

いるほか、長崎国際観光コンベンション協会で

は、五島への送客促進にも取り組んでおります。

新しい長崎駅は、その先に港を見渡すことが

でき、駅としまの間は航路でつながっておりま

す。

県といたしましては、しまへも送客していく

という強い思いを持って、今後もしっかりと誘

客促進に取り組んでまいります。

最後に、「おもてなし」について、その重要

性をどう考え、また、どのように取り組んでい

るのかとのお尋ねでございます。

県におきましては、「おもてなし」を観光振

興の重要な要素と捉えており、平成21年度から、
「長崎県総おもてなし運動」を開始し、関係自

治体や各地域の観光協会、宿泊施設のスタッフ

やタクシードライバーなどの観光関連事業者の

皆様に、「おもてなし」の意識を醸成するワッ

ペン着用の普及を図ってまいりました。私も着

けさせていただいている、この黄色のワッペン

でございます。（ワッペン掲示）

平成29年度からは、県内宿泊施設の皆様を対
象としたコンシェルジュの認定制度を設けまし

て、宿泊施設の質の向上と、お客様に満足いた

だけるサービスの提供を促進しております。

また、令和3年1月から、高齢の方や障害をお
持ちの方などにワンストップで対応する相談窓

口といたしまして、「長崎県ユニバーサルツー

リズムセンター」を長崎空港内に設置いたして

おります。西九州新幹線開業を契機に、長崎駅

の観光案内所とユニバーサルツーリズムセンタ

ーをオンラインで結んでのサービスの提供など

にも取り組むことといたしております。

さらに、西九州新幹線開業に向けた民間の取

組といたしまして、県内の経済団体青年部を中

心とする開業準備実行委員会において、駅での

手振り、旗振りによる歓迎のお出迎えや、子ど

もたち向けのワークショップなどにも取り組ん

でいるところでございます。
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県といたしましては、市町や民間を含む関係

団体と連携し、引き続き、本県を訪れる皆様に

心のこもった「おもてなし」を提供することで、

お客様の満足度向上に努めてまいります。

〇副議長（山口初實君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）通行の支障となって

いる樹木の伐採を積極的に行うべきではとのお

尋ねですが、道路上に覆いかぶさっている道路

区域内の樹木の伐採については、日々の道路巡

視などで確認した際に、その都度、支障範囲の

除去に努めています。

しかしながら、道路区域外の民地から張り出

す樹木については、所有者による除去が原則で

あることから、所有者確認が必要となるなど、

対応に時間を要する場合があります。

今後も、安全・安心な道路空間の確保のため、

通行の支障となる樹木の伐採を迅速に行えるよ

う、現地の状況や所有者情報などの事前把握に

努め、適切な道路の維持管理を実施してまいり

ます。

〇副議長（山口初實君） 清川議員―7番。
〇７番（清川久義君）それぞれの答弁ありがと

うございました。残った時間、幾つかの項目に

ついて、再質問をさせていただきます。

先ほど、知事から、離島振興法の延長につい

て、ご答弁をいただきました。

ご承知のとおり、この「離島振興法」は、海

洋権益をめぐる国際環境が変化しつつある現在

にあって、離島がこれらの役割を十分に発揮す

るためには、持続的に人が定住していくことが

不可欠です。離島住民が、そのしまで、安全・

安心、そして、快適な生活を維持していくこと

は、国の運命を左右するといっても過言ではあ

りません。

国の責務を通して、より実効性の高い離島振

興方策を確立するためにも、県当局においては、

来る令和5年3月末日をもって失効する「離島振
興法」の改正・延長が早期に可決されるよう、

国に対して強く働きかけていただくとともに、

県内関係自治体と連携し、引き続き、効果的な

離島振興施策に取り組んでいただくことを切望

いたします。

次に、五島市の農業振興について、お尋ねし

ます。

先ほど部長から、露地野菜や肉用牛の規模拡

大、生産性の向上対策について取り組んでいく

という答弁がありましたが、具体的にはどうい

った取組を進めていくのか、お尋ねをいたしま

す。

〇副議長（山口初實君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）五島地域の農業振興

に向けた具体的な取組といたしましては、まず、

肉用牛においては、畜産クラスター事業を活用

した牛舎の建設や繁殖雌牛の導入、自給飼料の

生産拡大、繁殖雌牛の行動をデータで記録・管

理し、分娩感覚を短縮するスマート機器の導入

などによりまして、増頭や子牛出荷頭数の拡大

を図ってまいります。

また、施設園芸では、光合成能力を最大化す

る環境制御技術による収量、品質の向上、露地

野菜では、かぼちゃ、甘藷等の契約栽培による

出荷調整作業の省力化や、外国人材を活用した

労力支援による規模拡大などに取り組み、五島

地域においても、快適でもうかる農業経営を実

現してまいりたいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 清川議員―7番。
〇７番（清川久義君）もうかる農業の具体的な

取組については、理解をしました。

一方で、先ほど申しましたけれども、農業就

業人口など、農業に従事する人が減少している
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現状においては、後継者を確保する取組も非常

に重要ではないかと考えます。後継者確保の取

組について、どのように進めていくのか、お尋

ねをいたします。

〇副議長（山口初實君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 県では、産地自らが

就農希望者を受け入れ、農業の基礎知識を学ぶ

講義と、栽培技術を習得する先進農家での実習

の2本柱で新規就農者の育成・確保を行うＪＡ
の研修機関の立ち上げを支援しております。

五島地域においても、ＪＡごとうが本年5月
に研修機関を設立し、現在、肉用牛や野菜の研

修生を募集しているところでございます。

今後とも、関係機関と連携し、こうした産地

主導型による新規就農者の育成を進めるととも

に、就農時の農地の確保や、施設機械の導入等

の支援を一体的に行うことで、ＵＩターン者な

ど、後継者の確保につなげてまいります。

〇副議長（山口初實君） 清川議員―7番。
〇７番（清川久義君）もうかる農業への実践に

向けた取組、そして、後継者確保の取組につい

ては、理解をいたしました。

後継者を確保するには、もうかる農業の実践

はもとより、地域の豊かな自然に根づいた農業、

また、地域の食文化を支える農業というものを

もっともっと理解してもらう必要があるかと思

います。そのためには、地場産の農産物などを

食し、生産者や生産物を理解することが重要で

あり、地産地消を進める取組も必要だと考えま

す。学校給食に地場産の農産物を活用すること

も一つの手でありますが、学校給食を含めた地

産地消の取組をどのように進めていくのか、お

尋ねいたします。

〇副議長（山口初實君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 地産地消は、県産農

産物の利用拡大に加え、県民の皆様に農林業へ

の理解を深めていただく食育推進の観点からも

大変重要な取組であると考えております。

そのため、ホームページ等による直売所や旬

の農産物などの情報発信をはじめ、県産食材を

用いた料理を提供する「ながさき地産地消こだ

わりの店」の登録推進、生産者と消費者の交流

の場となる「ながさき収穫感謝祭」の開催支援

等を行っているところです。

また、学校給食においては、教育庁と連携し

て、11月の地場産物使用推進週間中に、「県内
まるごと長崎県給食の日」を設けるなどの取組

を行っているところです。

今後とも、生産者、関係機関と一体となって

地産地消の取組を推進してまいります。

〇副議長（山口初實君） 清川議員―7番。
〇７番（清川久義君） 次に、先ほど水産部長か

ら答弁をいただきましたが、漁業を基幹産業と

する離島地域の将来を考えるうえでは、漁業者

が漁村に住んで、地域を支えていくことが重要

と考えます。

しかしながら、平成25年から平成30年の5年
間で、本県全体で約2割の漁業者が減少してお
り、このまま減少が進めば、漁業を支える漁業

者がいなくなり、漁業生産力の低下とともに、

漁村地域の活力が低下していくことが危惧され

るところであります。

漁業生産と地域の活力を維持していくために

は、漁業者を残していくことが重要であり、そ

の対策の一つとして、担い手となる新規漁業就

業者を呼び込み、地域に残していくことが必要

だと思います。

県として、新規漁業就業者の確保・育成につ

いて、どのような取組を進めているのか、お尋

ねします。
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〇副議長（山口初實君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 県では、ＳＮＳでの

漁業の魅力発信をはじめ、県内高校生を対象と

した就業支援フェアや、オンラインによる就業

相談会の開催、全国漁業就業フェアへの出展な

ど、漁業就業希望者の呼び込みに取り組んでお

ります。

また、就業希望者に対しては、就業前後の技

術習得研修など、切れ目のない漁業就業者育成

対策を展開しておりまして、昨年度は192名の
方が新規に就業いたしました。

今後も、漁村地域の活力維持に向けて、新規

就業者の確保・育成に努めてまいります。

〇副議長（山口初實君） 清川議員―7番。
〇７番（清川久義君） 次に、九州新幹線西九州

ルートの開業効果の波及については、先ほどい

ろいろと答弁をいただきましたが、私は、新幹

線開業による効果が県下全域に波及効果をもた

らす必要があると思っています。沿線以外にお

住いの県民の皆様も、私の考えに賛同していた

だけるものと思っております。

開業に向け、一過性の観光誘客にとどまるこ

とのないよう、県内各自治体とも連携をし、持

続して観光客など交流人口の拡大を図っていた

だきたいと思います。

五島市の観光産業は、新型コロナウイルス感

染症により甚大な影響を受けており、早期に

Ｖ字回復を図る必要があります。

こうした状況の中、特に、1月及び2月の閑散
期における入込み客の低迷は、五島市にとって

長年の課題であり、冬季にも観光客の皆様に満

足していただけるよう、地域の魅力をさらに磨

き上げていくことが、コロナ禍の中において、

これまで以上に必要であると実感しているとこ

ろであります。

五島市には、西海国立公園や椿に代表される

豊かな自然環境とともに、世界遺産や日本遺産

など、歴史的・文化的資産、そして新鮮な魚介

類や野菜、五島牛、椿油、五島手延べうどんな

ど、多くの魅力的な観光資源に恵まれておりま

す。

こうした全国に誇れる五島市の観光資源を活

かした地元の取組を、これまで以上にバックア

ップしていただきたいと思いますが、改めて県

の考えをお伺いいたします。

〇副議長（山口初實君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君） 五島市は、

本年1月には「日本ジオパーク」に認定をされ
まして、また、先ほど答弁させていただきまし

たが、8月には2つのリゾートホテルがオープン
されるなど、さらなる観光の活性化が期待され

ているところでございます。

こうした状況下で、五島市では、近年増加を

いたしておりますＵＩターン者の中で、宿泊や

体験、あるいは旅行事業に従事されている方々

を中心といたしまして、観光客や、あるいはワ

ーケーションの受入れ体制を充実させるような

動きも生まれてきているところでございます。

こうした方々のご意見も十分お聞きしながら、

市や地元と一体となりまして、国境離島交付金

を活用して、地域の観光資源を最大限に活かし

た滞在型観光コンテンツの磨き上げですとか、

あるいは全国に向けて、各種媒体を通した効果

的なプロモーションを県としても積極的に展開

いたしまして、地元の取組をしっかりと後押し

をしてまいりたいと考えております。

〇副議長（山口初實君） 清川議員―7番。
〇７番（清川久義君） また、先ほど、誘客の観

点から、樹木の伐採について答弁をいただきま

したが、島内の住民の方、特に、通学路におい
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て、草木が覆いかぶさっている状況も見受けら

れますので、その点についても検討をいただき

たいと思います。

確かに、道路沿いには、越境して樹木が倒れ

こんで、車等の事故もあっているようなことも

耳にしておりますので、どうかその辺は、地域

のその土地の所有者等もしっかりと把握してい

ただいて、できるところから進めていただけれ

ばと、そのように思っておりますので、よろし

くお願いをいたします。

以上で、私の質問を終わります。（拍手）

〇副議長（山口初實君） これより、しばらく休

憩いたします。

会議は、2時40分から再開いたします。
― 午後 ２時２７分 休憩 ―

― 午後 ２時４０分 再開―

〇議長（中島●義君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君）（拍手）〔登壇〕 15
番、自由民主党、南島原市選出、中村一三でご

ざいます。

議長の許可をいただきましたので、県政一般

質問を行います。

質問の前に、大型台風第14号により災害に遭
われた方々に対しまして謹んでお見舞いを申し

上げます。被災地の一日も早い復興を心より祈

念申し上げます。

また、本日は、遠い遠い南島原市から傍聴に

おいでをいただきまして、誠にありがとうござ

います。

質問通告に従いまして、分割質問で行います。

今回も質問は多岐にわたりますが、島原半島、

南島原市の諸課題にわたり質問をいたします。

答弁は、簡潔明瞭にお願いをいたします。

1、新型コロナウイルス感染症対策と本県財
政について。

（1）これまでの新型コロナウイルス感染症
対策について。

令和2年2月、本県ではじめて新型コロナウイ
ルス感染症の発生が確認されて以降、その後の

急速な感染拡大によって、本県の様々な分野や

業界、さらには県民生活に大きな影響を受けて

まいりました。

そうした中、県においては、これまで数次に

わたる補正予算を編成し、感染症の予防・拡大

防止と県民生活の安全・安心確保対策及び社会

経済活動の回復・拡大とポストコロナを見据え

た産業振興、交流拡大対策として、様々な感染

症対策を講じられてきたところであります。

その総額と対策の主な内容はどうなっている

のか、お尋ねをいたします。

（2）財源確保について。
①財源の状況について。

コロナ対策予算の財源については、国が創設

した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金を最大限に活用するとともに、財政調

整基金についても取り崩しながら対応してきた

ものと認識をしておりますが、これまでのコロ

ナ対策の財源はどうなっているのか、お尋ねを

いたします。

②今後の財源確保について。

国においては、本年6月に公表された「経済
財政運営と改革の基本方針」、いわゆる「骨太

の方針」の中で、感染収束後、早期に地方財政

の歳出構造を平時に戻すとされておりますが、

一方で、現在もなお、これまでに経験したこと

がない水準での感染拡大が続いている状況であ

り、今後も、感染予防・拡大防止対策、社会経
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済の回復・拡大対策など、コロナ対策事業を着

実に実施していくことが重要だと考えておりま

す。

加えて、感染収束後においても、コロナ禍の

影響の長期化や物価高騰などによる疲弊した本

県の経済、雇用情勢の早期回復のためにも、必

要な財源を積極的に確保していく必要があると

考えますが、こうした状況に対して、県はどの

ように対処していこうとしているのか、見解を

お尋ねいたします。

あとは、対面演壇席で質問をいたします。

〇議長（中島●義君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君） 私から、2点お答え
申し上げます。

1点目、これまでのコロナ対策事業の総額と
対策の主な内容についてということでございま

す。

本県は、新型コロナウイルス感染症対策とい

たしまして、令和元年度から本議会に提案して

おります令和4年度9月補正予算までに、総額と
いたしまして約3,192億円の予算を計上させて
いただいております。

主な内容といたしましては、2本ございます
けれども、1本目としましては、感染症の予防・
拡大防止と県民生活の安全確保対策といたしま

して、医療提供体制の整備ですとか、検査体制

の充実、強化、あるいは生活に困窮されている

方々への支援等に対しまして約1,389億円、また、
もう一つの柱としましては、社会経済活動の回

復・拡大対策といたしまして、営業時間短縮協

力金ですとか、事業継続のための給付金、ある

いは観光関係等のサービス産業、製造業、農林

水産業などの各分野における対策等に対しまし

て約1,803億円の予算を計上いたしまして、各種
事業に取り組んできたという状況でございます。

もう一点、財源の状況ということでございま

すけれども、主な財源といたしましては、議員

ご紹介をいただきました地方創生臨時交付金、

これが約729億円ございます。これを含めまし
た国庫支出金が約2,176億円という形でござい
ます。

また、事業者の資金繰りに必要な金融機関へ

の預託に係る、これは諸収入でございますけれ

ども、こちらが約926億円、財政調整基金繰入
金等の一般財源、こちらが約25億円という状況
でございます。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 私から、1点お答えさせ
ていただきます。

コロナ対策事業の着実な実施や感染症収束後

の経済、雇用情勢の早期回復に必要な財源を確

保するために、県はどのように対処していこう

と考えているのかとのお尋ねでございました。

新型コロナウイルス感染症拡大の長期化や物

価高騰などにより疲弊した県内経済の回復、拡

大に向けては、国と地方が総力を挙げて取り組

んでいくことが重要であり、さらなる地方財源

の確保が必要不可欠であると考えております。

そのため、これまでも政府施策要望など様々

な機会を捉え、地方の一般財源総額の確保はも

とより、地方創生臨時交付金の増額や感染症の

収束後に地方が迅速に経済、雇用対策に取り組

めるよう、地方の実情を踏まえた新たな財源措

置を講じることなどについて、国への要請を重

ねてきたところでございます。

県としましては、県民の皆様の生活や事業者

の方々の社会経済活動をしっかり支えていくた

めに、各種対策に全力で取り組んでいくととも

に、引き続き、全国知事会等と連携をしながら、

国に対して、財源措置の充実、強化を強く訴え
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てまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君）それぞれのご答弁あり

がとうございました。

先ほど部長答弁の中で、地方創生臨時交付金

729億円を含む国庫支出金が約2,176億円、財政
調整基金などの一般財源を約25億円充当して
いるとのことでありますが、今回のコロナ対策

や近年激甚化する自然災害への対応のように、

県民の生命や財産に関わる緊急的な課題に対し

て、今後も迅速かつ確実に対応していくために

は、国への働きかけに加えて、県税や財産収入

等の自主財源を確保し、しっかりとした財政基

盤を構築することが必要と考えますが、県とし

ては、どのように考えているのか、お伺いいた

します。

〇議長（中島●義君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君） 本県は、自主財源に

乏しく、脆弱な財政構造にありますことから、

これまでも国に対しまして、地方税財源の充実、

確保を要望するとともに、本県といたしまして

も、累次の行財政改革に取り組んできたという

ことでございます。

自主財源の確保といたしましては、行財政運

営プランに基づきまして、例えば、県税徴収率

の向上ですとか、ふるさと納税の推進、あるい

は県有財産の売却、有効活用などの歳入確保対

策に取り組んでいるという状況でございます。

また、県内経済の活性化によりまして税源の

涵養を図るために、企業誘致ですとか、あるい

は新たな基幹産業の創出といったことをはじめ

といたしまして、農林水産業の収益性向上や観

光振興など、産業施策を積極的に推進しており

ます。

今後とも、健全な財政運営を目指しまして、

自主財源の確保、充実に努めてまいります。

〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君） 今後も、財源をしっか

りと確保しながら、コロナ対策を確実に講じら

れることを要望しておきます。

2、原油価格・物価高騰による対策について。
（1）中小企業対策について。
①県のコロナ関係融資の実績額について。

我が国においては、長引くコロナ感染症によ

り、国民生活や社会経済への影響が依然として

続いております。

加えて、ロシアのウクライナ侵攻などを受け

て、原油をはじめとするエネルギーや原材料価

格等が高騰し、国民生活や社会経済活動にさら

なる追い打ちをかけております。

このような中、県内事業者は、国、県、市町

の様々な支援を受けながら、少しずつ日常の経

済活動を取り戻すための懸命の努力を行ってお

ります。

県当局におかれましても、コロナ禍で影響を

受けた県内事業者の資金繰り支援をするため、

令和2年3月に、いち早く県の制度資金の緊急資
金繰り支援資金を発動され、その後、国の無利

子、無担保の制度を活用した運用を図ったり、

貸付枠を拡大されている等、随時、必要な対策

を実施されてきたものと承知をしております。

そのような結果、現在のところ県内の事業者

の倒産件数については、コロナ禍の前とあまり

変わらない、同程度の水準になっているとお聞

きをしているところであります。

そこで、県の制度資金である緊急資金繰り支

援資金の活用件数と融資額をお伺いいたします。

②今後の支援策について。

コロナ関係の融資を受けている事業者からお

聞きするのは、無利子の取扱いは借入れから3
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年間の限定の制度でありますが、それが終了し

て融資の返済が開始されるタイミングとロシア

のウクライナ侵攻や急激な円安の進行等の影響

を受けて原油価格や物価の高騰が長引き、歯止

めがかからない状態とが重なることが非常に苦

しいという切実な声があります。私としても、

せっかくコロナ禍の中で頑張っている事業者に

寄り添って支援を講じるべきであると考えてお

ります。

このような声に応えるため、県としては、ど

のような支援を行っており、今後どのように考

えているのか、お伺いいたします。

（2）生活困窮者への支援について。
①生活福祉資金の現状と今後の返済について。

コロナ禍の影響を受け、休業や失業等により

収入が減少した世帯に対しては、令和2年3月か
ら、生活福祉資金の特例貸付けが実施をされて

おります。

これまでの貸付け実績を見ますと、令和4年8
月末現在で、延べ約2万7,700世帯、約104億円
となっており、申請期限は本年9月末までと伺
っております。

貸付けを利用された方は、新型コロナ禍の影

響に加え、物価高騰により、今もなお生活困窮

が続いている方も多いのではないかと思います。

このため、本来は返済が必要な貸付けとはい

え、計画どおり返済ができない方も数多くおら

れるのではないかと心配をしているところであ

り、このような方については、償還免除などの

救済措置があるとお聞きしております。

こうした救済制度をしっかり周知して、また

手続が複雑にならないよう十分配慮していただ

くことが必要と考えますが、県として、どのよ

うに対応するのか、お伺いをいたします。

〇議長（中島●義君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君） 私の方から、2
点お答えいたします。

県の制度資金である緊急資金繰り支援資金の

活用件数と融資額についてのお尋ねですが、県

の制度融資である緊急資金繰り支援資金の保証

承諾状況は、直近の令和4年8月末現在において、
延べ件数が1万1,663件、保証承諾実績額が約
1,760億6,700万円となっております。
次に、事業者の声に応えるために、県として

は、どのような支援を行っており、今後どのよ

うに考えているのかとのお尋ねですが、コロナ

禍の長期化に加え、原油価格・物価高騰などの

影響を受け、県内中小企業を取り巻く環境は厳

しさを増しており、今後も予断を許さない状況

であるものと認識しております。

こうしたことから、県では、事業者の資金繰

りを支援するため、様々な関係者の声を聞きな

がら、本年6月には、県の制度融資に、原油・
原材料価格の高騰に対応する新たな区分を追加

するとともに、本定例会においても、借換えな

どの資金需要の増加等に対応するための融資枠

の拡大に必要な関係予算を提案しているところ

であります。

あわせて、事業者がコロナ禍を踏まえた新分

野への展開による経営多角化など、事業の再構

築を図るための先進的な取組に対しても支援措

置を講じてまいります。

引き続き、社会経済情勢を注視しながら、事

業者の実態把握に努めつつ、緊張感を持って対

応してまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（寺原朋裕君）生活福祉資金の

現状と今後の返済について、償還免除の周知や

手続について、どのように対応するのかとのお

尋ねについてでございますが、令和4年3月末ま
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でに貸付けを利用された方については、令和5
年1月から償還がはじまりますが、借受人と世
帯主が住民税非課税の場合は、償還が免除され

ることとなっております。

そのため、貸付けの実施主体である県社会福

祉協議会において、全ての貸付け利用者に対し、

償還や償還免除に関する手続をお知らせすると

ともに、コールセンターを設置し、問合せに対

応しているところです。

また、県社会福祉協議会がご本人の同意を得

たうえで税情報を市町から取得し、償還免除対

象世帯の手続を簡略化して負担軽減を図ってお

ります。

県としましても、全世帯広報誌等を通じて、

これらの周知に努めるとともに、市町と連携し

て、生活困窮者の多様な支援ニーズに対応する

よう、継続的な相談支援を実施してまいります。

〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君）それぞれ答弁ありがと

うございました。

先ほどの生活福祉資金の償還免除の件ですけ

れども、これは住民税非課税だったら、全ての

家庭に免除が出ると思うんですけれども、ある

程度、これを知らない方が結構多いんですよね。

だから、その辺の周知の徹底をしていただきた

いと思います。

それと、申請期限が今月の9月30日までとい
うことになっておりますので、残すところ、あ

と10日間ですので、迅速な対応をお願いしたい
と思っております。

最初の方の再質問をいたしますが、事業者や

関係者に対する支援策の周知徹底として、原油

価格・物価高騰の影響により、県下の社会経済

情勢は今日、非常に厳しい状況であります。

県が資金繰りの制度創設をはじめ、様々な施

策を講じることについては、私も一定は理解を

しております。

一方で、このような施策は最大限に活用して

もらわなければ意味がないというふうに思って

おりますけれども、そのために、実際使っても

らいたい事業者だけでなく、適切なアドバイス

を行う商工団体等の関係団体、さらには融資を

実行する金融機関など、幅広い県下の関係者に

対して周知や情報提供を行う取組が重要である

と考えますが、この点について、県はどのよう

に進めているのか、お伺いいたします。

〇議長（中島⬤義君） 産業労働部長。
〇産業労働部長（松尾誠司君）県といたしまし

ても、事業者向けの支援施策については、県内

各地域の皆様にお届けし、その活用を促すこと

が重要であると考えております。

そのため、去る9月9日には、行政と商工、金
融などの関係団体から構成されます「長崎県緊

急経済雇用連絡会議」を開催のうえ、経済雇用

情勢や各機関の支援策の情報共有を図るととも

に、今後も連携して取り組んでいく方針を確認

したところであります。

引き続き、事業者の事業継続に必要な支援が

行き届きますよう、様々な媒体やルート、機会

を活用しながら情報提供、周知に努めてまいり

ます。

〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君） しっかりと、よろしく

お願いいたします。

3、農業行政について。
（1）南島原市における農業振興について。
南島原市では、いちごやとまとなどの施設園

芸や果樹、畜産、ばれいしょ、水稲、葉たばこ

など、様々な作物で生産性の高い農業が営まれ

ており、令和2年、農業産出額は240億円と県全
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体の16％を占め、農業の中心的形態である認定
農業者も令和2年度は944名と県全体の18％を
占めるなど、県下でも有数な農業地帯でもあり

ます。

しかしながら、他地域に比べて耕地面積に占

める中山間地域の割合が高く、小区画で不整形

な圃場も多いことや、高齢化に伴う農業従事者

の減少などにより耕作放棄地が増加するなど、

南島原市の農業を取り巻く環境は非常に厳しい

状況となっております。

こうした中、南島原市においては、基幹産業

である農業の振興を図るために、農地基盤整備

の推進に加え、スマート農業技術の導入拡大や

環境にやさしい農業の取組拡大に向け、生産者

や関係機関が一体となって取り組まれておりま

す。

今後は、このような取組を積極的に進めてい

くことが必要だと考えますが、以下の4点につ
きまして、県の見解をお伺いいたします。

① 農地の基盤整備について。

県では、担い手への農地集積による規模拡大

や大型機械の導入等による生産性向上を図るた

め、農地の基盤整備を進められており、整備に

取り組まれている農家の皆様は、整備後の営農

に大きな期待を寄せられているところです。

そこで、現在、南島原市で進められている農

地の基盤整備事業実施地区の進捗状況と今後の

新規地区の予定について、お伺いいたします。

② スマート農業の推進について。

県では、生産性の向上や省力化、軽労化を図

るため、スマート農業を推進していますが、南

島原市では、昨年3月、「南島原市スマート農
業協議会」を設立し、農業後継者の定着、生産

現場における省力化や効率化の実現に向け、活

動を行っています。

スマート農業の推進に当たっては、南島原市

と積極的に連携し、取り組んでいただきたいと

考えますが、県では、市において、どのように

スマート農業を推進しているのか、お伺いをい

たします。

③ 有機農業の推進について。

南島原市では、市や地元の生産者による「南

島原オーガニック協議会」を立ち上げ、化学肥

料や農薬を使わない有機農業で市を活性化しよ

うと、生産、加工、流通、消費の課題解決に向

けた先導的な取組を行っています。

国は、2025年まで、全国で100市町村程度の
オーガニックビレッジを創出するとしています

が、持続可能な農業、付加価値の高い農業を目

指す南島原市の取組について、どのように把握

し、今後の課題と取組について考えているのか、

お伺いをいたします。

④ 果樹振興対策について。

南島原市は、かんきつ類、落葉果樹などの多

くの品目を栽培する産地ですが、山間地で狭い

農地が多く、果樹生産者の高齢化は顕著であり、

栽培面積、担い手の減少が進んでおります。

そこで、南島原市では、「南島原果樹フロン

ティア協議会」を設立し、果樹生産者の人材育

成や産地のＰＲ等の活動がはじまったところで

ありますが、県では、このような条件不利地域

における果樹の振興に向けて、どのような対策

を考えているのか、お伺いいたします。

〇議長（中島⬤義君） 農林部長。
〇農林部長（綾香直芳君） 私の方から、4点お
答えさせていただきます。

まず、南島原市の農地基盤整備事業の進捗状

況と今後の予定についてのお尋ねですが、現在、

南島原市における農地の基盤整備事業は、4地
区、208ヘクタールの整備を実施しているとこ
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ろであり、令和3年度末の進捗状況については、
事業費ベースで、空池原地区が91％、見岳地区
が82％、馬場地区が9％、津波見地区が2％とな
っております。

また、今後の新規地区の予定としましては、

有家中部地区、有馬干拓地区の事業推進を図っ

ているところであり、今後とも、市や関係団体

と連携し、早期の事業着手に向けて、地域の合

意形成を進めてまいります。

次に、南島原市におけるスマート農業の推進

についての県の考えについてのお尋ねですが、

スマート農業の推進は、農業所得の向上や省力

化を図るうえで重要な施策であることから、県

では、「長崎県スマート農業推進方針」を策定

し、各振興局に相談窓口を設置するとともに、

技術の実証や農家への導入支援等を行っている

ところです。

また、県も、「南島原市スマート農業推進協

議会」へ参画し、みかんのドローン道場の実演

会のほか、いちごやとまとの環境制御技術の実

証、研修会等を行っており、いちご農家では、

10アール当たりの収量が全国平均と比較して
1.8倍となる事例も出てきております。
今後は、こうしたスマート農業技術の普及を

施設園芸や肉用牛繁殖等の若手農家を中心に進

めていくことで、市内はもとより、多くの農業

者が快適で、もうかる農業を実現できるよう、

関係機関と一体となって支援してまいります。

次に、南島原市の有機農業の現状と課題、今

後の取組についてのお尋ねですが、本県の有機

農業の取組面積は、195ヘクタールと耕地面積
の0.4％にとどまっていますが、南島原市では、
42ヘクタールと、県全体の取組面積の22％を占
め、県内有数の有機農業の産地となっておりま

す。

有機農業の取組拡大に向けては、生産面では、

収量、品質の安定化と省力化、販売面では、コ

ストに見合った価格で販売できる販路の確保、

開拓が課題と考えております。

こうした課題の解消に向けて、県も、「南島

原オーガニック協議会」へ参画し、南島原市が

計画している有機農業圃場の団地化、地域の飲

食店や旅館での有機農産物の利用推進、学校給

食への試験的導入等の取組を進めることで、市

や関係団体とともに、今後の有機農業の拡大に

つなげてまいります。

次に、南島原市における果樹振興についての

県の考えについてのお尋ねですが、南島原市に

多い中山間の条件不利地域における果樹の振興

と担い手の確保のためには、省力化が可能とな

るような樹園地の条件整備が重要であると考え

ております。

そのため、園内作業道の整備、優良品種への

新改植等の推進と併せて、ドローンを活用した

防除作業など、スマート農業の導入も検討して

いく必要があると考えております。

あわせて、後継者のいない農家の樹園地を計

画的に新規就農者に継承する仕組みづくりを検

討するなど担い手の確保を図ることで、南島原

市の果樹の振興に取り組んでまいります。

〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君）先ほど有機農業のこと

を答弁を聞かせていただきましたけれども、南

島原市においては有機農業が非常に盛んである

と、ただ、県においては、まだ推進が進んでい

ないと。

午前中、山口経正議員の有機農業のお話があ

りましたけれども、特別栽培も含めて、推進し

ていかなければいけないものですので、有機農

業の環境整備あたりが非常に難しいんですよね。
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有機栽培で育てようとする品目が増えれば増え

るほど、手間や費用がかかるというふうにお聞

きをしておりますけれども、その辺の支援がで

きるような体制をつくるようお願いしたいとい

うふうに思っております。

農地の基盤整備の実施状況については、先ほ

ど答弁をいただきましたけれども、こうした大

規模な農地整備ばかりでなく、中山間地域に点

在する小規模な団地の基盤整備も今後進めてい

く必要があると考えておりますが、県はどのよ

うな考えか、お伺いいたします。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 県としましては、中

山間地等の条件が厳しい地域においては、市や

関係団体とも十分調整を図ったうえで、地形条

件に応じた簡易な基盤整備事業の活用を提案す

るなど、その地域の実情に合った農地の基盤整

備を推進してまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君） 特に、私たち南島原市

には荒廃地が非常に進んでおりますので、小規

模な基盤整備も今から必要かと思っております

ので、どうかよろしくお願いします。

4、水産行政について。
（1）漁業者の所得向上対策について。
漁業を魅力ある産業とするためには、漁業者

の所得を向上させることが重要と考えますが、

県の取組状況をお伺いいたします。

県では、現行の長崎県総合計画及び長崎県水

産業振興基本計画において、漁業所得の向上と

持続可能な生産体制の整備や環境変化に強く収

益性の高い魅力ある漁業経営体の育成などを目

標に掲げ、その達成に向けて、漁協等の関係団

体、市町と連携し、経営改善に向けた計画づく

りや、その具体化に向けた指導や支援に取り組

まれ、一定の成果が出ていると認識をしており

ます。

近年の不漁による経営不振などを捉えても、

天然資源に依存する漁業において、安定的に経

営されるのは非常に難しいことではないかと考

えており、さらには豪雨や台風など気候変動の

影響、またコロナ禍に加え、社会情勢の変化に

よる燃油や物価の高騰などもあり、漁業経営の

置かれた環境はますます厳しいものになってい

ると危惧をしているところです。

このような中、本県の重要産業である漁業を

魅力あるものとするためには、経営を安定的な

ものとし、所得を維持、向上することが極めて

重要なことだと考えていますが、県として、こ

れまで、どのような取組を推進し、今後、さら

にどのような展開を図ろうとしているのか、お

伺いをいたします。

（2）長崎県における赤潮対策について。
本県は、海面養殖業の適地に恵まれており、

県内各地でクロマグロ、トラフグ、ブリ等の魚

類養殖が盛んに行われています。

最近では、コロナ禍の需要回復に応じ、養殖

魚の国内外への出荷が順調であるとのことであ

り、今後も発展が期待されているところです。

しかしながら、近年、夏場を中心に県内各地

で赤潮が発生し、漁業被害が生じる場合もあり、

養殖業者の皆様は、現場で大変苦労されている

と聞き及んでいます。

今年は、熊本県八代海で大規模な赤潮が発生

し、過去2番目となる大きな被害が出ていると
の報道がなされています。

赤潮については、県内において、過去に大き

な被害が発生したこともあり、発生状況の把握

と被害軽減のための対策が重要だと考えます。

長崎県における赤潮発生状況及びその対策につ
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いて、県の考えをお尋ねいたします。

〇議長（中島●義君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 私から、2点お答え
いたします。

漁業者の所得向上対策について、県の取組状

況及び今後の展開についてはとのお尋ねですが、

県では、平成27年度から、系統団体や中小企業
診断士と連携した支援体制を構築し、個々の漁

業経営の内容に踏み込んだ経営指導を行い、優

良経営体の育成を進めてまいりました。

この結果、令和3年度までに692件の経営計画
を策定し、新たな漁法の導入による生産性の向

上や最先端の漁労機器の整備による操業の効率

化、コスト削減などの取組が進められ、コロナ

禍で大変厳しい状況の中ではありますが、収支

の確認ができた方のうち、約5割が所得の向上
につながっております。

今後は、優良な経営計画に基づく取組を広く

若い世代に波及させながら、ＩＣＴ技術を活用

したスマート水産業や6次産業化、海業の導入
を推進することで、漁業者のさらなる所得向上

を図ってまいります。

あわせて、優良な経営体の情報をＳＮＳなど

で広く発信し、本県水産業を魅力ある職業とし

て就業希望者にお伝えすることで、新規就業者

の確保につなげてまいります。

次に、長崎県における赤潮発生状況及びその

対策についてのお尋ねですが、赤潮は、栄養塩

や日照、水温、流れなどの環境要因が複雑に関

係し、プランクトンが増殖、集積することによ

り発生します。

本県では、平成29年度に約6億円の被害を受
けた伊万里湾など、主要産地で、養殖業者や漁

協などが連携して漁場監視体制の整備を中心と

した「赤潮対策ガイドライン」を策定し、発生

状況、迅速な餌止めや防除剤散布などの情報を

ＳＮＳで共有しながら、被害抑止に取り組んで

おります。

今期も、伊万里湾や橘湾などで赤潮が発生し

ましたが、こうした被害抑止の取組により、大

きな被害には至っておりません。

引き続き、養殖業者などと構築した連携体制

を強化し、赤潮対策に努めてまいります。

〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君） 先ほど、所得向上対策

ですけれども、やはり所得があってからこそ、

若い後継者、それとか若い力が必要となってき

ますので、これからも、さらなる行政としての

役割を果たしていただきたいと思っております。

次に、赤潮における再質問ですが、ＩＣＴや

ＡＩを活用した生産活動の省力化や生産性向上

などのスマート化が進められていると聞いてお

ります。

本県で赤潮対策に取り組むに当たり、このよ

うな先端技術を用いた赤潮の情報収集や体制の

整備が有効であると考えますが、現状と今後の

取組について、お伺いをいたします。

〇議長（中島●義君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 県では、赤潮の早期

発見を目的に、漁協などと連携して、養殖産地

14か所に、自動で水質を観測できる機器を設置
しており、観測結果は、県のホームページへ自

動送信され、リアルタイムで公表をいたしてお

ります。

また、漁場の海水を自動で採取し、赤潮原因

プランクトンの種類を遠隔で推定できる技術や、

大学などと連携して、潮の流れなどから赤潮の

移動を予測する技術を開発しているところであ

り、今後とも、先端技術を活用した赤潮監視体

制の強化に取り組んでまいります。
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〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君）しっかり取り組んでい

ただきますように、よろしくお願いいたします。

5、防災・減災対策について。
（1）緊急浚渫推進事業債について。
県内には、土砂の堆積や樹木等の繁茂により

河川断面を阻害している河川が多く、大雨時に

は、護岸を越水し、家屋や農地に被害を及ぼす

おそれがあるのではないかと懸念をしていると

ころであります。

このような中、国においては、昨今の相次ぐ

河川氾濫などを踏まえ、危険箇所を解消できる

よう、国土強靭化のための5か年加速化対策で
は、新たに緊急浚渫推進事業債が創設をされ、

毎年1,000億円の規模の予算が確保されている
ことから、本地方債を積極的に活用し、河川に

堆積した土砂撤去など、しゅんせつ工事を推進

する必要があると思われます。

現在の工事の実施状況について、お伺いいた

します。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）緊急浚渫推進事業債

についてのお尋ねですが、本県が管理している

河川については、令和2年度の緊急浚渫推進事
業債創設から、これまでの3か年において、約
35億円の事業費を確保し、土砂の堆積状況や人
家への危険度に応じて、緊急度の高い箇所から

優先的にしゅんせつ、伐木などを実施していま

す。

このうち、南島原市内の有馬川、堀川などに

ついては、過去の同規模の豪雨に対しても浸水

被害が軽減されるなどの効果が得られているこ

とから、今後も引き続き、緊急浚渫推進事業債

を活用し、河川の治水安全度の向上に努めてま

いります。

〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君） 昨日2日前と昨日の台
風でも、私も満潮時に、夜の12時ぐらいだった
んですけれども、ちょっと回ったんですけれど

も、非常にぎりぎりのところで、ちょうど護岸

工事のかさ上げ工事をやっておりますので、こ

の事業は非常に効果のある事業だというふうに

思っております。あと2か年、あと5年、6年で
すか、時限立法ということですので、予算を取

って、樹木の繁茂の消滅とか、そういうものに

力を入れていただきたいと思います。

また、この事業としては令和6年度までです
けれども、途中の繰越はできると思いますが、

最後の令和7年度までの繰越ができるのか、お
尋ねをいたします。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）事業最終年度におい

ても年度内執行に努めてまいりますが、やむを

得ず繰り越した場合においても、当地方債の充

当は可能と考えています。

〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君） 先ほど、5か年対策に
関連した単独事業債を積極的に実施されていく

ことはよくわかりました。

しかしながら、河川内のしゅんせつは地元か

らの要望が年々増えている状況であり、また地

域住民が安心して生活するためには、この緊急

浚渫推進事業債は今後も必要不可欠な事業であ

ると思われますが、5か年加速化対策の事業完
了後、県としてはどのように取り組んでいくの

か、お伺いをいたします。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）気候変動の影響によ

り水害が激甚化、頻発化する中、流下断面の確

保等の河川の維持管理を確実に実施することは、
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防災・減災への取組として、喫緊の課題です。

このため、緊急浚渫推進事業債の令和6年度
の終了以降についても、国に対して、本事業債

の恒久的な継続を要望してまいります。

〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君）緊急自然災害防止対策

事業債についても同様だと考えていますが、国

へ強く要望していただくようにお願いをしてお

きます。

6、島原半島の振興について。
（1）南島原市の諸課題について。
①史跡原城跡の地域振興への活用について。

原城跡については、「長崎と天草地方の潜伏

キリシタン関連遺産」の構成資産の一つとして、

平成30年7月に「世界文化遺産」に登録をされ
たところであります。

世界遺産に登録された際、地元県民の皆様は、

原城跡を観光、物産振興にも活用することで、

急激に進む人口減少や過疎化から地元を守るた

め、起爆剤として、大きな期待を寄せていたと

ころであります。

しかしながら、登録後間もなくして、コロナ

禍の影響などから、団体旅行、また、一般の観

光客も、登録直後と比べ、相当減少しているの

が現状であります。

このような中、南島原市においては、世界遺

産の価値を発信するとともに、観光案内や物産

販売の機能、市民の憩いの場ともなる「原城跡

世界遺産センター」を令和8年度にオープンし
ようと計画し、南島原市議会において、基本設

計の業務を3,200万円で委託し、承認をされてお
ります。

また、現在、原城跡の価値を理解していただ

けるよう、整備基本計画も策定していると聞い

ています。これらの整備は、原城跡のみならず、

県内のほかの構成資産にも足を運んでいただく

きっかけになるものと考えております。「長崎

と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の理解

促進や県全体の観光振興にもつながっていると

考えております。

そこで、お尋ねをいたしますが、こうした地

域の宝である世界遺産原城跡を活かした振興策

については、まずは南島原市で取り組むものと

認識をしておりますが、県当局も、こうした取

組に対し、積極的に関与、協力すべきであると

考えますが、いかがお考えか、お尋ねをいたし

ます。

②昨年8月の大雨による南有馬町夏吉地区の
災害復旧について。

南有馬町夏吉地区においては、昨年8月13日
の大雨により、幅60メートル、延長125メート
ルにも及ぶ大規模な地滑りが発生し、地区内を

通る幅員5メートルの市道が100メートルにわ
たり被災して、現在も通行止めになっているこ

とから、地域住民の方々は、大きく迂回を余儀

なくされ、支障を来している状況となっており

ます。

県においては、地滑り災害復旧工事に迅速に

取り組んでいただき、現在、計画どおり地滑り

対策工事は進められると伺っていますが、災害

発生から一年が経過しており、地域住民のため

にも、市道を含めた一日も早い復旧が必要であ

ります。

市道の復旧は、当然、南島原市が実施するも

のでありますが、県の災害復旧工事の進捗を見

て、市道の復旧工事へ着手すると聞いているこ

とから、県の地滑り災害復旧工事の進捗と今後

の予定をお伺いいたします。

③「みずなし本陣ふかえ」の撤退による道の

駅の今後の方向性と、休暇村「雲仙」閉館によ



令和４年長崎県議会・９月定例会（９月２０日）

- 133 -

る今後の存続について。

市の玄関口である道の駅「みずなし本陣ふか

え」が昨年11月末をもって営業を終了し、9か
月がたとうとしております。

平成11年に道の駅としてオープンした当初
は、初年度には64万人、最も多かった平成14年
度は89万人を数えるなど、多くの来場者でにぎ
わっていたのですが、その後、減少に転じ、令

和元年度には約30万人、そしてコロナ禍の令和
3年度には10万人まで落ち込み、営業困難な状
況により、閉館したところであります。

道の駅としては、休憩施設、情報提供施設、

地域連携機能として「土石流被災家屋保存公園」

があり、道の駅として登録要件は満たしている

と思われますが、周りは非常に閑散な状況でも

あります。道の駅として魅力向上が島原半島並

びに南島原市の地域振興には欠かせないものと

考えております。

基本、撤退した「みずなし本陣ふかえ」の事

業承継については、民間ベースでの話であるこ

とは承知していますが、道の駅としての活性化

に向け、県として、また地元南島原市とどのよ

うに協議して検討されていくのか、お尋ねをい

たします。

また一方で、反対側の小浜、北有馬地区の玄

関口でもあり、観光地の拠点でもある雲仙国立

公園の諏訪の池公園においても、休暇村「雲仙」

が昨年3月に閉館し、1年6か月がたとうとして
おります。

広大なキャンプ場、ボート場も閉鎖されるな

ど、一大観光拠点として、また、雲仙を訪れる

観光客にとって、途中で立ち寄ることがない状

況でもあります。

当然、これも民間ベースではありますが、島

原半島の周遊観光として重要な施設であると考

えており、観光立県長崎として、今後の存続、

方向性について、もう少し県も関与すべきと思

いますが、現状を見て、周辺整備と環境整備に

ついて、どのように思われるのか、お尋ねをい

たします。

④堂崎港埋立地の取り付け道路の進捗状況と

埋立地の状況について。

堂崎港埋立地においては、一部を完成し、県

より南島原市へ売却、その後、市よりＪＡ島原

雲仙へ売却し、集出荷場などの整備が進められ、

来年4月に完成の予定であります。
計画から30年を経て、雲仙・普賢岳の噴火土
石流に伴い発生した土砂の処分として、現在、

133万立方メートルを搬入し、98％を埋め立て
ているとお聞きしております。市としては、人

口流出の歯止めがきかない状況で、一刻も早く

完成し、企業誘致したい考えであり、地域経済

浮揚の切り札として、早期の完成を願っており

ます。

排土がかなり出てきているものとお聞きして

おりますが、残り2％、2万立方メートルを前倒
しで完成できないものか、お伺いいたします。

また、県が整備を進めている国道からの取付

道路の進捗状況についてもお伺いいたします。

⑤島原半島の幹線道路網の整備状況について。

過疎地域における道路網の整備については、

産業の振興や交流人口、関係人口の拡大に当然

必要なものであります。現在、半島地域におい

ては、高規格道路である島原道路の整備が進め

られており、今月10日には、島原市内で建設促
進大会が開催されるなど、地元の期待も大きく、

早期の完成を心待ちにしています。

そこで、現在、半島内で県が進めている3つ
の工区の進捗状況と完成の見通しについて、お

尋ねをいたします。
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一方で、島原半島南部地域においては、南島

原市深江町から口之津町間のアクセス向上も重

要な課題の一つであります。

前回の議会においては、道路整備の方向性に

ついて、関係市との意見交換を行うこと等であ

りましたが、現在の検討状況について、お伺い

いたします。

次に、県道の整備について、お尋ねします。

まず、主要地方道小浜北有馬線の大亀矢代工

区についてですが、平成23年度に事業に着手さ
れ、なかなか進捗が図られていないように感じ

ておりましたが、今回、ようやくトンネル工事

の契約案件が本会議に上程をされております。

地元は、一日も早い開通を待ち望んでいると

ころでありますが、現在の進捗状況と開通時期

について、お尋ねをいたします。

次に、地域の生活道路として利用されている

山口南有馬線の井手清水地区においては、道路

幅員が非常に狭く、すれ違いが困難な状況とな

っております。

今年度から整備に着手されたところですが、

現在の状況について、お伺いいたします。

〇議長（中島●義君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君）原城跡を活

かした振興策について、市の取組に対し、県と

して関与、協力していく考えがあるのかとのお

尋ねでございます。

「島原・天草一揆」の舞台となりました原城

跡は、世界遺産のストーリーの出発点となる大

変重要な史跡と考えております。

また、島原市が計画しております「原城跡世

界遺産センター」は、その価値や魅力などを発

信する拠点として、周辺の様々な資源を活用し

ながら地域振興にも貢献するものと期待をいた

しております。

県としましても、引き続き、保存と活用の両

面から助言を行うなど、積極的に協力してまい

りたいと考えております。

10月下旬には、南島原市におきまして、県、
市、民間事業者の共催で、長崎歴史文化博物館

と有馬キリシタン遺産記念館が連携して講演会

やスタディーツアーを実施する予定といたして

おります。

今後とも、南島原市をはじめ、関係市町と連

携しながら、文化観光資源の魅力増進や周遊促

進のの取組を積極的に進めてまいります。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）夏吉地区の地滑り災

害復旧工事の進捗状況と今後の予定についての

お尋ねですが、夏吉地区の災害復旧工事につい

ては、地元の皆様のご理解とご協力のもと、計

画どおりに進捗しているところです。

現在、再び地滑りが起きないように、被災し

た市道を含む地滑り箇所の上部の土砂の除去を

優先して実施しており、本年9月末の完了を予
定しております。

その後、県において、工事箇所の土砂移動の

有無などを2月末まで継続して観測し、斜面の
安定が確認された後、南島原市が市道の復旧手

続に入る予定となっております。

なお、当地区全体の地滑り対策工事は、令和

5年度中の完了を目指しており、今後も、早期
復旧に向けて、市と連携して取り組んでまいり

ます。

〇議長（中島●義君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君） 私から、道の

駅「みずなし本陣ふかえ」の活性化に係るお尋

ねについて、お答えいたします。

県が所有する土石流被災家屋保存公園は、雲

仙岳噴火災害の教訓を伝承していく観点から、
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道の駅の機能の一つとして、今後も保存、活用

することとしております。

そのため、例えば、この保存公園や近隣の雲

仙岳災害記念館、ジオパークといった噴火災害

関連施設を周遊する教育旅行の充実などにより、

道の駅の活性化を図ることも、地域振興につな

がるのではないかと考えております。

今後、このような取組を含め、道の駅の活性

化に向け、記念館を含めた広域的な周遊促進策

などについて、地元南島原市や関係者と協議を

行い、地域の活性化に努めてまいりたいと考え

ております。

〇議長（中島●義君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（貞方 学君）南島原市の

諸課題のうち、閉館した休暇村「雲仙」の今後

の存続について、県も関与すべきと思うが、ど

のように考えているのかとのお尋ねでございま

す。

休暇村「雲仙」につきましては、現在、施設

の譲渡説明会に参加した民間事業者との意見交

換を踏まえ、本館建物やキャンプ場など、諏訪

の池地区全体を対象に、利活用希望者を公募す

る方向で、施設を所管する環境省、地元雲仙市

が中心となり、検討がなされております。

県といたしましても、豊かな自然環境を身近

に利用できる当該地区の機能が維持され、島原

半島全体の周遊観光に資することは重要である

と考えており、今後の関係者間の議論に加わる

など積極的に関与をしてまいります。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）堂崎港埋立地につい

てのお尋ねですが、堂崎港埋立地は、雲仙・普

賢岳からの堆積土砂や港湾しゅんせつ土の処分

地として整備された埋立地です。

処分される堆積土砂などの建設発生土につい

ては、リサイクルを原則としていることから、

まずは近隣の公共工事に活用したうえで、残っ

た土を埋立地などで受け入れることとしていま

す。

一方で、整地を行うことが活用できる未竣工

の区画があることから、早期に埋立ての部分竣

工ができるよう取り組んでまいります。

また、県が整備を進める国道からの取付部及

び場内幹線部の道路については、今年度末の工

事完成を予定しています。

次に、島原半島の幹線道路網の整備状況につ

いてのお尋ねですが、島原道路のうち、出平有

明バイパスについては、全面的に工事を進めて

おり、今年8月には、出平地区においてインタ
ーチェンジ工事のための農道の切替えが完了し

たところです。

有明瑞穂バイパスについては、有明地区にお

ける年内の用地取得の着手に向けて、測量や設

計を進めています。

また、瑞穂吾妻バイパスでは、用地取得に努

めながら、瑞穂地区と吾妻地区において、橋梁

などの工事を進めているところです。

引き続き、地域の皆様の協力を得ながら、島

原道路の一日も早い完成に向けて全力で取り組

んでまいります。

次に、南島原市深江町から口之津町間におけ

る道路整備の方向性についての検討状況のお尋

ねですが、南島原市深江町から口之津町間を含

め、島原半島南部地域の道路整備については、

昨年度から、地元関係市と意見交換を行いなが

ら整備の方向性について検討を進めています。

これまで2回の意見交換を実施しており、今
年5月には、地域や道路を取り巻く課題につい
て、関係市の意見を聞いたところです。

引き続き、地域の意見をしっかりとお聞きし
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ながら、将来の島原半島南部地域の道路整備の

方向性について検討を進めてまいります。

次に、小浜北有馬線の大亀矢代工区の進捗状

況についてのお尋ねですが、主要地方道小浜北

有馬線の大亀矢代工区については、全面的に工

事を進めており、今年度から、トンネルや橋梁

上部工に着手する予定です。

また、一般県道山口南有馬線の井手清水地区

については、県単独事業により今年度事業化し、

現在、測量や設計を実施しています。年内には

地元説明会を開催したいと考えており、一日も

早い完成に向けて事業推進に努めてまいります。

〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番。
〇１５番（中村一三君）それぞれのご答弁あり

がとうございました。

堂崎港の埋立工事、あと2％ですので2万立方
メートルですよね。今まで30年間埋め立ててき
たんです。133万立方メートル、1年間で約4万
立方メートル埋めてきたんです。それをあと3
年間で埋め立てるというのは、私たちとしては、

いかがなものかなというふうに考えております。

というのは、南島原市は、企業誘致をしない

と、人口減少が非常に著しいんですよね。だか

ら、2万立方メートルだから、1年でも私はでき
るというふうに思ったんですけれども、担当者

といろいろやりとりをしましたけれども、なか

なかそういうふうにはいかないというようなこ

とを聞いておりますけれども、多以良港の埋立

地もまだ50％いっていないのですから、そちら
側に入れたら、こちらをまず完成させて、そし

て、南島原市が企業誘致、市の方にはちょくち

ょく来ているらしいんですよ。一括してしてい

かないと、あと残り14ヘクタール、そこを私は、
一生懸命市の方としてもしているんですけれど

も、なかなか県の方の答えがこないというよう

なことでしたので、部長、ひとつその辺もよく

考えてください。よろしくお願いします。

それと、原城跡の件ですけれども、原城跡も

駐車場の問題が今、非常にひどいんです。3記
念館ができても、そして来年4月に、世界最大
規模のマリア像ができます。駐車場から本丸ま

で約15分から20分かかるんですよ。そこで、や
はり乗降をするスペース、今は全部素通りなん

ですよね。それで、大型バスは行かない。歩い

て身体障害者の皆さん、老人の皆さん、子ども

連れ、バッグを持って行けますか。それが行け

ないのが現状です。確かに世界遺産というのは

保存、整備するというのが第一の目的でありま

すけれども、私たち地元にいる人間としては、

やはり観光というのも非常に一つのあれなんで

すよね。その辺も前向きに検討をしていただき

たいというふうに思っております。

最後に、6月定例会の同僚議員の質問で、島
原天草長島3県架橋構想と大村湾クロスロード
の優先順位の高いのかとの質問に、知事は、こ

の場で、「どちらが優先順位が高いということ

は申し上げることはできないと思います。3県
架橋について、構想としてあるということは事

実であります」との発言がありましたが、今も

そういうお考えでお変わりありませんか。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 3県架橋が構想であると
いうことは事実であるという認識で変わりはあ

りません。

〇議長（中島●義君） 中村一三議員―15番
〇１５番（中村一三君） ということは、大村湾

クロスロードと同じような考えですかと私は聞

いているんですけれども。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 位置づけとして、3県架
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橋が構想路線であるということで、クロスロー

ドとは異なるということだと思います。

〇１５番（中村一三君）ありがとうございまし

た。（拍手）

〇議長（中島●義君） 本日の会議は、これにて

終了いたします。

明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行します。

本日は、これをもって散会いたします。

─ 午後 ３時４３分 散会 ─
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危 機 管 理 監 多 田 浩 之 君

企 画 部 長 浦   真 樹 君

総 務 部 長 大 田   圭 君

地域 振興部 長 早稲田 智 仁 君

文化観光国際部長 前 川 謙 介 君

県民生活環境部長 貞 方   学 君

福祉 保健部 長 寺 原 朋 裕 君

こども政策局長 田 中 紀久美 君

産業 労働部 長 松 尾 誠 司 君

水 産 部 長 川 口 和 宏 君

農 林 部 長 綾 香 直 芳 君

土 木 部 長 奥 田 秀 樹 君

会 計 管 理 者 吉 野 ゆき子 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君
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地域振興部政策監 渡 辺 大 祐 君

産業労働部政策監 村 田   誠 君

教育委員会教育長 中 﨑 謙 司 君

選挙管理委員会委員 髙比良 末 男 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員 ●   良 子 君

公安委員会委員 安 部 惠美子 君

警察本部警務部長 橋 本 真 和 君

監査 事務局 長 上 田 彰 二 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任)

大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 小 林   純 君

秘 書 課 長 大瀬良   潤 君

選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君

警察本部総務課長 車   康 之 君

議会事務局職員出席者

局 長 黒 﨑   勇 君

次長兼総務課長 藤 田 昌 三 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政務 調査課 長 濵 口   孝 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 脇   卓 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（中島●義君） おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。

これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。

●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

おはようございます。

西彼杵郡選出、改革21、「あいばせんば、こ

いばせんば」の●庭敦子でございます。

本日、一番目の登壇でございますので、今日

も有意義な一日になりますよう、パワー全開で

質問いたします。

まず、質問の前に、大型台風14号で、全国各
地で大きな被害があっております。

被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上

げます。

また、県民の皆様の命を守るため、常に最前

線で従事しておられる医療関係者の皆様に心よ

り深く感謝申し上げます。

私は、皆様の声を県政に届け、誰もが笑顔で

暮らせる長崎県、誰一人取り残さない社会の実

現を目指して、子どもの未来のため、誰もが生

きやすい社会になるよう、誠心誠意、質問させ

ていただきますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

それでは、知事をはじめ警察本部長、教育委

員会教育長、部局長におかれましては、質問を

最後まで行いたいと思いますので、簡潔で県民

にやさしく、わかりやすく、ストレスにならな

いような答弁をお願い申し上げ、一問一答にて

質問させていただきます。

1、孤独・孤立対策について。
（1）誰一人取り残さない長崎県にするため

の対策。

①知事の考えを伺う。

私は、これまでも一般質問で継続して、孤独・

孤立対策について質問してきました。

今回、大石知事が就任されて初めての質問と

なりますので、知事にお聞きしたいと思います。

長引くコロナ禍で、深刻化する社会的な孤

独・孤立問題について、政府は、「孤独・孤立

対策担当室」を設置し、昨年12月、重点計画を
まとめ、「孤独・孤立は誰にでも起こり得る。

社会全体で対応しなければならない」として、
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取組の強化を打ち出しております。

今年4月には、孤独・孤立に関する初の全国
実態調査の結果を公表し、ほぼ3人に1人が何ら
かの形で「孤独感がある」と回答し、その割合

は20代、30代で高い傾向になっております。
また、現在の孤独感に至る前に経験した出来

事についても、調査の中では、一人暮らし、転

校、転職、離職、退職、家族との死別、病気、

けがといった心身の重大なトラブル、いじめ、

ハラスメントなどをはじめとした人間関係によ

る重大なトラブルを選択した割合が高いという

結果でございました。

先日、安倍元首相が街頭演説中に銃撃される

という事件がございました。この容疑者は、長

い間、孤独と孤立の中にいて自暴自棄になった

ようだと報道されていました。

どんな境遇にあっても凶悪な犯罪は決して許

されませんが、孤独・孤立が犯罪につながって

いるという事件も少なくないというふうに思っ

ております。犯罪を未然に防止するためにも、

この孤独・孤立対策が大切と考えております。

誰一人取り残さない社会の実現を目指して、

子どもの未来のため、誰もが生きやすい長崎県

になるように取組が必要だと思います。

大石知事も「誰一人取り残さない」と発言し

ておられる中で、この孤独・孤立対策に対する

考えをお伺いいたします。

これ以降の質問は、対面演壇席から行います。

以上、よろしくお願いいたします。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 ●庭議員のご質

問にお答えいたします。

私は、医師として在宅医療にも従事してきた

中で、日々の生活や家庭の複雑な事情に苦しん

でおられる方など、様々な悩みを抱える方に接

し、このような方々を取り残すことなく、医療

に加え、生活そのものを支えることが必要であ

ると実感をしておりました。

そうした体験を踏まえて、孤独・孤立といっ

た状況には、心身の健康や経済的な困窮など多

様な問題が複合的に存在しており、行政機関が

率先して、地域住民や民間支援組織等と密接に

連携しながら対応しなければならない問題と認

識をしております。

また、長引くコロナ禍で、感染対策として人

の移動や交流が制限され、集い、支え合う機会

が減少するなどの生活環境の変化は、孤独・孤

立の問題を一層深刻化させていると感じており

ます。

私は、自殺などのつらいニュースを目にする

たびに、不安や悩みをしっかりと受け止め、き

め細やかに対応する必要性を改めて認識してい

るところでございます。

様々な悩みを抱えている方が、孤独・孤立の

状態に至らないよう、人と人とのつながりを実

感できる地域づくりを推進し、孤独・孤立に至

っても支援を求めやすい社会にすることが重要

であると思っております。

誰もがともに支え合い、地域で安心して暮ら

すことができる長崎県にしていくためには、最

も地域に身近で、その実情を把握している市町

による支援が必要であり、県としても、市町や

関係団体等と協力しながら、必要な施策を進め

てまいりたいと考えております。

以後のご質問については、自席から答弁をさ

せていただきます。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） 知事が言われるように、

人と人とのつながりが本当に大事だというふう

に思います。今後も市町と連携していきながら、
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ぜひ率先して取り組んでいただきたいと思いま

す。

その対策の中で、いろんな対策があるという

知事のお話でしたけれども、生活困窮者への対

策が、今このコロナ禍において重要というふう

に考えますが、具体的な取組をお伺いいたしま

す。

〇議長（中島●義君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（寺原朋裕君）生活に困窮して

いる方は、孤独・孤立に陥る危険性が高く、長

引くコロナ禍や物価高騰によって、多様な支援

ニーズへの対応がさらに必要となっております。

そのため、生活困窮者を支援する民間団体と

連携した支援体制の構築に向け、8月に市町や
関係団体等による会議を開催し、ＮＰＯ法人等

から支援の実情や課題をお聞きしたところです。

その内容を踏まえ、県及び市町において、地

域の社会資源を活用した新たな連携方法や体制

のあり方を検討するプラットフォームの構築を

進めることとしております。

さらに、生活困窮者等を支援する民間団体の

活動経費に対して、最大50万円の補助を行い、
支援ニーズの高まりに対応してまいります。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、ＮＰＯ法人等、い

ろんな民間団体とも協力しながら進めていただ

きたいと思います。

（2）自殺対策について。
①長崎県の自殺者の現状と対策について、ど

のように取り組んでいるか。

新型コロナウイルス感染症の拡大により人と

のつながりが希薄となり、自殺のリスクが依然

として高い状況が続いていると感じております。

令和3年の自殺に関する統計では、女性の自
殺者が7,068人と2年連続増加しており、今後も

しっかりとした対策が必要と考えます。

長崎県における自殺者の現状と対策について、

お伺いいたします。

〇議長（中島●義君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（寺原朋裕君）本県の女性の自

殺者数は、令和元年66人、令和2年64人、令和3
年60人と、2年連続で減少しております。
一方、自殺の多くは、多様かつ複合的な原因

及び背景を有しており、様々な要因が連鎖する

中で起きることから、心のケアが必要な方を早

期に発見し、包括的な支援を行うことが重要で

あると考えております。

県では、長崎こども・女性・障害者支援セン

ターに配置する心のケア相談員や各保健所の専

門職員などにおいて相談を受けるとともに、市

町や社会福祉法人、いのちの電話、ひとり親家

庭など女性が多く利用される相談機関等と連携

した相談対応を行っております。

さらに、新たな取組として、対面や電話での

相談に抵抗がある方でも相談できるよう、ＳＮ

Ｓを活用した相談窓口「こころとこころのほっ

とライン＠ながさき」を本年8月1日に開設し、
支援体制の強化を図っているところです。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君）（3）相談窓口について。
①孤独・孤立で悩まれている方への相談でき

る体制を整備するとともに、民間団体に届いて

いる声も拾い上げていくことが重要と思うが、

長崎県の見解を伺う。

様々な対策の中で、今言われたＳＮＳの相談

窓口「こころとこころのほっとライン＠ながさ

き」を開設されたとのことです。双方向であり、

非常に相談しやすい取組だというふうに思いま

す。

始めたばかりではございますが、現状の登録
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状況や実施体制、周知方法について、お伺いい

たします。

〇議長（中島●義君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（寺原朋裕君）相談窓口につき

ましては、臨床現場で相談実績のある公認心理

師や臨床心理士、精神保健福祉士等のスタッフ

が対応しており、9月1日現在のＳＮＳの登録者
数は344人、相談件数は延べ436件となっていま
す。

県では、相談窓口の開設について、県内の学

校や民間団体等に、ポスター、チラシを配布す

るとともに、県の広報媒体や県が所有するＳＮ

Ｓアカウントにおいて、広く周知を図っている

ところです。

今後とも、心のケアが必要な方にＳＮＳ相談

窓口の情報が行き届き、一人でも多くの方が支

援につながるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君）登録者数も増えつつある

ようです。せっかくあるものを皆さんに知って

いただくことが必要かと思いますので、周知し

ていただき、ぜひ早めに相談していただきたい

というふうに思います。

そういう相談窓口ですけれども、ほかに孤

独・孤立で悩まれている方が相談する窓口がい

ろいろありはします。その中でも、民間団体へ

相談されている方も多くいると聞いております。

この民間団体に届いている声も、県として拾い

上げ、県で対策することが必要だと思いますが、

いかがでしょうか。

〇議長（中島●義君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（寺原朋裕君） 県においては、

様々な困難や課題を抱える方の不安に寄り添う

各相談窓口を設けております。

加えて、24時間対応の総合的な窓口として国
が設置した「孤独・孤立相談ダイヤル」の試行

事業において、内容によって的確に地域の支援

機関につなぐ取組も進められているところです。

県としましては、これらの相談窓口を周知す

るとともに、寄せられた相談の中で、具体的な

支援が必要なケースについては、地域の支援機

関に迅速に引き継いで対応することができるよ

う、市町とも連携し、体制確保を図ってまいり

ます。

また、生活困窮者の支援体制の充実に向けて

構築を進めているプラットフォームにおいて、

民間団体が把握されている情報を可能な範囲で

共有いただきながら、必要な支援が速やかに届

くよう取り組んでまいります。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君）ぜひ取り組んでいただき、

自殺者をゼロにしていただきたいというふうに

思います。

2、教育行政について。
（1）部活動の地域移行について。
①中学生の運動部活動。

部活動の地域移行につきまして、休日の運動

部の部活から段階的に地域移行するということ

で、令和5年度から3年後の令和7年度までに行
っていくとされております。

長崎県におきましては、モデル事業に取り組

んでいる私の地元長与町の教育委員会では既に

取り組んでおられ、令和5年度には、休日の運
動部、全て地域移行するというふうに聞いてお

ります。

その中で長与町では、中学校で少子化の影響

もあり、バスケット部に1人しかいなかったお
子さんがなかなか活動できなかったところ、こ

の地域移行により部活動ができるというような
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ことで、子どもたちも選択肢が増えて、自分が

やりたいスポーツができるようになるというふ

うに思っておりますので、ぜひ、これを進めて

いく方向で、令和7年度までとはなっています
けれども、前倒しでできるといいかと思ってい

ますが、長与町以外の20市町ではどのようにな
っているのか、現段階で県として、この運動部

活動の地域移行に向けた課題と今後のスケジュ

ール、そしてどんな体制で行っていくのか、お

伺いいたします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）長与町以外

の市町におきましては、今年度中に検討委員会

を設置しまして、地域移行に向けて検討してい

ただくこととしておりますが、主な課題としま

しては、受け入れ団体の整備や指導者の確保な

どが挙げられます。

このため、令和7年度までに段階的に移行が
できますよう、移行モデルや課題などをまとめ

た推進計画を市町に示したところでありまして、

各市町には、今年度中に地域の実情に応じた活

動体制や具体的なスケジュールを検討していた

だくことにしております。

今後、スポーツ団体や外部指導者、保護者代

表などで組織します「長崎県部活動の在り方検

討委員会」におきまして、課題への対応策を整

理して、円滑に地域移行が進みますよう市町を

支援してまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君）今のご説明にもありまし

たけれども、課題は山積しているかと思います

が、ぜひ進めていただきたい。

その中で、先日、長与町から県の方に要望さ

せていただきましたが、予算の確保というもの

が非常に難しい。そして受け皿づくり、指導者

の確保、兼職兼業の課題などいろいろあります

が、今後、進める中で具体的な内容についての

考えをお伺いします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）地域移行に

伴う課題のうち、市町への財政的支援につきま

しては、国からの支援制度を踏まえまして、県

と市町の役割分担を整理しまして検討していき

たいと考えております。

また、受け入れ団体の整備や指導者の確保に

つきましては、市町の実情を踏まえまして、県

内の大学、あるいはプロスポーツチーム、退職

教職員との協力体制づくりを検討したいと思っ

ています。

また、地域でのスポーツの指導を希望します

教職員につきましては、今後、国からの具体的

な例示を参考に、兼職兼業のあり方を検討して

まいりたいと思っております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、兼職兼業をしやす

いように検討していただきたいと思います。

②中学生の文化部活動。

文化部活動につきましても同じように移行さ

れるということですので、課題と今後のスケジ

ュール、どんな体制か、お伺いいたします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）文化部活動

につきましては、休日に活動を行っております

吹奏楽部や音楽・合唱部などが対象として考え

られます。

移行に伴う課題としましては、これは運動部

と同様でございますけれども、楽器や活動場所

の確保なども課題として挙げられると考えてお

ります。

これらの課題を踏まえまして、移行モデルと
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スケジュール案を10月までに作成することと
しておりまして、それを各市町や関係団体にお

示ししますとともに、先ほど申しました「県部

活動の在り方検討委員会」に文化部会を設置し

まして、課題やその対応策を整理しまして、令

和7年度までに円滑な地域移行が進みますよう、
市町を支援してまいります。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、令和7年度までに
スムーズに進めるようにしていただきたいと思

います。

（2）教員の働き方改革・教員のなり手不足。
①休憩時間、残業時間に関して市町からの報

告を受けるだけでなく本気で対処する必要があ

るのではないか。

2019年より働き方改革が進められています
が、教員の長時間労働の実態は大きく変化して

いなくて、公立小・中学校の教員の勤務状況は

苛酷になっているとの調査結果が出ております。

「休憩時間がゼロ」が半数以上、残業時間に

関しまして、過少申告を求められた人が17％い
たとのことでございますが、長崎県においても、

教員の方々のお話を聞くと、同じような状況だ

というふうに心配しているところでございます。

教員の休憩取得や残業時間の記録の書き換え

や過少報告になっていないかなど、県としては、

市町からの報告を受けるだけではなく、本気で

その報告を確認する必要もあるのではないかと

思いますが、どのような対策を行っていくのか、

お伺いします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）教職員の勤

務状況や職場環境につきましては、市町教育委

員会からの報告と併せまして、学校を訪問して

直接、現場の教職員の話を聞きながら現状把握

に努めているところでございます。

現在、教職員の休憩時間につきましては、県

内全ての公立小・中学校において、適切に設定

されておりますが、児童会や生徒会活動等の指

導やノートの点検、子どもの見守りなどにより、

割り振られた休憩時間が十分に確保できていな

い状況も見受けられます。

一方、残業時間の書き換えや過少申告につき

ましては、これまでもそんなことがないよう、

ＩＣカード等の活用と併せて、各市町教育委員

会及び各小・中学校に指導してきたところでご

ざいます。

今後とも、市町教育委員会と連携しながら、

休憩時間の確保や超過勤務時間の正確な把握に

努めまして、それらを踏まえた働き方改革の一

層の推進を図ってまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君）その休憩時間に関してで

すけれども、具体的にはどのように取り組んだ

ら取れるというふうにお考えでしょうか。

学校では、やはりお子さんがいる間はなかな

か、お昼休みというわけにはいかないというこ

とですけれども、教育委員会教育長の考えをお

伺いいたします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）決められた

休憩時間がありますので、そこは保護者、生徒

の皆さんにもしっかり周知して、できるだけそ

のようには対応してまいりたいと思っています。

ただ、どうしても急な相談とか、子どもから

お尋ねがあった場合には対応せざるを得ない状

況もあるかと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、働く教職員のこと

も守っていただければと思います。



令和４年長崎県議会・９月定例会（９月２１日）

- 147 -

②教員の休職者状況とメンタルヘルス対策。

勤務状況が苛酷な中では、心の病が原因で休

職された方が、調査によると5,180人以上に上る
ということで、5,000人を超えているのが4年間
連続という形になっておりますが、長崎県の教

員の休職者状況と、心の病に対するメンタルヘ

ルス対策について、お伺いします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）公立学校の

教職員の精神疾患によります休職者数は、平成

16年度以降は概ね50人台から60人台で推移し
ておりましたけれども、近年は増加傾向にあり

まして、昨年度の休職者数は、約1万2,000人に
対しまして73人となっております。
精神疾患につきましては、早期発見と職場で

の適切な対応やサポートが重要でありますこと

から、管理職等を対象としました研修会の実施、

あるいは専門相談員によります電話相談、指定

医療機関におけるメンタルヘルス相談を実施し

ているところでございます。

併せまして、平成28年度以降、法に基づきま
して全教職員を対象にストレスチェックを実施

しまして、教職員のメンタル不調の把握と未然

防止にも努めているところでございます。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君）ストレスチェック制度を

されているということですので、これをぜひ活

用して、未然に防いでいただければというふう

に思います。

③教員のなり手不足の対策。

2021年度の教員のなり手不足について、お伺
いしたいと思います。

前回の一般質問の中でも、現在47人不足して
いるというお話がございましたけれども、2021
年度の始業日の時はもっと多く、小学校で48人、

中学校で41人というふうに報道されておりま
した。

このなり手不足がすごく深刻だというのは十

分承知しておられると思うんですけれども、ど

のようにしてなり手不足を解消していくのか、

お伺いします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）教員のなり

手不足の要因の一つとして考えられます長時間

勤務、これの削減のため、働き方改革は進めて

いきたいと思っています。

また、教員の魅力や働きがいについても広く

発信していく必要があると考えております。

また、多様な人材を確保するためには、採用

試験におきまして、県外での会場の設置である

とか、今年度から、教員免許を持たなくても専

門的な知識や技能を持たれている方、あるいは

介護や育児で教職を離れた方の特別採用も実施

しているところでございます。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、いろんな採用の仕

方を工夫していただきながら、なり手不足を解

消していただいて、教員のなり手不足が起こる

ことにより過重労働になりと、負の連鎖がつな

がっている状況かと思いますので、やりがいが

確かに見えると希望したいということはあるか

と思うんですが、大学生のお話を聞くと、教員

の免許は取るけれど、教員に今すぐなりたいか

というと、あまりなりたくないというようなお

話もありますので、ぜひ人を増やしていただい

て、余裕のある中での教育ということにしてい

ただければというふうに思います。

（3）不登校対策。
①コロナ禍の影響がある中での不登校の現状

と対策。
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夏休み明けは、不登校になる子どもたちが増

える時期だというふうに言われて、現在が一番

心配するところでございます。

学校に登校するのが苦しい子どもたちに寄り

添うことや、多様な選択肢をあらかじめ知って

おくことが重要だというふうに思っております。

コロナの影響も少なからずあるというふうに把

握しております。

そういう中で、不登校の現状と対策、そして

併せて、この不登校支援には、官民、垣根を越

え、学びの場を増やして居場所をつくることが

とても重要だというふうに思いますが、県の見

解をお伺います。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）本県の不登

校児童数は2,279人で、これは全国と同様でござ
いますけれども、年々増加傾向にある中、スク

ールカウンセラーの配置や電話相談窓口の設置

等、教育相談体制の充実を図っているところで

ございます。

不登校支援に当たりましては、議員からお話

がありましたように、学校が公的機関でなく民

間と連携しまして、相互に協力・補完し合う意

義は大きいものと考えておりまして、引き続き、

多様な学びの場の一つであります民間のフリー

スクールとの連携についても推進してまいりた

いと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） 今、お話にありましたフ

リースクールでございますが、一定の条件を満

たすと出席扱いにできるとなっていますが、全

部がフリースクールで認められているわけでは

ございません。

県下統一して出席が認められると、子どもが

行きたいフリースクールを選べて、不登校とな

らずに、学びたい場所で、それぞれが学べると

思いますが、どういうふうにお考えでしょうか。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）フリースク

ールに通う不登校児童生徒の出席扱いの要件が

ございまして、それは当該施設における相談・

指導が社会的な自立を目指すものであること、

あるいは自ら登校を希望した際には、円滑な学

校復帰が可能となるような支援を行っているこ

となどが要件として挙げられております。

このため、各フリースクールにおきましては、

市町教育委員会や学校と十分な連携を取りなが

ら、出席扱いとなるよう、その活動内容を充実

させていくことが重要になると考えております。

今後、不登校児童生徒が多様な学びの場を柔

軟に選択できますように、まずは、県、市町、

フリースクールの三者での意見交換を行いまし

て、フリースクールの現状や、先ほど申しまし

た出席扱いに関するガイドライン等の情報共有

をしっかり図ってまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、フリースクールと

出席の条件を検討していただければと思います。

②子どものうつ症状の捉え方と対策。

このコロナ禍で、子どもたちのうつ症状が

1～2割あるというふうに言われておりますが、
家庭内で抱え込む傾向があり、それが不登校に

もつながっているのではないかというようなこ

ともありますが、県として、子どもさんのうつ

ということに対して、どういうふうに捉えて取

り組んでいかれるのか、お伺いいたします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）コロナ禍に

よるストレスでうつ症状になり、学校を休みが

ちになっているケースもあるのではないかと考
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えているところでございます。

このような中、まずは児童生徒の日々の観察

を行いまして、心の状態の変化やＳＯＳを敏感

に感じとりまして早期の対応に努めることや、

状況によりましては、適切に関係機関につなげ

ていくことが重要であると思っています。

今後、教職員を対象としました研修を強化し

ますとともに、スクールカウンセラー等を活用

した教育相談体制の一層の充実と相談窓口の周

知徹底を図りまして、児童生徒や保護者に寄り

添った支援に努めてまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） そうですね、やはりスク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ーをもっと増やして、なかなか予算もあるかと

思うんですけれども、一校に一人ということで、

いつでも相談できる体制を作っていただきたい

というふうに要望します。

（4）教職員の処分について。
①体罰。

体罰については、2021年度の公立校の体罰に
よる懲戒処分者は5人、そのうち3人は過去にも
体罰をしていたという状況、そして私立学校で

は、体罰を行った教員は7人と、なかなか体罰
が根絶に至っていない。

その中で教育委員会教育長はメッセージを発

され、そのほかの研修や校長会、教頭会でも啓

発はしておられますけれども、なかなか改善で

きていない中では、根本的な取組が必要ではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）教職員の体

罰防止に向けた取組としましては、全児童生徒

を対象としました体罰調査による実態把握、あ

るいは専門家によるアンガーマネージメントを

取り入れた指導力向上研修を実施しているとこ

ろでございます。

また、今年度から、繰り返し体罰を行った教

職員は、原則、懲戒処分とするよう厳罰化を行

ったところでございますが、いまだ根絶には至

っていないのが現状でございます。

今後、新たな取組としましては、体罰を繰り

返す教員に対しましては、自己の内面を見つめ

直し、児童生徒や保護者の心に寄り添う指導が

できますように、医療機関等によりますカウン

セリングの推奨や人権意識の向上を含めた研修

の充実を図ってまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、いろんな形で取り

組んで、根絶に至っていただきたい。

その中で教育委員会教育長が緊急メッセージ

を発信されています。それを発信した後に、時

間はまだ短いですけれども、いろんな感想も寄

せられているかと思いますが、そのあたりはい

かがでしょうか。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）緊急メッセ

ージを出させてもらいましたけれども、私のメ

ッセージというよりも、それを契機にいろんな

学校で、メッセージを流した後、校長先生が教

職員に語りかけるというような場面があったと

いうことも聞いておりますし、また今回、保護

者に向けてメッセージも出しましたので、ぜひ

教職員の皆様は、子どもの後ろに保護者がいる

ということを心にとめていただきたいと思って

いるところでございます。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ②わいせつ・セクハラ・

性暴力。
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2020年度に、わいせつ行為やセクハラの懲戒
処分や訓告を受けた教職員は200人以上と言わ
れております。

教員から子どもへのわいせつ行為などを児童

生徒性暴力と位置づけた「教育教員による児童

生徒性暴力防止法」が4月1日に施行されました。
懲戒処分を受けた元教員の教壇への復帰が制限

されるなど、専門家も意義を認める新法でござ

いますが、加害事実の認定や被害者支援の方法

は各自治体の裁量にゆだねられています。

この新法の中での県の取組をお伺いいたしま

す。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）児童生徒性

暴力防止法におきまして、学校の設置者及び学

校に対しまして、教職員による性暴力等の定期

的な調査が位置づけられたところでございます。

現在、県内の公立学校では、全児童生徒及び

教職員を対象にしました「セクハラに関するア

ンケート」等を実施しておりますけれども、早

期発見や早期対応につながることはもとより、

抑止的な効果もあるのではないかと考えており

ます。

また、今後、国が、児童生徒への性暴力等を

理由として教員免許状を取り上げられた者を管

理する新たなデータベースを整備することとし

ておりますので、本県におきましても、教員の

採用に当たっては、このデータベースを適切に

活用してまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、データベースなど

を活用していただき、被害に遭った子どもたち

を守っていただきたいというふうに思います。

被害に遭った子どもたちを守るには、やはり

連携が必要かと思いますので、児童相談所や警

察、支援の専門機関などと連携しながら、ぜひ

守っていただきたいというふうに思います。

（5）ＧＩＧＡスクール構想について。
①進捗状況。

このＧＩＧＡスクール構想がうまく機能すれ

ば、これからの未来を担う子どもたちによる

Society5.0の実現や、先ほど言った教員の働き
方改革につながるというふうに言われておりま

す。

長崎県におきまして、21市町、学校により、
いろんな使い方があっていると思いますが、こ

の21市町により格差を生じさせないような教
育環境整備が必要と考えますが、現在どのよう

になっているのか、お伺いします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）ＩＣＴを活

用した学習におきまして、市町からは、全体の

底上げは進んだというような声は寄せられてい

ますけれども、一方、学校や教員の活用状況に

差が生じているという声も寄せられております

ので、各学校の実践事例を共有できますＷｅｂ

サイトの活用や先進的なモデル校の研究成果の

共有など、引き続き、ＩＣＴ教育の充実に努め

てまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、格差がないように

していただきたいと思います。

②ネットいじめを早期発見、未然防止するた

めに、効果的な対策をどのように考えているか。

そういう中で、タブレットを使うことによっ

て、タブレットの中でチャット機能を使い、い

じめが発生しているということで、昨年はそれ

で自殺という悲しい事件が起こっております。

ネットのいじめは、普通のいじめとは違い、

24時間どこからでもいじめが行われるという
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ことで、非常に危惧するところでございます。

このネットいじめは、これまでのいじめより、

被害者の方が四六時中いじめられて心が休まる

時間がないのではないか、特に、子どもたちに

大きな影響があるのではないかというふうに思

います。

今後、ＩＣＴ化が進むにつれて、ネットいじ

めの危険性がさらに高まっていくのではないか

と思いますが、このネットいじめを早期発見、

未然防止するために効果的な対策はどのように

しておられるのか、お伺いします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君） ＩＣＴは、

学習ツールとしての有効性が高いことで、ご指

摘にあったとおり、いわゆる見えないところで

インターネットによるいじめの加害者や被害者

になる可能性があるため、教員の指導力を一層

高め、児童生徒の情報モラルを育成することが

重要であると考えております。

このため、現在、ＬＩＮＥ社と共同で開発し

ました児童生徒参加型の情報モラル教材「SNS
ノート・ながさき」の活用を促しますとともに、

また、新たに作成しましたオンラインによる情

報モラルに関する研修動画、これを教員の研修

に活用しております。

そういうことによりまして指導力向上を図り

まして、いじめの防止に努めてまいりたいと考

えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、情報モラル教育を

進めていっていただきたいと思います。

（6）特別支援学校について。
①特別支援学校に通う生徒が増えていて、教

室不測が課題となってといるが、長崎県の現状

と対策をお伺いします。

最近は、特別支援学校の理解が進み、専門的

に学びたいということで通う児童生徒が増えて

います。その中で教室不足が課題というふうに

なっておりますが、長崎県の現状と対策をお伺

いいたします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君） 現在、本県

の特別支援学校におきましては、17校のうち7
校で61教室が不足しております。
現在、それは一時的に特別教室の転用や教室

を間仕切るなどの対応をしているところでござ

いますが、令和6年度までに、虹の原及び鶴南
特別支援学校時津分校の校舎を増築しまして、

20教室の不足は解消したいと考えております。
残り41教室につきましても、今後の児童生徒
数の推移等を見極めながら、既存施設や近隣の

学校等の活用も視野に入れまして、教室不足の

解消に取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、計画的に解消して

いただきたいと思います。

②特別支援学校の設置の要望があると聞いて

いるが、今後の計画はどうなっているか。

現在、特別支援学校は13校、そして4分校、6
分室と聞いております。

特別支援学校の設置に関しまして、西海市や

対馬市からは既に要望書が上がっていると、新

上五島町からは、要望書は上がっていないんで

すけれども、地元の皆さんから、ぜひ設置して

いただきたいという声を聞いております。

離島におきましては、本土まで通学ができな

い状況で、寄宿舎に入る選択しかないというお

話でございますので、離島にこそ特別支援学校

の設置が必要ではないかと思いますが、今後の

計画はどのようになっているか、お伺いします。
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〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）本県におき

ましては、これまで全県的な視点に立ちまして、

特別支援学校の適正配置に努めてまいりました。

現在、西海市、対馬市につきましては、特別

支援教育推進のための実施計画の中で、小・中

学部の設置の検討を行っているところでござい

ます。

今後、新上五島町からの要望があった場合に

つきましては、一定規模の児童生徒数の見込み

や既存施設の活用の可能性、あるいは保護者の

ニーズ等を精査のうえ、小・中学部の設置の可

能性について総合的に検討してまいりたいと考

えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） 新上五島町の場合、調査

をして要望が上がってきたとした時に、大体何

年度くらいにできるというようなことがわかっ

ていれば教えてください。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）まだ要望も

上がってきておりませんので、要望が上がって

まいりましたら、しっかりと地元の声、現在の

状況等を聞きながら、今後、どういったあり方

がいいのかというのを、地元ともしっかり話し

ていきたいと思っております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） 地元の声、いろんな声が

要望として上がってくるかと思いますので、丁

寧に聞いていただければと思います。

③スクールバスの運用について。

通学される児童生徒の足となるもの、スクー

ルバスについてですけれども、私の地元長与か

らも、経路や停車地を増やしてほしいというよ

うなご相談をいただき、個別に相談もさせてい

ただいているところでございます。大村のろう

学校や時津の盲学校、そして虹の原特別支援学

校へ通う方が、結構遠いところから通っておら

れる、通えないから引っ越すというような状況

もあると聞いております。そうした場合に、保

護者が遠方から送るには、すごく送迎に負担が

かかるというふうに言われておりますので、こ

の負担の軽減をぜひしていただきたいんです。

こういう経路や停車地、いろんな条件もある

でしょうけれども、支援の充実ということを考

えて、きめ細やかに対処していただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）特別支援学

校の児童生徒、自力での通学が困難な児童生徒

のためには、利用人数あるいは乗車時間など一

定の基準を設けまして、一部の学校でスクール

バスを運行しているところでございます。

また、先ほど議員からお話がありましたよう

な停車地を増やす場合は、児童生徒が安全に乗

降できるスペースや保護者による送迎のための

待機場所を確保する必要がありますので、引き

続き、通学状況や学校、保護者からの意見を参

考にしながら、児童生徒の通学支援に努めてま

いりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、保護者のニーズに

応えられるようにしていただきたいと思います。

④デジタル教科書の活用状況と普及に向けた

取組。

デジタル教科書は、国が2024年度を本格導入
とするというふうに言われていますが、特に配

慮が必要な児童生徒には、音声教材やＰＤＦ版

の拡大図書などデジタル教科書が非常に学びや

すいと言われております。
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このデジタル教科書の活用状況と普及に向け

た取組をお伺いします。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）デジタル教

科書につきましては、現在、その導入の効果、

影響等を検証します、国の実証事業が行われて

いるところでございます。

本県の特別支援学校も、この実証事業に参加

しておりまして、例えば、視覚障害のある児童

生徒一人ひとりの学習ニーズに応じて、自分で

簡単に文字を拡大したり、音声読み上げ機能を

活用したりなど、デジタル教科書の効果が認め

られているところでございます。

なお、今後の導入に当たりましては、デジタ

ル教科書の費用負担、あるいは健康面への影響

などの課題もありますことから、今後の国の動

向を注視してまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君）このデジタル教科書の費

用負担というものがあるかと思うんですけれど

も、それが現状はどうなっているのか、わかっ

ている範囲で教えてください。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君） 今、実証的

に中学の英語のデジタル教科書が導入されてい

ますけれど、これは国が費用負担をしておりま

す。通常の教科書は、保護者の負担がございま

せんので、デジタル教科書もそのような形で導

入していただければ大変ありがたいんですけれ

ど、まだ、そのような方針も決定されておりま

せんので、そういったことも踏まえながら、し

っかり国の動きを確認してまいりたいと思って

おります。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、学びやすい環境を

整えていただいて、障害のある子もない子も学

べる環境、一方では、インクルーシブ教育とい

うのも進んでおりますが、それも併せて進めて

いただければと思います。

3、新型コロナウイルス感染症対策について。
（1）医療対策。
第7波では、発熱外来、保健所の逼迫、医療

崩壊の状態にあり、8月31日には、人口10万人
当たりの死亡者が長崎県は全国2位というふう
に言われておりました。

新型コロナウイルス感染症と闘う医療の専門

家として、大石知事の第7波に対する感染症対
策は十分であったのか、お伺いいたします。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）議員ご指摘の死亡者数に

ついては、日々の変動が大きいですけれども、

感染が急拡大した第7波と捉えられる7月1日か
ら9月12日までの期間、本県においては、ご高
齢の方や基礎疾患がある方など185名の方がお
亡くなりになり、人口当たりでは九州で5番目
となっておりました。

いずれにしても、大切な命が新型コロナウイ

ルス感染症により失われたことについては、誠

に残念に感じている次第でございます。

ご家族の皆様に対しまして、改めてお悔やみ

を申し上げます。

私は、オミクロン株の特性を踏まえ、高齢者

等の重症化リスクのある方に重点化した感染防

止対策と医療提供体制の確保が特に重要と考え、

そのための対策を講じてきたところであります。

具体的には、基本的な感染防止対策の徹底や

高齢者に接する際の注意喚起を図りながら、高

齢者施設対策の強化やワクチン接種の勧奨、診

療・検査医療機関やコロナ病床の確保などに努

めてまいりました。
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今後も県民の命を守るため、感染状況や新た

に発生し得る変異株の特性をしっかりと把握、

分析したうえで、限りある医療資源をより必要

な方へ提供することができるよう、引き続き取

り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君）様々な取組が行われたと

いうことでございますが、この第7波に対して、
専門家としては十分だったのか、知事がどうい

うふうに評価をするのかというところをお伺い

したいと思います。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）先ほども申し上げました

とおり、限りある医療資源を、より必要な方へ

届けるということは非常に重要だと思います。

ですが、議員ご指摘のとおり、過去を振り返

って学ぶべきところは常にあると思いますので、

これまでの対策についてもしっかり振り返りな

がら、今後の取組に活かしていきたいと思いま

す。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） 次の第8波に備えるとい
うところでは、やはり振り返りが必要かと思い

ます。今の知事のお話の中では、なかなか具体

的なところまでは見えませんでしたけれども。

では、もう一点、お伺いしたいと思います。

大石知事のマニフェストには、「県知事は、

メッセンジャーボーイではありません。県独自

に行える対策があります」と言われておりまし

た。

この県独自の対策というところでは、国から

の支援が必要なのもの以外に知事が考える独自

の対策は、第7波に対して、どのようなものが
あったのか、お伺いします。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） すみません、全て振り返

るということは、ちょっと今はできませんけれ

ども、一つはっきり言えることは、全数把握に

ついては、軽減負荷というところで、全国一律

を待つことなく先に進めたということはござい

ました。

それは、先ほどから申し上げておりますとお

り、限りある医療資源を、より必要な方に届け

ることが重要であると、県民の命を守るうえで

非常に重要なことだと思いますので、その点に

ついては独自に動いたことかなというふうに思

います。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） 抗原検査キット配布を9
月から始められていますけれども、他県ではこ

れを、国が出すことなく前倒ししたところもあ

るかと思います。

こういう知事の判断があると、第7波の発熱
外来が逼迫することなく負担軽減できたり、県

民の皆様の不安を軽減することができたという

ふうに思います。

感染が落ち着いている時こそ、必要な対策が

あるのではないかと思いますが、知事の考えを

お伺いします。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 県としましては、これま

で有症状者の方については、医療機関を受診し

ていただくことを基本として、自己検査ではな

く、医療機関における検査・診療体制の拡充に

より対応をしてまいりました。

しかし、7月以降における感染の急拡大に伴
って、検査実施そのものが、発熱外来や救急外

来の大きな負担となったところだと認識をして

おります。

そのような中、8月初旬に、国から検査キッ
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トの送付がございまして、まずは不足が懸念さ

れていた診療・検査医療機関に送付したところ

でございます。

また、重症化リスクのない方については、外

来診療を経ることなく療養ができるように、今

月2日から有症状者の自宅へのキットの配布と
陽性者判断センターの運用を開始したところで

ございます。

第7波においては、これまでを上回るスピー
ドで感染が急拡大したことから、感染動向を見

極め、現場の声を聞きながら、このような対策

に取り組んできたところでございます。

一方で、先ほども申し上げましたけれども、

やはり常に施策の改善を図ること、これは重要

だというふうに思っておりますので、今回の対

策、また、その効果をしっかりと振り返って、

それから学んで、今後の取組にしっかり活かし

ていきたいというふうに思います。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、第7波の部分を振
り返っていただき、次にくる第8波に備えてい
ただきたいと思います。

（2）経済支援策。
①コロナ禍における県内事業の倒産の状況と

未然に防ぐ対策について、伺う。

倒産防止対策をお伺いします。

長崎では、老舗のまるなか本舗、お菓子の店

アリタ、お茶の山口園などの倒産が続き、とて

も寂しい気持ちになります。そしてまた、利用

していたお店も閉店するなど、閉店するところ

も増えてきております。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、給

付金や資金繰り支援をはじめ、国、県、市町の

様々な支援もあり、いろんな事業者からは感謝

の言葉もいただいているところでございます。

しかしながら、ウクライナ情勢や原材料の高

騰などコロナ禍との二重苦の状況となっており、

この企業の経営環境はまだまだ厳しい状況だと

いうふうに思っております。コロナ融資の返済

負担が増え、資金繰りの悪化から、営業を今後

継続できない企業が増える可能性もあるのでは

ないかと危惧しております。

コロナ禍における県内事業所の倒産状況と、

未然に倒産を防ぐ対策について、お伺いいたし

ます。

〇議長（中島●義君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君）民間の信用調査

会社が取りまとめました負債額1,000万円以上
の新型コロナウイルス感染症に関連した倒産件

数は、今年8月末時点で34件、負債総額66億
4,000万円であり、主な内訳は、宿泊業や飲食業
を含めたサービス業が10件、小売業が9件とな
っております。

この中には老舗の店舗も含まれており、県と

しましても、事業者の経営環境が厳しい状況に

あるとの認識のもと、緊張感をもって対応して

いく必要があると考えております。

そのため、本定例会において、事業者の資金

繰りを支援するための融資枠の拡大にかかる関

係予算を計上し、借換えを含めた資金需要の増

加等に備えることとしております。

併せて、事業者の収益力改善や事業再生の支

援を図るため、国が全都道府県に設置した「中

小企業活性化協議会」をはじめ、関係支援機関

と連携し、資金繰りや経営の先行きの相談等に

対しても丁寧に対応してまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、その借換え事業と

かを皆さんにちゃんと周知していただいて、活
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用していただいて、倒産になる前に未然に防い

でいただきたいと思います。

4、県再犯防止推進計画について。
（1）社会復帰支援の実情。
①社会復帰の実情はどうなっているか。併せ

て、出所後の住まい確保が再犯防止を進める上

では重要であると考えるが、県ではどのような

取組を行っているか。

県は、「再犯防止推進計画」を令和3年3月に
策定し、犯罪を起こした方々が社会で孤立する

ことなく、円滑な社会復帰ができるよう支援す

ることとしています。

その方々の社会復帰の実情がどうなっておら

れるのか。併せて、出所後の住まい確保が再犯

防止を進めるうえでは重要と考えますが、県で

はどのような取組を行っているのか、お伺いい

たします。

〇議長（中島●義君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（寺原朋裕君）「再犯防止推進

計画」においては、県内の刑法犯検挙者中の再

犯者数を5年間で20％減少することを成果指標
としており、令和3年は、令和元年から13％減
少した775人となっております。
犯罪や非行をした人の中には、社会復帰し生

活していくうえで、高齢や無職など様々な課題

を抱えている人が多いことから、自立生活が困

難な方を福祉的支援等につなげるため、「長崎

県地域生活定着支援センター」を設置し、福祉

サービスの利用調整や支援協力者の育成等、生

活環境を整えるための取組を行っております。

また、住まいを確保することが困難な場合も

多いため、そうした要配慮者の入居を拒まない

セーフティネット住宅に登録する賃貸住宅の確

保を進めております。

本県は、セーフティネット住宅の登録戸数が

全国で最も少ないことが課題であることから、

今年度から登録手数料を無料とすることで、入

居可能な住宅の確保を進め、円滑な地域生活に

つながるよう努めてまいります。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） ぜひ、社会復帰支援をし

ていただきたいと思います。

（2）警察の防止計画。
「再犯防止推進計画」につきまして、県警察

の取組について、お伺いします。

この取組は、関係部局が様々な再犯防止のた

めに取り組むとされておりますが、どのように

取り組んでおられるのか、お伺いいたします。

〇議長（中島●義君） 警務部長。

〇警務部長（橋本真和君）県警察におきまして

は、問題を抱える少年や非行を繰り返す少年等

に対しまして、少年警察ボランティアをはじめ

関係機関・団体等と連携し、個々の少年に応じ

た学習支援や農業体験活動等の立ち直り支援活

動を行っております。

また、ストーカーの加害者に対しましては、

法に基づく警告、禁止命令等の措置や医療機関

への受診の働きかけなどの再犯防止策を講じて

おります。

さらに、暴力団の離脱希望者等に対しまして

は、暴力追放運動推進センター等関係機関と連

携して、離脱に向けての支援とともに、就労支

援企業の拡大など離脱後の就労に向けての支援

に取り組んでいるところでございます。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君）（3）関係機関との連携。
今、県警察の取組をお聞きしましたけれども、

今後は関係機関との連携も必要かと思います。

計画は幅広い分野に及んでおりますので、関係

部局や国、市町、民間などの関係機関との連携
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は、この計画を実現するためにはどのようにし

て進めていくのか、お伺いします。

〇議長（中島●義君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（寺原朋裕君）再犯防止に向け

た取組は、刑事司法手続の段階での社会復帰支

援と、その後、保健医療・福祉サービス等の行

政サービスを適切に提供する継続的な支援の両

方が重要と言われております。

そのため、刑事司法機関、弁護士、更生保護

団体等のほか、市町の代表や県の関係部署で構

成する「長崎県再犯防止推進ネットワーク協議

会」を設置し、施策の進捗状況や課題を共有し

ているところです。

県としましては、参加機関の取組に関して相

互の理解促進に努め、積極的な連携を推進する

ことにより、「再犯防止推進計画」の基本理念

である「だれ一人取り残さない優しい社会の実

現」を目指して取り組んでまいります。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君）様々な取組をしていただ

き、再犯防止を進めていただきたいと思います。

5、ＮＰＴ再検討会議について。
ＮＰＴ再検討会議が終結し、2015年の前回の

会議に引き続き、最終文書が採択できない結果

となりました。

大石知事は、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大の中、参加されたニューヨークでの

ＮＰＴ再検討会議で、どのような成果があった

のか、また、今後、被爆地長崎として核廃絶に

向けてどう進めていくのか、昨日もありました

ので、簡潔にお答えいただければと思います。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）ＮＰＴ再検討会議におい

ては、広島県と連携して開催したサイドイベン

トや軍縮関係者等の面会などを通して、平和を

願う皆様とともに、核なき世界の実現に向けた

被爆地の強い思いを発信することができたと思

っております。

また、広島県からは、今回、被爆地が連携し

たことで、平和への思いをより強く発信できた

との評価をいただいており、再検討会議出発前

に激励いただいた県内の平和団体の皆様の期待

や思いにも、一定応えることができたのではな

いかと考えております。

また、軍縮関係者からは、世界に2つしかな
い被爆県として、被爆の実相や核なき世界に向

けた被爆地の思いを発信し続けてほしいとのご

意見や、被爆者の意思を引き継ぎ平和を発信し

ていく若い世代の人材育成が重要とのご意見を

いただいたところでございます。

こうしたご意見を踏まえて、世界に向けて、

核なき世界の実現に向けた被爆地の思いを発信

していくとともに、今後の平和発信の基盤とな

る人材育成についても、今回得られた人脈、ネ

ットワークを活かしながら、力を尽くしてまい

りたいと考えております。

〇議長（中島●義君） ●庭議員―4番。
〇４番（●庭敦子君） 6、香害に関する理解促
進について。

香害とは、化粧品や香水、合成洗剤、柔軟剤

などに含まれるにおいによって、不快感や健康

被害が生じることを言います。

あまりまだ県民の皆様には知られていないよ

うですけれども、これが原因で化学物質過敏症

を発症する人もいらっしゃるので、県民の皆様

に理解していただくことが必要と考えますが、

県ではどのような取組を行っているのか、お伺

いします。

〇議長（中島●義君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（貞方 学君）香りという
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ものの感じ方は人によって異なり、香りによる

健康被害を訴える方や不快に感じる方々がいら

っしゃることは私も認識しております。

そのため、県におきましては、県消費生活セ

ンター情報誌及びホームページや県庁デジタル

サイネージ等を活用して広報、啓発を行ってい

るところであり、今後とも、このような啓発活

動に取り組んでまいります。

〇４番（●庭敦子君） 終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（中島●義君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、11時15分より再開いたします。
― 午前１１時 ２分 休憩 ―

― 午前１１時１５分 再開 ―

〇議長（中島●義君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

浦川議員―13番。
〇１３番（浦川基継君）（拍手）〔登壇〕 おは

ようございます。

自由民主党、長崎市選出、3倍がんばる！浦
川基継でございます。

知事並びに教育委員会教育長、関係理事者に

おかれましては、建設的な答弁をお願いいたし

ます。

1、人口減少対策について。
6月1日での長崎県全体の推計人口は、128万

6,193人でありますが、長崎市の7月1日の推計
人口は、39万9,913人となり、40万人を下回っ
たことが報道されました。

また、長崎県へ移住された方は、地方回帰、

コロナ禍の流れの中で増加し、1,740人の方々が
長崎県へ移住されているとも聞いております。

移住理由はいろいろあると思いますが、本県

においても、流出を減少させる施策、可能性も

大いにあると感じ、質問させていただきます。

（1）新たな視点の取組について。
先般、9月1日に公表されました令和3年3月か
ら12月までの「移動理由アンケート」では、転
入3万8,267人、転出4万4,278人に対してアンケ
ートを行い、転入1万4,907人、転出1万3,411人
から回答がなされております。

転出の男女別によると、男性は、就職、転勤、

転職で66.8％、女性では、就職、転勤、転職で
40.9％となっております。
特に、就職による転出で、15歳から24歳まで
の転出が8割以上を占めております。
また、転出する背景を見ますと、「都会への

あこがれ」といった理由や、「特に理由がない」

と回答された方が、合わせて30％以上の方が長
崎県を離れております。

大石知事は、選挙において、人口減少を重要

課題と位置づけ、新しい視点や発想で取り組む

とされております。私も同感するもので、3倍
応援したいと思っております。

他県では、漫画、アニメの出版やアーティス

トの育成事業を手がける企業との連携により、

地元高校に漫画学科が創設されるなど、若者に

魅力ある雇用創出や人材育成につなげようとす

る事例もあります。

そこで、質問させていただきますが、若い世

代の定着や呼び込みのために、新しい視点でど

のように取り組んでいかれるのか、お尋ねしま

す。

2、不登校対策・いじめ撲滅対策について。
県内の不登校については、平成30年1,913件、
令和元年2,163件、令和2年2,279件と、年々増
加しております。

また、いじめの認知件数は、平成30年3,213
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件、令和元年2,668件と、年々減少しているもの
の、令和2年では2,038件が認知されております
ので、以下質問いたします。

（1）不登校対策・いじめ撲滅対策に係る対
応について。

「教育機会確保法」における不登校支援の基

本方針では、「登校のみを目標とするのではな

く、児童生徒が進路を主体的に捉え、社会的な

自立を目指す必要がある」と示され、各市町が

設置している教育支援センターや民間施設等と

連携し、居場所の確保など、個々、個別の支援

に取り組んでいると思われます。

本県の子どもたちの相談体制については、ス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー、あるいは電話相談窓口での取組がなされ

ておりますが、スクールカウンセラー等の配置

は、554校のうち322校と聞いております。
本県の厳しい財政状況の中、全ての学校への

配置がなかなか難しいことは一定理解しますが、

現実問題として、スクールカウンセラーの高ま

る役割とともに負担が増えており、十分な体制

とは言えません。また、相談体制を補完するた

めには、財源も必要ですが、人材も確保しなけ

ればならないと感じています。

そこで、例えば、人生経験豊かな地域の人材

を活用するなどして、地域の子どもを一人にし

ないとした体制の充実を図っていくことはでき

ないのか、お尋ねします。

3、新たなスポーツ振興策について。
スポーツツーリズムとして、2011年頃に示さ

れたものは、スポーツ資源とスポーツツーリズ

ムとの融合を図っていく取組で、スポーツを観

る、するための旅行そのものや、周辺地域観光

に加え、スポーツを支える人々の交流や、生涯

スポーツの観点から、ビジネスなどの他目的で

の旅行者に対し、旅行先の地域でも主体的にス

ポーツに親しむことができる環境整備、そして、

ＭＩＣＥ推進の要となる国際競技大会の招致、

開催、合宿の招致も複合した、複合的で、これ

までにない豊かな旅行スタイルの創造を目指す

ものとされております。

一方、2020年、東京オリンピックで身近にな
りましたアーバンスポーツの特徴は、アスリー

トもファンも若いことが挙げられ、新たな若年

層のインバウンド拡大に寄与するものと期待さ

れております。

どちらも、地域活性化や観光資源につながる

ものであります。

特に、人口流出が多い長崎県においては、他

県に遅れることがないよう取り組むべき課題と

思い、以下、質問いたします。

（1）アーバンスポーツの振興について。
これまでも質問させていただきましたが、「ス

ポーツ基本法」に基づき、「長崎の未来をスポ

ーツで創る」を基本理念として、「ながさきス

ポーツビジョン 2021～2025」を策定しており
ます。

スポーツの力によって、「生涯のスポーツの

推進」、「子どものスポーツの機会の充実」、

「競技スポーツの振興」、「スポーツを通じた

地域の活性化」の4つの基本方針のもと、市町、
関係団体及び民間事業者と連携を深め、着実に

取組を進めるとなっております。

そこで、本県において、今後、アーバンスポ

ーツ等の施設等整備の予定はどれくらいあるの

か、また、県として、アーバンスポーツを今後

どのような位置づけで推進されるのか、お尋ね

します。

4、農業振興について。
私は、これまで、県内の農業振興策を拝見し、
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長崎市内農業振興について、検討を重ねてまい

りました。

その中で、農地の基盤整備に併せて、島原半

島のグリーンロード等を参考にして、東長崎と

長崎半島をつなぐ県道野母崎宿線とダブルネッ

トワークによる長崎半島グリーンロード構想や、

農免道路（基幹道路）の整備による農業広域振

興策等を協議してまいりましたが、制度の条件

や整備効果が投資額より得られないとして、今

の段階では実現できませんでした。

本県では、多くの地域において、農地の基盤

整備が計画的に進んでおります。しかし、長崎

市内での農地の基盤整備は、諸課題が多く、解

決できておりませんので、改めて、以下、質問

させていただきます。

（1）農地の基盤整備について。
本県はもとより、長崎市の人口減少が進む中、

若者が定着し、賑わいのある地域の活性化を図

るためには、第一次産業の振興が不可欠であり、

農業振興が重要であります。

特に、地形条件が厳しい東長崎地域において、

農地の基盤整備や集約化が厳しい中、年々、後

継者不足や耕作放棄地化が進み、就農者の減少

と併せて集落の維持が困難な状況にあり、就農

者の高齢化を勘案すれば、数年後には、集落の

維持ができなくなるのではないかとの思いから、

これまでも農地の基盤整備について質問させて

いただきました。

農業生産の基礎をつくる農地の基盤整備は、

農地の大区画化や道路、排水路、灌漑施設の整

備によって生産性が向上し、さらに、意欲ある

担い手が規模拡大による効率的な農業の展開に

よって、もうかる農業が実現されることで魅力

を感じた若者が定着し、さらにはＵＩターン者

も増加することで、集落機能の維持・発展につ

ながるものと考えております。

先ほども申し上げましたが、私自身も、県内

各地で進められている農地の基盤整備事業を東

長崎でも実施できないかと、地元の関係者の皆

様とともに、県内の先進地視察をはじめ、事業

に関する勉強会や意見交換に参加してきたとこ

ろであり、事業実施に向けた取組の大変さはあ

るものの、将来に向けた地域農業の維持、地域

活性化のためにも、この取組を前進させること

が必要であると、改めて強く感じているところ

であります。

そこで、事業推進に当たっては、担い手不足

や地形条件が厳しいなど、多くの課題があると

伺っておりますが、現在、東長崎で進められて

いる農地の基盤整備の検討状況について、お尋

ねします。

5、長崎市内の幹線道路ネットワークについ
て。

先日、「高規格道路島原道路建設促進大会」

に参加させていただきました。

国会議員、建設省、沿線自治体、関係団体や

周辺自治会など、多くの皆様が会場に来場され、

大きな熱気を感じることができました。

高規格道路は、農林水産業の振興、地域間交

流の活性化や、緊急医療や災害時の代替など多

岐にわたり、いかに道路が重要なのか、改めて

感じることができました。一つの道路をつなげ

るためには、長崎県民の総意を結集して取り組

まなければならないと感じ、以下、質問いたし

ます。

（1）長崎南北幹線道路（茂里町から滑石間）
について。

長崎市においては、これまで高速道路や国道

34号などの整備により、道路事情が改善され、
現在も長崎南環状線の事業などが進められてい
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ますが、県都として幹線道路の整備がまだ遅れ

ていると感じています。

長崎市の人口減少を食い止め、地域の活性化

を図るには、やはり道路整備が一番重要だと考

えております。

このような中、今年度新たに、長崎南北幹線

道路の茂里町から滑石間の5.3キロメートルが
事業化されました。

この道路は、長崎市の交通混雑緩和に大いに

効果を発揮するとともに、長崎地域と県北地域

の交流拡大が期待されており、一日でも早い完

成が望まれているところであります。

そこで、長崎南北幹線道路の茂里町から滑石

間の事業予算の確保と早期の完成に向けて、ど

のように取り組んでいかれるのか、お尋ねしま

す。

（2）構想路線長崎外環状道路について。
幹線道路ネットワークの整備については、ま

ず、長崎南北幹線道路などの現在の計画を早期

に実現していくことが最優先でありますが、一

方で、将来に向けた新しい構想についても話し

ていかなければならないと考えています。

県においても、新たな広域道路交通計画が令

和3年6月に策定されており、長崎市内において
は「長崎外環状道路」という新たな構想が示さ

れております。

この構想は、長崎インターチェンジから本河

内、西山を通って浦上地区あたりにつながるよ

うな路線となっており、将来の地域の発展につ

ながるようなものになると感じているところで

あります。

そこで、県としては、どのような考えで、こ

の長崎外環状道路を構想路線に位置づけている

のか、お尋ねします。

6、県道の維持管理について。

毎年、県道に隣接される県民の方々から、樹

木の伐採のご要望やご連絡をいただいておりま

す。その都度、振興局へご連絡しますが、迅速

な対応をしていただいており、とても助かって

いるところであります。改めて感謝申し上げ、

以下、質問させていただきます。

（1）道路維持及び街路樹剪定等の発注効率
化について。

道路の維持管理を行うに当たって、毎年、街

路樹の剪定や維持修繕工事などについて、その

都度入札を実施して受注業者を決定し、受注業

者に工事内容を説明して、現地での作業を行い、

検査、清算を行っていると思います。これらの

一連の流れは当たり前のことですが、毎年毎年、

何件も実施することに相当な労力を要している

のではないかと思います。

そこで、複数の業務をまとめて一括で発注す

る包括委託や、単独の業務であっても複数年に

わたる債務負担行為で発注するなどすれば、毎

年行っている発注業務の負担軽減による業務の

効率化が図られ、その他住民サービスの向上に

つながると考えます。

また、受注業者としては、包括的委託や複数

年にわたる業務を受注することで、作業員の確

保、現場への配置など、安定的な経営基盤の確

立につながること、さらには、周辺住民への対

応など、直接受注業者と協議することも可能に

なると考えますが、そのような発注の考えはな

いのか、お尋ねします。

以上、本壇からの質問とし、再質問は、対面

演壇席よりさせていただきます。

ありがとうございました。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 浦川議員のご質

問にお答えいたします。
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若い世代の定着や呼び込みのために、新しい

視点でどのように取り組んでいくのかとのお尋

ねですが、社会減対策については、これまでも

雇用の場の創出や移住の促進などに取り組んで

まいりましたが、依然として厳しい状況が続い

ており、若者が魅力を感じる仕事の創出のほか、

住みたいと思うまちづくりや、その魅力の発信

など、政策の充実が必要と考えております。

そのため、今年度においては、イノベーショ

ン創出につながるスタートアップ支援や、半導

体関連産業など将来性のある成長産業への支援

等に注力をしているところであります。

また、プロスポーツを活用した地域活性化や

文化・芸術活動への若者の参加促進を図るなど、

文化・スポーツの面においても、若者が魅力を

感じるまちづくりを進めております。

今後は、県内外の若者がやりたいことにチャ

レンジできる仕組みを新たに創出していく視点

が重要であると考えており、スタートアップ支

援のさらなる強化やＩＴ企業誘致等に取り組む

とともに、大学等とも連携しながら、人材の育

成・確保を図り、若者に魅力的な仕事づくりと

人づくりの好循環を目指してまいります。

さらに、西九州新幹線やＩＲ、国民文化祭、

スタジアムシティなど、大型プロジェクトの進

展を契機に、本県の総体的なイメージ向上を図

っていく視点も重要と考えております。

そのため、観光、文化、スポーツのまちづく

りを進め、併せて戦略的な情報発信を行いなが

ら、多彩な魅力を有する本県のブランディング

にも新たに取り組んでまいります。

また、人口減少対策については、各地域の強

みや特色など、実情に応じた市町の施策が重要

であることから、県としても市町の取組を後押

しするなど、十分な連携を図ってまいりたいと

考えております。

今後とも、若い世代のニーズを積極的に把握

しながら、新たな視点による施策の立案に努め、

社会減の抑制につなげてまいりたいと考えてい

ます。

残余のご質問については、関係部局長から答

弁をさせていただきます。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）地域の子ど

もをひとりにしないとした体制の充実を図って

いくことはできないかというお尋ねでございま

す。

地域全体で子どもたちの成長を支えることは、

不登校やいじめを未然防止するうえで、大変重

要であると認識しており、「長崎っ子の心を見

つめる教育週間」や「ふるさと教育」の中で、

学校と地域との連携に取り組んでいるところで

ございます。

一方、市町におきましては、地域の方々をゲ

ストティーチャーとして学校に招いた職業講話

や地域清掃、花いっぱい運動などの活動を通し

まして、子どもたちと地域の皆様が触れ合う機

会を設けております。

今後は、市町との協議会におきまして、自治

会長や民生委員等を中心とした方々による声か

けや、見守り活動の充実を市町に働きかけるな

ど、いじめを早期に発見したり、不登校の児童

生徒や保護者が孤立することのないよう、地域

ぐるみの支援体制づくりにつなげてまいりたい

と考えております。

〇議長（中島●義君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君） 私から、ア

ーバンスポーツの振興につきまして、一点答弁

させていただきます。

県内では、今後、整備予定の施設はどれぐら
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いあるのか、また、県として、アーバンスポー

ツをどのような位置づけで振興していくのかと

いうお尋ねでございます。

県内には、既に、長崎市にスケートパーク、

佐世保市にはスケートパークやストリートバス

ケットコートなど、また、諫早市にはスケート

ボード施設が整備をされておりまして、本年度

中には大村市において、スケートボードのほか、

ボルダリング等の施設が整備される予定と伺っ

ております。

アーバンスポーツを振興していくということ

は、新たな交流の場を生み出し、また若者を惹

きつける魅力的なまちづくりを進めていくうえ

でも有効な取組であると認識いたしております。

県としましては、これまで、子ども向けのス

ケートボード体験会を実施してまいりましたが、

こうした県民向け啓発イベントに加えまして、

本年度中に市町村の担当者向けの勉強会を開催

したいと考えております。

具体的には、アーバンスポーツを活用したま

ちづくりの先進自治体の職員や、民間のコーデ

ィネーターを講師としてお招きをいたしまして、

地域における意識醸成を図り、各市町における

施設整備の啓発にもつながるよう実施していき

たいと考えております。

引き続き、多くの若者がアーバンスポーツを

楽しめる環境づくりに努めてまいります。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 私の方から、一点お

答えさせていただきます。

東長崎地域で進められている農地の基盤整備

の検討状況についてのお尋ねですが、東長崎地

域において、大規模な基盤整備を行うには、地

形条件から事業費が高額となることが見込まれ、

費用対効果を満たす品目選定等の課題があるこ

とから、地形条件に応じた簡易な基盤整備と併

せて、いちごなどの高収益作物の導入を検討し

てきたところです。

これらを踏まえ、県と地元、ＪＡ、市で協議

をした結果、本年度、ＪＡが事業主体となり、

潮見町で簡易な基盤整備と併せて、いちごハウ

スの施設整備の検討を進めていくこととしてお

ります。

県としましては、この取組を契機として、東

長崎地域での農地の基盤整備事業の推進につな

げてまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 私から、3点お答え
いたします。

まず、長崎南北幹線道路の茂里町から滑石間

の事業予算の確保と早期完成に向けて、どのよ

うに取り組んでいくのかとのお尋ねですが、今

年度着手した長崎南北幹線道路の茂里町から滑

石間は、市街地を通過する大規模な事業であり、

多岐にわたる関係者との調整や工程の綿密な管

理が重要となります。

このため、新たな試みとして、民間技術者が

有する専門的な知識や経験を有する事業監理業

務を取り入れ、官民が協働することで効率的な

事業進捗を図ることとしています。

また、本事業は、全線にわたり、トンネルや

橋梁などの大型構造物で構成され、事業費も多

額となることから、5か年加速化対策予算をし
っかり活用するとともに、5か年加速化対策後
も、整備に必要な予算を継続的、かつ安定的に

確保できるよう、引き続き、国に対して強く要

望してまいります。

いずれにしても、地域の皆様の協力が不可欠

ですので、関係市町と連携しながら、円滑な事

業推進に努めてまいります。
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次に、長崎外環状道路をどのような考えで構

想路線の位置づけたのかとのお尋ねですが、将

来の道路ネットワークについては、昨年6月に
策定した県の「新広域道路交通計画」において、

今後、20年から30年後を見据えた広域的な道路
ネットワーク計画をお示ししたところです。

この中で、長崎インターチェンジから本河内

地区、西山地区を経由して浦上地区に至る区間

を「長崎外環状道路」として構想路線に位置づ

けています。

現時点で具体的な検討は行っていませんが、

長崎市中心部に集中する交通を環状道路に分散

することで、渋滞緩和につながるものと考えて

います。

将来の構想も念頭に置きながら、引き続き、

長崎南北幹線道路など、高規格道路の整備推進

に努めてまいります。

次に、道路維持及び街路樹剪定等の発注効率

化についてのお尋ねですが、近年の建設業界に

おいては、労働人口の高齢化及び減少が顕著で

ある中、労働力不足への対応として、施工の効

率化や施工体制の安定的な確保が重要な課題と

なっています。

一方、県においても、多様な行政課題へ対応

するため、業務の効率化が求められています。

これらの課題解決の手法の一つとして、平成

30年度から、それまで個別に発注していた道路
の維持監理業務をまとめて、複数年で発注する

包括的民間委託を、上五島、壱岐で導入するこ

とで、長期雇用を見据えることによる業界の安

定した労働力の確保に加え、県職員の業務の効

率化に取り組んでいます。

今後のさらなる業務効率化に向けた包括的民

間委託の地域拡大や、複数年での発注に当たっ

ては、地域の実情を踏まえた様々な手法につい

て、関係する業界の意見も聞きながら、前向き

に検討を進めていきたいと考えています。

〇議長（中島●義君） 浦川議員―13番。
〇１３番（浦川基継君）一定の答弁ありがとう

ございました。

それでは、時間がありますので、再質問をさ

せていただきたいと思います。

まず、その前に、大石知事に一言言いたいの

ですが、大石知事は、3月の就任から半年が過
ぎ、これまでの行動を見ますと、すばらしいな

というふうに感心しております。

本県の懸案事項でもあります石木ダムに当た

っては、現地を訪問されたということですが、

何より先祖の方々の墓に手を合わせに行ったと

いうことをお聞きしまして、私も政治家として、

そういうふうに、訪問先に行かれた時には仏壇

に手を合わせなさいというふうに聞いておりま

したけれども、そのように行動ができるかとい

いますと、なかなか、やはりその時に、知事の

ように心の行動が私にもできるのかというふう

に自問自答いたしましたけれども、しかし、そ

ういった姿勢が、まずは大事なことであって、

これから、いろんな形で難しい判断をしなけれ

ばならないと思いますけれども、どんなことで

も心を合わせて、長崎県の懸案事項に取り組ん

でいかれれば、私も知事としっかりと心を合わ

せて県政に取り組んでまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、知事と心を合わせたところで、再

質問させていただきます。

まず、人口減少対策についてですけれども、

先ほど、未来を示していただいた形でお聞きし

ましたけれども、重点的に検討するべきテーマ

として、今回4つのテーマを知事が示されて、
「子どもが、夢や希望を持って健やかに成長で
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きる社会の実現を目指す」とされております。

これまで、就任当初から、子ども政策につい

て取り組んでいかれるということでしたけれど

も、やはり具体的には財源をどこから、いかに

確保するかというのが課題であったと思います。

また、県としての方針、知事の思いを、具体

的にこういうふうに、今度の令和5年度の予算
編成に盛り込む重点テーマとして発表されたこ

とは、県職員も含め、事業化するに当たって、

そこが基礎になってくるんじゃないかなという

ふうに思いますので、本当にこれから変わって

いくのかなというふうには思っております。

そこで、もう一度県民に対して、改めてそう

いったイメージがわくようなことをちょっと言

っていただければ、よりわかりやすいのかなと

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 私は、知事就任以来、県

民の皆様との対話や県内外への訪問などを通じ

て、ふるさと長崎県を誇りに思い、応援する多

くの皆様の姿やお声を見聞きしてまいりました。

そうした中で、本県の発展のためには、将来

を担う人材の育成が最も重要であるとの思いを

改めて強くしたところでございまして、先ほど

浦川議員がおっしゃっていただいたように、子

どもが夢や希望を持って健やかに成長できる社

会の実現というところを全力で頑張っていきた

いというふうに思っております。

とりわけ、安心して結婚、妊娠、出産、子育

てができる環境づくりに注力をし、県内外の多

くの方々から、長崎で子どもを産んで、長崎で

子どもを育てたいと思っていただけるような長

崎県を目指していきたいと思っております。

併せて、十分な医療、福祉、介護のサービス

を受けられる体制の整備など、全世代の皆様が

安全・安心に、また、豊かに暮らし続けられる

社会の構築に取り組んでまいりたいと思います。

また、離島・半島などを多く抱える本県の様々

な地域課題をチャンスと捉えて、最先端テクノ

ロジーの社会実装を進めるなど、長崎では新し

いことが生まれていると、何かやりたいことに

チャレンジできると思っていただける環境づく

りについても力を注いでいきたいと思っていま

す。

さらには、そうした本県の魅力を戦略的に発

信し、若者や女性、交流人口や関係人口など、

多方面から選ばれる「新しい長崎県づくり」を

県民の皆様と一緒に実現したいというふうに考

えております。

〇議長（中島●義君） 浦川議員―13番。
〇１３番（浦川基継君）ありがとうございます。

知事は若いですので、フットワークも軽く、

いろんなことに挑戦していかれるというふうに

思いますので、今までの思いを施策に今からぶ

つけていくと思いますので、私ども期待して待

っていたいと思いますので、どうか県職員の皆

様も、ベクトルを合わせてしっかりと頑張って

いただきたいというふうに思います。

質問になりますけれども、先般の同僚議員の

質問で、企業版ふるさと納税の検討も行ってい

くと回答されましたけれども、長崎創生プロジ

ェクトとして盛り込んでいかなければ企業版ふ

るさと納税というふうな形の部分に入らないと

思いますので、どのような政策をもって取り組

まれるのか、改めてご回答をお願いしたいと思

います。

〇議長（中島●義君） 企画部長。

〇企画部長（浦 真樹君）企業が地方創生に取

り組む自治体を応援いたします制度である企業
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版ふるさと納税につきましては、本県の厳しい

財政状況も踏まえ、これまでも本県にゆかりの

ある企業や誘致企業等に対しまして、訪問や文

書等でのご案内などを通して、積極的に制度を

活用いただけるよう努めてきているところであ

ります。

現在、企業の皆様にご寄附を検討いただく際

には、対象といたしまして、若者の人材育成な

ど7つのプロジェクトをお示ししておりますけ
れども、県政の基軸に位置づけた子ども施策を

これから推進していくため、子育て応援につき

ましても、今後、寄附の対象プロジェクトに新

たに追加することとしております。

また、寄附額のさらなる確保に向けましては、

県人会等の催しにおけるＰＲ、あるいは企業訪

問等、様々な機会を捉えて、企業の皆様方へ、

これからもこうした対象プロジェクトにご寄附

いただけるよう、積極的に働きかけてまいりた

いと考えております。

〇議長（中島●義君） 浦川議員―13番。
〇１３番（浦川基継君） わかりました。新たな

プロジェクトに位置づけ、取り組んでいかれる

ということですけれども、これまで、令和3年
度まで2億1,250万円集まったというふうに聞
いております。令和3年度は、全国から36社、
7,550万円ということでありますけれども、やは
りこういったことは企業の方も知らないとでき

ませんし、しようと思っていても、どこにすれ

ばいいのかわからないという中で、やはりどこ

にすれば、そういった支援をできるのかという

のを、改めて商工会議所や県人会など、長崎県

にゆかりのある企業の方には周知の方をぜひよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。

一方、去る9月12日に県の「中期財政見通し」
が公表されましたけれども、それによると、社

会保障費の継続的な伸びに加えて、令和6年度
以降は公債費が増加基調に転じることにより、

財源不足が生じるなど、厳しい財政状況が続く

と見込まれております。

昨年度の「中期財政見通し」においても示さ

れましたが、10年後の公債費が、現在よりも100
億円多いという予想には、正直愕然としており

ます。

このような中、子ども政策の充実のように、

新たな施策の財源を確保していくためには、人

口減少対策への対応や経済効果の創出など、事

業効果に基づく施策の一層の選択と集中を図る

とともに、未利用地の売却や、先ほども言いま

したふるさと納税の充実、民間企業からや団体

からの負担金徴収、広告収入の増加など、新た

な発想や手法により、自主財源をしっかりと確

保していくことが重要と考えております。

このように、本県の課題としましては、財源

がないことが一番だと思いますので、今後、長

崎県において、自主財源の確保にどのように取

り組んでいくのか、お尋ねします。

〇議長（中島●義君） 総務部長。

〇総務部長（大田 圭君）議員ご指摘のとおり、

本県の財政は、自主財源に乏しく、脆弱な財政

構造にありますことから、自主財源の確保の取

組は非常に重要であるというふうに認識してご

ざいます。

「中期財政見通し」におきましても、ただい

まご紹介いただきましたとおり、社会保障関係

経費の増加ですとか、大型事業の償還開始に伴

う公債費の増加といったところがございまして、

数年後には基金の取り崩しが見込まれていると

いう状況にございます。

こういった中におきまして、今後の財政運営

に当たりましては、引き続き、歳入確保、歳出
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削減の両面からアプローチをしていくというこ

とにしておりまして、将来の公債費負担の抑制

に向けた対策を継続するとともに、国に対しま

しても、地方税財源の充実強化を強く要請して

いくということにしてございます。

また、自主財源の確保という観点におきまし

ては、「行財政運営プラン」を策定しておりま

すけれども、こちらにおきまして施策の重点化、

業務の効率化といった歳出を見直すということ

に取り組むことといたしております。その中に

は、ＩＣＴ等を活用した業務の効率化ですとか、

先ほどご紹介いただきました選択と集中による

事務事業の見直しといったことも盛り込んでお

りますし、来年度に向けました政策形成に臨む

姿勢ということの中におきましては、事業の構

築に当たりまして、改めて費用対効果の検証等

も盛り込んでいるという状況にございます。

また、歳入面におきましても、県有財産の有

効活用ということをしっかり図っていきたいと

思っております。この中では、多様な売却手法

でありますとか、情報発信の取組、こういった

ことによりまして、未利用地の売却促進を図っ

ていくといったこと、あるいはPPP／PFIをは
じめとする民間活力の活用をするといったこと、

あるいはご紹介いただきましたふるさと納税、

こちらにつきましてもしっかり財源の確保に努

めていきたいというふうに思っております。

こういった取組を通しまして、新しい長崎県

づくりの実現に向けまして、施策のさらなる充

実強化を図りながら、持続可能な財政運営に力

を注いでまいりたいというふうに考えておりま

す。

〇議長（中島●義君） 浦川議員―13番。
〇１３番（浦川基継君）財政というと結構難し

いですので、私が考えるよりは、総務部長が今

まで言われた、いろんな取組が効果があると思

うんですけれども、本当に財源確保というのが

重要になりますし、また、これからＩＲとか、

いろんな形で長崎県政が、新幹線も含め大きく

飛躍していけば、ある程度、今想定しているよ

りいい形になれば、より施策の充実にもつなが

るのかなというふうに期待しておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

私も、単純にその事業に対して、宝くじとか

は県とか政令市ができるようになっていますか

ら、そういった宝くじを毎年発行すればどうな

のかなとか、いろいろ考えはしましたけれども、

総務部長の考えが正しいと思いますので、ぜひ、

そういうふうに実行していただいて、子ども施

策が、今、大石知事が目指そうとしている未来

に向かって、その財源をしっかりと確保できる

ように取組を進めていただきたいというふうに

要望しておきます。

次に、不登校対策について、お尋ねさせてい

ただきたいと思います。

9月12日の知事説明において、「重点検討テ
ーマ」として、子どもが夢や希望を持って健や

かに成長できる社会の実現、子どもたちの教育

環境の充実、学校と地域が連携した地域活動を

通じた教育力の向上に取り組む姿勢が示されて

おります。しかし、現在、コロナ禍の中で、学

校と地域は分断され、地域の子どもとして守る

ことも困難な状況にあります。

特に、卒業式や入学式、体育祭などの行事に

も地域の方々は参加しておらず、子どもたちの

顔を全く知らない地域の方々が、私もそうです

が、触れ合う機会すらありません。

先ほど本壇から質問させていただきましたが、

令和元年10月25日の文部科学省通知では、学校
等の取組の充実として、不登校生が生じないよ
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うな学校づくりとして、児童生徒の理解支援シ

ートを活用した組織的な計画的な支援、不登校

が生じないような学校づくりとして、多岐にわ

たり児童生徒をひとりにさせない取組を行って

まいります。この要となるのがスクールカウン

セラーや、現在、充足していないようなカウン

セラーも含め、地域の人材を活用し、地域や長

崎県民全体で不登校の子どもたちをひとりにさ

せない取組をはじめてはいかがかというふうに

思います。財源等はありませんが、ボランティ

アで募るなどして人材を確保し、取り組むこと

も可能ではないかと思いますが、先ほど説明を

いただいた時に、自治会等でも見守りをすると

いうことで、地域ネットワーク活動じゃないか

なというふうには思いますけれども、そのよう

に、今、地域の方々は、子どもを見守ろうとし

ても、地域の子どもなのかもわからない状況に

なっています。

こういう状況の中ですので、改めてもう一度、

地域と学校が連携できるように取り組む必要が

あると思うんですけれども、そういった取組に

ついてはどう考えられますでしょうか。

〇議長（中島●義君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）教育行政に

は、様々な課題がありますが、これを学校だけ

で解決するのは非常に難しくなってきていると

感じておりますので、議員ご提案の不登校児童

生徒の支援のため、地域の方々にボランティア

などとしてご協力いただくということは、これ

は有効な手段の一つだと考えております。

現在、各市町におきましては、学校と保護者

と地域の三者が連携、協働します「地域学校協

働活動」の中で、朝のあいさつ運動や、子ども

たちの地域行事への参加、あるいは、放課後の

学習支援など、地域の皆様の協力を得ながら、

地域とともにある学校づくりを推進していると

ころでございます。

このような動きの中で、不登校児童生徒が自

立に向けて第一歩を踏み出すような取組に、地

域の方々にご協力いただけないか、今後、市町

と連携した地域による不登校対策について取り

組んでまいりたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 浦川議員―13番。
〇１３番（浦川基継君）地域の方々を呼び込ん

でいけばというのは、スクールカウンセラーや

ソーシャルワーカー、そういった配置が十分に

なされていないので、その方々に、さらにもう

一個担当をという形で増やしていくよりは、児

童生徒の不登校の要因としては、生活リズムの

乱れや遊び、非行とか、無気力、不安というよ

うな子どもたちが長崎には1,100人程度おられ
るような形で資料をいただいています。こうい

った形で地域の方々と、ただ話すだけでも、子

どもの心、そういったところをケアしてもらえ

るんじゃないかなと思います。

私も小さい頃は、ばあちゃんとかに預けられ

て、ばあちゃんのところから逃げ出したり、い

ろいろして騒がれたこともありましたけれども、

やっぱりおばあちゃんとか、おじいちゃんっ子

というのは、心が優しい子どもたちが、私がそ

うというわけじゃないんですけれども、（笑声）

そういう子どもたちが育っていくし、そういう

心に触れ合うことが新たな子どもの成長に対し

て、もっと優しく接することができたりとか、

そういう子どもになっていく、だからこそ、そ

の地域の方々、高齢者も含めた方々に接する機

会をつくってやればいいのかなというふうに、

単純にそう思います。

財源不足、財源を確保していくことも確かに

大切だと思うんですけれども、長崎県民で、こ
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の2,000人近くおられる不登校の子どもたちを
ひとりにさせないんだと、長崎県はみんなで、

地域の子どもたちは地域のみんなで支える、そ

ういった方針を示していただければ、個人情報

等もありますから、なかなか難しいところはご

ざいますけれども、ただ、保護者の方々と相談

して、そういった時間の時に地域の人のところ

に行きませんかというような感じとか、来てく

ださいとかというような形になれば、最近、や

っぱり暇を持て余している方々もおられると思

いますので、そういった高齢者の方々が、農作

業でも構わないと思うんですけれど、先ほど答

弁の中でも農業体験をされたりとかという形が

あったと思いますので、それはもう特にやって

もらえれば、もっとソーシャルワーカーとか、

カウンセラーの方々は、やっぱり難しい問題、

いろんな問題があると思いますから、そちらの

方に集中していただければ、より専門的な対応

もできますし、それこそ一人も残さない取組に

なるというふうに思いますので、ぜひ、地域の

市町の教育委員会に尋ねながら、また地域に尋

ねて、何人かおられませんかという中で、そこ

だけに情報を教えて、その高齢者の方々に取り

組んでもらうとか、若者の方でも構わないと思

いますけれども、そういったふうにすれば、財

源がなくても、長崎県は無償の愛がある県なん

だというふうに、もうマスコミの方々が報道し

てくれます。

そうすると、そういうふうに悩んでいる全国

各地の課題を持っているご家庭が、じゃ、長崎

県に行けば、そういった支援とか、地域ぐるみ

で子どもを応援してくれるんだって、楽になっ

たなというような形で来てくれる可能性もあり

ますので、もう一気に相乗効果をもたらして、

長崎県は愛のある長崎県に、なんか2回目のよ

うな気がしますけれども、（笑声）そういった、

やはり愛情をかけることが一番だと思いますの

で、それこそ地域の方々を活用していただきた

いと思います。これは要望もかねてお願いした

いと思います。

次に、スポーツ振興についてですけれども、

先ほど答弁の中で、やっぱり長崎県のまちづく

りとして、このスポーツを一つの起爆剤にされ

るということですので、本当楽しみにしており

ます。

しかし、令和2年のスポーツに関するアンケ
ート調査では、スポーツの重要性は、半数以上

の方々が理解しており、子どもの体力や競技力

向上には8割の方々が望んでおります。長崎県
の強みは、観光、文化、スポーツと聞いており

ます。

アンケートでは、競技施設、スポーツができ

る場所を求める声も大きく聞かれています。

本県には、先ほども申し上げましたけれども、

未利用地が47万7,566平米、県立高校の跡地や
特別会計での未売却用地もあります。県の財政

状況を勘案すれば、県での整備は難しいと考え

ますけれども、未利用地の活用を促進し、場所、

施設、そういった場所を県の方から提供するな

どして、また、民間企業や団体などを巻き込ん

で、そういった施設整備に対する要望がありま

すので、取り組んでいかれてはと思いますけれ

ども、長崎の子どもが、夢や希望を持てる長崎

県、こういったものを掲げるのであれば、そう

いう振興も必要と思いますけれども、今後、ま

ちづくりの一つとして、改めて検討していただ

いて、先ほど言われたように、未利用地の活用

をしっかり取り組んでいただきたいというふう

に要望しておきます。

次に、農業振興について。
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これまで、何度か農業振興については質疑さ

せていただきましたが、農業政策や、現在進め

ている事業、農地の基盤整備や基幹農道など、

県民、子どもたちにも周知啓発を行い、学生等

には、農業は産業である、就業企業先であるこ

とをしっかり周知する必要があるんじゃないか

というふうに思います。地域への関心を呼んだ

り、郷土愛が生まれるものと思います。

これから、子ども政策を基軸に予算編成をさ

れると思いますので、しっかり取り組んでいた

だければなというふうに思います。

今言ったことは、例えば農協でこういったこ

とをしていますよとか、また、そういった団体

で、こういったことをしていますよと言っても、

やはり今、長崎を離れている子どもたちの目に

とまっていないことも多いと思いますので、例

えば、農業で基盤整備をして、こういうふうに

産業として、また就職先として、自分が起業し

たいと思ったものに、もっと周知というか、広

報を広げれば、また違う方々に目がいくんじゃ

ないかなと思いますので、一部の地域、一部の

団体とか、一部のそういった関連のあるところ

だけじゃなくて、関連のないところでも、長崎

にとどまれば、こういったチャンスがあるんだ

ということを、今後、周知、取り組んでいただ

きたいというふうに思いますので、よろしくお

願いします。

それと、私が考えます、先ほど言いました農

地の基盤整備をはじめ、東長崎から長崎半島を

つなぐ農業専用道路、基幹農道の整備も農業振

興、地域活性化、また防災面での新たなネット

ワーク等にも寄与しますので、どうかご指導し

ていただいて、長崎市の活性化にもつなげてい

きたいと思いますので、これからも情報提供の

方をよろしくお願いしたいと思います。

次に、幹線道路についてですけれども、やは

り長崎駅をどうやって迂回するかというのが一

番の道路の渋滞緩和につながるものというふう

に思っております。

今、示されました新たな構想路線に期待する

ところでありますが、時間がかかると、事業化

を行ううえで、収支とか交通量の需要というの

があると思いますので、新たな発想で付加価値

をつけることはできないのか。また、今後、自

動車量、交通量の見込みは、人口減少に伴い減

少し、さらに収支（Ｂ／Ｃ）が悪くなるとも考

えられます。また、道路には買収等がつきもの

ですので、長崎市内は、構造上、すり鉢状にな

っていますので、西山から浦上間など、トンネ

ルの方が、入口と出口の買収を確実に行えば効

率がいいと思います。さらには、トンネル工事

で出た残土で新たな団地等を造成することで、

長崎市の産業活性化に寄与できるものと考えま

すが、ご感想をお伺いします。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）道路計画の構想段階

においては、解決すべき課題や背景、達成すべ

き目標に照らして、おおむねのルートの位置や

道路構造等について、事業の効果、環境、費用

等、総合的な観点から複数案を比較検討するこ

ととしています。

今、お話がございました長崎外環状道路につ

いては、現時点では具体的な検討は行っておら

ず、ルートや構造についても決まっていません

が、将来、構想を具体化する際に、これらにつ

いて検討することになります。

〇議長（中島●義君） 浦川議員―13番。
〇１３番（浦川基継君）先ほども言ったように、

一つの幹線道路を造って、また次、そこで1年、
2年重なる部分はあると思いますけれども、そ
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ういった形で取り組んでいらっしゃるので、ま

だまだのことと思いますけれども、示したこと

で思いはいろいろ出てくると思いますので、い

ろいろなアイデアを今後も吸収して、次の道路

行政につなげていってほしいというふうに思い

ますので、一日でも早い、まずは南北幹線道路

の完成を目指して、しっかりと取り組んでいた

だきたいというふうに思います。

次に、県の道路維持管理についてですけれど

も、先ほどの回答では、今後、包括的民間委託

等を検討して、業務効率化を図っていきたいと

いうふうに回答いただきまして、ありがとうご

ざいます。

道路の街路樹等もそうですけれども、河川の

方でも、除草の対応とか、毎年一回とか、年2
回とかしているような形もありますので、こう

いったものも検討してはどうかと思いますけれ

ども、ご答弁をお願いします。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）河川内の除草につい

ても、包括的民間委託や複数年契約を活用する

ことで、建設業界の労働力確保や発注業務の効

率化が期待できることから、今後、検討を進め

てまいります。

〇議長（中島●義君） 浦川議員―13番。
〇１３番（浦川基継君） これまで、私が思った

のは、これまで不調不落、地元調整や用地買収

に対する時間とか、いろんな形で、昨年ですか、

58件、18億円程度の工事が、国からの箇所ずれ
とか、設計施工ができないとか、いろんな理由

で延びたこともあります。だから、やっぱり国

からの事業を平準化するというのはなかなか難

しい問題と思いますけれども、こういった県独

自といいますか、県単独でできる分に関しては、

やはりそういった部分を業務効率化を目指して

いかなければ、他の発注、また設計とかを含め、

いろんな対応に困っていくと思いますので、今

後、そういうふうに頑張っていただければ、少

しでも長崎県のそういった建設業も含めた業界

がうまく回っていくんじゃないかなというふう

に思いますので、ぜひお願いしたいと思います。

一般質問は終わりますけれども、先ほども言

ったように、子どもには無償の愛をかける以外

ありませんので、ぜひ、県の職員の皆様には、

長崎県の子どもたちには無償の愛で、これから

の県政運営に頑張っていただきたいということ

をお願いして、私からの一般質問を終わりたい

と思います。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長(中島●義君) 午前中の会議は、これにと
どめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分から再開いたします。
― 午後 零時１７分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

○副議長（山口初實君）会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君）（拍手）〔登壇〕皆さん、

こんにちは。

自由民主党・県民会議、松浦市選出、石本政

弘でございます。

質問に入ります前に、このたびコロナで被災

されておられます皆様におかれましては、心か

らお見舞いを申し上げますとともに、今なお医

療現場でコロナと闘っておられます医師はじめ

医療関係の皆様に対しても、心から敬意と感謝

を申し上げます。

また、さきの台風14号によりまして、被害に
遭われました皆様に対しても、心からお見舞い
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を申し上げたいと思います。

それでは、今期最後の一般質問となりますけ

れども、知事はじめ関係部局の皆様には、誠実

なご答弁をよろしくお願いいたします。

1、知事の県政取組方針について。
（1）令和5年度事業の基本方針について。
今年度の事業並びに当初予算については、概

ね前知事の下で策定された事業及び予算を承継

しているものと思われますが、大石知事におか

れましては、来年度の予算編成時期を迎え、知

事就任後最初の予算編成となり、大石色を出し

た事業及び予算を県民の多くの皆様が期待して

いるところであります。

就任当初、知事が掲げられましたマニフェス

トに対するこれまでの評価とマニフェスト達成

に向けた今後の大石県政の試金石ともなる令和

5年度事業の基本方針並びに重点事項について、
知事の考えをお尋ねしたいと思います。

以降の質問につきましては、対面演壇席より

行います。

○副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 石本議員のご質

問にお答えいたします。

マニフェストについては、いずれも可能な限

り早期に実現したいと考えておりまして、直ち

に実行可能なものは、補正予算に盛り込むなど、

県の施策として推進を図ってまいりました。

しかしながら、まだまだ十分とは言えず、引

き続き、県議会や県民の皆様のご意見をお聞き

しながら、今後の予算編成や総合計画への反映

を通じて、マニフェストの実現に強い覚悟を持

って取り組んでまいります。

そのため、まずはスピード感を持って来年度

の予算編成に反映させることが必要と考え、マ

ニフェストの内容も踏まえたうえで、重点的に

検討すべきテーマをお示ししたところでござい

ます。

特に、私は、子どもたちへの投資を未来への

投資と捉え、子ども・子育て施策を県政の基軸

に位置づけたところでありまして、マニフェス

トに掲げる子育て支援と教育環境の充実につい

ても、次年度に向けた最重要検討テーマといた

しました。

また、同様に、マニフェスト項目である医療、

福祉、介護の充実、国境離島地域の振興や条件

不利地域での先進的事例の創出、本県の魅力の

国内外への発信などについても、4つの「重点
検討テーマ」の一部として取り入れ、施策構築

を進めていくこととしております。

なお、マニフェストには、中・長期的な観点

で対応していく内容もあることから、今後、総

合計画の見直しによる県の施策への反映につい

ても、しっかりと取り組んでまいります。

以後のご質問については、自席から答弁をさ

せていただきます。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） ただいま大石知事より、

令和5年度の重点事項についてお話がありまし
たけれども、これまでも何度もお話しいただい

たと思いますが、知事は、子育て政策を県政の

基軸に位置づけて、子どもが夢や希望を持って

健やかに成長できる社会の実現を目指すとも言

われております。

そのことにつきましては、私も大変重要であ

ると思いますが、県の総合計画では、令和7年
度を目標年とした合計特殊出生率1.93に対して、
基準年の令和元年度は1.66、令和2年度は1.61、
令和3年度は1.60と、年々低下をしております。
そこで、今回、知事が令和5年度に取り組も

うとしている最重要検討テーマとマニフェスト
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で掲げている「合計特殊出生率2.0」との関係性
はどのように考えているのか、お尋ねします。

また、最終的に「合計特殊出生率2.0」を達成
するためには、実現に向けたロードマップが不

可欠と考えますが、知事の考えをお尋ねいたし

ます。

○副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）合計特殊出生率につきま

しては、中・長期的に取り組む目標であること

から、「長崎県総合計画」や「長崎県長期人口

ビジョン」の目標として掲げております。

今後、長崎県総合計画の見直し等にも取り組

みながら、計画の推進を図る中で、目標の達成

を目指してまいりたいと考えております。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） この件は、本県の人口減

少対策に対しての特に重要な重点事項になると

思いますので、そこあたりは、さっきも言いま

したように、しっかりと過程を踏まえて取り組

んでいただきたいと思います。

（2）防災・減災、国土強靭化に向けた予算
確保について。

まず、防災・減災、国土強靭化に向けた予算

確保につきましては、本県の公共事業をはじめ

とする各事業予算の多くの部分を占めるものと

思いますが、本県選出国会議員の新旧交代が進

む中で、これらの関係予算につきまして、これ

までと同様に十分に確保できるのかどうか、不

安に感じている方も多いのではないかと思って

おります。

そこで、今後、大石知事には、これらの予算

獲得に対し、強いリーダーシップが求められる

と思いますが、知事の考えをお伺いいたします。

○副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 本県は、多くの離島・半

島を有し、全国で2番目に多い3万2,000か所を
超える土砂災害警戒区域が指定されるなど、地

理的、地形的に厳しい条件を抱えております。

また、本県には、19日未明から朝にかけて、
大型で非常に強い台風14号が接近し、また、昨
年まで4年連続で大雨特別警報が発令されるな
ど、常に災害と隣り合わせの状況にあり、県民

生活に大きな支障を来しております。

このような中、5か年加速化対策予算を活用
し、道路ネットワークの機能強化や流域治水対

策などを着実に進め、その効果が一定あらわれ

ているところではございますけれども、「強靱

な県土づくり」は、まだまだ道半ばであると考

えております。

このため、本年7月には、私自ら財務省や国
土交通省などを訪問し、必要な予算、財源を優

先的に措置していただくことを強く働きかけて

まいりました。

社会資本整備の遅れに加え、近年、自然災害

が激甚化、頻発化していることから、公共事業

に必要な予算を確保し、継続的、安定的に取組

を進めていくことは、極めて重要であると認識

しております。

今後も、私自ら積極的に足を運んで、国に対

して地域の実情をしっかりと訴えてまいりたい

と考えております。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君）予算についての大変重要

な部分でありますので、今後とも、しっかり対

応をお願いしたいと思います。

関連しましてですが、特に、県北地域にとり

まして、西九州自動車道は、物流や人の交流、

救急医療、さらには原子力災害時の避難道路と

なるなど、地域経済や安全といった様々な面で、

大変大きな効果が期待される重要な道路であり
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ます。

また、国の区域認定が決定されれば、令和9
年度にも開業が予想されるＩＲへのアクセス向

上に向けても、この西九州自動車道の早期整備

はますます重要になってくるものと思われます。

松浦市はじめ県北地域では、県内で事業中の

松浦佐々道路はもとより、佐賀県側で調整、整

備中の伊万里道路、伊万里松浦道路についても

早期の完成が望まれるところであり、住民につ

いても、大変期待しているところでございます。

一方で、道路の整備には多額の予算が必要で

あることから、早期の完成に向けては、何とい

っても、この予算の確保が重要になってきます。

例えば、松浦佐々道路建設に係る総事業費約

900億円のうち、令和4年度までの実績は約500
億円となっており、単純に言えば、直近3か年
は100億円の予算がついておりますので、あと4
年で完成を見ることになるということでありま

す。

そこで、佐賀県側を含む3つの道路の進捗状
況及び今後の予算確保や整備促進に向けた県の

取組、そして松浦佐々道路の完成見通しについ

て、お尋ねいたします。

○副議長（山口初實君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）西九州自動車道のう

ち、松浦佐々道路については、松浦市側からト

ンネルや橋梁の工事が全面的に進められており、

佐々町側においては、用地取得が着実に進んで

います。

また、佐賀県側で整備中の伊万里道路では、

9割を超える用地進捗が図られており、橋梁や
土工事などが進められています。

伊万里松浦道路の整備中区間については、現

在、用地取得が進められています。

いずれの道路も完成の見通しは示されていま

せんが、西九州自動車道の早期完成は、県北地

域にとって極めて重要な課題です。

このため、佐賀県を含む3県1市で構成する建
設促進協議会などにおいても国への要望を重ね

ており、さらには3県の沿線自治体による東京
大会を3年連続で開催するなど、関係自治体と
も十分連携を図りながら、整備促進について、

国へ働きかけています。

引き続き、一日も早い西九州自動車道の完成

に向けて、全力で取り組んでまいります。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君）先が見えてきた状況にあ

りますので、あとは予算確保によって工期期間

が短くなるということも見えておりますので、

しっかりと取り組んでいただきたいと思います。

（3）ＮＰＴ再検討会議参加の成果と今後の
対応について。

今回のＮＰＴ再検討会議では、ロシアによる

ウクライナ侵攻により核使用リスクが高まる中

での開催であり、ＮＰＴ体制の意義や核軍縮、

核不拡散に向けた取組の必要性を関係国で共有

し、最終文書で合意することが期待をされてお

ったわけですけれども、しかしながら、ウクラ

イナ問題で対立し、最終文書は合意に至らず、

核軍縮の停滞を危惧する声も聞かれる状況とな

っています。

こうした中、長崎県知事として、はじめて

ＮＰＴ再検討会議に参加し、被爆県のリーダー

として、被爆地の思いを真剣に発信されたと思

いますが、最終文書が不採択となった中、県と

して、どのような成果が得られたのか、知事に

お尋ねをいたします。

○副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）加盟国による懸命の努力

にも関わらず、最終文書が不採択となったこと
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は大変残念でありますけれども、ＮＰＴ体制の

中で、成果を求め続けた各国の姿勢は評価すべ

きであり、次につなげていくことが重要である

というふうに考えます。

本県においても、今回、広島県と連携し、サ

イドイベントの開催や軍縮関係者との面会など

に取り組んだところでございまして、こうした

取組を通して、平和を願う皆様とともに、核な

き世界の実現に向けた被爆地の強い思いを発信

することができたというふうに認識をしており

ます。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） そこで、一つ提案でござ

いますが、この核軍縮を進展させる一つの手段

として、大石知事には、被爆県である本県のリ

ーダーシップをいかんなく発揮していただき、

核保有国のリーダーを長崎に招聘し、原爆資料

館等の視察、また被爆者等との対話の機会など

を通して、被爆の実相をしっかり理解してもら

うような取組を県民も期待しているものと考え

ておりますが、知事の考えをお尋ねします。

○副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）今回のＮＰＴ再検討会議

に参加をしたことによって、今回、世界に2つ
しかない被爆県である広島県と関係を強化した

こと、また軍縮関係者からも被爆地への期待を

伺えたこと、これは非常に大きかったというふ

うに思います。

議員ご提案の核保有国の要人に本県を訪問い

ただいて被爆の実相に触れていただくことは、

県民の悲願である核なき世界の実現につながる、

大変意義ある取組だと考えております。

今後、関係者と連携をしまして、あらゆる機

会を通じて働きかけていきたいというふうに思

います。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） この件に関しましては、

長崎県、広島県もそうですけれども、世界にい

わゆるＰＲできる最も有力な県でもありますし、

国としてもですね、この長崎の被爆県というも

のをしっかりと世界に向けて発信していくとい

うのは大変重要だと思いますので、しっかり取

り組んでいただきたいと思います。

（4）新型コロナ対策について。
①知事の現状認識と今後の対応について。

今般の新型コロナの感染拡大の原因として、

変異株オミクロンの影響もあったと思いますが、

重症者数はインフルエンザ並みとも言われてお

ります。

その一方で、コロナ感染拡大により、医師、

看護師の感染による医療従事者不足に伴い、一

般診療、中でも優先度の高い救急患者の診療に

支障が生じるなど、2次的な医療逼迫が生じて
おります。

第7波において、オミクロン株の特性を踏ま
えた対策を講じてこられたとは思いますが、医

療の専門家である大石知事におかれましては、

このような医療現場の逼迫が生じたことについ

て、どのように認識されているのか。これまで

も答弁はあっておりますけれども、今回は、知

事の主観的な答弁を求めます。

○副議長（山口初實君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 第7波における7月以降
の感染の急拡大によって、発熱外来や救急外来

に患者が集中したほか、入院患者も増加をいた

しまして、本県においても医療の逼迫が生じた

というふうに認識をしています。

さらに、医療従事者の方の感染や濃厚接触に

よる療養欠勤の影響も加わって、一般医療にお

いても、病状が落ち着いている方の外来や入院
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の先延ばしといった対応をせざるを得ない医療

機関もございます。

私も実際に医療現場を視察させていただきま

して、医療関係者のご苦労を目の当たりにし、

具体的なお話を伺って、感謝の思いをさらに強

くし、負担軽減のために、できる限りの取組を

継続していく必要があると改めて実感したとこ

ろでございます。

その多くが軽症者であるオミクロン株の特性

と現下の医療状況を踏まえ、より必要な方に医

療を重点化していくことは、極めて重要だとい

うふうに思います。

今後、新たな変異株やほかの新規感染症の出

現にも備えて、平時からの医療提供体制、医療

連携体制を強化するとともに、感染症に対応で

きる人材の育成や県民の皆様に感染症への理解

を深めていただく取組にも努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君）②逼迫する医療体制の再

構築について。

今回、私もコロナにかかりまして実際感じた

ことですけれども、当初、かかりつけ医、診療

病院に電話しても、発熱しているため診てもら

えないとか、診療・検査医療機関に電話しても、

かかりつけでないため診てもらえない。また、

そういった県下の医療体制が逼迫したという状

況にあったわけですけれども、県民の皆様から

も、どうなっているのかというような声が聞か

れます。

特に、今回の医療現場の逼迫は、感染者を診

ていただく医療機関の対応に問題があるのでは

ないかと考えております。特に、オミクロン株

は、高齢者以外の方が重症化するリスクは低い

ということからも、もっと多くの医療機関が平

等にコロナ患者を診るということが必要である

と考えておりまして、一部の医療機関に負担が

集中することを回避することが喫緊の課題であ

ると考えております。

そこで、こうした問題を早急に解決するため

には、逼迫するおそれのある現場の医療体制を

再構築する必要があると思いますが、知事の考

えをお尋ねします。

○副議長（山口初實君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（寺原朋裕君）新型コロナウイ

ルス感染症は、感染症法上2類相当に位置づけ
られているため、コロナ患者の診療に当たって

は、適切な感染管理対策等が求められており、

あらかじめ診療・検査医療機関として登録して

いただく必要がございます。

このため、各郡市医師会に対して、直接、医

療機関のさらなる登録を繰り返しお願いするこ

とに加え、説明や依頼のみならず、県医師会と

の共催による医療機関を対象とした感染対策の

研修会も開催したところであります。

その結果、7月以降、新たに69の診療・検査
医療機関に登録をいただき、584機関まで増加
しております。

また、コロナ病床については、8月、新たに
29医療機関にご協力いただき、最大確保病床は、
45医療機関の570床から、74医療機関の705床
まで拡充しております。

さらに、長崎大学のご協力のもと、研修会の

開催や病院訪問などにより、感染症に対応する

医療人材の充実にも取り組んでいるところです。

今後とも、医師会等の協力を得ながら、一つ

でも多くの医療機関がコロナ患者に対応いただ

けるよう取組を進めてまいります。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） 大石知事におかれても、
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今回の選挙に当たりましては、医療、医師会団

体もしっかりと応援していただいている関係だ

と思いますので、そこらあたりは医師会の方に

も、知事の方からもしっかりと対応方をお願い

していただきたいと思います。

③情報弱者及び生活困窮者対策について。

業務の逼迫に伴い、医療機関や保健所の負担

軽減のために、今回、感染者の全数把握の方法

が見直され、発生の届出を高齢者や重症化リス

クが高い人に限定されることとなりました。

医療機関からは歓迎する声が聞かれる一方で、

把握されない陽性者のフォローなど、運用上の

課題も指摘されております。

これまで、高齢者や重症化リスクの高い方の

健康観察については、ハーシスなどネットを通

して行われておりますが、特に、独り身の高齢

者や生活困窮者の中には、電話やスマホを持っ

ていない、スマホはあってもネットでの対応が

困難、電話による対応も困難という方も少なか

らずおられるものと思います。

そこで、デジタルネット社会の推進について

は否定はいたしませんが、その一方で、誰一人

として取り残さない社会の実現をうたっている

ＳＤＧｓの精神からしても、このような高齢者

や生活困窮者に多いと思われる情報弱者への温

もりのある支援が必要不可欠であると思います

が、県の考えをお尋ねします。

○副議長（山口初實君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（寺原朋裕君）自宅療養者のう

ち、高齢でひとり暮らしの方や介護が必要な方

には、保健所から毎日お電話をしております。

それ以外の65歳以上の方には、インターネット
や自動架電を行っていますが、ご利用できない

場合には、健康観察センターから毎日電話をお

かけし、健康観察を行っております。

また、コロナ全般に関する一般的な相談は、

受診・相談センターで、自宅療養者の療養や症

状に関することについては、健康観察センター

で電話相談を24時間受け付けております。さら
に、医療機関に対して、陽性診断した方へ療養

中の注意点等を記載したチラシを配布、説明い

ただけるようお願いしているところです。

コロナ対策に限らず、要配慮者への支援に当

たっては、保健所や福祉事務所、市町、社会福

祉協議会などの関係機関と連携し、個々の様々

なご事情を踏まえながら、各窓口での相談体制

の強化や訪問活動などに取り組んでまいります。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君）今お話ありましたけれど

も、温もりのある手当というのは、やはり本人

がフェース・ツー・フェースで顔を見て判断す

るというのが一番であります。そういったこと

からも、なかなかネット上では本当のぐあいの

悪いところはわからない、顔を見ればわかると

いうようなところもありますので、そういった

対応ができるだけできるような体制をしっかり

とつくっていただきたいと思います。

（5）ＩＲについて。
①資金調達先及び出資金額等の開示について。

県においては、4月の臨時会に議案として最
終の区域整備計画が提出され、議会の議決を経

て、4月末に国へ認定申請されており、現在、
国において審査の手続が進められている状況に

あります。

この間、県の説明では、総額4,383億円にも上
る最重要プロジェクトに関して、5,000億円を超
えるコミットメントレターを入手しているとし

ながらも、これまで、クレディ・スイスなど一

部の国外企業名は報道されているものの、依然

としてレターを提出している企業や金融機関名、
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出資金額等の全容が明らかになっておりません。

ＩＲに関しては、これまでの定例会や特別委

員会等において協議がなされてきましたが、今

年の3月定例会の一般質問においても、企画部
長より、「資金調達の計画の具体的な内容につ

いては、遅くとも4月中頃までには具体的なも
のをしっかりとお示しする」との答弁があって

おります。

また、9月2日に開催された「観光・ＩＲ・新
幹線対策特別委員会」においても、事業者とし

っかり協議をして、9月定例会に少しでも公表
できるよう努力したいとの答弁がなされており

ます。

早ければこの秋にも国の認定が決定される運

びと聞いておりますが、現時点においても、い

まだ企業名や出資額、融資額の内容が公表され

ていないことなどに、県内経済界、県民はもと

より、九州各県の経済界の皆様も大変不安に感

じているのではないかと心配しているところで

す。

そこで、金融調達に係る企業名や出資金額等

について、現時点で開示できるものについては

全て開示をお願いしたいと思いますが、いかが

ですか。

○副議長（山口初實君） 企画部長。

〇企画部長（浦 真樹君） 出資、融資に関わる

企業につきましては、今議会冒頭の知事説明に

おきまして、これまで公表をしておりました

ＣＢＲＥに加えまして、クレディスイスグルー

プ、それからキャンターフィッツジェラルド証

券株式会社を、改めてご報告をさせていただい

たところであります。

現時点におきまして、そのほか新たに公表で

きる企業はございませんけれども、引き続き、

ＩＲ事業者とも調整を行い、事業者の協議が調

い次第、公表させていただきたいというふうに

考えております。（発言する者あり）

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） 今、部長からＣＢＲＥや

クレディスイスグループ、キャンターフィッツ

ジェラルド証券といった名称が出ましたけれど

も、これらについては、私をはじめ県民の皆さ

んもなかなかご存じないと思われます。

そこで、こういった企業がどのような企業な

のか、規模なのか、簡潔に概要について、お伺

いします。

○副議長（山口初實君） 企画部長。

〇企画部長（浦 真樹君）まず、ＣＢＲＥ社は、

アメリカを本拠といたしまして、世界各国に

500以上の拠点を持つ世界最大手の事業用不動
産サービス企業でございます。年間の売上が

238億ドル、従業員数は10万人を超える企業で
ございます。特に、同社の投資銀行部門はゲー

ミング業界に特化をしておりまして、海外にお

けるＩＲ事業に対する資金調達の支援、その実

績もございます。

次に、クレディスイスグループは、世界50か
国以上で事業を展開しておりまして、従業員は

5万人、世界中の事業法人、機関投資家等を顧
客に持つ世界最大規模の国際金融機関でござい

ます。

それから、3つ目のキャンターフィッツジェ
ラルド証券は、本社がアメリカでございまして、

22か国に150の拠点を持ち、従業員は1万2,000
人超、資本金は約36億ドルの世界有数の金融機
関でございます。

こういった企業が本県ＩＲの資金調達に関わ

っていただいているということでございます。

（発言する者あり）

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
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〇１番（石本政弘君）ただいまの部長答弁では、

世界最大の事業用不動産サービス会社や世界有

数のグローバル金融機関が資金調達に関与して

いるというお話がありましたけれども、長崎

ＩＲの事業採算性や実現可能性については、高

い評価を受けているのではないかという理解を

しております。

しかしながら、世界的規模の企業の参画意向

は確認できましたけれども、一方で、国の区域

認定に当たっては、国内の優良企業の参画の有

無が強力な後押しになるものと考えます。

現時点で、国内企業はもとより、九州電力、

九電工、ＪＲ九州といった九州を代表するよう

な有力企業の参画が明らかになれば非常に心強

いと思いますが、そういった企業からのコミッ

トメントレターは提出されているのか、いない

のか、答弁を求めます。（発言する者あり）

○副議長（山口初實君） 企画部長。

〇企画部長（浦 真樹君）国内企業の件であり

ますけれども、現時点で具体的な企業名は申し

上げられませんけれども、区域整備計画を国へ

提出した際には、国内企業からもレターを取得

しており、その中には、九州内の企業あるいは

県内企業も含まれているところでございます。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君）さっき言いましたような

有力な企業が入っているものと期待をしており

ますが、そういう理解でよろしいでしょうか、

部長。（発言する者あり）

○副議長（山口初實君） 企画部長。

〇企画部長（浦 真樹君）現時点で具体的な企

業名は、申し訳ございませんが、申し上げられ

ません。先ほどの答弁のとおりでございます。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） いずれにしても、九州内

の有力な企業がレターを提出しているという部

長の答弁がありましたので、それを信じて、今

後の国の認定経過を待ちたいと思います。（発

言する者あり）イエスということで判断したい

と思います。（発言する者あり）

2、松浦地域の産業振興について。
（1）農林業振興について。
①肥料・飼料等、生産資材高騰への支援につ

いて。

この件につきましては、これまでも何度も複

数の議員からの質問がありまして、理事者から

の答弁もあっておりますので、必要かつ十分な

今後の対応をお願いして、次の質問に移ります。

②子牛価格低下とその対策について。

飼料価格、材料の高騰等による肥育農家の収

益は悪化し、子牛の購買意欲が減退しているこ

とから、県内の家畜市場における子牛価格の低

下が続いております。

また、肉用牛繁殖農家においても、飼料価格、

資材の高騰は生産コストの増加を招くとともに、

子牛価格低下の影響も重なり、経営を圧迫して

いる状況にあります。生産者の中には、この機

会に牛飼いをやめようという声も聞かれます。

そこで、このような厳しい状況の中で、肉用

牛繁殖経営の安定、維持に向けた対策について、

県の考えをお尋ねします。

○副議長（山口初實君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）肉用牛の子牛価格は、

全国的に下落傾向にあるため、国では、肉用牛

繁殖農家の支援対策として、全国の子牛平均価

格が60万円を下回った場合に、1万円の奨励金
を交付する事業が創設されております。

県といたしましては、本県独自に、全国の平

均価格が60万円を下回らない状況においても、
本県の平均価格が60万円を下回った場合には、
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1万円の奨励金を交付する予算を今議会に提案
しているところでございます。

また、経営安定を図るため、スマート農業技

術導入による分娩間隔の短縮や県内における自

給飼料増産などのコスト縮減対策をさらに進め

ていくこととしております。

今後とも、県内の農業者が安心して営農を継

続できるよう、関係機関と連携し、しっかり対

応してまいります。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） 今、1万円の補塡という
か、補助をするという話ですが、これについて

は県独自の対策ということで考えてよろしいで

すか。

○副議長（山口初實君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 国において、全国の

平均価格が60万円を下回った場合は、国がまず
打つ対策が出ております。ただ、本県は地形的

に、地域的に西に位置していることから、コロ

ナの影響もあって、全国の購買者の方がなかな

か長崎に来県しにくいという特殊事情もござい

まして、全国よりも先に下がって、後に上がる

という事情がありますので、その前後の部分を

しっかりフォローするために、県独自に、本県

の平均価格が60万円を下回った場合、全国が発
動しない場合においても1万円を交付する事業
を創設したいと、今回提案しているところでご

ざいます。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君）畜産農家にとっては大変

ありがたいことと思いますので、しっかりとお

願いしたいと思います。

③中山間地域における農地の基盤整備と農業

振興について。

県北地域、特に、松浦地域の平場における水

田地帯では、基盤整備が進んでおり、稲作を中

心に農業経営が展開されておりますが、特に、

山間地域においては、狭い農地が多く、担い手

の減少により、今後の営農の継続が危惧されて

いる状況にもあります。

そこで、中山間地の農業振興を図るうえでも、

中山間地における農地の基盤整備を促進し、担

い手が残る産地をつくり、みかんなど地域に適

合した園芸品目を推進していく必要があると考

えますが、県の考えをお尋ねします。

○副議長（山口初實君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）中山間地域において

は、地形条件が厳しいため、大規模な農地整備

を行うには、事業費が高額となるなどの課題が

あります。

このため、例えば、県北地域特産のみかん栽

培においては、市町や関係団体と連携して地域

での話合いを進め、まずは地形条件や営農計画

に応じた狭地直しや園内道の整備など、事業費

を低く抑えた簡易な整備を行うことで、作業の

効率化や省力化を図っていきたいと考えており

ます。

あわせて、国庫事業等を活用した優良品種へ

の改植、新植やシートマルチ栽培等により高品

質化、ブランド化を図ることで、中山間地域に

おいても担い手が残る、活力ある産地を育成し

てまいりたいと考えております。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君）④水田の有効活用につい

て。

県北松浦地域の水田においては、主食用米を

中心に作付されておりますけれども、生産者の

高齢化等により、年々作付の減少傾向にあり、

一部では耕作放棄地の拡大が見られます。

このような状況の中、県北松浦地域の水田有
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効活用の促進並びに耕作放棄地の拡大防止を図

るために、県では、どのような振興策を考えて

いるのか、お尋ねします。

○副議長（山口初實君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 本県では、県内の米

の消費量に対して県産米の供給量が少ないこと

から、米卸業者などから県産米の増産を求めら

れており、まずは、その要望に応えるため、本

県の米の主産地である県北地域の水田において、

おいしい県産米をしっかりと生産していくこと

が必要と考えております。

あわせて、輸入飼料価格高騰などの情勢の中、

県北地域の基幹作物、基幹品目である肉用牛繁

殖経営の安定に向けて、ＷＣＳ用稲や飼料作物

の作付拡大、水田放牧などを推進し、総合的に

水田を有効活用していくことで、地域全体の農

業所得向上を図ってまいります。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君）この水田の活用というの

は、今後、世界的な食料危機が迫るという中で、

いつでも主食用の米をつくれるということを考

えると、今はＷＣＳであっても、いつでも主食

用の米に替えることができるという利点があり

ますので、今後、食料自給率の向上も含めて、

その対応をしっかりとまたお願いしたいと思い

ます。

（2）水産業振興について。
①養殖業の振興について。

県北地区では、地域の基幹産業として漁業が

盛んであり、内湾から沖合まで、漁場環境を活

かした多種多様な漁業が営まれております。

特に、松浦地区においては、多くの漁業種類

が営まれておりますけれども、そのうち養殖業

は大きな柱となっており、今後、松浦地区の水

産業の発展を図るためには、この養殖業の振興

を図ることが最も重要であると考えております。

そこで、この松浦地区での養殖業について、

今後どのように振興を図ろうとしているのか、

また、いかに伸ばしていこうと考えているのか、

県の考えをお尋ねします。

○副議長（山口初實君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 養殖業の振興には、

市場ニーズに応じた養殖魚づくりや販売対策が

重要だと考えております。

松浦地域においては、星鹿地区のタイ養殖業

者が餌やサイズを統一した養殖魚を安定的に出

荷する体制を整え、相場より高値での取引につ

なげており、令和3年度は約1億8,000万円の出
荷額となり、この取組をはじめた平成30年度と
比べて、約3,000万円の増加となっております。
トラフグ養殖では、市場価値が高い白子を持

つ全雄種苗を導入し、通常よりも約1割高く販
売できた業者も出てきております。

また、関西量販店等4社において、県漁連と
生産者が連携し、新たに養殖ヒラマサ等の販売

促進に取り組んだ結果、令和3年度は3,300万円
の出荷額となっておりまして、今年度以降の取

引にもつなげております。

今後は、市場価値の高い魚づくりにチャレン

ジする養殖業者とともに、松浦市や漁協等と連

携し、国内外のニーズに対応できる生産から販

売までの体制の強化に努め、養殖業の振興を図

ってまいります。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君）本県は水産県と言いなが

らも、本県で獲れる魚種とか、今もお話ありま

したけれども、マダイやトラフグ、ブリの養殖

といったものが県北でもされておりますけれど

も、なかなか一般的にいって知名度が低い、認

識が低いというふうに感じております。
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いいものをせっかく本県でつくっているとい

うことでありますので、もっともっとＰＲをし

て、長崎県で獲れるトラフグについても、日本

でも有数の産地ということでありますけれども、

一般的には認知度が低いと思いますので、こう

いった県産魚種のＰＲについても、しっかりと

していただきたいというふうに思っております。

②輸出促進対策について。

海外での日本食ブームを受け、国産水産物の

海外輸出額は伸びてきておりますが、本県にお

いても、令和3年度の水産物輸出額は過去最高
の約42億円であったと聞いております。
地元の松浦市においても、このたび、

ＥＵＨＡＣＣＰにも対応した国内でも最新の設

備を有する松浦魚市場の再整備が完了しており、

今後、国内はもとより、新魚市場を活用した幅

広い地域への輸出拡大に向けた新たな取組が大

いに期待されるところであります。

そこで、松浦地区での今後の輸出促進に向け

た取組について、県の考えを求めます。

○副議長（山口初實君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 松浦魚市場では、陸

揚げから荷さばき、搬出までを衛生的かつ効率

的に行える閉鎖型施設が整備され、国内出荷は

もとより、高度な衛生管理が求められる諸外国

への輸出も可能となりました。

地元では、生産者や加工業者等が連携し、魚

市場施設の優位性を活かしながら、主にサバ類

は、アフリカに、ブリ等は、欧米に販路の開拓

を進めることといたしております。

今年7月には、松浦市内の生産者や加工業者
等で構成する「松浦市水産物輸出拡大協議会」

が発足し、県も関わりながら、海外の販路を開

拓するための具体的な方法について議論を進め

ているところでございます。

県といたしましては、海外での市場調査や商

談などの取組を後押しし、輸出の拡大に努めて

まいります。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） 今、松浦市においては、

アジフライの聖地ということで、幾分認知度が

上がってきたようですけれども、こういった原

料になる魚というか、今後、加工品も含めて、

輸出に向けた対応も必要だと思いますので、し

っかりとこういった、せっかく日本でも有数の

施設ができたわけですので、これを十二分に活

用した対策を取っていただくように、市とも協

力して進めていただきたいと思います。

（3）商工業振興について。
地元の松浦では、様々な企業が立地しており、

人口の割には、中小規模ながらも特色ある、強

みを持つ企業が多くあると認識をしております。

その企業の中には、規模拡大により事業を拡

大し、地元の雇用を増やしたいとの意欲ある企

業も見られます。このような企業の後押しをし

っかりとしていくことこそが最も重要であり、

地域の活性化にもつながるものと考えておりま

す。

そこで、このような意欲のある松浦地域の製

造業の振興に向け、今後どのような支援をして

いくのか、県の考えをお尋ねします。

○副議長（山口初實君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君）製造業の振興に

ついては、県内企業が持つ高い技術や優秀な人

材が活かせる半導体やロボット等の成長分野を

育成していくことが重要であると考えており、

県では、サプライチェーン強化に向けた設備投

資や研究開発等について支援してきたところで

あります。

このうち松浦地域においては、半導体やロボ
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ット、造船プラント分野で高い技術力を持つ企

業が多く立地しており、これまで、事業規模拡

大のための工場増設や生産性向上を目的とした

設備導入等に対して支援を行うなど、意欲ある

企業の後押しをしております。

今後とも、地元工業会とも連携し、企業動向

等を的確に捉えながら、成長分野に進出する製

造業の振興に注力してまいりたいと考えており

ます。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） 今回、23日には新幹線
が開業しますけれども、このホームの上の白い

幕については、松浦市の中興化成工業というと

ころで作ったものであり、こういった世界的な

企業もあるわけでございますので、そこら辺の

地元の企業の育成というものもしっかり考えて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

3、教育・福祉対策について。
（1）松浦高校の生徒確保対策について。
子どもの数の減少に伴い、県内の高等学校に

おいては、募集定員を満たさない学校も多く見

られ、特に、松浦高校では、昨年から普通科を

地域科学科へと学科を変更することを公表し、

学校はもとより、県の広報やマスコミによる

ＰＲ活動をしっかりと行っていただきましたけ

れども、結果的に、今年度の入学者や来年度の

希望者についても、定員を大きく下回っている

現状があります。

また、来年度からは、文理探究科が県内の5
校に新たに設置されることとなり、探究を主眼

に置いた学科の競合により、さらに松浦高校で

は募集に苦戦することが懸念をされます。

したがって、その懸念を払拭するためにも、

松浦高校の地域科学科についても、今回の文理

探究科と併せて広報対策も実施していただきた

いと思っております。

この件について、県の考えをお尋ねします。

○副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）松浦高校に

おきましては、これまで松浦市や地元企業等の

支援を受け、地域課題の探究型学習に取り組ん

できたことから、先ほど議員がおっしゃいまし

たように、今年度、新たに地域科学科が設置さ

れ、また、国の研究事業の指定校にも採択され

ているところでございます。

この事業の中で、学校と地域をつなぐコーデ

ィネーターを雇用しておりまして、コーディネ

ーターによります地元中学校へのＰＲ、これを

強化しております。

さらに、メディアを利用した広報、あるいは

小中学校との交流学習などを通しまして、地域

科学科の学びの特徴と魅力を積極的に発信して

いるところでございます。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） これまでも、松浦高校に

つきましては、「まつナビ」という取組をして

おりまして、これが文部科学省の目にとまった

ことで、今回、全国初の新たな学科として、地

域科学科というものが設置されたということに

なっておりますけれども、これまで、この学科

については、大学が求める力を育むことが期待

される、そのように伺っております。

そこで、今回、地域科学科で学んだ優秀な生

徒については、例えば、県立大の特別枠として

入学を認めるような対応策がとれれば、受験生

に対しても大きなアドバンテージとなり、生徒

の確保にもつながるというふうに考えますが、

教育委員会教育長の考えを求めます。

○副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。
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〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）県立大学と

県教育委員会におきましては、連携協力に関す

る協定書を交わしておりますので、県立高校に

おきまして探究的な学びを特色とします地域科

学科や、あるいは来年度5校に開設します文理
探究科の生徒を対象に、今、議員がご提案の大

学入試の特別枠は設けられないか、今後、県立

大学と協議してまいりたいと考えております。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君）私も県立大の卒業生を何

人か知っていますけれども、確かに大変優秀な

方がおりますので、そういったところにこうい

った生徒を特別枠で採っていただくということ

になれば、地元の高校としても大変心強いし、

またそういった学科を卒業し、大学で学ばれた

方が、また再び松浦に戻って後輩の教育を行う、

こういう良好な循環が生まれることが、また一

つ地元の発展、活性化にもつながると考えます

ので、しっかりとこの点については対応して、

協議していただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

（2）ヤングケアラーに対する県の支援策に
ついて。

令和3年度に県が実施した県内の学校と連携
した実態調査の結果によりますと、ヤングケア

ラーに該当する児童生徒は、県下で316人であ
り、このうち学校が外部機関へ相談等が必要と

判断した児童生徒は65人となっております。
ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定

されている家事や家族の世話、介護などを日常

的に行っている18歳未満の子どものことをい
い、現在、20人に1人が存在すると言われてお
り、その多くの子どもたちが、負担が大きくな

っても、自分自身からＳＯＳを発することが困

難な子どもたちが多いと伺っております。

また、周りの大人は、家族の世話をしている

子どもを見ても、「えらいね」と声をかけるな

ど、まだまだヤングケアラーに対する認識が低

いのが実情であります。

そこで、実態調査で見えてきたことは、まず

1つ目として、福祉、介護、医療、学校等関係
機関におけるヤングケアラーに関する研修が不

十分であり、教職員や専門職のヤングケアラー

の概念の認知度も高くない。2つ目に、ヤング
ケアラーに対する具体的支援策、支援につなぐ

ための窓口が明確でない。3番目、ヤングケア
ラーの社会的認知度が低く、支援が必要な子ど

もがいても、子ども自身や周囲の大人が気づく

ことができないなどが挙げられております。

今一番必要なことは、福祉、介護、医療、教

育機関等関係機関が連携をして、このヤングケ

アラーをできるだけ早期に発見し、適切な支援

につなげることが重要であるというふうに考え

ます。

本県でも、先輩議員等のご尽力により、今回

の定例会において、ヤングケアラーを含む「長

崎県ケアラー支援条例」が制定される運びとな

っております。

これを機に、ヤングケアラーについて広く周

知し、ヤングケアラーと言われる子どもたちを

誰一人残すことなく、できるだけ早期に発見し、

一人ひとりが必要な支援を確実に受けられるよ

うな市町をはじめとする関係機関が連携した取

組が必要不可欠であると考えます。

そこで、今後、県では、ヤングケアラーに対

する支援について、具体的にどのように取り組

んでいくのか、また、直接支援の実施主体とな

る市町、関係機関などに対して、どのような支

援策を考えているのか、お尋ねします。

○副議長（山口初實君） こども政策局長。
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〇こども政策局長（田中紀久美君）議員ご指摘

のとおり、ヤングケアラーには、幼い兄弟の世

話や家族の介護など、多様な状況があることや、

家庭内のデリケートな問題のため表面化しにく

い構造になっていることから、様々な機関等が

連携し、ヤングケアラーを早期に発見したうえ

で、支援を行うことが求められています。

そのため県では、ホームページやポスター等

によるヤングケアラーについて県民への周知・

啓発とともに、市町や児童相談所職員、介護サ

ービス事業者等を対象とした研修を実施してお

ります。

特に、市町に対しては、実際に学校から市町

につながれたケースの支援状況等の事例を共有

し、多機関が連携した支援の必要性について助

言を行うなど、市町と連携して取組を進めてま

いります。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） 私も、当初、ヤングケア

ラーについて、あまり知識がなかったんですけ

れども、たまたまＮＨＫの番組でこれを見まし

て、やはり、これは政治で何とかしなければな

らないと強く感じて、今回こういった質問をし

たわけですけれども、こうした弱い立場の人た

ちというよりも、子どもたちの未来を考えた時

に、知事からも答弁がありましたとおり、やっ

ぱり子どもたちを育て育む、そして、子どもた

ちの未来を育てていく、そういったことからし

ても、こういった恵まれないというか、なかな

か一般の方に認知されない弱い立場の子どもた

ちがいるということをしっかりと認識して、こ

ういった子どもたちを一人でも多く救っていく、

手を差しのべていくということが重要かと思い

ます。

また、ヤングケアラーを早期に発見し、福祉

などの関係機関につないでいくうえで、学校教

職員は真っ先に重要な役割があるものと思いま

すが、先ほども統計の結果で出ていましたよう

に、現状は、学校及び教職員のヤングケアラー

に対する認識は不十分であると感じております。

そこで、まずは教職員の研修を早急に実施し、

共通認識を深める必要があると考えます。今後、

県教育委員会として、具体的にどのような対策

を考えているのか、教育委員会教育長にお尋ね

をいたします。

○副議長（山口初實君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）学校におい

てヤングケアラーを早期に発見し、適切な支援

につなげるには、普段接している子どもたちを

よく観察して、ヤングケアラーがいるという可

能性を意識していくことが重要であります。

このため、厚生労働省が作成したガイドライ

ンを各学校に周知するなど、教職員のヤングケ

アラーに対する認知力の向上を現在図っている

ところでございます。

今後は、スクールソーシャルワーカーや関係

機関とも連携しました研修を実施するなど、教

職員のヤングケアラーに対する意識を一層高め、

早期発見と、その対応についての理解と啓発に

努めてまいります。

○副議長（山口初實君） 石本議員―1番。
〇１番（石本政弘君） 教職員については、そう

いった取組が今後本当に重要になると思います

けれども、もう一つは、子どもたち自身がわか

っていない。こういう小さな子どもたちは、自

分がヤングケアラーだと認識していないんです

ね。

そこで、何かあった時に、子どもたちが安心

して相談できる窓口、例えば学校の中、そうい

った担当する教諭等もしっかり配置をしていた
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だいて、子どもたちが悩みがあった時には遠慮

なく聞けるような体制も学校の中でぜひ取って

いただきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いをいたします。

若干時間が残りましたので、今回の全体にか

かることですけれども、さっき国土強靭化の話

のところでもしましたけれども、特に、今回の

台風被害、猛烈な風の被害が県北、離島を含め

て多くの地域で、今、見られていますし、今週

いっぱいぐらいで大体被害の状況もわかると思

いますので、こういった今回の被災者に対して

は、被害に対しても、しっかりと関係部局で連

携をして、復旧対策を早急にやっていただきま

すように再度お願いをしまして、今期最後の一

般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○副議長（山口初實君） これより、しばらく休

憩いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。
― 午後 ２時３２分 休憩 ―

― 午後 ２時４５分 再開 ―

〇議長（中島●義君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

麻生議員―18番。
〇１８番（麻生 隆君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、こんにちは。

公明党、長崎市選出の麻生 隆でございます。

9月定例会の最後の質問者となりました。本
日は、最後の登壇にご配慮いただきました皆さ

んに感謝を申し上げます。

一昨日の台風14号の被害に遭われた皆様に
対しまして、お見舞いを申し上げます。

また、新型コロナウイルス感染症第7波も、
いまだ収束をしておりませんが、新型コロナウ

イルス感染症でお亡くなりになられた方々に謹

んでお見舞いを申し上げます。

また、医療関係者の方々には、昼夜分かたず

献身的な取組に関しまして、感謝を申し上げま

す。

今議会最後の質問となりましたので、何点か

は同じ質問が重なりましたけれども、取り組ん

でまいりました案件でありますので、ご理解賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。

それでは、質問通告に従い、順次質問してま

いりますので、知事並びに担当部局長の皆様の

簡単で明快な答弁をお願いいたします。

1、知事の核兵器廃絶への取組について。
（1）ＮＰＴ再検討会議に参加とその後の行

動について。

7年ぶりに開催されました核兵器不拡散条約
の再検討会議がニューヨークで開催され、大石

知事は、歴代知事が今まで参加されなかった「Ｎ

ＰＴ再検討会議」に参加をされました。

参加されたことは、被爆県民の「核兵器廃絶

を一日も早く、長崎市を最後の被爆地に」との

思いを、行動として示していただいたことは大

変すばらしいことと共感をいたします。

今まで、長崎県が取り組んでいなかった広島

県との積極的な連携、湯﨑知事との被爆地、広

島・長崎からの共同提案などは新たな取組です。

今後の核兵器廃絶の展開につながると確信いた

します。

大石知事は、ＮＰＴ再検討会議にどのような

決意と思いで参加されたのでしょうか。また、

参加された感想と、その後の核兵器廃絶への決

意をお尋ねいたします。

（2）長崎県としての次の展開に向けての取
組や企画について。

核兵器廃絶への取組は、核保有国の国益を主
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張する中で、大変難しい案件であると認識をし

ております。

非保有国との連携を築き、被爆地長崎の声を

届けること、長崎に足を運んでもらい、被爆地

の悲惨さを見ていただくことが大事と思います。

広島県では、11月に核兵器廃絶に向けた「国際
賢人会議」が開催をされ、翌年のＧ7につなげ
ようとしています。

そのような中、今回、「Ｇ7サミット・保健
大臣会合」が長崎で開催されることが決定いた

しました。

世界の多くの要人に被爆地長崎を訪れていた

だき、被爆の悲惨さを見ていただくことは、大

変すばらしいことです。原爆資料館や被爆遺構

の一つであります城山小学校の被爆校舎や「か

よこ桜」のいわれなど、ぜひ見学をいただきた

いと思います。

核兵器廃絶への道は、息の長い取組が必要で

す。長崎県として、次の核兵器廃絶へ、どのよ

うな企画や取組を図ろうとされているのか、お

尋ねをいたします。

2、県都長崎市のまちづくりについて。
（1）浜の町地区再開発について。
長崎市の中心街であります浜の町商店街は、

長年、市民に親しまれ、賑わいの街として栄え、

長崎を代表する商店街です。

一方、長崎市内では、商業地域が長崎駅前や

大波止、茂里町等に拡大しており、浜の町の再

生と多くの集客できる街への転換を目指し、再

開発の機運が盛り上がっております。

今般、浜の町商店街の一区域での再開発の準

備組合が発足して、詳細な詰めを行っていると

伺っております。長崎市が、今後、都市計画決

定していく予定であります。

浜の町地区の市街地再開発事業について、県

はどのような条件を満たすことができれば支援

を図ろうとしているのでしょうか。

また、アドバイザーからの助言や補助金の活

用方法や商業支援など、ソフト的な支援が必要

だと考えられますが、県の対応について、お尋

ねをいたします。

また、市街地再開発事業については、長崎市

からの補助率アップに関して要望が上がってお

りますが、長崎県の見解をお尋ねいたします。

（2）松が枝ターミナル2バース化の推進状況
と課題について。

湾岸延伸2バース化の事業は、令和2年度に国
の事業に採択され、一部湾内での工事が進んで

います。しかし、一番肝心な2バース化予定地
で事業展開されている方々と移転調整が見通せ

ない状況と伺っております。

2バース化の実現のためには、関係事業者の
皆様のご協力が不可欠です。移転していただく

ためにも、新たな移転地の早期決定と、そこに

至るまで、県関係者の事業者への配慮や、様々

な課題への迅速な対応が求められると思います。

移転決定地が遅れれば遅れるほど、設備の老

朽化や生産性の低下等、企業の経営にも影響す

るものと危惧をしております。当初の移転の話

から8年ほど経過した今日、不都合な条件が重
ならないうちに、早期の移転地候補の選定と、

課題に向けた事業者との積極的な交渉を望むと

ころであります。

そこで、お尋ねをいたします。

今後、関係事業者との交渉を含め、2バース
化事業に対してどのように取組を進めていかれ

るのか。交渉ごとでありますので、期限はつけ

られませんが、あまり時間がないとは感じてお

ります。

次に、事業者の工場設備の評価査定により移
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転費用が決定していると思われますが、2バー
ス化実現のためには、移転先の状況に合わせた

補償のあり方を検討する必要があると考えます

が、県はどのように考えておられるのか、お尋

ねします。

最後に、限られた湾内での移転先での検討に

おいては、消去法ではなく、演繹的手法におい

て、数多くの提案できるプランを使って、選択

を促す方式での展開が必要と考えますが、当局

の事業の進め方について、お尋ねをいたします。

以上、早期の移転決定を見込めないと、国決

定の事業そのものができなくなることを恐れて

おります。当局の2バース化事業の推進状況に
ついての課題に関してお尋ねいたします。

3、三県架橋の推進について。
（1）島原・天草・長島架橋の推進について。
三県架橋は、昭和53年、鹿児島県総合計画か

らはじまり、昭和61年、熊本県計画、昭和62年、
長崎県長期構想に三県架橋の構想が盛り込まれ

て、検討や協議会がスタートいたしました。

その後、「島原・天草・長島架橋建設促進協

議会」が設立され、平成10年に閣議決定された
「21世紀の国土グランドデザイン」において、
構想実現に向けた機運が高まってきました。

国及び3県で建設に向けた調査を実施してま
いりましたが、平成20年3月、国は、「海峡横
断プロジェクト調査」を凍結した経緯がありま

す。

一方、「島原・天草・長島架橋建設促進協議

会」としては、地元としての熱意を持ち続け、

今日まで活動を継続してきました。

平成28年の熊本地震により、九州縦貫自動車
道をはじめとする九州内の交通ネットワークが

寸断されたことを受け、多重性の役割を果たす

新たな縦軸として、重要性が再確認されたとこ

ろであります。

そのような中、本年8月に公明党の3県県議団
が長島に集まり、長島の町長や町議会議長等の

関係者を交えて意見交換を行いました。

今日、災害の多発する中で、長島の島民の皆

さんの命と暮らしを守る橋が必要ではないか、

また、九州の交通ネットワークの一端に位置づ

けることの必要性を議論してまいりました。

三県架橋を目指す中で、島原半島の活性化の

ため、島原道路網の整備や、長島海峡への橋が

実現できないか、議論も交わされたところであ

ります。

県は、三県架橋の天草・長島架橋及び島原・

天草架橋建設に向けて、調査を含めた取組につ

いて、国に働きかけを行うべきと考えますが、

県は、三県架橋の構想実現に向けて、どのよう

に取り組まれようとされているのか、お尋ねを

いたします。

4、県内生活排水処理の現状と課題について。
（1）合併浄化槽の維持管理と法定点検に伴

う業務改善について。

長崎県浄化槽協会は、県の指定検査機関とし

て発足し、県内出資団体5団体のもと、今日ま
で、県内汚水処理の推進や維持管理を進めてい

ます。

国も浄化槽法の一部を改正する法律を令和2
年4月1日から施行され、改めて事業の効率化や
法定検査の受検率向上を目指し、浄化槽管理の

強化が進められております。

県内7万8,557基の設置がなされ、年に一度の
法定検査を確実に実行する努力で、検査率88％
と高い検査率を誇っていることには敬意を表し

ますが、しかし、さらなる改革と業務改善への

提案が寄せられております。

本県も、一昨年からワーキンググループが設
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けられ、諸課題について協議されていると伺っ

ております。

浄化槽は、維持管理の清掃点検と、年に一度

の法定検査（11条検査）を受けなければなりま
せん。また、各事業者の清掃点検記録について

は、記録のデジタル化ができていない事業者と、

旧態依然の紙記録による処理を行っている事業

者など、様々な状況です。今後、業務の一貫性

のため、清掃点検業務のデジタル化と、そのデ

ータを一元化する協会一括管理のクラウドシス

テムの導入など、業務の効率化を目指すべきと

考えますが、いかがでありましょうか。

また、11条検査の法定検査では、清掃点検の
記録をもとに、浄化槽の正常な動き、確認作業

を受けることになっております。採水した検体

は、協会の検査室に送られ、ＢＯＤ等の水質検

査を行っております。

今後、浄化槽の維持管理や採水作業の効率化

のため、各地域の事業者と連携して、業務の委

託制度の確立など、人口減少の中、地元事業者

の業務確保にも取り組むべきです。

事業所の中には、浄化槽管理士の資格を持っ

ている社員もおります。福岡県が実施しており

ます採水員のための講習や資格制度を設けて、

新たな指定採水員制度を構築して、離島や遠隔

地での業務を地元事業者への委託制度に変更す

ることを検討する考えはないのか、お尋ねをい

たします。

5、農業畜産業の振興について。
（1）畜産業飼料高騰への対策について。
ウクライナ問題や、為替相場の円安が一段と

進み、飼料価格の高騰が一段と進んでおります。

また、昨年、9月の時点でも飼料価格の上昇
傾向にありましたが、今年は昨年比2割以上な
いしは3割以上の価格高となっております。ち

なみに、配合飼料は1トン8万円台を大きく超え
てまいりました。

一方、今年の6月補正予算で、飼料高騰対策
の一部負担軽減を図っていただきましたが、急

激な飼料高騰が一層の負担増になっているのが

実態であります。「いつまで畜産業が続けられ

るか不安です」との声が漏れております。また、

畜産農家の体力が急激に落ちてきております。

9月2日に、県酪農協会、県養鶏協会、県養豚
協会の3団体から、知事への配合飼料、粗飼料、
畜産経営、経費へのさらなる支援の要望があり

ました。今回の飼料高騰に対するさらなる支援

に関して、県はどのような取組を考えておられ

るのか、お尋ねをいたします。

（2）堆肥の活用について。
肥料の値上がりに、農業経営の皆さんに影響

が出はじめてきました。確実な収穫量の確保の

ためには、適切な肥料や化学肥料をまかないと

いけません。昨年に比較して約1.8倍程度の価格
アップの施肥もあり、早急な見直しを求められ

ております。

一方、畜産農家から出る堆肥の活用が見直さ

れ、取組の範囲が広がってきていると伺ってお

ります。

園芸農家のさらなる堆肥の活用は、畜産ふん

尿の利活用を図ることが、畜産事業者の経営の

一助ともなると思います。堆肥活用について、

県はどのような取組を進めているのか、お尋ね

いたします。

6、ながさき夜景観光の魅力アップについて。
（1）長崎市の「夜景観光」における県の取

組について。

長崎の夜景が「世界新3大夜景」の認定を受
け、宿泊観光の増の要因にもなっております。

今後、長崎市では、稲佐山ロープウェイの発
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着所の見直しや、茂里町スタジアムとの一体的

な運営の案もあり、夜景観光のさらなる集客が

見込める観光資源と予想されております。

夜景観光に関して、長崎市からの要望では、

浦上川の水際や、松が枝地区から元船地区のラ

イトアップ等の県港湾の魅力度アップとして要

望も挙がっております。

県として、長崎の夜景観光魅力アップ事業に

対して、どのような取組を考え、進められよう

としているのか、お尋ねいたします。

（2）女神大橋のライトアップ照明の修繕等
について。

女神大橋のライトアップは、県・市での共同

事業として取り組まれ、長崎港をまたぐ橋の魅

力を一段と盛り上げております。

しかし、ライトアップの照明機器も、設置か

ら十数年以上経過して、照明機器の故障が一部

に出はじめており、本来の光が失われてきてお

ります。

今後、女神大橋のＬＥＤ照明や投光器等の修

繕や新設に対しては、県はどのような対策を図

られるのか、お尋ねいたします。

7、県内事業者への経済対策について。
（1）県内事業者のコロナ融資の返済に伴う

課題と対策について。

県内の多くの企業が、この3年間、新型コロ
ナウイルス感染症に翻弄され、国や県が資金繰

り支援など様々な対策を講じていただき、厳し

い経済環境の中、事業を継続してきております。

コロナ禍ではじまった、無担保・ゼロ金利の

融資も、満期返済5年間の返済期間が迫ってき
ております。

コロナ禍以前の売上げが、20％から30％の落
ち込みで推移している企業もあります。返済へ

の資金繰りに苦慮している企業も見受けられま

す。

また、ウクライナ情勢で、燃油高騰や資材高

騰など、企業を取り巻く新たな環境は厳しさを

増しております。

長崎市内では、老舗企業の倒産や事業縮小の

動きが顕著になってまいりました。

そこで、お尋ねいたします。

県内事業者の資金繰りについて、県は、どの

ような認識をされているのか、また、どのよう

な対策を講じようとしているのか、お尋ねいた

します。

（2）コロナ禍と製造業等の長崎県経済の縮
小対策について。

コロナ禍で経済の縮小が進行する中で、製造

業への影響はさほどないのではないかとの意見

も多いようですが、長崎県内の基幹産業だった

大手造船の撤退や縮小から2年目を迎え、徐々
にではありますが、関連下請けの企業等の廃業

や、新たな仕事を求めて長崎県外へと、特に、

働き盛りの世代、人口流出も止まらない状況で

あります。

県内の半導体関連や建設工事、県内建設業の

関係については、市中状況が高稼働で推移して

おりますけれども、産業従事者の好循環はなか

なかできていないと危惧をしております。

県の産業振興に関して、いかに働く場を確保

するか、長崎市内の造船関連については、今後、

働く場の提供や、新たな成長産業への転換の後

押しを図るなど、細やかな目線で取り組むべき

ではないかと考えますが、県の対応はどのよう

な取組を展開し、長崎経済の底上げを図ろうと

されているか、お尋ねをいたします。

以上、本壇からの質問とし、残り時間は対面

演壇席から再質問をさせていただきたいと思い

ます。
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〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 麻生議員のご質

問にお答えいたします。

まず、「ＮＰＴ再検討会議」への参加とその

後の行動とのお尋ねですが、「ＮＰＴ再検討会

議」は、核軍縮等に関する各国政府代表や国際

ＮＧＯなどが一堂に会する貴重な機会であり、

こうした機会に、被爆県の知事として、平和を

願う皆様と核兵器廃絶への被爆地の思いを訴え、

実効性のある合意文書の採択につなげるとの強

い決意のもと、会議の場に参加したところであ

ります。

現地で面会した軍縮関係者からは、「被爆の

実相の発信、継承や若い世代の人材育成が被爆

地の取組として重要」とのご意見をいただいた

ところであり、被爆県の知事として、平和の発

信や次代を担う人材育成に取り組む意義を強く

感じ、また、その決意を新たにしたところであ

ります。

次に、長崎県として、次の展開に向けての取

組や企画についてのお尋ねですが、広島県とは、

核兵器廃絶を次期ＳＤＧsの目標に位置づける
ための活動や、平和な世界を願い、世界中の市

民がソーシャルメディアを通じてつながるキャ

ンペーンなどに取り組んできたところでありま

す。

今回の再検討会議のサイドイベントなどを通

じて、さらに関係強化が図られたところであり、

今後も積極的に連携してまいります。

また、被爆者の高齢化が進む中、被爆者の意

志を若い世代に継承していくことも被爆県の重

要な役割であり、被爆体験講話者の派遣対象の

拡大や、県内の大学生と留学生による平和交流

の充実など、長崎市や関係団体と連携しながら、

次代の平和活動を担う人材育成に力を注いでま

いります。

また、直近では、広島、長崎で、それぞれ

「Ｇ7サミット・保健大臣会合」の開催が決定
したことから、広島県と連携し、核なき世界の

実現に向けた平和のメッセージを発信してまい

りたいと考えております。

残余のご質問については、関係部局長から答

弁をさせていただきます。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 私から、4点お答え
いたします。

まず、浜の町地区の再開発について、支援を

求められた場合の県の対応はどのようなものか

とのお尋ねですが、浜の町地区市街地再開発事

業は、長崎市中心市街地活性化基本計画等に位

置づけられ、再開発準備組合において事業実施

に向けた具体的な検討が進んでいます。

これまで、県は、長崎市や再開発準備組合と

定期的に意見交換を行い、支援についての考え

方もお示ししてきました。

具体的には、再開発事業が地権者の共同建替

えであるため、区域内の地権者等の同意がある

ことや、事業採算性、建替え後の継続性がある

ことが条件となりますが、広く県民にとって公

共性・公益性がある施設整備であるものについ

て、予算の範囲内で支援することになります。

また、再開発準備組合からソフト面の相談が

あった場合は、内容に応じて長崎市や関係部局

と連携して対応してまいりたいと考えています。

次に、市街地再開発事業について、長崎市に

よる補助率アップの要望に関する県の見解はと

のお尋ねですが、長崎市から要望されている市

街地再開発事業に対する県の補助率及び共同施

設整備費の補助対象部分の取扱いについては、

平成18年度に見直したところであり、市街地再
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開発事業の実施により、県と市のそれぞれが受

ける便益を考慮すれば、県補助金の拡充は困難

であると考えています。

次に、県として、長崎の夜景の魅力アップに

対して、どのような取組を考えているのかとの

お尋ねですが、長崎の夜景の魅力を維持・増進

し、誘客を拡大して、地域活力の向上と経済の

活性化につなげるため、平成25年に、県・市で
構成される「長崎の夜景の在り方に関する検討

会」において、望ましい夜景のあり方、見せ方

などについて、県・市で取り組むべき具体的な

施策を整理しました。

これまで、県においては、新県庁舎、防災緑

地、新駅舎等の整備時に、新たな夜景の構築に

取り組んでいます。

さらに、元船地区では、将来を見据えた整備

構想を検討しているところで、夜景を含めた景

観性の向上についても配慮していくことを考え

ています。

また、施設管理者が設置する照明は、施設利

用者の安全の確保などを目的に設置しています

が、夜景にも配慮した取組を検討してまいりま

す。

夜景の魅力アップに向けた照明設置は、整備

手法や整備主体の整理が必要になりますので、

照明施設の更新時の工夫等も含めて、長崎市と

連携し、夜景の魅力向上に取り組んでまいりま

す。

次に、女神大橋のライトアップ照明の修繕等

についてのお尋ねですが、女神大橋のライトア

ップ照明は、平成17年の女神大橋開通に併せ設
置しています。

夜景の美しい長崎港周辺の魅力をさらに高め、

宿泊型観光や夜型観光の推進のために、県と長

崎市で整備費を折半し設置したものです。しか

しながら、設置から約17年が経過し、経年劣化
等による点灯不良が複数確認されています。

県としては、女神大橋のライトアップが長崎

の夜景の一翼を担っていることなどを踏まえ、

今後のライトアップ照明のあり方や修繕費用の

負担等について、長崎市などと協議を行い、対

応を検討してまいります。

〇議長（中島●義君） 平田 研副知事。

〇副知事（平田 研君） 私からは、松が枝ター

ミナル2バース化事業について、お答えさせて
いただきます。

松が枝2バース化事業は、令和2年度に新規事
業として採択され、3年が経過したところです。
事業予定地には、複数の事業所などがあり、

移転等が必要となります。

個別の具体的な内容については、権利者の財

産等に係るものであり、お答えできませんが、

国が定めた損失補償基準に基づきながら、でき

る限りの対応をしてまいりたいと考えておりま

す。

移転対象となる事業者にとっては、事業継続

等について見通しを立てる必要がありますので、

県としても、丁寧にご意見を伺いながら、でき

る限り速やかに移転に関する調整を進めてまい

りたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（早稲田智仁君） 私から、三県

架橋の構想実現に向けた県の取組について、お

答えいたします。

三県架橋構想の実現に向けては、熊本県や鹿

児島県、関係市町などとともに国への要望活動

や各種の地域間交流による機運醸成に取り組ん

できたところであります。

こうした取組もあり、昨年度、国が策定した

「九州地方新広域道路交通計画」においては、
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島原・天草・長島連絡道路が構想路線の一つと

して盛り込まれたところであります。

今年度は、去る8月に、三県合同で、国や関
係国会議員の方々への要望を行うとともに、10
月には、3年ぶりに構想推進地方大会を開催す
ることとしております。

また、来年2月には、この構想を未来へとつ
なげていくよう、関係地域の少年サッカー大会

も実施する予定であります。

県としましては、今後とも、構想の実現を目

指して、熊本県や鹿児島県などとも連携を図り

ながら、機運の醸成を図るとともに、国に対し

て、しっかりと要望活動を展開してまいりたい

と考えております。

〇議長（中島●義君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（貞方 学君） 私からは、

県内生活排水処理の現状と課題につきまして、

2点お答えをいたします。
まず、合併処理浄化槽の清掃点検業務のデジ

タル化と、そのデータを一元化して業務の効率

化を目指すべきだと考えるが、県の考えはどう

かとのお尋ねでございますが、浄化槽の法定検

査は、「浄化槽法」に基づき、県が指定した「一

般財団法人長崎県浄化槽協会」が実施している

ところでございます。

この法定検査につきましては、浄化槽協会が、

事業者、協会、県からなるワーキンググループ

を設け、検査のさらなる効率化について検討を

しております。

県といたしましては、法定検査の基礎資料と

なる清掃点検記録のデジタル化や、データの一

元化は、浄化槽協会の業務効率化に資するもの

と考えられることから、デジタル化等の取組が

少しでも前進しますよう、ワーキンググループ

において助言をしてまいります。

次に、指定採水員制度を構築して、地元事業

者への委託制度に変更を検討する考えはないの

かとのお尋ねでございますが、法定検査のため

に行われる浄化槽からの採水につきましては、

現在、浄化槽協会の検査員が県内各地に赴き、

全てを実施しているところでございます。

これを一定の資格を有する地域の保守点検業

者に委託する指定採水員制度についても、検査

の効率化、低コスト化に有効な手段になり得る

と考えられることから、デジタル化等の取組と

同様に、ワーキンググループにおいて、しっか

りと助言をしてまいります。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 私の方から、2点お
答えをさせていただきます。

まず、畜産業における飼料高騰対策について

のお尋ねですが、国のセーフティネット制度で

ある配合飼料価格安定制度において、昨今の飼

料価格の高騰に伴い、生産者負担金の引き上げ

が行われたことから、県では、厳しい経営が続

く生産者の負担軽減を図るため、6月補正予算
において、負担金の積み増し分の支援を行った

ところです。

併せて、配合飼料を利用せず、とうもろこし

などの単体飼料を使用している生産者に対して

も、本県独自に同額の支援措置を講じておりま

す。その後、今月はじめに、畜産関係団体の皆

様から要望を受けたところです。

このような中、今月9日には、国において、
生産コスト削減等に取り組む生産者の飼料コス

ト上昇分を補塡する新たな緊急対策が打ち出さ

れました。

県としましても、今後とも、飼料価格の動向

等を注視しながら、地域で頑張っている生産者

の皆様が安心して営農を継続できるよう、国の
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施策等を踏まえ、県として必要な対策を検討し

てまいります。

次に、堆肥の活用促進についてのお尋ねです

が、堆肥は、土壌改良や養分の補給効果があり、

畜産業が盛んな本県においては、有効な肥料資

源でありますが、運搬や散布などの取扱いに労

力がかかることから、広域流通や利用が難しい

などの課題があります。

一方、堆肥を加熱圧縮して整型化したペレッ

ト堆肥は、従来の堆肥と比較して、重量や容積

が約4割低減でき、保管、運搬及び散布性に優
れていることから、県としては9月補正予算に
おいて、ＪＡグループが計画している堆肥ペレ

ット製造装置の導入支援を行うこととしており

ます。

こうした取組により、堆肥の利用を促進する

とともに、肥料コストの低減にもつなげてまい

りたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君） 私の方から、2
点お答えいたします。

県内事業者の資金繰りについて、県はどのよ

うな認識をして、どのような対策を講じようと

しているのかとのお尋ねでございます。

これまでの国、県の支援施策の効果もあり、

事業者や金融機関からは、「資金繰りに大きな

問題は生じていない」との声も聞かれる一方で、

今後の新型コロナウイルス感染症関係融資返済

の本格化に加え、原油価格、物価高騰などの影

響も懸念されており、県内企業を取り巻く環境

は厳しさを増し、予断を許さない状況であるも

のと認識しております。

そのため、本定例会において、借換えなど資

金需要の増加等に対応するための関係予算を提

案するとともに、金融機関に対しては、事業者

からの返済条件の緩和や借換えの相談等に、丁

寧、柔軟な対応を図られるよう要請を重ねてい

るところであります。

今後とも、関係機関と連携しながら、県内事

業者の事業継続に必要な資金繰りの支援に努め

てまいります。

次に、県内の既存の基幹産業である造船関連

企業が厳しい局面にある中、県は、どう対策に

取り組んでいくのかとのお尋ねですが、造船業

については、一時の勢いを失っているものの、

国内で商船関連が改善傾向にあるほか、県内に

おいても、成長が期待される環境対応船に向け

た動きが出はじめるなど、具体的な需要拡大が

見込まれる状況になっております。

これらの需要獲得に向け、県では、カーボン

ニュートラルへの対応など、グリーン成長分野

への進出支援を行っているところであります。

一方、県内造船関連企業が、今後も経営を維

持していくためには、足元の受注獲得も重要と

考えており、取引マッチング等の活用を促すと

ともに、県内経済と雇用を下支えするため、企

業の設備投資等を支援し、県内への発注増を促

進してまいりました。

具体的には、県内造船メーカーが、海外から

の調達を県内調達に切り替える事業計画などを

支援しており、今後、県内への発注が出てくる

見込みであります。

引き続き、造船サプライチェーンの維持のた

め、県内造船関連企業に対し、需要獲得に向け

た支援を行ってまいります。

〇議長（中島●義君） 麻生議員―18番。
〇１８番（麻生 隆君） 知事はじめ、それぞれ

の皆さん、明快な回答、ありがとうございまし

た。改めて、何点か再質問させていただきたい

と思います。
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最初に、知事の思いを伺いました。改めて、

今まで、なかなか長崎県としては、自衛隊も含

めた多くの基地があって、佐世保市も平和都市

になっておりませんので、なかなか踏み出すと

の行動がなかったと思いますけれども、改めて

大石知事が、今回、「ＮＰＴ再検討会議」に行

かれて、その思いがしっかりと、また継続して

行動をお願いしたいと思います。

そこで、今回、岸田総理は、「ＮＰＴ再検討

会議」の席上で、世界の若い世代に戦闘被爆へ

の理解を深めてもらうため、国連に1,000万ドル
の基金で「ユース非核リーダー基金」を創設さ

れました。未来のリーダーを日本に招き、被爆

の実相に触れてもらい、核廃絶に向けた若い世

代にグローバルなネットワークをつくっていく

んだということを述べられております。

そういった中で、長崎市も長年、被爆地とし

て展開をされていますけれども、県におかれま

しても、長崎市と連携するということもあるか

もしれませんけれども、いかにして、こういう

若い世代につないでいくのか。被爆者も高齢で、

今、平均年齢84歳ということでございますけれ
ども、どうか、この若い世代をどのように取り

組んでいかれるのか、さらに知事のご所見をお

伺いしたいと思います。

〇議長（中島●義君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）麻生議員ご指摘のとおり、

次代の平和発信を担う人材の育成というのは、

非常に重要な課題だと思います。

本県においても、この人材育成を図るために、

長崎市、長崎大学と連携し、平成25年から、県
内大学生を国際会議等に派遣する「ナガサキ・

ユースプロジェクト」に取り組んでおり、今年

も「ＮＰＴ再検討会議」に8名の大学生を派遣
しております。

岸田総理が提案された「ユース非核リーダー

基金」は、各国の若者を被爆地に招き、核軍縮・

不拡散に取り組む次世代のリーダーを育てるこ

とを目的としており、「ナガサキ・ユースプロ

ジェクト」と思いは同じであると考えておりま

す。

このため、「ユース非核リーダー基金」に参

加する各国の若者の受入れに当たっては、長崎

市をはじめ、関係機関やナガサキ・ユースとの

連携を含め、県としてもできる限りの協力を行

い、国境を越えたさらなる育成の場の広がりに

力を尽くしていきたいと考えております。

〇議長（中島●義君） 麻生議員―18番。
〇１８番（麻生 隆君）ありがとうございまし

た。ぜひ、この件も広島と連携していただきな

がら、若者を育てる、また、この長崎の思いを

共有してもらう、そういったことをぜひお願い

したいと思います。

次に、まちづくりについて、お尋ねいたしま

す。

このまちづくりについては、要望にかえます

けれども、長崎市の「まちぶらプロジェクト」

があります。人の回遊でまちの賑わいを創出し

ようとしておりますけれども、長崎市の新大工

から浜の町を経由してグラバー園まで回遊され

るよう、長崎市はつくっております。

国も、居心地がよくて歩きたくなるまちづく

りということで、「ウォーカブル推進都市づく

り」ということで企画もありますし、そうした

人中心の豊かな生活空間の実現を目指して取組

が進んでおります。

浜の町地区は、再開発の地域協議会が発足し

ておりますけれども、地権者の悩みや、現在、

店子としてビジネスをされている方々の補償や

建替えの費用、また、費用対効果があるのか、
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建設後に集客まで本当にあるのかどうかという

迷いもあろうかと思っております。

まちづくりシティについては、利権の補償や

新たなビジネスのチャンスが、また、魅力があ

るまちをいかに創出できるかということになる

かと思います。また、リスクをいかに分散化で

きるかも新たなまちづくりの課題と思っており

ます。

そこで、本県の取組として、単なるまちづく

りの補助メニューのみではなく、先ほどソフト

事業と言いましたけれども、再開発に伴うリス

クや資金繰り支援、この地権者への税制のメリ

ットなど、資金の投下、諸課題についても、ぜ

ひ部局横断的な支援が必要ではないかと思って

いるところでございます。

併せて、県と市が連携して図っていただきた

いと思っておりますので、ぜひ、この浜の町地

区については、県のご支援も賜りたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

ただ単に、この利権が重なっておりますので、

どうか、そういった意味では不安もあるかと思

います。一方では、バスターミナルの関係の大

黒町再開発も一部動いておりますので、長崎市

は100年のまちづくりといいますか、変革の年
と思いますので、ぜひ、この点についてもよろ

しくお願いしたいと思います。

次に、2バース化については、平田 研副知

事から話がありましたけれども、一部利権が絡

んだりとか、交渉ごとの状況ということで、明

快な答弁はいただけませんでしたけれども、改

めて、この2バース化については、早期な移転
についてのご努力、また、関連の皆さんとの連

携をしてやっていただきたいと思いますので、

この点についてはよろしくお願いしたいと思い

ます。

そこで、県は、2バース化した後の跡地活用
や、再開発に向けての地域の活用のサウンディ

ング調査を行われたと聞いております。この調

査について、どのような活用の可能性、調査の

結果だったのか、お尋ねをいたします。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君）昨年度の国際クルー

ズ船ターミナルビルの新築、維持管理への

PPP／PFIの導入可能性や、周辺地域との一体
的なまちづくりを図るための都市機能施設の導

入等を検討するため、サウンディング調査を行

いました。

調査の結果、背後地については、導入施設や

事業方式の提案を得られたほか、クルーズ船客

だけでなく、国内観光客や地元のニーズにも応

えられるものが望ましいとの意見が得られまし

た。

調査結果を踏まえ、引き続き、地域の皆様や

事業者のご意見をお聞きしながら、長崎市と連

携し、周辺地域と一体となった賑わいの創出を

図ることができるよう、土地利用の検討に取り

組んでまいります。

〇議長（中島●義君） 麻生議員―18番。
〇１８番（麻生 隆君） 南山手はじめ、あの地

域は風紀地区でありますので、いろいろな規制

があると思いますけれども、2バース化によっ
て大きく環境が変わると思いますので、ぜひ、

この2バース化の関係について、取組を進めて
いただきたいと思います。

2バース化の決定に当たっては、我が会派の
川崎議員が取組をしっかりやっていただきまし

たし、関連して秋野参議院議員も含めて取り組

んでいただきました。そして、石井国土交通大

臣が地元に足を運んでいただき、新幹線の駅舎、

それと併せて2バース化の松が枝ターミナルが
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本当に間近にあるということを身近に感じられ

て、この決定に至ったと思っております。どう

か一日も早い取組がなされるよう、お願いした

いと思います。

次に、三県架橋について、要望したいと思い

ます。

毎年、各地で災害の報道があっております。

いかにして、この発生を抑止しながら、どこで

発生するかわからない、こういう地球温暖化の

状況がある中で、九州の道路網の整備、併せて

九州縦貫道がありますけれども、この長島を通

したリンクリングの連携が取れる交通網の整備

が必要だと思っております。

三県架橋については、今後、ますます必要性

が出てくると思いますので、県としても、熊本

県、鹿児島県との連携を図って、一歩でも二歩

でも前に進めるようなことについての取組をお

願いしたいと思うので、よろしくお願いいたし

ます。

次に、合併浄化槽の関係について、お尋ねを

いたします。

デジタル化や採水員制度についての取組、前

向きな回答をいただきましたけれども、大事な

ことは、いかに実現していくかということかと

思っております。

これまで、幾度となく議論がされましたけれ

ども、なかなか進まなかったと、昨年から、ワ

ーキンググループができましたけれども、ぜひ、

今、デジタル化ということでありますので、取

組を進めていただきたいと思っております。

この業務関係の業界の一本化、データ管理を

してやる状況と、併せて、最低、採水員制度の

構築など、しっかりと取り組むことでお願いし

たいんですけれども、これもロードマップを作

って、ＰＤＣＡでしっかりと管理していくのか、

そういう取組が必要だと思いますけれども、県

として、どのようにこの取組を進めていかれよ

うとしているのか、お尋ねしたいと思います。

〇議長（中島●義君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（貞方 学君）議員ご提案

のデジタル化や採水員制度の導入など、協会の

改善策につきましては、ワーキンググループで

現在、課題を整理しているところでございます。

県といたしましては、その検討結果を踏まえ、

改善に向けた具体的な道筋を明らかにするよう、

協会に助言してまいります。

〇議長（中島●義君） 麻生議員―18番。
〇１８番（麻生 隆君）ワーキンググループに

全部丸投げされておりますけれども、ぜひ、何

が原因なのか、どこにあるのか、そういったも

のをしっかりと見極めていただきたいと思いま

す。

協会によって、業界の2団体ありますけれど
も、それぞれデータソフトを作っています。こ

れがなかなか一元化できないんじゃないかとい

う内部の声も聞こえておりますけれども、こう

いうことは、今、佐賀県で同じような課題があ

りました。それが、今、ソフト的に一本化でき

るという現状でありますので、そういったこと

もしっかり確認していただきたいと思います。

採水員制度の関係については、離島関係につ

いて、非効率な状況で採水をやっています。出

張して、検査の時間がたった5分とか10分もな
いのに、検査料を5,000円取られるということで、
多くの県民から不満の声が挙がっているのは事

実であります。ですので、そういったものを、

いかにしたら県民の皆さんにご理解いただける

のか。そういった取組をしっかり確認していた

だきたいと思います。

88％と言いましたけれども、利益も上がって
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いるから、いいじゃないかということではあり

ません。一方では、料金を下げろという話もあ

っているわけであります。

しかし、いかにしたら、この安心・安全な状

況で、災害も起きる状況の中で、離島の皆さん、

しっかりと現場を守っていただいているわけで

す。行政に代わって、し尿汲み取りを含めた管

理をやっていただいているわけです。

災害が起きた時に一番困るのは、水とこのし

尿処理の関係であることは事実であります。そ

ういったものをしっかり担ってもらっている人

たちに、しっかりと地域で、また、離島でも安

全・安心をカバーするんだと、そういった自覚

を持って取り組まれておりますので、県として

は、そういったものをしっかりと自覚といいま

すか、見守りながら取り組んでいただきたいと

思います。ワーキンググループに任せればいい

んだという、そういうことじゃないと私は思い

ますよ。今一度答弁をお願いします。

〇議長（中島●義君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（貞方 学君） 今、議員ご

提案いただいた、ご指摘いただいた問題点等に

つきましては、十分県としても把握をしている

ところでございます。

ワーキンググループに決して丸投げをしてい

るという状況ではございません。ワーキンググ

ループ自体は、協会が立ち上げたものでござい

ますが、その中には県も入って、一緒に改善策

に向けて議論をさせていただいているところで

ございますので、その中でしっかりと、ご懸念

されるような状態が、できるだけ早急に解消さ

れるように取り組んでまいりたいと考えており

ます。

〇議長（中島●義君） 麻生議員―18番。
〇１８番（麻生 隆君） この問題については、

なかなか双方の利害がかみ合わなかったという

ことがあると思っています。私もこのことにつ

いては、長年、業界の皆さんとも意見交換し、

ここにおられます大田部長が関係部長の時から、

この現状を見させてもらいながら、課題がある

のかなと思っておりました。しっかりとこの県

民の安心と安全を守ってもらう、そういった思

いで、しっかりと県は見守りながら、改革を進

めるんだという自覚で取組をお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。

次に、農業関係の振興について、お尋ねいた

します。

先ほど、飼料高騰で大変だという状況であり

ます。県も6月に補正予算を組んで出しました
けれども、改めて、皆さん、この厳しい状況に

ついて、悲鳴ともいうような思いで話が挙がっ

てまいりました。

国も10月の補正予算といいますか、臨時国会
で、新たに飼料関係については、国全体で1,000
億円程度の補助資金を準備するという報道も一

部あっておりますけれども、今回については、

ぜひ、そういったものを皆さんが待ち望んでお

りますので、決定したら、どのようなスキーム

で組み立てされようとしているのか、そして、

しっかりと皆さんに、個々に説明をしていただ

くことについてお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

そういう中で、養豚協会関係についても、今、

コストが相当上がっております。そういう中で、

私も前から取り組んでおりましたエコフィード

関係の事業について、お尋ねしたいと思います。

飼料高騰について、どう対策するかというこ

とについて、未利用の食品残渣を活用したエコ

フィードの利活用があると思っております。

特に、養豚農家への取組は、県内事業者でも
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実証を進めておりますけれども、供給には課題

もあるのが現状であります。

今年2月のウクライナ危機を通じて、一層の
食料安全保障の関係が見直されていくんじゃな

いかと思っております。そういった意味で多く

の皆さんが、意識的に、この未利用の食品を廃

棄するんじゃなくて、何とか活用しようという

機運を盛り上げていけないのか。長崎を含めた

県内では、焼却が、値段が安いからそっちに回

っているという状況があります。

そういった中で、啓発と、また畜産振興のた

めに、改めて取組をやるべきじゃないかと思い

ますけれども、農林部の考えをお尋ねしたいと

思います。

〇議長（中島●義君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 県では、これまでコ

スト低減と資源の有効活用の観点から、エコフ

ィードの利用拡大に向けて、供給側となる食品

製造業者やスーパー等に対し、未利用の食品残

渣の内容や量、課題等についてアンケート調査

等を行い、シロップ廃液や焼酎粕などの供給量

や品質が安定しているものについて、畜産農家

とのマッチングを進めてまいりました。

その結果、現在、県内の畜産農家164戸にお
いて、年間約1万4,000トンが利用されておりま
す。

しかしながら、スーパー等の食品残渣や生ご

みを飼料として利用するには、分別の手間など

により費用がかさむこと、家畜伝染病予防の観

点から、加熱処理の遵守が必要となること、栄

養成分にばらつきが生じることなど、様々な課

題があるところです。

県としましては、エコフィードの利用拡大の

ためには、こうした課題を一つひとつ解決して

いく必要があることから、事業者や畜産農家と

の意見交換を今後とも継続して進めてまいりた

いと考えております。

〇議長（中島●義君） 麻生議員―18番。
〇１８番（麻生 隆君） 養豚農家の皆さんが、

一番心配しているのが豚熱ですよね。そこがあ

るから、なかなか使えないという状況もあろう

かと思いますけれども、排出するスーパーだと

か、食品関係の取扱業者の皆さんと、ぜひ一回

同じテーブルに着きながら、いかにしたら食品

を有効に活用できるのか。

今、フードドライブだとか、食品関係につい

て、活用に動いておりますけれども、まだまだ

未利用の食材があろうかと思っています。そう

いった意味での循環型社会を構築するためにも、

ぜひ取組をお願いしたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

次に、夜景観光について、質問させていただ

きたいと思います。

先ほどの答弁で、照明設備を設置してから約

17年がたったという状況がありました。また、
照明器具の状況も故障しているということであ

りますけれども、どの程度故障が進んでいるの

か、それについて、わかれば教えてください。

〇議長（中島●義君） 土木部長。

〇土木部長（奥田秀樹君） 昨年度、女神大橋を

管理する長崎県道路公社が行った点検において、

ライトアップ照明の4割強に、点灯不良や器具
の劣化などが確認されています。

〇議長（中島●義君） 麻生議員―18番。
〇１８番（麻生 隆君）今、耐用年数も17年、
電気関係の部品については、大体15年とか、20
年もないと思っております。改めてＬＥＤも性

能がよくなりました。相当、今、照明も落ちて

いますので、ぜひ点検していただいて、どう取

り組むのか、設置するのかどうか、費用もかか
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ると思いますので、今後の夜景魅力関係につい

ては取り組むという話をさっきされましたので、

ぜひ前向きな取組をお願いしたいと思います。

次に、中小企業関係の支援について、お尋ね

したいと思います。

先ほど答弁がありましたように、今回の新型

コロナウイルス感染症関係の資金繰りについて

は、一部今回、借換えを含めて100億円の融資
があるということで、9月定例会の中で議論さ
れますけれども、こういう中で一番現場として

あるのは、いろいろな形で相談できる窓口、ま

た、銀行とは別に、企業のあり方を含めてどう

したらいいのかとか、今後、この借換え制度に

ついて、いろんな予備知識もあろうかと思いま

す。

そういった意味で、今回、中小企業診断関係

ということも一部聞こえておりますけれども、

県としては、こういう中小企業診断士の皆さん

とはどのように取組を進めていかれるのか、お

尋ねしたいと思います。

〇議長（中島●義君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君） 県では、令和2
年度に事業継続緊急サポート事業を創設しまし

て、中小企業診断士協会と連携のうえ、中小企

業者を支援する相談窓口を設置し、国、県をは

じめ、様々な支援制度の周知や事業内容の整理、

融資に係る申請書作成など、事業継続のための

支援に注力しているところであります。

このほか、「中小企業活性化協議会」や「よ

ろず支援拠点」等の国の相談窓口をはじめ、様々

な支援機関とも連携を図りながら、それぞれの

事業者の実情に即した支援に取り組んでおりま

す。

引き続き、関係者一丸となって、事業者の実

態把握に努めつつ、必要な対策を講じてまいり

たいと考えております。

〇議長（中島●義君） 麻生議員―18番。
〇１８番（麻生 隆君） わかりました。老舗の

店も2件ほど、やっているところがつぶれまし
たし、また、本壇で申し上げましたように廃業

する企業も出てまいりました。何とか新型コロ

ナウイルス感染症を乗り越えてこれたところ、

ゾンビ企業で生き延びたところはあるかもしれ

ませんけれども、そういったところに幾ら投資

しても無理でありますから、新しい事業に展開

できるような、そういったことについても、明

日の長崎を活性化するためにも、ぜひ、しっか

りと中小企業診断士を含めて、事業の転換だと

か、新しいものにチャレンジするとか、そうい

ったことについてもぜひお願いしたいと思いま

す。

最後に、造船関係についての話がありました。

この雇用関係について、いかに取組をしてあ

げるのか。長崎は、造船関係で、ものづくりで

大きくなってきた企業城下町でありますし、技

術もあります。だから、そういった人たちを活

かしていく取組が、今、欠けているんじゃない

かと思っています。今、日本のＧＤＰも、残念

ながら韓国に負けてしまいました。

そういう意味では、ものづくりについて、も

っと真剣にやっていかなくちゃいけない。その

ためにも若者の教育、そういったこともありま

すけれども、今からグリーンニューディールも

ありますから、グリーンニューディールという

ことでグリーン船、アンモニア船、新しい船舶

も出るでしょう。そういったことについてもし

っかりと取組をお願いしたいと思いますし、パ

ワープラントについても、長崎の独占企業的な

力もありますので、水素発電、またアンモニア

発電等、しっかりと見据えて、再度、活況があ
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るような取組を、県としても後押しをお願いし

たいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

以上で、私の質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（中島●義君） 以上で、県政一般に対す

る質問を終了します。

次に、知事より、第105号議案の送付があり
ましたので、これを上程いたします。

ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。
〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 本日提出いたし

ました追加議案について、ご説明いたします。

第105号議案「令和4年度長崎県一般会計補正
予算（第8号）」は、新型コロナウイルス感染
症の急拡大により、特に、大きな影響を受けて

いる飲食業への緊急的な支援に要する経費につ

いて計上し、一般会計4億5,183万1,000円の増
額補正をしております。

これを、現計予算及び、既に提案いたしてお

ります9月補正予算と合算いたしますと、一般
会計7,807億5,172万4,000円となります。
以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。

何とぞ、適正なるご決定を賜りますよう、お

願い申し上げます。

〇議長(中島●義君) 次に、先に上程いたしまし
た第88号議案、第90号議案乃至第102号議案及
び第105号議案につきましては、お手元の議案
付託表のとおり、それぞれの委員会に付託いた

します。

お諮りいたします。

第103号議案「長崎県公安委員会の委員の任
命について議会の同意を求めることについて」

及び第100号議案「長崎県土地利用審査会の委

員の任命について議会の同意を求めることにつ

いて」は、委員会付託を省略することにご異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中島●義君) ご異議なしと認めます。
よって、第103号議案及び第104号議案は、委

員会付託を省略いたします。

次に、第1号請願「駐留軍関係離職者等臨時
措置法の有効期限延長に関する請願」が提出さ

れておりますので、これを上程いたします。

ただいま上程いたしました請願につきまして

は、お手元の請願付託表のとおり、農水経済委

員会に付託いたします。

次に、各委員会は、お手元の日程表のとおり、

それぞれ開催されますよう、お願いいたします。

以上で、本日の会議を終了いたします。

明日より10月6日までは、委員会開催等のた
め本会議は休会、10月7日は、定刻より本会議
を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

― 午後 ３時５１分 散会 ―
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― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（中島⬤義君） おはようございます。
ただいまから、本日の会議を開きます。

この際、知事より、新任の幹部職員を紹介い

たしたい旨、申し出があっておりますので、こ

れを受けることにいたします―知事。

〇知事（大石賢吾君） 令和4年10月1日付で発
令いたしました幹部職員をご紹介いたします。

文化観光国際部参事監 松田武文君。（拍手）

以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（中島⬤義君） 次に、知事より、第106
号議案の送付がありましたので、これを上程い

たします。

ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 本日提出いたし

ました追加議案について、ご説明いたします。

第106号議案「令和4年度長崎県一般会計補正
予算（第9号）」は、令和5年5月の「Ｇ7広島サ
ミット」に合わせて開催される関係閣僚会合の

うち、保健大臣会合が長崎市で開かれることが

決定したことに伴い、その開催支援等に要する

経費について計上し、一般会計3,750万円の増額
補正をしております。

これを現計予算及び既に提案いたしておりま

す9月補正予算と合算いたしますと、一般会計
7,807億8,922万4,000円となります。
以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。

何とぞ、適正なるご決定を賜りますよう、お

願い申し上げます。

〇議長（中島⬤義君） ただいま上程いたしまし
た第106号議案につきましては、お手元の議案
付託表のとおり、予算決算委員会に付託いたし

ます。

予算決算委員会での審査が終了するまでの間、

休憩することにいたします。

― 午前１０時 ３分 休憩 ―

― 午後 ３時 ０分 再開 ―

〇議長（中島⬤義君） 会議を再開いたします。
まず、第103号議案「長崎県公安委員会の委

員の任命について議会の同意を求めることにつ

いて」を議題といたします。
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お諮りいたします。

本議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決いたします。

本議案は、原案のとおり、委員として、森拓

二郎君に同意を与えることにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、第103号議案は、原案のとおり、同

意を与えることに決定されました。

次に、第104号議案「長崎県土地利用審査会
の委員の任命について議会の同意を求めること

について」を議題といたします。

お諮りいたします。

本議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決いたします。

本議案は、原案のとおり、委員として、藤森

弘行君、松尾佐和子君、五島聖子君、西岡誠治

君、清心由紀美君、佐藤義高君、成田真樹子君

に、それぞれ同意を与えることにご異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、第104号議案は、原案のとおり、そ

れぞれ同意を与えることに決定されました。

これより、さきに各委員会に付託して審査を

お願いいたしておりました案件について、審議

することにいたします。

まず、総務委員長の報告を求めます。

北村委員長―12番。
〇総務委員長（北村貴寿君）（拍手）〔登壇〕

総務委員会の審査の結果並びに経過の概要に

ついて、ご報告いたします。

本委員会に付託されました議案は、第90号議
案「知事の調査等の対象となる法人の範囲を定

める条例の一部を改正する条例」のうち関係部

分外4件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり、可

決すべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、第91号議案「職員の定年等に関する条
例等の一部を改正する条例」のうち関係部分に

関し、現在も再任用などで、定年後も引き続き

警察に勤務している者がいると思うが、その人

数はどれくらいか。また、新制度の見込みはど

うかとの質問に対し、令和4年度の再任用職員
数は、警察官が13名、職員が2名、会計年度任
用職員数は153名となっている。
制度が始まる年の退職者数は、70名程度を見
込んでおり、制度内容が固まる前に実施したア

ンケート結果ではあるが、そのうち約半数が、

「残って仕事をしたいと回答している」との答

弁がありました。

これに対し、この制度ができることにより、

引き続き、勤務しやすくなると期待しているの

で、勤務する者が増えていくように、しっかり

運用を行っていただきたいとの意見がありまし

た。

次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。

まず、企画部の所管事項について、「長崎県

ＭａａＳ」に関し、運営主体として実行委員会
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が設立され、8月2日からＭａａＳアプリ
「ｍｙ ｒｏｕｔｅ」を活用したサービスが本

県でも開始されたということであるが、アプリ

のダウンロード数はどれくらいなのか。また、

本県が活用し始めてからの把握しているデータ

が何かあるかとの質問に対し、ダウンロード数

は、本年6月時点で約32万件、8月2日以降、累
計で19種類のデジタルチケットが販売され、ア
プリを活用した販売実績が、8月末で125枚、ま
た、県内で、このアプリを利用したユーザーの

一日平均人数は、約60名程度と聞いている。
まだ、開始されてから2か月弱であり、実行

委員会によると、この実績は観光客だけではな

く、地元住民の習慣等も影響するものであり、

徐々に上がってくるとの見方もあるため、引き

続き実行委員会とともに、販売促進等に力を入

れていきたいとの答弁がありました。

これに対し、県民に有効に活用いただけるも

のだと感じているので、県内へのＰＲも積極的

にやるべきだと考えるが、何か計画はあるかと

の質問に対し、広くはＷeb広告、地元、地域対
策として、公共交通機関の車体のラッピング広

告、また、ポスター、チラシ、リーフレットを

一般に広く配布することで、県内の周知、啓発

にも取り組んでいくと聞いている。

今後とも、県も協力しながらＰＲに力を入れ

ていきたいとの答弁がありました。

次に、地域振興部の所管事項について、西九

州新幹線の開業イベントに関し、様々なイベン

トが長崎駅周辺等各地で行われたが、総括をど

のように考えているのかとの質問に対し、開業

から3日間、長崎市では、長崎県駅周辺と水辺
の森公園、県庁舎跡地、浜の町、大村市では新

大村駅、諫早市では諫早駅、アーケード、市役

所前を活用してイベントが行われた。

総じて県民を中心に、県外からも多くの方に

お越しをいただき、イベント自体は好評だった

と考えている。

しかしながら、ブルーインパルスの展示飛行

等に伴い、長崎市内で大規模な交通渋滞が起こ

ってしまったことは、反省すべきところだと考

えている。今後、このような大きなイベントを

するに当たっての対処については、県警や長崎

市と議論したいと考えているとの答弁がありま

した。

これに対し、開業を多くの方に知ってもらう

ことに関して、初日は大成功だったと思うが、

2日目以降は、集客に苦労したとも聞いたので、
課題もあると思う。

その中で、西九州新幹線の長崎県の広報大使

として、一日駅長を長濱ねるさんが務めるなど

活躍されていたが、今後、どのような関わりを

考えているのかとの質問に対し、今後の駅の活

用対策、にぎわいづくりを考えているので、そ

の際の出演いただく機会、もしくは開業のため

のポスターやＰＲ動画などを作成しているので、

それらを活用しながら、長崎県の広報大使とし

て活躍していただきたいと考えているとの答弁

がありました。

次に、危機管理監の所管事項について、専門

職団体との協定に関し、「みんなで取り組む災

害に強い長崎県づくり条例」の趣旨に基づき、

弁護士会等8つの団体で構成される長崎専門職
団体連絡協議会より、有事における被災者から

の多岐にわたる相談に、総合的に対応できるよ

うに協定の締結が提案されていると伺っている

が、その内容はどのようなものかとの質問に対

し、被災した地域の住民から、不動産登記や相

続等、多様な相談が想定されるので、被災した

市町、もしくは県から協議会に対し、相談に対
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応できる専門家の派遣を要請し、協議会が各団

体に連絡を行い、対応いただくことを想定して

いるとの答弁がありました。

これに対し、専門家は、ボランティア的に派

遣していただけるのか。また、協定はいつ締結

し、効力を発揮させていくのかとの質問に対し、

費用に関しては、協議会より、無償で行うとの

申し出があっている。10月中旬をめどに締結式

の日程を調整しており、協定の締結をもって効

力を発揮させたいとの答弁がありました。

次に、総務部の所管事項について、「中期財

政見通し」に関し、ＩＲが認定されると、1,200
億円ぐらいの納付金が上がり、実質の財政に寄

与する。ＧＧＲだけでも300億円、入場料だけ
でも50～60億円ぐらいの収入がある。開業した
ら、いろいろなプラス要素が税制上でもあると

思うが、シミュレーションは行っているのかと

の質問に対し、納付金、入場料納入金の分配ス

キーム等に関しての検討は行っているが、税収

等のシミュレーションは行っていないとの答弁

がありました。

これに対し、法人関係の想定される県税収入

はどうかとか、シミュレーションして、いろい

ろ将来計画に反映してもいいのではないかとの

質問に対し、認定された暁には、そういったシ

ミュレーション等も重要になってくると考える。

全庁的な議論が必要だと認識しているので、し

っかりと検討していきたいとの答弁がありまし

た。

以上のほか、一、薬物対策について、一、市

道南島原自転車道線について、一、展示飛行時

の交通渋滞について、一、110番映像通報シス
テムについて、一、ＩＲ関係について、一、デ

ジタルコーディネーターについて、一、空飛ぶ

クルマの取組について、一、Ｗeb3.0について、

一、選挙公報について、一、ＵＩターンの移住

政策について、一、地籍調査について、一、ス

マートバス停の設置について、一、消防団の出

動率について、一、新幹線通勤について、一、

重要土地等調査法について、一、ふるさと納税

についてなど、総務行政全般にわたり活発な論

議が交わされましたが、その詳細については、

この際、省略させていただきます。

以上で、総務委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。（拍手）

〇議長（中島⬤義君） この際、念のため申し上
げます。

本委員会と農水経済委員会に分割して付託い

たしておりました第90号議案「知事の調査等の
対象となる法人の範囲を定める条例の一部を改

正する条例」につきましては、農水経済委員長

の報告終了後に、本委員会と文教厚生委員会及

び観光生活建設委員会に分割して付託いたして

おりました第91号議案「職員の定年等に関する
条例等の一部を改正する条例」につきましては、

観光生活建設委員長の報告終了後に、一括して

審議することにいたします。

お諮りいたします。

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決いたします。

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、議案は、それぞれ原案のとおり、可

決されました。
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次に、文教厚生委員長の報告を求めます。

下条委員長―10番。
〇文教厚生委員長（下条博文君）（拍手）〔登

壇〕文教厚生委員会の審査結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

91号議案「職員の定年等に関する条例等の一部
を改正する条例」のうち関係部分外2件であり
ます。

慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり、可

決すべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、第91号議案のうち関係部分に関し、定
年の引上げに伴い、定年前の再任用短時間勤務

制を導入するとのことであるが、希望者全てを、

短時間勤務とすることができるのかとの質問に

対し、最終的には任命権者で判断することにな

るが、今回の制度は、高齢層の方の多様な働き

方のニーズに応えるため導入するものであるこ

とから、可能な限り本人の希望に沿った任用が

できるよう検討していきたいとの答弁がありま

した。

次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。

まず、総務部の所管事項について、情報セキ

ュリティ産学共同研究センターに関し、共同ラ

ボへの応募企業全てを入居決定した理由と、そ

の事業内容はどのようなものかとの質問に対し、

3社の公募に対して5社の応募があったが、新規
性・発展性の高い研究テーマの提案や、知名度

の高い企業との共同研究による大学の評価向上

への期待、さらには、県立大学生のインターン

シップ受入れ、採用、地元企業との連携など、

地域にプラスとなる計画が示されたことなどか

ら、5社全てを決定した。
事業内容としては、サイバー攻撃情報の安全

な情報に関する研究、セキュリティ対策技術の

研究開発などをテーマに、共同研究が実施され

る予定であるとの答弁がありました。

次に、県立大学生による地域の政策課題に関

する研究活動に関し、五島市において、産学官

が連携した健康寿命延伸に関する調査研究が行

われ、公立大学法人評価委員会から高く評価さ

れたとのことであるが、その概要はどのような

ものかとの質問に対し、県立大学での離島振興

への取組の知見を活かして、五島市の健康課題

解決に向けて、成人約300人の協力で、生活習
慣の調査・解析を行っており、来年度、健康寿

命延伸のための実践モデルを構築することとし

ている。

また、食育セミナー、健康講座なども実施す

る予定であるとの答弁がありました。

次に、小中高の公私間格差の是正の陳情に関

し、耐震化率や、ＩＣＴ環境の整備に関する公

私間の格差についてはどのような現状かとの質

問に対し、耐震化率に関して、県立学校は100％
であるが、私立学校は約90％となっている。
また、ＩＣＴ化に関して、一人一台端末の整

備状況については、県立学校は、全生徒に端末

が配布されている一方、私立学校は、一部の学

校において、導入方法を検討中のところもあり、

100％の導入には至っていないとの答弁があり
ました。

次に、教育委員会の所管事項について、県立

高校の定員割れと地域活性化に向けた取組に関

し、今回、島原市と島原市内の県立学校5校に
よる共創プロジェクトが発表されたが、県はど

のように関わっていくのかとの質問に対し、島
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原市の県立学校5校については、近接した地域
に立地するため、連携・協働を行うことにより、

県立学校の魅力化が図られるのではないかとい

うことから、この共創プロジェクトがスタート

した。

先進的な取組であり、今後、各分野の強みを

活かし、高校生が核となって、各地域の活性化

に寄与できるような取組を全県下に広めていき

たいとの答弁がありました。

次に、「鷹島神崎遺跡」に関し、700年前に
沈没した元寇船の木製いかり引揚げに際し、一

般公開に向けて、地域の活性化及び水中考古学

の観点からも、より大々的な周知を行うべきと

思うがどうかとの質問に対し、10月8日から松
浦市立埋蔵文化財センターにて、一般公開され

る予定となっている。

引揚げ等の周知については、松浦市が主体と

なって行っているが、県としてもホームページ

を活用するなど、松浦市と役割分担を図り行い

たいとの答弁がありました。

次に、福祉保健部の所管事項について、ワク

チン接種の取組に関し、オミクロン株対応ワク

チンの効果及び副反応についてはどのような状

況かとの質問に対し、今回のワクチンは、オミ

クロン株のＢＡ.1と、従来株に対応している。
オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回

る重症化予防効果があるとともに、持続期間が

短い可能性があるものの、感染予防や発症予防

効果が期待されている。副反応は、従来型と同

程度で、重大な懸念は認められていないとの答

弁がありました。

それに関連し、今年度はインフルエンザの大

流行が予想されているが、インフルエンザワク

チンは十分に確保されているのかとの質問に対

し、今年度のインフルエンザワクチンの供給量

は、記録がある中で過去最大の7,042万人分の出
荷が予定されており、県内においても、必要十

分な量が確保できていると認識している。

また、コロナウイルスワクチンとの同時接種

も可能であり、対応可能な医療機関リストを公

表するなど、接種促進について様々な取組を行

っていきたいとの答弁がありました。

次に、「陽性者判断センター」に関し、9月2
日の開設以降の利用状況についてはどうか。ま

た、第8波に備えて、保健所及び医療機関の逼
迫対策として、センターの活用方法をどのよう

に考えているかとの質問に対し、センターの利

用については、9月28日までで2,391件の判定を
行っている。

また、センターの設置により、医療機関にお

いては、約8割の負担軽減につながっていると
考えている。次の感染拡大に備え、現在の体制

を維持し、より一層の対応ができるよう努めて

いきたいとの答弁がありました。

次に、長崎の被爆体験者の救済に関し、被爆

者として認めてほしいという被爆体験者の思い

に、今後、県はどのように対応していくのかと

の質問に対し、科学的根拠がないことには、被

爆地域の拡大は難しいのが実情であるが、国に

おいて、がんの一部を医療費の助成対象として

認める検討が進められていることから、より多

くの被爆体験者の方々が救われるよう、国に対

して働きかけていきたいとの答弁がありました。

次に、こども政策局の所管事項について、通

園バスに関し、近年、全国で痛ましい事故が発

生していることを受け、昨年度、県が行った調

査の内容と結果についてはどうだったのかとの

質問に対し、バス所有の有無、運行管理の状況、

マニュアル整備の有無等について調査を行った。

約600施設を調査し、約180施設がバスを所有し
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ていた。そのうち約70％がマニュアル等を定め
ていたとの答弁がありました。

さらに、今後、県としてマニュアルを作成す

る方針はあるのかとの質問に対し、国において

10月中に総合的な対策の取りまとめが行われ、
「安全管理マニュアル」が策定される予定であ

る。それを基に施設への周知を図っていきたい

との答弁がありました。

最後に、別途、本委員会から「私学助成の充

実強化等に関する意見書」提出方の動議を提出

しておりますので、併せてよろしくお願いいた

します。

以上のほか、教育及び福祉・保健行政全般に

わたり熱心な論議が交わされましたが、その詳

細については、この際、省略させていただきま

す。

以上で、文教厚生委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手）

〇議長（中島⬤義君） お諮りいたします。
各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決いたします。

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、議案は、それぞれ原案のとおり、可

決されました。

次に、観光生活建設委員長の報告を求めます。

石本委員長―1番。
〇観光生活建設委員長（石本政弘君）（拍手）

〔登壇〕観光生活建設委員会の審査結果並びに

経過の概要について、ご報告いたします。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

91号議案「職員の定年等に関する条例等の一部
を改正する条例」のうち関係部分外4件であり
ます。

慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、異議なく、原案のとおり、いずれも可

決すべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、第91号議案のうち関係部分に関し、職
員の定年を2年に一歳ずつ段階的に引上げ65歳
とすることについて、平均寿命が延びている中、

歓迎すべきことであるが、交通局の人件費費が

年間で約2,200万円増加する試算とのことであ
り、また、燃油高騰により費用が昨年と今年の

第1四半期を比較し約3,000万円増加しており、
コロナ禍による厳しい経営状況の中、今後の収

支に影響があるのではないかとの質問に対し、

いまだコロナ禍の影響を受け、厳しい経営状況

の中、来年より新たな中期経営計画が始まるた

め、交通局内で聖域を設けず、一つひとつ検討

し、収支均衡の達成に向け、取り組んでまいり

たいとの答弁がありました。

次に、議案外の所管事務一般で論議のありま

した主な事項について、ご報告いたします。

まず、土木部の所管事項について、港湾施設

整備特別会計未売却地の売却方針の見直しに関

し、未売却地の売却促進を図るため、現在の方

針である「時価と造成原価のいずれか高い方の

価格で売却する」から「時価で売却する」に見

直すとのことだが、今後、未売却地を時価で売

却することで、赤字になることはないのかとの

質問に対し、未売却地を時価売却と現在の売却

方針で売却した場合を比較すると、約19億円の
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差が生じるが、時価で売却しても約3億5,000万
円の黒字が見込まれ、また、売却済みを合わせ

ると10億円程度の黒字が見込まれるため、方針
を見直し、県有財産の活用と地域振興に寄与で

きるよう、売却促進に取り組んでまいりたいと

の答弁がありました。

次に、石木ダムの推進に関し、知事が就任後、

半年で4度にわたり、現地で反対住民の方々と
話し合いを行い、信頼関係の構築に努め、事業

の推進を努めている中、事業に反対される方々

が、工事の差止めを求めていた訴訟の上告審に

ついて、9月16日、最高裁において上告を棄却
し、上告審として受理しない旨の決定がなされ、

これまでの裁判における行政側の主張が認めら

れたが、この判決を踏まえ、県として、今後ど

のように事業を進めていくのかとの質問に対し、

事業を円滑に進めていくためには、反対住民の

方々との関係を構築することが何よりも重要と

考えており、今後も理解が得られるよう、しっ

かりと話し合いを継続し、また、佐世保市とも

綿密な情報の共有等を行い、石木ダムの早期完

成に尽力してまいりたいとの答弁がありました。

次に、文化観光国際部の所管事項について、

「国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭」に関

し、令和7年は、被爆80年であり、また、長崎
歴史文化博物館と長崎県美術館開館20周年、中
国総領事館開設40周年など、本県にとって大変
意義のある年である。

また、これまで開催された県を超える参加者

数を目標とされており、文化の振興、地域活性

化の両面で絶好の機会と考えるが、どのように

取り組むのかとの質問に対し、県民一人ひとり

のおもてなしや、次世代を担う若者や子どもた

ちが主体的に関わり、文化芸術はもとより、平

和の大切さや国際交流など本県らしい文化の魅

力を発信し、国内外とのさらなる交流拡大につ

なげ、「国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭」

を一過性のイベントに終わらせず、その後の文

化活動や地域づくり、共生社会の実現を目指し

てまいりたい。

また、県内全市町でのイベントの開催、県内

の周遊につながる観光推進の充実を図り、経済

波及効果にも努めてまいりたいとの答弁があり

ました。

次に、観光の振興に関し、9月23日に西九州
新幹線が開業し、大きなにぎわいを創出してい

るとともに、全国的にも関心が高い。

今後、新幹線沿線だけでなく、県内各地への

開業効果の波及、また、将来的な全線開通を見

据え、佐賀県と一体となって観光振興に取り組

むべきと考えるが、県はどのように進めていく

のかとの質問に対し、本年10月から「佐賀・長
崎デスティネーションキャンペーン」という、

佐賀県及びＪＲグループとの共同による大型観

光キャンペーンを実施し、ＪＲの広告媒体等を

活用したＰＲや、旅行会社による旅行商品の造

成・販売などにより、県内各地への周遊拡大を

図るとともに、佐賀・長崎を西九州という視点

で捉え、両県共通の日本遺産も活用しながら一

体となって観光振興に取り組んでまいりたいと

の答弁がありました。

次に、交通局の所管事項について、職員の処

分に関し、交通局のバスが、2名の乗客を乗せ
た長崎県央バス株式会社のバスに対し、車間を

詰める等の不適切な行為を行ったことは、一つ

間違えると大きな事故にもなりかねないことで

あり大変遺憾である。交通局として、今後どの

ように対応していくのかとの質問に対し、公共

交通を担うバス事業者としては大きな問題と捉

えている。今後、二度とこのようなことが起こ
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ることがないよう、さらなる指導徹底を図り、

運転士一人ひとりの法令遵守や安全運行に対す

る自覚を高め、県民の皆様の信頼回復に努めて

まいりたいとの答弁がありました。

次に、県民生活環境部の所管事項について、

県内企業における男性の育児休業の取得に関し、

本年10月1日に創設された「産後パパ育休」は、
子の出生後8週間以内に4週間まで分割して2回
取得できる制度とのことであるが、県は、男性

の育児休業取得を促進することで何を目指して

いるのかとの質問に対し、男性が育児休業を取

得することで、配偶者である女性の仕事と育児

の両立が可能となり、女性のキャリア形成の後

押しになると考えており、男性の家事・育児へ

の参画と、女性の社会における活躍の双方を推

進することで、男女が性別に関わりなく個性と

能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を目

指しているとの答弁がありました。

これに対し、当然、男性の育児休業には企業

の理解も重要であり、環境整備や収入の面で、

どのような支援を行っているのかとの質問に対

し、長崎労働局と連携し、企業向けに「男性の

育休取得促進セミナー」を開催するなど、職場

の理解を促進するとともに、経済的支援では、

雇用保険から育児休業給付金が支給され、また、

育児休業期間中は社会保険料が免除されるため、

手取り賃金は休業前のおおむね80％程度が支
給されることになっている。諸外国と比べると、

日本の男性の育児休業取得率は低い状況だが、

日本の育児休業制度は世界最高水準であること

から、こういった面もＰＲし、男性の育児休業

取得の推進に努めてまいりたいとの答弁があり

ました。

以上のほか、一、全国旅行支援の実施につい

て、一、路線バスの低床化について、一、長崎

県動物愛護及び管理に関する条例（仮称）につ

いてなど、観光生活建設行政全般にわたり熱心

な論議が交わされましたが、その詳細について

は、この際、省略させていただきます。

以上で、観光生活建設委員会の報告といたし

ます。

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手）

〇議長（中島⬤義君） お諮りいたします。
本委員会と総務委員会及び文教厚生委員会に

分割して付託いたしておりました第91号議案
を含め、各議案は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決いたします。

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、議案は、それぞれ原案のとおり、可

決されました。

次に、農水経済委員長の報告を求めます。

山下委員長―11番。
〇農水経済委員長（山下博史君）（拍手）〔登

壇〕農水経済委員会の審査の結果並びに経過の

概要について、ご報告いたします。

本委員会に付託されました案件は、第90号議
案「知事の調査等の対象となる法人の範囲を定

める条例の一部を改正する条例」のうち関係部

分外2件及び請願1件であります。
このうち、第102号議案「契約の締結の一部
変更について」は、私が、地方自治法第117条
の除斥規定に該当するため、後ほど、副委員長

からご報告願うことといたしておりますので、
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第102号議案を除く議案について、報告をいた
します。

慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決

すべきものと決定されました。

また、第1号請願「駐留軍関係離職者等臨時
措置法の有効期限延長に関する請願」につきま

しては、異議なく、採択すべきものと決定され

ました。

なお、第1号請願の採択に伴い、本委員会と
して、別途、国に対し、「駐留軍関係離職者等

臨時措置法の有効期限延長に関する意見書」提

出方の動議を提出しておりますので、よろしく

お願いいたします。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告申し上げます。

まず、産業労働部の所管事項について、県内

定着の促進に関し、9月8日に、久留米大学と
「ＵＩターン就職連携協定」を締結したという

ことであるが、具体的にどのような内容である

のかとの質問に対し、本協定においては、「県

内企業の情報等の周知に関すること」、「学生

のＵＩターン就職に係る情報交換などに関する

こと」など計7項目について締結した。今後は、
学内において、学生と県内企業との面談会など

の実施を予定しているとの答弁がありました。

これに関連し、久留米大学を契機として、他

の大学との連携協定の締結も考えられるが、県

の考えはとの質問に対し、今回の締結は、久留

米大学において、本県の就職支援に関する取組

について、協力的かつご理解をいただいたこと

から、実現したものである。

大学によって、就職支援に対する考えが異な

ることから、本県の取組を説明しながら、協力

いただける大学と連携できるよう進めてまいり

たいとの答弁がありました。

次に、企業誘致の推進に関し、長崎大学にお

いては、ＢＳＬ－4施設の稼働が予定され、感
染症研究への取組がより一層進展することから、

本県の強みとして、さらに活用すべきと考える

が、ＢＳＬ－4施設を軸とした医工連携や企業
誘致について、県はどのように考え、今後どう

進めていくのかとの質問に対し、ＢＳＬ－4施
設は、他の地域にはない本県の優位性を発揮で

きるものであり、県内産業との連携や活用を進

めていきたいと考えている。

そのような中、長崎大学や誘致企業の関係者

からは、「病原体の取扱いには、極めて高度な

知識・経験を必要とされることから、企業の集

積が進むには、一定の時間を要する」などのご

意見をいただいている。

一方で、本格的な研究の進展によって、今後

さらに長崎大学が有する知見への注目度の高ま

りも期待されることから、感染症に関する研究

状況を注視しつつ、関係者との意見交換を行い

ながら、県内産業との連携・活用の可能性を探

るとともに、医療関連分野の企業誘致に取り組

んでまいりたいとの答弁がありました。

次に、水産部の所管事項について、スマート

水産業の推進に関し、地球温暖化により、海の

環境が大きく変化する中、ＩＣＴ等のデジタル

技術を活用し、漁場の状態を知ることによって、

効率的な漁法による生産性の向上などが図られ

ると思うが、県としては、水産業のスマート化

をどのように進めていくのかとの質問に対し、

スマート水産業の導入されている地域は限られ

ているが、他の地域においても取組を広げるた

め、県や国の支援を活用して必要となる機器等

を導入していただくよう取組を進めてまいりた

いとの答弁がありました。
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次に、水産物の中国輸出に関し、鮮魚の海外

への輸出に対して、コロナ禍における状況はと

の質問に対し、本県は、主に中国を中心に鮮魚

を輸出しており、実績としては、平成30年度に
33億円、その後、コロナの影響で輸出が縮小し
たが、令和3年度は42億円と過去最高となった
との答弁がありました。

これに関連し、水産庁と民間の企業が、水産

物の輸出拡大を狙い、新たな保冷箱を開発し、

鮮度保持期間を延ばすという実証試験に成功し

たという記事があったが、こういった先進的な

事例を採用する予定はないのかとの質問に対し、

本県でもこれまで試験的に取り組んできている

が、今年度、関係者と連携し、シャーベット氷

を使った実証試験を実施する予定で、その後、

順次必要なテストをしながら、実際の輸送コス

トなどを検証していきたいと考えているとの答

弁がありました。

次に、農林部の所管事項について、車座集会

「こんな長崎どがんです会」に関し、若い生産

者と農業経営や本県農業の発展のために必要な

取組などについて意見交換する中で、後継者を

確保するためには、「新規就農者を産地全体で

支え合うことが必要」などの様々な意見があっ

たとのことである。「こんな長崎どがんです会」

や大学との連携等により若い方のアイデアをい

ただいたうえで、県として新規就農者の確保に

ついて、どのように考えているのかとの質問に

対し、今回の車座集会でご意見をいただき、新

規就農者が農地やハウスの確保や取得の心配を

せずスタートできるような条件が整えられれば、

本県で就農して頑張っていただけるのではない

かと感じた。こうしたことを含めて、新規就農

者確保のために、若い方たちが快適でもうかる

農業を実現できるよう、施策に取り組んでまい

りたいとの答弁がありました。

以上のほか、農水経済行政全般にわたり熱心

な論議が交わされましたが、その詳細について

は、この際、省略させていただきます。

以上で、農水経済委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手）

〇議長（中島⬤義君） お諮りいたします。
本委員会と総務委員会に分割して付託いたし

ておりました第90号議案を含め、第102号議案
を除く、各案件は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決いたします。

各案件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、議案は、それぞれ原案のとおり、可

決、請願は、採択されました。

次に、農水経済副委員長の報告を求めます。

坂口副委員長―8番。
〇農水経済副委員長（坂口慎一君）（拍手）〔登

壇〕 農水経済委員会に付託されました第102号
議案「契約の締結の一部変更について」、委員

会の審査の結果をご報告申し上げます。

本議案は、川棚西部地区2号橋梁橋脚工事に
ついて、基礎工掘削における土質区分の変更に

より、請負代金の変更契約を締結するものであ

ります。

慎重に審査いたしました結果、第102号議案
につきましては、異議なく、原案のとおり、可

決すべきものと決定されました。

以上で、ご報告といたします。
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議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手）

〇議長（中島⬤義君） お諮りいたします。
第102号議案は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決いたします。

本議案は、副委員長報告のとおり決すること

にご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、第102号議案は、原案のとおり、可

決されました。

次に、予算決算委員長の報告を求めます。

松本委員長―28番。
〇予算決算委員長（松本洋介君）（拍手）〔登

壇〕予算決算委員会の審査の結果並びに経過の

概要について、ご報告いたします。

本委員会で審査いたしました案件は、第88号
議案「令和4年度長崎県一般会計補正予算（第6
号）」外2件でございます。
慎重に審査いたしました結果、第88号議案に

つきましては、起立採決の結果、原案のとおり、

可決すべきものと決定されました。

その他の議案については、いずれも異議なく、

原案のとおり、可決すべきものと決定されまし

た。

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、総務分科会では、貨物運送事業継続緊

急支援費に関し、支援単価設定の根拠と、一事

業者当たりの支援金の上限額を500万円とした
根拠は何かとの質問に対し、支援単価は、過去

3年間の燃料費の平均額と直近3か月の燃油価

格を比較し、その差額に年間の使用量を乗じ、

支援対象となる全体の台数で平均値を取り、年

間の増嵩経費の2分の1を支援できるように設
定している。

なお、燃油サーチャージで物価に転嫁するこ

とも可能なため、単価の設定に際し、一部控除

している部分もある。

また、支援金の上限額については、多くの車

両を所有する事業者は、仕入れ価格を含めたコ

ストについてスケールメリットがあるほか、で

きるだけ幅広く多くの事業者を支援するため、

上限額を設けているとの答弁がありました。

次に、文教厚生分科会では、児童虐待防止・

支援体制強化事業費に関し、市町の子育て世代

包括支援センターと、子ども家庭総合支援拠点

の一元的なマネジメント体制の構築において、

妊娠出産期からの支援については、産婦人科等

の理解と協力が不可欠と考えるが、連携はどの

ように考えているのかとの質問に対し、2つの
機関の一体化により、それぞれの専門性を維持

して相談支援などの連携を強化し、児童虐待リ

スクのある家庭等を妊娠初期から継続的に支援

するため、体制の構築を行うものである。

また、妊娠期からの児童虐待予防のため、産

科医療機関が所有する母子の情報を市町と共有

し、必要な支援につなぐシステム「児童虐待ゼ

ロプロジェクト」に取り組むとともに、精神的

に不安定な状態にある妊産婦に関しては、精神

科医の支援を受けられるような、地域における

ネットワークの構築も進めているとの答弁があ

りました。

次に、観光生活建設分科会では、飲食店にお

ける感染防止対策第三者認証事業費に関し、認

証店利用拡大キャンペーン第2弾として、新型
コロナウイルス感染拡大の第7波の影響を受け
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た飲食店への利用客の増加を目的としクーポン

を配布するとのことだが、現行の制度設計から

どのように見直したのかとの質問に対し、現行

では、飲食代金が一人1,000円以上となる場合に、
500円のクーポンを1枚使用できるが、第2弾で
は、飲食代金が一人2,000円以上で、1,000円の
クーポンを1枚とし、さらに、来店当日でも使
用できることにしたことにより、地元客に加え、

観光客にも使いやすくするとともに、昼の飲食

が割合的に多かったものを、夜の飲食店街にも

波及させ、認証店全体に支援できるように見直

した。

また、委託先や飲食関係団体とも連携しなが

ら、これまで以上のＰＲ等に努め、キャンペー

ン参加店舗と認証店の増加につなげていきたい

との答弁がありました。

次に、農水経済分科会では、緊急資金繰り支

援資金に関し、新型コロナウイルス感染症関連

による企業の倒産など本県経済は厳しい状況に

あるが、感染症発生以降の本県の倒産件数と感

染症に関連する倒産件数の推移はどのようにな

っているのか。

また、今後の見通しをどのように認識してい

るのかとの質問に対し、感染症発生後の県内全

体の倒産件数は、令和2年41件、令和3年40件、
令和4年が8月末時点で33件となっている。
このうち感染症に関連した倒産は、令和2年3

件、令和3年14件、令和4年が8月末時点で17件
と増加傾向で推移しており、中には老舗企業も

含まれるなど、緊張感を持って対応していく必

要があると考えている。

今後、融資返済の本格化や原油・物価高騰の

影響も懸念されることから、県内企業を取り巻

く環境は一層の厳しさを増し、予断を許さない

状況にあると認識しており、県としても、関係

機関と連携しながら、県が設置した中小企業診

断士協会の相談窓口も活用のうえ、事業者の状

況に応じた支援を行っていきたいとの答弁があ

りました。

以上のほか、補正予算に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。

以上で、予算決算委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手）

〇議長（中島⬤義君） お諮りいたします。
各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決いたします。

まず、第88号議案「令和4年度長崎県一般会
計補正予算（第6号）」について、採決いたし
ます。

本議案は、委員長報告のとおり決することの

賛否について、表決ボタンをお押し願います。

間もなく、表決を終了いたします。

これにて、表決を終了いたします。

賛成多数。

よって、第88号議案は、原案のとおり、可決
されました。

次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、議案は、それぞれ原案のとおり、可

決されました。

次に、お手元に配付いたしております「動議
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件名一覧表」のとおり、文教厚生委員会及び農

水経済委員会から、政府・国会あて、意見書提

出の動議が提出されておりますので、これを一

括して議題といたします。

お諮りいたします。

各動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決いたします。

各動議は、可決することにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、動議は、それぞれ可決されました。

次に、八江利春議員外40名より、「石木ダム
建設推進に関する決議案」が、お手元に配付い

たしておりますとおり提出されておりますので、

これを議題といたします。

提出者に、提案理由の説明を求めます。

宅島議員―26番。
〇２６番（宅島寿一君）（拍手）〔登壇〕 自由

民主党の宅島寿一でございます。

「石木ダム建設推進に関する決議案」は、41
名の議員発議として提案をされております。41
名を代表いたしまして、決議案を読み上げさせ

ていただきます。

石木ダム建設推進に関する決議案

近年、全国各地では、地球温暖化の影響によ

り、大規模な自然災害が激甚化・頻発化してお

り、防災・減災対策の推進は、喫緊の課題であ

る。

川棚町においては、戦後だけでも既に4回の
洪水被害が発生しており、河川改修と石木ダム

の整備による川棚川の抜本的な治水対策を講ず

ることにより、川棚川における洪水被害を軽減

する必要がある。

また、佐世保市においては、平成6年から7年
にかけての264日間にも及んだ大渇水だけでは
なく、これまで、ほぼ2年に一度は渇水の危機
に見舞われており、こうした慢性的な水不足は、

市民生活はもとより、県北地域全体の経済活動

や観光振興などにも重大な影響を及ぼすことは

避けられないため、安定した水資源の確保は必

要不可欠である。

こうしたことから、流域住民の安全・安心を

確保するとともに、県北地域のさらなる発展の

ためにも、石木ダムの早期完成が必要不可欠で

ある。

石木ダムは、これまで約8割の地権者の方々
が苦渋の決断をされ、ご協力をいただいている

が、残る約2割の石木ダムに反対する住民の
方々については、土地収用法に基づく裁決によ

る権利取得を経て、令和元年11月18日に全ての
収用地の明渡し期限を迎えたにもかかわらず、

未だに明渡しをされていないのが現状である。

こうした中、大石知事におかれては、就任以

来、石木ダムに反対する住民の方々と面会し、

事業への理解と協力を得るための努力を続けら

れており、今後の解決につながることが期待さ

れるところである。

一方、石木ダムに反対する住民の方々が事業

認定の取消しを求めた訴訟は、令和2年の最高
裁判所の決定により、石木ダムの公益上の必要

性が司法の場においても認められ、また、工事

の差止めを求めた訴訟は、去る9月16日付け最
高裁判所の決定により、工事の差止めを認めな

い司法判断が確定したところである。

石木ダムの早期完成は、県北地域全体の振興、

佐世保市民、川棚町民の安全で安定した生活を
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確保するために、一刻の猶予も許されるもので

はないことから、下記の方針に基づき進められ

ることを強く要望する。

記

1 石木ダムに反対する住民の方々との話合

いの機会を持ちながら、事業への理解を得られ

るよう努めること。

2 前項の話合いに配慮しつつ、土地収用法

第106条第1項に規定する買受権が主張される
ことも想定し、適切に対応すること。

以上、決議する。

令和4年10月7日
       長崎県議会

議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。（拍手）

〇議長（中島⬤義君） これより、質疑・討論に
入ります。

堀江議員―32番。
〇３２番（堀江ひとみ君）〔登壇〕 日本共産党

の堀江ひとみです。

ただいま議題となりました「石木ダム建設推

進に関する決議案」については、大石知事に対

し、石木ダム建設工事を早く進めなさいと求め

る内容です。

以下の理由で賛成できません。

1 佐世保市の水は足りています。

過去46年間で、佐世保市では節水広報・市民
の多くが気づかなかった程度の減圧給水が実施

されました。時間給水をしなければならない渇

水は一度ありました。にもかかわらず、「ほぼ

2年に一度は渇水の危機に見舞われた」と決議
では誇大説明をしています。利水の面でも、石

木ダムは不要です。

2 「川棚川の河川改修が完成すれば、過去

の洪水は石木ダムなしで流すことができる」

2014年7月、当時の長崎県知事が川原公民館
で発言し、その後も議会答弁になっています。

治水の面からも、石木ダムは要りません。

事業を進めることは、水没予定地に、現に生

活している13世帯、約60人を行政代執行で追い
出して、ダムを造るということであり、反対で

す。

3 何より、住民の合意は得られていません。

昨年10月21日、福岡高裁において、石木ダム
工事差止め控訴審の判決で、第三者である裁判

所が指摘しています。住民は、長崎県知事を信

頼し、覚書を取り交わしたことは事実であり、

にもかかわらず、いまだ地元関係者の理解が得

られるには至っていないと。

覚書とは、1972年、今から50年前、住民が知
事や川棚町長と交わした覚書であり、ダム建設

の必要が生じた時には、改めて協議のうえ、書

面による同意を受けた後、着手すると4項目あ
ります。

大石知事、住民との書面にある同意がないま

ま石木ダム建設は進められています。

大石知事は、ダム建設への住民の理解を得た

いと、反対住民との話し合いを続けられていま

す。何回面会しても、事業ありきのスタンスで

は、住民の理解は得られません。

大石知事、最高裁がどんな結論を出そうとも、

石木ダム事業は、長崎県の事業であり、事業の

是非を決めるのは、知事ご自身です。大石知事、

知事が生まれる前の長崎県知事と住民の約束、

覚書は守られていないのです。

今、長崎県知事の立場であられる大石知事、

過去の話ではなく、どうか50年前の住民との約
束を守ってください。

大石知事に、覚書、約束への誠実な対応を求

め、決議の反対討論といたします。
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〇議長（中島⬤義君） 外間議員―40番。
〇４０番（外間雅広君）（拍手）〔登壇〕 ただ

いま提出されました「石木ダム建設推進に関す

る決議案」につきまして、賛成の立場で意見を

述べさせていただきます。

近年、全国各地で大規模な自然災害が頻発し

ている現状を踏まえると、川棚川流域において

も、地域住民の皆様の安全と安心を確保するた

め、早急に石木ダムを完成させなければならな

いと考えております。

また、慢性的な水不足である佐世保市におい

ては、石木ダムによる安定した水源の確保が必

要不可欠であります。

石木ダムは、これまで約8割の地権者の皆様
が苦渋の決断のうえ、家屋移転に協力をいただ

いているものの、残る約2割の石木ダムに反対
する住民の方々については、いまだ、事業の必

要性についてのご理解が得られておらず、土地

の明渡しをされていない状況が続いております。

こうした中、現場においては、石木ダムに反

対する方々による妨害が続いていますが、安全

に配慮しながら、付け替え県道工事や令和3年
には本体工事にも着手するなど、進捗が図られ

ております。

令和4年3月に就任された大石知事におかれ
ましては、事業を円滑に進めるためには、事業

に反対する住民の方々のご理解をいただくこと

が重要であるとのお考えのもと、就任以来、何

度も現地に足を運ばれ、事業への理解と協力を

得るための努力を続けておられます。

一方、石木ダムに反対する住民の方々が、事

業認定の取消しを求めて提起した訴訟について

は、令和2年の最高裁判所の決定により、石木
ダムの公益上の必要性が司法の場においても認

められ、工事の差止めを求めて提起した訴訟に

ついては、去る9月16日の最高裁判所の決定に
より、工事の差止めを認めない司法判断が確定

したところであり、早期完成に向けて、工事を

着実に進めることが望まれるところであります。

しかしながら、来年9月には、事業認定告示
から10年を経過し、土地収用法第106条第1項に
規定する買受権が主張されることも想定され、

適切な対応が求められるものであります。

石木ダムについては、県北地域全体の振興、

佐世保市民、川棚町民の安全で安定した生活を

確保するために早期完成が求められていること

から、知事は、事業に反対する住民の方々との

話し合いの機会を持ちながら、事業への理解を

得る努力を続ける一方で、買受権が主張された

場合に備えて適切に対応すべきであると考えま

す。

以上、賛成討論といたします。

議員各位のご賛同を賜りますよう、お願いい

たします。（拍手）

〇議長（中島⬤義君） 質疑・討論をとどめて、

採決いたします。

本動議は、可決することの賛否について、表

決ボタンをお押し願います。

間もなく、表決を終了いたします。

これにて、表決を終了いたします。

賛成多数。

よって、本動議は、可決されました。

次に、八江利春議員外44名より、発議第203
号「長崎県ケアラー支援条例案」が、お手元に

配付いたしておりますとおり提出されておりま

ので、これを議題といたします。

提出者に、提案理由の説明を求めます。

ごう議員―29番。
〇２９番（ごうまなみ君）（拍手）〔登壇〕 自

由民主党のごうまなみでございます。
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お力をいただきました諸先輩方、議員各位、

関係者の皆様方、そして傍聴にお越しいただい

ている関係者の皆様方に心から感謝を申し上げ、

今回提出いたしております「長崎県ケアラー支

援条例案」につきまして、提案者を代表して、

ご説明申し上げます。

近年、自然災害の頻発や新型コロナウイルス

感染症への対応など、危機発生時における持続

的なサービスの必要性をはじめ、高齢者、医療

的ケア児など障害をお持ちの方の介護現場が増

加するなど、ケアラーの負担は日増しに大きく

なっています。

過去には、支援に当たる家族が介護に疲れ、

将来を悲観した末に殺人や自殺などの痛ましい

事件も起こっています。

また、今、特に注目されているヤングケアラ

ーは、本来、大人が担うと想定されている家事

や育児、家族の世話などを日常的に行うことで、

学びの機会を奪われたり、就職がなかなかうま

くいかないという現実もあるなど、大きな社会

問題となっています。

現在でも、介護保険などの公助の仕組みはあ

りますが、現状を見てみると、まだまだ介護等

の責任が、主に家族らのみに委ねられているケ

ースがあり、こうしたケアラーの方に対する支

援体制等をさらに充実させていく必要があると

考えております。

このような現状を踏まえ、県民の皆様にケア

ラーの問題をしっかりとご理解をいただき、ケ

アラーが孤立しないよう社会全体で支える機運

をさらに醸成していく必要があると考え、本条

例案を提案した次第でございます。

次に、本条例案の概要について、ご説明申し

上げます。

この条例は、ケアラー支援に関し、基本理念

を定め、県の責務や県民等の役割を明らかにす

るとともに、支援に関する施策を総合的かつ計

画的に推進し、もって、全てのケアラーが健康

で、文化的な生活を営むことができる社会を実

現することを目的としております。

ケアラーの定義につきましては、高齢、障害、

または疾病等により援助を必要とする親族、友

人、その他の身近な人に対して無償で介護、看

護、日常生活上の世話、その他の援助を提供す

る者とし、ヤングケアラーは、そのうち18歳未
満の者としております。

また、基本理念として、3つの項目を掲げて
おります。

一つ目は、全てのケアラーが個人として尊重

され、健康で文化的な生活を営み、その生活の

継続性が損なわれることがないようにすること。

二つ目は、県や県民等の多様な主体が、それ

ぞれの責務、または役割を果たし、相互に連携

を図りながら、ケアラーが孤立することのない

よう社会全体で支えること。

三つ目は、ヤングケアラーの適切な教育の機

会を確保し、心身の健やかな成長及び発達並び

にその自立を図ることでございます。

県が果たすべき責務といたしましては、基本

理念にのっとり、ケアラーに関する制度間の調

整を図りつつ、離島・僻地及び中山間地域の地

域性及び特殊性を踏まえ、総合的かつ計画的に

施策を実施するものと規定しております。

続いて、県民等、事業者、関係機関、民間支

援団体に期待されている役割や、市町を含む多

様な主体と県との相互連携を規定しております。

加えて、県はケアラーの支援に関する推進計

画を策定することとし、主要な施策として、広

報及び啓発、人材の育成、民間支援団体等によ

る支援の推進を規定しております。
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最後に、本条例は、県民への周知期間や施策

実施のための準備期間を一定期間設けることと

し、令和5年4月1日から施行することとしてお
ります。

以上が、本条例案の趣旨及び概要であります。

なお、このようなケアラー支援の条例につい

て、都道府県では、埼玉県、茨城県、北海道の

3道県で制定されているだけであり、九州内で
は、いまだ制定されていない状況でございます。

この条例を制定し、長崎県内のどこに住んで

いても、安心して、介護や看護ができる社会が

実現できるよう祈念申し上げ、提案といたしま

す。

何とぞ、議員各位のご賛同を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。（拍手）

〇議長（中島⬤義君） お諮りいたします。
発議第203号は、委員会付託を省略すること

にご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、委員会付託を省略いたします。

発議第203号は、直ちに採決することにご異
議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決いたします。

発議第203号は、原案のとおり、可決するこ
とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

〇議長（中島⬤義君） 全員起立。
よって、発議第203号は、原案のとおり、可

決されました。

次に、議会運営委員会より、発議第204号「長
崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例案」について、お

手元に配付いたしておりますとおり提出されて

おりますので、これを議題といたします。

お諮りいたします。

発議第204号につきましては、質討・討論を
省略し、直ちに採決することにご異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決いたします。

発議第204号は、可決することの賛否につい
て、表決ボタンをお押し願います。

間もなく、表決を終了いたします。

これにて、表決を終了いたします。

賛成多数。

よって、発議第204号は、原案のとおり、可
決されました。

次に、知事より、認定第1号乃至認定第3号の
送付がありましたので、これを一括して上程い

たします。

ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 本日提出いたし

ました追加議案について、ご説明いたします。

認定第1号から認定第3号は、地方自治法の規
定に基づき、令和3年度長崎県一般会計決算及
び各特別会計決算等の認定を得ようとするもの

であります。

以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。

何とぞ、適正なるご決定を賜りますよう、お

願い申し上げます。

〇議長（中島⬤義君） ただいま上程いたしまし
た認定第1号乃至認定第3号につきましては、お
手元に配付いたしております議案付託表のとお

り、予算決算委員会に付託いたします。
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次に、認定第1号乃至認定第3号につきまして
は、議会閉会中の継続審査とすることにご異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。

よって、認定第1号乃至認定第3号は、議会閉
会中の継続審査とすることに決定されました。

次に、議員派遣の件を議題といたします。

お諮りいたします。

お手元に配付いたしております議員派遣第

90号及び議員派遣第91号のとおり、議員を派遣
することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、そのとおり決定されました。

次に、各委員会から議会閉会中の付託事件と

して、お手元の一覧表のとおり申し出があって

おりますので、これを許可することにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（中島⬤義君） ご異議なしと認めます。
よって、そのとおり決定されました。

以上をもちまして、本定例会に付議されまし

た案件の審議は終了いたしました。

この際、知事より、ご挨拶があります―知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 9月定例県議会
の閉会に当たり、一言、ご挨拶を申し上げます。

このたびの議会は、去る9月12日から本日ま
での26日間にわたり開かれましたが、議員の皆
様方には、本会議及び委員会を通して、終始熱

心にご審議いただくとともに、それぞれ適正な

ご決定を賜り、厚く御礼を申し上げます。

また、新型コロナウイルス感染症への対応に

際し、県議会におかれましては、議会運営等に

ついて格別のご高配を賜り、重ねて感謝申し上

げます。

この際、議会中の主な動きについて、ご報告

申し上げます。

新型コロナウイルス感染症対策。

新型コロナウイルス感染症については、本年

8月下旬以降、新規感染者数、病床使用率とも
に減少傾向で推移し、徐々に落ち着きを取り戻

しつつあるものと考えております。

そのため、有識者のご意見等もお伺いしたう

えで、9月29日から、県内全域の感染段階をレ
ベル2―Ⅰに引き下げることとし、県民の皆様
に対して、ワクチン接種へのご協力や基本的な

感染防止対策を改めてお願いいたしました。そ

の後も、感染状況は改善傾向で推移したため、

本日から県内全域の感染段階をレベル1に引き
下げたところであります。

県としては、今後とも、基本的な感染防止対

策やワクチン接種を継続しつつ、重症化リスク

の高い高齢者等を守るため、医療提供体制の強

化や高齢者施設等における対策に取り組むとと

もに、今後のインフルエンザとの同時流行を想

定し、発熱患者を診療する医療機関の確保に努

めてまいります。

また、新型コロナウイルスワクチンについて

は、9月下旬からオミクロン株に対応したワク
チンの接種が、一部の市町において開始されま

した。

10月中旬以降には、接種対象者が拡大される
ことから、より多くの県民の皆様に接種してい

ただけるよう、県としても11月を目途に、「長
崎県新型コロナワクチン接種センター」を設置

し、迅速な接種を後押ししてまいります。

一方、感染が収まりつつある現状を踏まえ、

当面、コロナ禍で大きな影響を受けた飲食・観

光の立て直しに注力してまいりたいと考えてお
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ります。

また、現在、新型コロナウイルス感染症のみ

ならず、原油価格・物価高騰の長期化などによ

っても、県民生活や社会経済活動に様々な影響

が生じております。これらの実情をしっかりと

把握したうえで、国の動きも注視しつつ、必要

な追加対策を早急に検討してまいります。

全国旅行支援の実施。

去る9月28日、九州7県を対象とした「ふるさ
とで“心呼吸”の旅キャンペーン」について、9
月30日までとしていた実施期間を10月10日ま
で延長いたしました。また、国の全国旅行支援

の実施決定を受け、本県においても、10月11日
から全国を対象とした、「ながさきで心呼吸の

旅キャンペーン」を実施することとしておりま

す。

こうした切れ目のない支援を実施することで、

今後のさらなる誘客につなげてまいりたいと考

えております。

九州新幹線西九州ルートの開業。

西九州新幹線については、去る9月23日に開
業を迎えることができました。ご協力をいただ

いた多くの地権者を含む県民の皆様をはじめ、

政府・与党や本県選出の国会議員の皆様、歴代

の知事や県議会、県内市町及び地元経済界など

多くの方々の格別のご尽力とご支援の賜物であ

り、改めて深く感謝を申し上げます。

また、鉄道・運輸機構の皆様、ＪＲ九州の皆

様におかれては、多くのご苦労のもと、開業ま

での準備を進めていただき、重ねて御礼を申し

上げます。

今後、開業を契機として、その効果を県内全

体へ広げていくことが重要であることから、来

県された皆様方に本県の魅力を体感していただ

き、再度、長崎にお越しいただけるよう、引き

続き官民一体となって、受入体制の充実に力を

注いでまいります。

また、ＪＲ佐世保線については、平成31年3
月、佐世保市、ＪＲ九州及び県で合意した「輸

送改善に係る高速化対策」について、県による

地上設備の整備とＪＲ九州による振り子型車両

の導入等を実施し、9月23日から高速化走行が
開始されております。

さらに、同日から長崎本線（諫早～江北間）

についても、ＪＲ九州から鉄道施設等の譲渡を

受け、上下分離方式による運行が開始されてい

るところであります。

今後、これらの路線のさらなる利便性の向上

に努めるとともに、九州新幹線西九州ルート（新

鳥栖～武雄温泉間）の整備については、関西直

通運行を実現し、交流人口を拡大させることが

非常に重要であることから、全線フル規格での

整備を目指し、力を注いでまいります。

石木ダムの推進。

石木ダム建設に反対されている方々が、長崎

県及び佐世保市を被告として提訴されていた工

事続行差止め訴訟については、去る9月16日、
最高裁判所において上告を棄却し、上告審とし

て受理しない旨の決定がなされました。

これにより、福岡高等裁判所による請求棄却

の判決が確定し、工事の差止めを認めない司法

判断が示されたものと受止めております。

近年、全国各地で甚大な自然災害が頻発する

中、川棚川の洪水被害を軽減するとともに、佐

世保市の安定した水源を確保するためには、早

急に石木ダムを完成させる必要があると考えて

おります。

今後も、川原地区にお住まいの皆様に事業へ

のご理解とご協力をいただけるよう努力を重ね

つつ、佐世保市及び川棚町としっかりと連携し、
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県議会のご意見も伺いながら、事業の推進に全

力を注いでまいります。

Ｇ7広島サミット関係閣僚会合の長崎開催。
長崎と広島は、ともに原爆被爆の惨禍を経験

し、核兵器廃絶と世界恒久平和への思いを発信

し続けてきた平和都市であり、今回、その両都

市で、Ｇ7サミット及び保健大臣会合が開催さ
れることは、平和のメッセージを世界に発信す

るうえでも大きな意義を持つものと考えており

ます。

また、西九州新幹線の開業やＩＲ誘致、県庁

舎跡地の整備、民間による長崎スタジアムシ

ティプロジェクト等により新たな人の流れや、

にぎわいの創出が期待される本県の魅力を、県

内外に知っていただく絶好の機会になるものと

認識をしております。

改めて、今回の国の決定に深く感謝いたしま

すとともに、本県選出国会議員や県議会をはじ

め、これまで、ご尽力いただいた皆様に厚くお

礼申し上げます。

今後は、国や長崎市をはじめ、関係機関と連

携しながら、万全の体制で開催できるよう準備

を進めてまいります。

海洋エネルギー関連産業の促進。

去る9月30日、本県西海市江島沖が再エネ海
域利用法に基づく促進区域に指定されました。

本県では、五島沖に続き2例目の指定となり、
新たな基幹産業の一つとして、海洋エネルギー

関連産業の拠点形成を目指す本県にとって、大

きな前進になるものと受止めております。

県としては、地元西海市をはじめ、関係者と

十分に連携を図りながら、円滑な事業の推進に

努めてまいります。

企業誘致の推進。

去る9月22日、東京都に本社を置く株式会社

ＮＨＳが壱岐市への立地を決定されました。同

社は、3年間で新たに30人を雇用し、保険代理
店業務に関するコールセンターを開設すること

とされております。

また、10月3日には、医療用等の滅菌装置で
国内トップシェアを誇るサクラ精機株式会社長

崎研究開発センターが長崎市出島交流会館内に

開所されました。同社は、5年間で新たに10人
を雇用し、基幹部品である圧力容器の設計・開

発等に取り組む予定とされております。

今後とも、雇用の拡大と地域経済の活性化に

つながるよう、地元自治体等と連携しながら、

企業誘致の推進に力を注いでまいります。

スポーツの振興。

去る9月30日、男子プロバスケットボールＢ2
リーグの2022－23シーズンが開幕いたしまし
た。

長崎ヴェルカは、10月1日に熊本でのアウェ
ーゲームで新たなスタートを切りました。明日

10月8日には、長崎県立総合体育館においてホ
ーム開幕戦を迎え、香川ファイブアローズと対

戦いたします。

昨シーズンは、初のＢ3リーグ参入でありな
がら、圧倒的な強さで、リーグ優勝及び昇格を

見事に成し遂げられました。今シーズンにおい

ても、チーム力を存分に発揮し、必ずやリーグ

優勝、Ｂ1昇格の目標を達成されるものと期待
しております。

一方、サッカーＪ2リーグのＶ・ファーレン
長崎は、現在、Ｊ1昇格、プレーオフ出場圏内
の6位まで勝ち点差4の10位となっております。
リーグ戦も残すところ3試合となりますが、悲
願であるＪ1復帰をかけた闘いを全力で応援し
たいと考えております。

こうしたプロスポーツクラブの活躍は、県民
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に夢や感動を与え、県民の一体感や郷土愛を育

み、地域の活性化にも大きく寄与するものであ

り、県としても、市町や関係者、県民の皆様と

一体となって、引き続き、しっかりと後押しを

してまいります。

また、10月1日から10月11日まで栃木県で開
催されている「第77回国民体育大会」において、
昨日までにライフル射撃競技少年男子ビームピ

ストル60発の内田 翼選手が、本県第1号とな
る優勝を勝ち取ったほか、相撲競技成年男子団

体、レスリング競技少年男子グレコローマン51
㎏級の小川大和選手が準優勝するなど、団体、

個人合わせて7競技、11種目で入賞を果たして
おります。

チーム長崎の一員として、ふるさと長崎を代

表して闘っていただいている監督、選手の皆様

の健闘をたたえるとともに、後半競技での活躍

を期待いたします。

今後とも、本県選手の育成・強化に取り組み、

県民に希望と活力を与えるスポーツのさらなる

振興と競技力の向上に力を注いでまいります。

このほか、会期中、皆様からお寄せいただき

ました数々の貴重なご意見、ご提言などについ

ては、今後の県政に積極的に反映させてまいり

たいと存じます。

さて、すがすがしい秋を迎えましたが、皆様

方には何かとご多用のことと存じます。どうか

ご健康には一段とご留意いただき、ますますご

活躍されますことを心からお祈り申し上げます。

最後になりますが、報道関係の皆様方には、

議会中、終始、県議会の広報について、ご協力

を賜り、ありがとうございました。

この機会に、お礼を申し上げまして、閉会の

ご挨拶といたします。

〇議長（中島⬤義君）令和4年9月定例会の閉会

に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。

去る9月12日に開会いたしました本定例会も、
全ての案件の審議を終了し、本日閉会の運びと

なりました。

この定例会中は、新型コロナウイルス感染症

対策をはじめ、特定複合観光施設（ＩＲ）区域

整備の促進、人口減少対策、九州新幹線西九州

ルートの整備促進、県庁舎跡地活用、教育行政、

土木行政、農業・水産業の振興、医療・福祉行

政など、当面する県政の重要課題について、終

始熱心にご論議をいただきました。

この間の議員各位のご努力と知事をはじめ、

理事者の皆様並びに報道関係の皆様のご協力に

対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。

ご承知のとおり、去る9月23日に、長年の悲
願でありました西九州新幹線（長崎～武雄温泉

間）の開業を迎えることができました。

これもひとえに本県選出の国会議員をはじめ、

歴代の知事や県議会議員の皆様、経済界の方々

などのご尽力の賜物であり、特に、現在の短絡

ルートに決定し、事業を進めることができたの

は、佐世保市など県北地域の方々のご理解と苦

渋の決断があったからこそであり、改めて深く

感謝を申し上げます。

今後は、さらに本県観光資源の魅力をＰＲす

るとともに、新幹線開業効果を県内全域に波及

させていく取組が必要となります。

一方で、新鳥栖～武雄温泉間のフル規格によ

る整備の早期実現が求められているところであ

りますので、引き続き、県議会といたしまして

も、理事者や関係団体と連携し、取り組んでま

いりたいと存じます。

さて、新型コロナウイルス感染症については、

現在、本県はもちろん、全国的にも感染状況は

落ち着きを見せており、基本的な感染防止対策
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やワクチン接種を促進しながら、コロナ禍で大

きな影響を受けた関連産業、とりわけ飲食・観

光業界の立て直しを図ることが必要であります。

この件については、本定例会においても、関

連予算が可決されたところであり、加えて、長

崎県においても全国旅行支援を、来る10月11日
から実施することから、様々なツールを活用し

て本県のさらなる魅力発信や周遊促進事業など

を後押しするとともに、引き続き、議員各位の

ご協力をいただきながら、理事者や関係団体と

連携し、本県経済のさらなる回復を図ってまい

りたいと存じます。

時候は、まさに秋を迎えております。季節の

変わり目ではございますが、皆様方にはくれぐ

れも健康にご留意のうえ、県勢発展のために一

層のご尽力を賜りますよう、お願いを申し上げ

まして、閉会に当たりましてのご挨拶といたし

ます。

これをもちまして、令和4年9月定例会を閉会
いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時４３分 閉会 ―
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